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４月度 ５月度

全国企業倒産件数 8,367 8,110 8,631 7,163 5,980 6,880 9,053 783 1,009
前年（同月）比（％） ▲0.16 ▲3.1 6.4 ▲17.0 ▲16.5 15.1 31.5 28.3 42.9
福岡企業倒産件数 287 342 373 255 230 273 414 51 47
前年（同月）比（％） ▲8.0 1.2 1.1 ▲31.6 ▲9.8 18.7 51.6 112.5 56.6

令和５年度における倒産状況の特徴など〔全国〕

年度の倒産件数は低水準ながら3年ぶりに増加、コロナ関連倒産は1.4倍増

　2023年度の全国企業倒産（負債額1,000万円以上）は、件数が9,053件（前年度比31.5％増）、負債総額は2兆4,630億7,800万円（同
5.9％増）だった。
　件数は、2年連続で前年度を上回り、2014年度（9,543件）以来、9年ぶりの9,000件台。
　負債総額は、2年連続で前年度を上回り、2年連続で2兆円を超えた。前年度は大型倒産のマレリホールディングス（株）（埼玉、負債1兆
1,330億円）が膨らんだ。2023年度は負債100億円超の中堅企業が19件（前年度比46.1％増）と1.4倍に増え、押し上げたただ、同1億円
未満は6,723件（構成比74.2％）で、依然として小規模倒産を中心に推移。
　産業別では、2年連続で10産業すべてで前年度を上回った。増加率では、資材価格の高止まりや人件費上昇、人手不足が続く建設業
が1,777件（前年度比39.4％）で最大だった。最多件数はサービス業他の3,028件（前年度比34.8％増）で2年連続で前年度を上回り、
2009年度以来、14年ぶりに3,000件台に乗せた。以下、建設業1,777件（同39.4％増）、と卸売業1,048件（同27.0％増）、製造業1,006件
（同25.4％増）がそれぞれ2年連続で前年度を上回った。円安基調が続く中で、資材高や仕入れコストの上昇の一方、価格転嫁が進ま
ず、資金繰りに影響を及ぼした。また、燃料価格の高止まりや、人手不足や2024年問題を間近に控えた運輸業が441件（同25.6％増）と3
年連続で前年度を上回り、9年ぶりに400件台に乗せた。このほか、農林漁鉱業102件（同12.2％増）、小売業993件（同29.9％増）、金融
保険業28件（同7.6％増）、不動産業281件、情報通信業349件（同35.2％増）がそれぞれ2年連続で前年度を上回った。

5月の企業倒産 件数が11年ぶりに1,000件超、全産業・全地区が増加

　2024年5月度の全国企業倒産（負債額1,000万円以上）は、件数が1,009件（前年同月比42.9％増）、負債総額は1,367億6,900万円（同
50.9％減）だった。
　件数は、2013年（1,025件）以来、10年10カ月ぶりに1,000件を超えた。2022年4月から26カ月連続で前年同月を上回り、増加率42.9％
増は2023年８月（54.4％増）に次ぐ高水準となった。
　負債総額は、前年同月から半減、３カ月連続で前年同月を下回った。依然として、負債１億円未満が755件（構成比74.8％）と小・零細企
業が中心だが、同１億円以上10億円未満も235件（同35.8％増）発生し、次第に負債規模は大型化が目立つようになった。
　2024年1-5月累計は4,111件（前年同期比25.6％増）で、2013年（１万855件）以来、11年ぶりに年間１万件を超える状況で推移してい
る。コロナ関連支援が終了するタイミングで、円安、物価高、人手不足が経営にのしかかっている。このため、業績回復が遅れる企業に加
え、仕事を確保しても資金調達が難しい「黒字倒産」などを交え、企業倒産は増勢をたどる可能性が高い。

　資料出所：　株式会社東京商工リサーチ「全国企業倒産状況」

企業倒産状況（全国・福岡）

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度
令和６年
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▲
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1 2 3 1 2 3 4

　
休

廃
業

し
た

業
種

は
「
建

設
業

」
（
8
9
6
件

）
が

最
も

多
く
、

「
サ

ー
ビ

ス
業

」
（
7
3
7
件

）
、

「
小

売
業

」
（
4
2
2
件

）
、

「
卸

売
業

」
（
2
8
0
件

）
、

「
不

動
産

業
」
（
1
9
3
件

）
が

続
い

た
。

　
業

種
を

詳
細

に
み

る
と

、
前

年
比

で
最

も
増

加
し

た
の

は
「
事

業
協

同
組

合
」
（
9
件

→
2
0
件

、
1
2
2
％

増
）
で

2
0
1
6
年

以
降

は
じ

め
て

2
0
件

台
と

な
っ

た
。

組
合

員
の

減
少

や
共

同
利

用
の

利
用

率
低

下
な

ど
の

影
響

等
を

受
け

た
こ

と
で

廃
業

に
追

い
込

ま
れ

た
ケ

ー
ス

が
増

加
し

た
も

の
と

み
ら

れ
る

。

　
休

廃
業

の
発

生
件

数
は

、
福

岡
県

1
,7

6
9
件

（
8
.7

％
増

）
、

鹿
児

島
県

5
9
2
件

（
1
1
.3

％
増

）
、

熊
本

県
5
7
2
件

（
2
.4

％
減

）
、

長
崎

県
5
1
1
件

（
2
.8

％
増

）
、

大
分

県
4
7
7
件

（
2
7
.2

％
増

）
、

宮
崎

県
4
7
0
件

（
1
.9

％
減

）
、

沖
縄

県
4
5
7
件

（
1
.1

％
増

）
、

佐
賀

県
2
9
0
件

（
5
.5

％
減

）
と

な
っ

て
い

る
。

資
料

出
所

 ：
 【

全
国

】
株

式
会

社
帝

国
デ

ー
タ

バ
ン

ク
　

「
休

廃
業

・
解

散
動

向
調

査
」
（
年

報
）
 , 

【
九

州
・
沖

縄
】
帝

国
デ

ー
タ

バ
ン

ク
福

岡
支

店
「
九

州
・
沖

縄
地

区
企

業
倒

産
集

計
（
年

報
）
」

　
休

廃
業

を
行

っ
た

企
業

の
代

表
者

年
齢

は
、

2
0
2
3
年

平
均

で
7
0
.9

歳
と

な
り

、
３

年
連

続
で

7
0
歳

を
超

え
た

も
の

の
、

昨
年

か
ら

0
.1

歳
低

下
し

た
。

年
代

別
で

は
「
7
0
代

」
が

4
2
.6

％
と

４
割

を
超

え
た

が
、

ピ
ー

ク
年

齢
は

7
4
歳

と
前

年
か

ら
１

歳
低

下
し

、
い

ず
れ

も
て

前
年

を
下

回
る

の
は

2
0
1
6
年

以
降

で
初

め
て

と
な

る
。

休
廃

業
動

向
は

代
表

者
年

齢
7
0
歳

を
境

に
二

極
化

の
傾

向
が

進
ん

で
い

る
。

事
業

承
継

が
ス

ム
ー

ズ
に

進
ま

ず
、

後
継

者
へ

の
バ

ト
ン

タ
ッ

チ
が

で
き

な
い

ま
ま

代
表

者
の

高
齢

化
が

進
み

、
休

廃
業

・
解

散
を

余
儀

な
く
さ

れ
て

い
る

可
能

性
が

あ
る

。

　
業

種
別

で
は

全
業

種
で

前
年

か
ら

増
加

し
た

。
最

も
件

数
が

多
い

「
建

設
業

」
（
7
6
2
8
件

）
は

、
前

年
か

ら
1
0
％

増
加

し
、

過
去

５
年

で
最

多
だ

っ
た

。
前

年
か

ら
の

増
加

率
が

最
も

高
い

の
は

「
卸

売
業

」
の

3
5
2
7
件

（
1
2
.2

％
増

）
で

、
「
小

売
業

」
（
3
8
0
7
件

）
の

1
1
.3

％
増

、
「
サ

ー
ビ

ス
業

」
（
7
0
1
5
件

）
の

1
0
.6

％
増

、
、

「
製

造
業

」
（
3
0
1
2
件

）
の

1
0
.2

％
増

と
５

業
種

で
前

年
比

１
割

超
の

大
幅

増
加

と
な

っ
た

。
　

業
種

を
詳

細
に

み
る

と
、

前
年

比
増

加
率

上
位

5
種

は
、

「
税

理
士

事
務

所
」
（
8
1
件

）
の

1
7
0
.0

％
増

、
一

般
機

械
修

理
（
1
0
2
件

）
の

8
5
.5

％
増

、
書

店
（
5
3
件

）
の

6
0
.6

％
増

、
は

つ
り

・
解

体
工

事
（
7
8
件

）
の

5
9
.2

％
増

、
中

古
車

小
売

業
（
1
6
6
件

）
の

5
0
.9

％
増

だ
っ

た
。

令
和

５
年

度
に

お
け

る
休

廃
業

・
解

散
動

向
の

特
徴

な
ど

【
九

州
沖

縄
】

企
業

の
休

廃
業

・
解

散
、

4
年

ぶ
り

急
増

　
2
0
2
3
年

は
5
1
3
8
件

、
前

年
比

5
.8

％
増

　
　

「
あ

き
ら

め
廃

業
」
広

が
り

懸
念

、
黒

字
割

合
は

過
去

最
低

5
4
.8

％

　
2
0
2
3
年

に
九

州
で

休
業

や
廃

業
、

解
散

と
な

っ
た

企
業

（
個

人
事

業
主

を
含

む
）
は

5
,1

3
8
件

（
前

年
比

5
.8

％
増

）
と

な
っ

た
。

休
業

や
廃

業
、

解
散

し
た

企
業

の
雇

用
は

少
な

く
と

も
累

計
8
,4

3
1
人

に
及

び
、

前
年

9
,3

2
4
人

か
ら

8
9
3
人

減
少

し
た

。
全

て
の

雇
用

機
会

が
焼

失
し

た
も

の
で

は
な

い
が

、
約

8
,5

0
0
人

が
転

退
職

を
迫

ら
れ

た
計

算
と

な
る

。
焼

失
し

た
売

上
高

は
合

計
1
7
9
6
億

円
に

上
っ

た
。

　
2
0
2
3
年

に
休

業
や

廃
業

、
解

散
し

た
企

業
の

う
ち

「
資

産
超

過
型

休
廃

業
」
は

6
1
.5

％
を

占
め

た
。

ま
た

、
休

廃
業

す
る

直
前

期
の

決
算

で
当

期
純

損
益

が
「
黒

字
」
だ

っ
た

割
合

は
5
4
8
％

と
な

り
、

半
数

超
が

黒
字

廃
業

だ
っ

た
も

の
の

、
そ

の
割

合
は

過
去

最
低

を
更

新
し

た
。

2
0
2
3
年

の
休

廃
業

動
向

は
、

前
年

か
ら

4
割

超
の

急
増

と
な

っ
た

企
業

倒
産

（
法

的
整

理
）
と

と
も

に
増

加
し

た
。

こ
れ

ま
で

持
続

化
給

付
金

や
雇

用
調

整
助

成
金

な
ど

の
支

援
が

縮
小

し
た

こ
と

に
加

え
、

エ
ネ

ル
ギ

ー
価

格
等

の
上

昇
、

人
手

不
足

問
題

に
伴

う
人

件
費

増
な

ど
の

経
営

問
題

が
押

し
寄

せ
、

「
事

業
継

続
か

否
か

」
の

決
断

を
迫

ら
れ

、
更

な
る

経
営

悪
化

に
陥

る
前

に
や

む
な

く
会

社
を

畳
ん

だ
「
あ

き
ら

め
廃

業
」
を

余
儀

な
く

さ
れ

た
中

小
企

業
が

多
く
発

生
し

た
可

能
性

が
あ

る
。

　
休

廃
業

時
の

経
営

者
年

齢
は

、
2
0
2
3
年

平
均

で
7
0
.9

歳
と

な
り

、
２

年
連

続
で

7
0
歳

を
超

え
、

昨
年

か
ら

0
.4

歳
上

昇
し

た
。

ピ
ー

ク
年

齢
も

7
5
歳

で
横

ば
い

と
な

り
、

い
ず

れ
も

2
0
1
6
年

以
降

で
過

去
最

高
値

と
な

っ
た

。
　

 年
代

別
で

は
「
7
0
代

」
が

4
5
.2

％
と

４
割

を
超

え
、

前
年

代
で

最
多

だ
っ

た
こ

と
は

変
わ

ら
な

か
っ

た
。

「
6
0
代

」
以

下
の

割
合

は
0
.4

ポ
イ

ン
ト

増
加

し
た

「
5
0
代

」
を

除
き

、
い

ず
れ

も
前

年
か

ら
低

下
し

、
休

廃
業

動
向

は
代

表
年

齢
7
0
歳

を
境

に
二

極
化

の
傾

向
が

進
ん

で
い

る
。

事
業

継
承

が
ス

ム
ー

ズ
に

進
ま

ず
、

後
継

者
へ

の
バ

ト
ン

タ
ッ

チ
が

で
き

な
い

ま
ま

代
表

者
の

高
齢

化
が

進
み

、
休

廃
業

・
解

散
を

余
儀

な
く
さ

れ
て

い
る

可
能

性
が

あ
る

。

　
2
0
2
3
年

に
全

国
で

休
業

・
廃

業
、

解
散

を
行

っ
た

企
業

（
個

人
事

業
主

を
含

む
）
は

前
年

か
ら

5
,6

7
9
件

（
1
0
.6

％
）
増

加
の

5
万

9
1
0
5
件

を
数

え
た

。
企

業
の

休
廃

業
で

約
８

万
人

超
が

転
退

職
を

迫
ら

れ
た

計
算

と
な

る
。

消
失

し
た

売
上

高
は

合
計

２
兆

8
4
2
4
億

円
に

上
っ

た
。

休
廃

業
す

る
直

前
期

の
決

算
で

当
期

純
損

益
が

「
黒

字
」
だ

っ
た

割
合

は
5
1
.9

％
と

な
り

、
半

数
超

が
黒

字
休

廃
業

だ
っ

た
も

の
の

、
そ

の
割

合
は

過
去

最
低

を
更

新
し

た
。

総
じ

て
、

2
0
2
3
年

の
休

廃
業

動
向

は
、

コ
ロ

ナ
禍

の
支

援
策

の
縮

小
、

電
気

代
等

エ
ネ

ル
ギ

ー
価

格
を

は
じ

め
と

し
た

物
価

高
、

人
手

不
足

問
題

に
伴

う
人

件
費

増
な

ど
の

経
営

問
題

が
押

し
寄

せ
た

。
収

益
面

・
財

政
面

で
傷

つ
い

た
中

小
企

業
は

「
事

業
継

続
か

否
か

」
の

j決
断

を
迫

ら
れ

、
さ

ら
な

る
経

営
悪

化
に

陥
る

前
に

や
む

な
く
会

社
を

畳
ん

だ
「
あ

き
ら

め
廃

業
」
を

余
儀

な
く
さ

れ
た

可
能

性
が

あ
る

。

休
廃

業
・
解

散
の

動
向

　
(全

国
・
九

州
沖

縄
・
福

岡
県

）

平
成

２
９

年
平

成
3
0
年

令
和

元
年

（
平

成
３

１
年

）
令

和
２

年
令

和
３

年
令

和
４

年
令

和
５

年

全
国

「
休

廃
業

・
解

散
」
件

数
（
年

）

九
州

・
沖

縄
「
休

廃
業

・
解

散
」
件

数
（
年

度
）

福
岡

県
「
休

廃
業

・
解

散
」
件

数
（
年

度
）

令
和

５
年

に
お

け
る

休
廃

業
・
解

散
動

向
の

特
徴

な
ど

【
全

国
】

企
業

の
休

廃
業

・
解

散
、

4
年

ぶ
り

急
増

　
2
0
2
3
年

は
5
万

9
1
0
5
件

、
前

年
比

1
0
％

増
　

「
あ

き
ら

め
廃

業
」
広

が
り

懸
念

　
黒

字
割

合
、

過
去

最
低

5
1
.9

％
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資料 No.７ 

 

 

 
 

知っている
額を

知らない

適用

を知らない

福岡 731 67 9.2% 7,691 165 2.1% 31.3% 58.2% 10.4%

全国 13,295 1,545 11.6% 161,377 5,262 3.3% 40.1% 52.2% 7.6%

福岡 696 73 10.5% 7,808 241 3.1% 35.6% 54.8% 9.6%

全国 12,925 1,715 13.3% 166,570 5,590 3.4% 39.4% 51.7% 8.9%

福岡 880 88 10.0% 9,643 237 2.5% 52.3% 45.5% 2.3%

全国 15,413 2,166 14.1% 196,039 6,853 3.5% 41.8% 52.3% 5.9%

福岡 809 77 9.5% 8,389 165 2.0% 31.2% 64.9% 3.9%

全国 15,602 1,985 12.7% 195,606 6,386 3.3% 47.3% 48.2% 4.6%

福岡 811 87 10.7% 8,737 211 2.4% 41.4% 54.0% 4.6%

全国 15,671 2,145 13.7% 198,108 7,213 3.6% 52.4% 42.6% 5.0%

福岡 837 73 8.7% 8,750 215 2.5% 52.1% 42.5% 5.5%

全国 15,600 2,080 13.3% 185,239 5,910 3.2% 55.9% 38.6% 5.5%

福岡 173 9 5.2% 1,643 15 0.9% 25.0% 50.0% 25.0%

全国 9,308 751 8.1% 96,730 1,680 1.7% 53.0% 41.0% 6.0%

福岡 733 38 5.2% 6,795 129 1.9% 48.6% 46.0% 5.4%

全国 14,965 1,607 10.7% 164,525 4,389 2.7% 56.2% 36.7% 7.1%

福岡 768 32 4.2% 8,041 52 0.6% 90.6% 8.3% 1.0%

全国 15,105 1,558 10.3% 163,175 3,786 2.3% 59.6% 35.2% 5.2%

福岡 731 39 5.3% 7,468 96 1.3% 56.4% 41.0% 2.6%

全国 15,485 1,633 10.5% 173,558 4,053 2.3% 61.9% 32.2% 5.9%

令

和

元

年

最低賃金の履行確保のための監督実施結果
上段：福岡労働局内、下段：全国

監督
事業場数

違反
事業場数

違反率
監督実施
事業場の
労働者数

未満
労働者数

未満率

違反事業場で適用される
最低賃金を

１．「違反事業場数」、「未満労働者数」には、特定最低賃金のみ違反した数値も含む

２．「全国」の数値は、本省で１～３月の結果が集計され、毎年7月頃に確定される

３．令和３,４年は、緊急事態宣言等が発出されたことに伴い、緊急性ありと考えられるものを除き、例年ベースの監督実施を延期として
いる

４．令和６年福岡局内の数値は、令和６年１月～５月実施分までの結果（全国数値は例年どおりの１～３月の結果）
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年
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年

令
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６

年
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２

年
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年
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年

令

和

５

年
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資
料

標
題

Ⅰ
　
全
国
統
計
資
料
編

　
１
　
主
要
指
標
の
推
移
（
暦
年

・
四
半
期
・
月
）

・
・
・
１

　
　
(2
) 
 求

人
倍
率
、
消
費
者

物
価
指
数
、
国
内
企
業
物
価
指
数
、
賃
金
（
現
金
給
与
総
額
）
指
数

・
・
・
２

　
２
　
有
効
求
人
倍
率
、
完
全
失

業
率
の
推
移

　
　
(1
)　

有
効
求
人
倍
率
の
推

移
（
全
国
・
ラ
ン
ク
別
、
暦
年
・
月
）

・
・
・
３

　
　
(2
)　

性
・
年
齢
別
完
全
失

業
率
の
推
移
（
全
国
、
暦
年
・
月
）

・
・
・
４

　
３
　
賃
金
・
労
働
時
間
の
推
移

　
　
(1
)　

賃
金

　
　
　
イ
　
賃
金
（
現
金
給
与
総

額
・
定
期
給
与
額
）
増
減
率
の
推
移
（
規
模
別
（
30
人
以
上
・
5～

29
人
）
、
暦
年
・
月
）

・
・
・
５

　
　
　
ロ
　
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

者
比
率
の
推
移
（
規
模
別
（
30
人
以
上
・
5～

29
人
）
、
暦
年
・
月
）

・
・
・
６

　
　
　
ハ
　
初
任
給
額
、
上
昇
額

等
の
推
移
（
年
度
、
学
歴
別
）

・
・
・
７

　
　
(2
)　

賃
金
・
労
働
時
間

　
　
　
イ
　
賃
金
・
労
働
時
間
指

数
の
推
移
①

［
事

業
所

規
模

3
0
人

以
上

］
（

暦
年

・
四

半
期

、
所

定
内

給
与

・
所

定
内

労
働

時
間

・
時

間
当

た
り

所
定

内
給

与
）

・
・
・
８

　
　
　
　
　
賃
金
・
労
働
時
間
指

数
の
推
移
②

［
事

業
所

規
模

5
～

2
9
人

］
（

暦
年

・
四

半
期

、
所

定
内

給
与

・
所

定
内

労
働

時
間

・
時

間
当

た
り

所
定

内
給

与
）

・
・
・
９

　
　
　
ロ
　

一
般

労
働

者
の

賃
金

・労
働

時
間

の
推

移
（
暦

年
、

規
模

別
（
1
0
人

以
上

・
1
0
～

9
9
人

・
５

～
９

人
）
・
所

定
内

給
与

・
所

定
内

労
働

時
間

・
時

間
当

た
り

所
定

内
給

与
）
・
・
・
10

　
　
　
ハ
　
月
間
労
働
時
間
の
動

き
（

暦
年

・
月

、
所

定
内

労
働

時
間

・
所

定
外

労
働

時
間

（
規
模
別
（
3
0
人
以
上
・
5
～
2
9
人
）
）
）

・
・
・
11

　
４
　
春
季
賃
上
げ
妥
結
状
況

　
　
(1
)　

春
季
賃
上
げ
妥
結
状

況
（
令
和
６
年
）
（
連
合
（
規
模
別
、
方
式
別
）
、
経
団
連
（
大
手
・
中
小
別
）
）

・
・
・
12

　
　
(2
)　

賃
上
げ
額
・
率
の
推

移
・
・
・
13

　
　
　
イ
　
１
人
当
た
り
平
均
賃

金
の
改
定
額
及
び
改
定
率
の
推
移
（
暦
年
、
賃
金
の
改
定
額
・
改
定
率
）

　
　
　
ロ
　
賃
金
の
改
定
の
状
況

、
賃
金
の
改
定
の
決
定
に
当
た
り
最
も
重
視
し
た
要
素
別
企
業
割
合
（
令
和
４
年
）

　
５
　
夏
季
賞
与
・
一
時
金
妥
結

状
況
（
令
和
６
年
）
（
連
合
、
経
団
連
）

・
・
・
14

　
６
　
消
費
者
物
価
指
数
の
対
前

年
上
昇
率
の
推
移
（
全
国
・
ラ
ン
ク
別
、
暦
年
・
月
）

・
・
・
15

　
７
　
１
月
あ
た
り
の
消
費
支
出

額
の
推
移
（
暦
年
）

・
・
・
16

　
　
(1
) 
 Ｇ

Ｄ
Ｐ
、
鉱
工
業
生

産
指
数
、
製
造
工
業
稼
働
率
指
数
、
倒
産
件
数
、
完
全
失
業
者
数
及
び
完
全
失
業
率
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８
　
地
域
別
最
低
賃
金
額
（
時

間
額
）
、
未
満
率
及
び
影
響
率
の
推
移

・
・
・
17

　
９
　
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査

特
別
集
計
に
よ
る
未
満
率
及
び
影
響
率

・
・
・
18

　
10
　
地
域
別
最
低
賃
金
と
賃
金

水
準
と
の
関
係

・
・
・
19

・
・
・
20

・
・
・
21

　
11
　
企
業
の
業
況
判
断
及
び
収

益

　
　
(1
)　

日
銀
短
観
に
よ
る
企

業
の
業
況
判
断
及
び
収
益

　
　
　
イ
　
業
況
判
断
（
Ｄ
Ｉ
）

（
企
業
規
模
別
、
四
半
期
）

・
・
・
22

　
　
　
ロ
　
経
常
利
益
増
減
（
企

業
規
模
別
、
年
度
）

・
・
・
23

　
　
　
ハ
　
売
上
高
経
常
利
益
率

（
企
業
規
模
別
、
年
度
）

・
・
・
23

　
　
(2
)　

法
人
企
業
統
計
に
よ

る
企
業
収
益
①
（
資
本
金
規
模
別
、
年
度
）

・
・
・
26

　
　
　
　
 法

人
企
業
統
計
に
よ

る
企
業
収
益
②
（
資
本
金
規
模
別
、
四
半
期
）

・
・
・
27

　
　
(3
)　

中
小
企
業
景
況
調
査

に
よ
る
業
況
判
断
（
Ｄ
Ｉ
）
（
産
業
別
、
四
半
期
）

・
・
・
28

　
12
　
労
働
生
産
性

　
　
(1
)　

法
人
企
業
統
計
で
み

た
労
働
生
産
性
の
推
移
（
年
度
）

・
・
・
30

　
　
(2
)　

就
業
１
時
間
当
た
り

名
目
労
働
生
産
性
の
推
移
（
暦
年
）

・
・
・
32

Ⅱ
　
都
道
府
県
統
計
資
料
編

　
１
　
各
種
関
連
指
標

（
ラ
ン
ク

別
・

都
道

府
県

別
、

１
人

当
た

り
県

民
所

得
・

標
準

生
計

費
・
新
規
学
卒
者
(
高
卒
)
の
所
定
内
給
与
額
）

・
・
・
33

　
２
　
有
効
求
人
倍
率
の
推
移
（

ラ
ン
ク
別
・
都
道
府
県
別
、
暦
年
）

・
・
・
34

　
３
　
失
業
率
の
推
移
（
ラ
ン
ク

別
・
都
道
府
県
別
、
暦
年
・
四
半
期
）

・
・
・
35

　
４
　
賃
金
・
労
働
時
間
の
実
情

と
推
移

　
　
(1
)　

賃
金

　
　
　
イ
　
定
期
給
与
の
推
移
［

事
業
所
規
模
５
人
以
上
］
（
ラ
ン
ク
別
・
都
道
府
県
別
、
暦
年
）

・
・
・
36

　
　
　
ロ
　
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

者
の
１
求
人
票
あ
た
り
の
募
集
賃
金
平
均
額

・
・
・
37

　
　
(1
) 
 一

般
労
働
者
（
暦
年

、
全
国
・
産
業
計
（
企
業
規
模
10
人
以
上
・
10
～
99
人
）
）

　
　
(2
) 
 短

時
間
労
働
者
（
暦

年
、
全
国
・
産
業
計
（
企
業
規
模
10
人
以
上
・
10
～
99
人
）
）

　
　
(3
) 
 毎

月
勤
労
統
計
調
査

（
暦
年
、
全
国
・
産
業
計
、
事
業
所
規
模
５
人
以
上
）
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ハ
　
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

者
の
１
求
人
票
あ
た
り
の
募
集
賃
金
下
限
額

・
・
・
38

　
　
(2
)　

労
働
時
間

　
　
　
　
常
用
労
働
者
１
人
平
均

月
間
総
実
労
働
時
間
と
所
定
外
労
働
時
間
の
推
移
［
調
査
産
業
計
、
事
業
所
規
模
５
人
以
上
］

・
・
・
39

　
　
　
　
（
ラ
ン
ク
別
・
都
道
府

県
別
、
総
実
労
働
時
間
・
所
定
外
労
働
時
間
別
（
暦
年
）
）

　
５
　
消
費
者
物
価
指
数
等
の
推

移

　
　
(1
)　

消
費
者
物
価
対
前
年

上
昇
率
の
推
移
（
ラ
ン
ク
別
・
都
道
府
県
別
、
暦
年
・
月
）

・
・
・
40

　
　
(2
)　

消
費
者
物
価
地
域
差

指
数
の
推
移
①
（
ラ
ン
ク
別
・
都
道
府
県
庁
所
在
都
市
別
、
暦
年
）

・
・
・
41

　
　
　
　
 消

費
者
物
価
地
域
差

指
数
の
推
移
②
（
ラ
ン
ク
別
・
都
道
府
県
下
全
域
、
暦
年
）

・
・
・
42

　
６
　
消
費
支
出
額
の
推
移

　
　
(1
)　

１
月
あ
た
り
の
消
費

支
出
額
の
推
移
（
総
世
帯
、
暦
年
）

・
・
・
43

　
　
(2
)　

１
月
あ
た
り
の
消
費

支
出
額
の
推
移
（
総
世
帯
の
う
ち
勤
労
者
世
帯
、
暦
年
）

・
・
・
44

　
７
　
労
働
者
数
等
の
推
移

　
　
(1
)　

常
用
労
働
者
数
［
事

業
所
規
模
５
人
以
上
］
（
ラ
ン
ク
別
・
都
道
府
県
別
・
暦
年
）

・
・
・
45

　
　
(2
)　

雇
用
保
険
の
被
保
険

者
数
（
ラ
ン
ク
別
・
都
道
府
県
別
・
暦
年
）

・
・
・
46

　
　
(3
)　

就
業
者
数
（
ラ
ン
ク

別
・
都
道
府
県
別
・
暦
年
）

・
・
・
47

Ⅲ
　
業
務
統
計
資
料
編

　
１
　
地
域
別
最
低
賃
金
改
定
状

況

　
　
(1
)　

令
和
５
年
度
　
地
域

別
最
低
賃
金
の
審
議
・
決
定
状
況

　
　
　
　
（
ラ
ン
ク
区
分
・
都
道

府
県
別
、
前
年
度
決
定
金
額
・
改
正
最
低
賃
金
額
（
引
上
げ
額
・
率
）
・
採
決
状
況
等
）

・
・
・
48

　
　
(2
)　

目
安
と
改
定
額
と
の

関
係
の
推
移
（
ラ
ン
ク
別
・
都
道
府
県
別
、
年
度
）

・
・
・
49

　
　
(3
)　

効
力
発
生
年
月
日
の

推
移
（
ラ
ン
ク
別
・
都
道
府
県
別
、
年
度
）

・
・
・
50

　
　
(4
)　

加
重
平
均
額
と
引
上

げ
率
の
推
移
（
全
国
・
ラ
ン
ク
別
、
年
度
）

・
・
・
51

　
　
(5
)　

最
高
額
と
最
低
額
及

び
格
差
の
推
移
（
最
高
額
・
最
低
額
・
格
差
、
年
度
）

・
・
・
52

　
　
(6
)　

地
域
別
最
低
賃
金
引

上
げ
率
の
推
移
（
ラ
ン
ク
別
・
都
道
府
県
別
、
年
度
）

・
・
・
53

　
２
　
最
低
賃
金
の
履
行
確
保
を

主
眼
と
す
る
監
督
指
導
結
果

　
　
(1
)　

監
督
指
導
結
果
の
推

移
（
全
国
計
、
暦
年
、
法
違
反
の
状
況
等
）

・
・
・
54

　
　
(2
)　

業
種
別
法
違
反
の
状

況
（
令
和
６
年
１
月
～
３
月
、
全
国
計
）

・
・
・
55
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Ⅰ
　

全
国

統
計

資
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編
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１
　
主
要
指
標
の
推
移
 (
1)
 G
DP
、
鉱
工
業
生
産
指
数
、
製
造
工
業
稼
働
率
指
数
、
倒
産
件
数
、
完
全
失
業
者
数
及
び
完
全
失
業
率

年
率

換
算
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億

円
）

（
％

）
（

％
）

（
億

円
）

（
％

）
(R
2年

=1
00
)

（
％

）
(R
2年

=1
00
)

（
％

）
（

件
）

（
％
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注

）
１

　
斜

字
と

な
っ

て
い

る
求

人
倍

率
及

び
賃

金
指

数
の

四
半

期
別

・
月

別
の

数
値

は
季

節
調

整
値

及
び

そ
の

前
期

（
四

半
期

、
月

）
比

で
あ

り
、

そ
の

ほ
か

の
数

値
は

原
数

値
で

あ
る

。

　
　

　
２

　
毎

月
勤

労
統

計
調

査
は

、
事

業
所

規
模

５
人

以
上

の
結

果
で

あ
る

。

　
　

　
３

　
求

人
倍

率
は

、
新

規
学

卒
者

を
除

き
、

パ
ー

ト
タ

イ
ム

を
含

ん
で

い
る

。

　
　

　
４

　
国

内
企

業
物

価
指

数
の

令
和

６
年

５
月

分
の

数
値

は
速

報
値

で
あ

り
、

同
指

数
の

令
和

２
年

以
前

の
暦

年
値

の
前

年
比

は
各

基
準

の
指

数
か

ら
算

出
し

た
値

を
掲

載
し

て
お

り
、

　
　

　
　

　
掲

載
し

て
い

る
指

数
か

ら
算

出
し

た
前

年
比

と
一

致
し

な
い

場
合

が
あ

る
。

求
人

倍
率

消
費

者
物

価
指

数
国

内
企

業
物

価
指

数
賃

金
(
現

金
給

与
総

額
)
指

数
、

パ
ー

ト
比

率

(
持

家
の

帰
属

家
賃

を
除

く
総

合
)

調
査

産
業

計
製

造
業

資
料

出
所

厚
生
労
働
省
｢職

業
安
定
業
務
統
計
｣
総

務
省

「
消

費
者

物
価

指
数

」
日

本
銀

行
「

企
業

物
価

指
数

」
厚

生
労

働
省

「
毎

月
勤

労
統

計
調

査
」

-
2
-
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２
　

有
効

求
人

倍
率

、
完

全
失

業
率

の
推

移
　

(
1
)
　

有
効

求
人

倍
率

の
推

移

（
単

位
：

倍
）

平
成

平
成

平
成

平
成

平
成

令
和

令
和

令
和

令
和

令
和

2
6
年

2
7
年

2
8
年

2
9
年

3
0
年

元
年

２
年

３
年

４
年

５
年

１
月

２
月

３
月

４
月

全
国

1
.
0
9

1
.
2
0

1
.
3
6

1
.
5
0

1
.
6
1

1
.
6
0

1
.
1
8

1
.
1
3

1
.
2
8

1
.
3
1

1
.
2
7

1
.
2
6

1
.
2
8

1
.
2
6

Ａ
ラ

ン
ク

1
.
0
8

1
.
1
8

1
.
3
4

1
.
4
7

1
.
5
6

1
.
5
5

1
.
1
0

0
.
9
6

1
.
1
0

1
.
1
8

1
.
1
4

1
.
1
4

1
.
1
6

1
.
1
4

Ｂ
ラ

ン
ク

1
.
1
3

1
.
2
5

1
.
4
0

1
.
5
5

1
.
6
7

1
.
6
6

1
.
2
5

1
.
2
2

1
.
3
9

1
.
3
8

1
.
3
4

1
.
3
4

1
.
3
5

1
.
3
3

Ｃ
ラ

ン
ク

0
.
9
5

1
.
0
8

1
.
2
5

1
.
4
4

1
.
5
4

1
.
5
2

1
.
1
9

1
.
2
5

1
.
4
1

1
.
4
0

1
.
3
5

1
.
3
5

1
.
3
5

1
.
3
4

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
職

業
安

定
業

務
統

計
」

（
注

）
１

　
各

ラ
ン

ク
の

算
出

に
用

い
た

有
効

求
人

数
は

、
求

人
票

に
記

載
さ

れ
た

就
業

場
所

で
集

計
し

た
就

業
地

別
の

数
値

で
あ

る
。

　
　

　
２

　
各

ラ
ン

ク
に

お
け

る
数

値
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

ラ
ン

ク
に

属
す

る
都

道
府

県
の

有
効

求
人

数
の

合
計

を
有

効
求

職
者

数
の

合
計

で
除

し
て

算
出

。

　
　

　
３

　
新

規
学

卒
者

を
除

き
、

パ
ー

ト
タ

イ
ム

を
含

ん
で

い
る

。

　
　

　
４

　
各

ラ
ン

ク
は

、
令

和
５

年
度

か
ら

の
適

用
区

分
で

あ
る

　
　

　
５

　
各

月
の

数
値

は
季

節
調

整
値

で
あ

る
。

令
和

６
年

-
3
-
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(
2
)
　

性
・

年
齢

別
完

全
失

業
率

の
推

移

（
単

位
：

％
）

年
齢

計
1
5
～

2
4
歳

2
5
～

3
4
歳

3
5
～

4
4
歳

4
5
～

5
4
歳

5
5
～

6
4
歳

6
5
歳

以
上

年
齢

計
1
5
～

2
4
歳

2
5
～

3
4
歳

3
5
～

4
4
歳

4
5
～

5
4
歳

5
5
～

6
4
歳

6
5
歳

以
上

年
齢

計
1
5
～

2
4
歳

2
5
～

3
4
歳

3
5
～

4
4
歳

4
5
～

5
4
歳

5
5
～

6
4
歳

6
5
歳

以
上

平
成

2
6

年
3
.
6

6
.
3

4
.
6

3
.
4

3
.
0

3
.
2

2
.
2

3
.
7

7
.
1

4
.
8

3
.
2

2
.
9

3
.
7

2
.
6

3
.
4

5
.
4

4
.
4

3
.
5

3
.
1

2
.
5

1
.
5

平
成

2
7

年
3
.
4

5
.
5

4
.
6

3
.
1

2
.
8

3
.
1

2
.
0

3
.
6

5
.
9

4
.
8

3
.
0

2
.
9

3
.
7

2
.
4

3
.
1

5
.
1

4
.
3

3
.
2

2
.
7

2
.
3

1
.
0

平
成

2
8

年
3
.
1

5
.
1

4
.
3

2
.
9

2
.
5

2
.
9

1
.
9

3
.
3

5
.
7

4
.
4

2
.
9

2
.
6

3
.
4

2
.
5

2
.
8

4
.
5

4
.
1

2
.
9

2
.
4

2
.
3

1
.
3

平
成

2
9

年
2
.
8

4
.
6

3
.
7

2
.
6

2
.
4

2
.
7

1
.
8

3
.
0

4
.
7

3
.
8

2
.
6

2
.
4

3
.
0

2
.
2

2
.
7

4
.
5

3
.
5

2
.
6

2
.
3

2
.
2

1
.
2

平
成

3
0

年
2
.
4

3
.
6

3
.
4

2
.
2

2
.
0

2
.
3

1
.
5

2
.
6

4
.
1

3
.
4

2
.
3

2
.
1

2
.
5

2
.
1

2
.
2

3
.
1

3
.
3

2
.
2

2
.
0

2
.
0

0
.
8

令
和

元
年

2
.
4

3
.
8

3
.
2

2
.
2

2
.
0

2
.
1

1
.
5

2
.
5

3
.
9

3
.
5

2
.
1

2
.
0

2
.
4

2
.
0

2
.
2

3
.
7

2
.
9

2
.
1

1
.
9

1
.
9

0
.
8

令
和

2
年

2
.
8

4
.
6

3
.
9

2
.
5

2
.
3

2
.
6

1
.
7

3
.
0

5
.
0

4
.
1

2
.
7

2
.
4

2
.
9

2
.
4

2
.
5

4
.
2

3
.
7

2
.
3

2
.
3

2
.
1

1
.
1

令
和

3
年

2
.
8

4
.
6

3
.
8

2
.
5

2
.
4

2
.
7

1
.
8

3
.
1

5
.
1

4
.
2

2
.
5

2
.
4

3
.
1

2
.
4

2
.
5

4
.
2

3
.
3

2
.
3

2
.
3

2
.
5

1
.
1

令
和

4
年

2
.
6

4
.
4

3
.
6

2
.
4

2
.
1

2
.
5

1
.
6

2
.
8

4
.
9

3
.
8

2
.
4

2
.
2

2
.
7

2
.
0

2
.
4

3
.
5

3
.
2

2
.
3

2
.
0

2
.
2

1
.
1

令
和

5
年

2
.
6

4
.
1

3
.
6

2
.
4

2
.
0

2
.
5

1
.
7

2
.
8

4
.
4

3
.
8

2
.
3

2
.
0

2
.
8

2
.
4

2
.
3

3
.
8

3
.
4

2
.
2

2
.
0

2
.
1

1
.
0

令
和

6
年

１
月

2
.
4

3
.
7

3
.
3

2
.
1

2
.
1

2
.
4

1
.
7

2
.
5

4
.
4

3
.
0

2
.
1

2
.
0

2
.
8

…
 
 

2
.
3

2
.
9

3
.
4

2
.
2

2
.
2

1
.
9

…
 
 

２
月

2
.
6

4
.
2

3
.
3

2
.
5

2
.
2

2
.
6

1
.
7

2
.
7

4
.
7

3
.
1

2
.
1

2
.
4

2
.
9

…
 
 

2
.
6

3
.
7

3
.
5

3
.
1

2
.
0

2
.
2

…
 
 

３
月

2
.
6

4
.
5

3
.
7

2
.
4

2
.
0

2
.
7

1
.
7

2
.
7

4
.
8

3
.
5

2
.
3

2
.
1

2
.
8

…
 
 

2
.
6

4
.
0

4
.
0

2
.
5

2
.
0

2
.
4

…
 
 

４
月

2
.
6

4
.
1

3
.
6

2
.
5

2
.
1

2
.
6

1
.
9

2
.
8

3
.
9

3
.
6

2
.
7

2
.
1

3
.
1

…
 
 

2
.
4

4
.
2

3
.
7

2
.
2

2
.
0

2
.
1

…
 
 

資
料

出
所

　
総

務
省

「
労

働
力

調
査

」

（
注

）
１

　
月

次
の

数
値

は
季

節
調

整
値

。

　
　

　
２

　
男

女
別

の
6
5
歳

以
上

の
季

節
調

整
値

は
公

表
さ

れ
て

い
な

い
。

男
女

計
男

性
女

性

-
4
-
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３
　

賃
金

・
労

働
時

間
の

推
移

　
(
1
)
　

賃
金

　
　
イ
　
賃
金
（
現
金
給
与
総
額
・
定
期
給
与
額
）
増
減
率
の
推
移

（
単
位
：
％
）

平
成

平
成

令
和

令
和

令
和

令
和

令
和

2
9
年

3
0
年

元
年

２
年

３
年

４
年

５
年

１
月

２
月

３
月

４
月

0
.
5
 

1
.
2
 

△
 
0
.
2
 

△
 
1
.
7
 

1
.
0
 

3
.
1
 

1
.
8
 

1
.
7
 

1
.
8
 

1
.
7
 

2
.
0
 

5
0
0
人

以
上

0
.
0
 

4
.
0
 

△
 
1
.
1
 

△
 
1
.
5
 

1
.
3
 

2
.
9
 

0
.
6
 

1
.
1
 

1
.
2
 

△
 
0
.
3
 

1
.
7
 

1
0
0
～

4
9
9
人

△
 
0
.
2
 

2
.
4
 

0
.
1
 

△
 
2
.
7
 

0
.
3
 

4
.
3
 

2
.
3
 

1
.
3
 

△
 
0
.
2
 

0
.
7
 

0
.
3
 

3
0
～

9
9
人

1
.
4
 

△
 
0
.
9
 

△
 
0
.
5
 

△
 
1
.
3
 

0
.
5
 

3
.
1
 

1
.
6
 

2
.
0
 

3
.
3
 

3
.
5
 

3
.
4
 

1
.
0
 

△
 
0
.
7
 

△
 
0
.
1
 

0
.
0
 

0
.
0
 

△
 
0
.
2
 

0
.
5
 

1
.
5
 

1
.
2
 

△
 
0
.
2
 

1
.
1
 

0
.
4
 

0
.
7
 

0
.
1
 

△
 
1
.
1
 

1
.
2
 

2
.
4
 

1
.
6
 

1
.
2
 

1
.
9
 

2
.
1
 

2
.
3
 

(
0
.
6
)

(
0
.
7
)

(
0
.
1
)

(
0
.
1
)

(
0
.
8
)

(
2
.
0
)

(
1
.
8
)

(
1
.
5
)

(
2
.
2
)

(
2
.
3
)

(
2
.
5
)

△
 
0
.
1
 

3
.
0
 

△
 
0
.
4
 

△
 
0
.
7
 

1
.
7
 

1
.
5
 

0
.
9
 

1
.
1
 

1
.
3
 

0
.
8
 

1
.
6
 

(
0
.
1
)

(
3
.
1
)

(
△

 
0
.
3
)

(
0
.
5
)

(
1
.
1
)

(
1
.
4
)

(
1
.
0
)

(
1
.
5
)

(
1
.
4
)

(
0
.
8
)

(
1
.
8
)

△
 
0
.
1
 

2
.
0
 

0
.
2
 

△
 
1
.
9
 

0
.
7
 

3
.
4
 

1
.
9
 

0
.
0
 

0
.
6
 

0
.
9
 

0
.
7
 

(
0
.
1
)

(
2
.
2
)

(
0
.
4
)

(
△

 
1
.
0
)

(
0
.
2
)

(
2
.
7
)

(
2
.
3
)

(
0
.
1
)

(
0
.
9
)

(
1
.
0
)

(
0
.
9
)

1
.
1
 

△
 
1
.
1
 

△
 
0
.
6
 

△
 
1
.
1
 

0
.
9
 

3
.
1
 

1
.
3
 

1
.
7
 

3
.
0
 

3
.
6
 

3
.
5
 

(
1
.
0
)

(
△

 
1
.
3
)

(
△

 
0
.
7
)

(
0
.
2
)

(
0
.
8
)

(
3
.
0
)

(
1
.
1
)

(
2
.
1
)

(
3
.
5
)

(
4
.
0
)

(
3
.
9
)

1
.
0
 

△
 
0
.
6
 

△
 
0
.
2
 

0
.
2
 

△
 
0
.
1
 

△
 
0
.
3
 

0
.
5
 

1
.
3
 

1
.
2
 

0
.
9
 

0
.
8
 

(
0
.
7
)

(
△

 
0
.
5
)

(
△

 
0
.
1
)

(
0
.
8
)

(
0
.
0
)

(
△

 
0
.
5
)

(
0
.
4
)

(
1
.
3
)

(
1
.
4
)

(
0
.
9
)

(
0
.
9
)

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
毎

月
勤

労
統

計
調

査
」

（
注

）
１

　
各

年
（

月
）

の
数

値
は

、
指

数
の

対
前

年
（

同
月

）
増

減
率

で
あ

る
。

　
　

　
２

　
（

　
）

内
の

数
値

は
所

定
内

給
与

額
に

つ
い

て
の

増
減

率
で

あ
る

。

　
　

　
３

　
令

和
６

年
１

月
以

降
の

前
年

同
月

増
減

率
に

つ
い

て
は

、
ベ

ン
チ

マ
ー

ク
更

新
を

行
っ

た
前

年
の

参
考

値
と

比
較

す
る

こ
と

に
よ

り
算

出
し

て
い

る
た

め
、

指
数

か
ら

算
出

し
た

　
　

　
　

　
場

合
と

一
致

し
な

い
。

令
和

６
年

現 金 給 与 総 額

3
0
人

以
上

5
～

2
9
人

定 期 給 与 額

3
0
人

以
上

5
0
0
人

以
上

1
0
0
～

4
9
9
人

3
0
～

9
9
人

5
～

2
9
人

-
5
-
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ロ
　
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
比
率
の
推
移

（
単
位
：
％
）

平
成

平
成

平
成

平
成

令
和

令
和

令
和

令
和

令
和

2
7
年

2
8
年

2
9
年

3
0
年

元
年

２
年

３
年

４
年

５
年

１
月

２
月

３
月

４
月

2
5
.
4
0

2
5
.
2
2

2
5
.
0
9

2
5
.
0
9

2
5
.
5
9

2
5
.
2
8

2
5
.
0
5

2
4
.
5
3

2
4
.
6
8

2
4
.
9
8

2
4
.
8
5

2
4
.
6
7

2
4
.
4
1

5
0
0
人

以
上

1
7
.
3
1

1
7
.
0
6

1
6
.
6
3

1
5
.
8
5

1
6
.
0
3

1
5
.
3
9

1
5
.
3
0

1
4
.
9
7

1
5
.
3
7

1
5
.
4
8

1
5
.
4
2

1
5
.
1
9

1
5
.
0
9

1
0
0
～

4
9
9
人

2
4
.
9
3

2
4
.
4
6

2
4
.
9
9

2
4
.
6
0

2
4
.
7
8

2
4
.
9
2

2
4
.
4
0

2
3
.
5
4

2
3
.
7
1

2
4
.
2
7

2
4
.
0
3

2
3
.
8
6

2
3
.
7
0

3
0
～

9
9
人

3
0
.
1
2

3
0
.
3
9

2
9
.
9
5

3
0
.
2
8

3
1
.
4
7

3
1
.
1
5

3
1
.
3
1

3
0
.
5
6

3
0
.
8
3

3
0
.
4
8

3
0
.
4
1

3
0
.
2
6

2
9
.
9
2

3
7
.
2
3

3
7
.
8
0

3
7
.
9
0

3
9
.
0
6

3
9
.
7
8

3
9
.
1
4

3
9
.
5
2

4
1
.
0
0

4
2
.
0
7

4
0
.
1
9

4
0
.
4
5

4
0
.
7
4

4
0
.
0
9

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
毎

月
勤

労
統

計
調

査
」

3
0
人

以
上

令
和

６
年

5
～

2
9
人

-
6
-

137



　
　
ハ
　
初
任
給
額
、
上
昇
額
等
の

推
移

平
成

2
6

年
度

7
0
2

(
0
.
4
)

5
6
9

(
0
.
3
)

5
4
4

(
0
.
3
)

7
3
6

(
0
.
5
)

8
4
2

(
0
.
5
)

6
5
5

(
0
.
4
)

8
0
6

(
0
.
4
)

6
0
1

(
0
.
3
)

4
6
4

(
0
.
3
)

7
8
7

(
0
.
4
)

平
成

2
7

年
度

1
,
2
3
9

(
0
.
8
)

9
0
4

(
0
.
5
)

7
0
6

(
0
.
4
)

1
,
1
5
1

(
0
.
7
)

1
,
5
7
9

(
0
.
9
)

1
,
3
4
2

(
0
.
8
)

1
,
5
7
4

(
0
.
8
)

1
,
9
3
3

(
0
.
9
)

1
,
3
1
8

(
0
.
7
)

1
,
8
7
5

(
0
.
9
)

平
成

2
8

年
度

8
2
4

(
0
.
5
)

5
8
2

(
0
.
3
)

6
1
6

(
0
.
4
)

7
4
8

(
0
.
5
)

9
9
5

(
0
.
5
)

7
6
7

(
0
.
4
)

8
8
0

(
0
.
4
)

1
,
2
6
3

(
0
.
6
)

6
3
1

(
0
.
3
)

1
,
1
5
3

(
0
.
5
)

平
成

2
9

年
度

1
,
0
9
3

(
0
.
7
)

5
6
5

(
0
.
3
)

5
3
2

(
0
.
3
)

8
3
4

(
0
.
5
)

9
6
6

(
0
.
5
)

8
5
1

(
0
.
5
)

1
,
1
0
9

(
0
.
5
)

1
,
1
3
2

(
0
.
5
)

7
4
5

(
0
.
4
)

9
3
0

(
0
.
4
)

平
成

3
0

年
度

1
,
3
6
1

(
0
.
8
)

2
,
6
1
8

(
1
.
6
)

2
,
3
8
5

(
1
.
5
)

1
,
3
8
6

(
0
.
8
)

1
,
6
6
0

(
0
.
9
)

1
,
4
9
3

(
0
.
8
)

1
,
6
3
7

(
0
.
8
)

2
,
1
7
1

(
1
.
0
)

1
,
5
1
1

(
0
.
8
)

1
,
7
0
7

(
0
.
8
)

令
和

元
年

度

1
,
6
7
0

(
1
.
0
)

1
,
7
3
7

(
1
.
0
)

1
,
6
4
1

(
1
.
0
)

1
,
6
1
3

(
1
.
0
)

1
,
4
9
0

(
0
.
8
)

1
,
6
4
2

(
0
.
9
)

1
,
5
4
4

(
0
.
7
)

1
,
2
5
1

(
0
.
6
)

1
,
0
4
1

(
0
.
6
)

1
,
5
6
9

(
0
.
7
)

令
和

2
年

度

1
,
6
8
1

(
1
.
0
)

1
,
0
9
8

(
0
.
8
)

1
,
1
6
0

(
0
.
7
)

1
,
4
4
3

(
0
.
8
)

1
,
5
9
7

(
0
.
8
)

1
,
2
0
2

(
0
.
7
)

1
,
4
0
8

(
0
.
7
)

1
,
6
0
8

(
0
.
8
)

1
,
2
3
1

(
0
.
7
)

1
,
4
9
8

(
0
.
7
)

令
和

3
年

度

6
3
4

(
0
.
4
)

7
8
1

(
0
.
5
)

6
0
3

(
0
.
4
)

5
0
5

(
0
.
3
)

8
6
7

(
0
.
5
)

7
9
7

(
0
.
4
)

7
2
7

(
0
.
3
)

9
0
4

(
0
.
4
)

5
4
4

(
0
.
3
)

7
7
8

(
0
.
3
)

令
和

4
年

度

1
,
9
6
7

(
1
.
1
)

2
,
0
5
0

(
1
.
2
)

2
,
1
0
9

(
1
.
3
)

1
,
8
7
1

(
1
.
1
)

1
,
8
8
3

(
1
.
0
)

1
,
6
6
9

(
0
.
9
)

1
,
7
8
9

(
0
.
9
)

1
,
3
7
5

(
0
.
6
)

1
,
2
7
5

(
0
.
7
)

1
,
8
1
7

(
0
.
8
)

令
和

5
年

度

5
,
9
8
8

(
3
.
4
)

6
,
2
3
8

(
3
.
5
)

6
,
1
3
9

(
3
.
7
)

6
,
0
8
4

(
3
.
5
)

6
,
6
7
3

(
3
.
4
)

6
,
3
6
1

(
3
.
4
)

6
,
1
6
1

(
2
.
9
)

7
,
5
6
7

(
3
.
5
)

6
,
0
0
7

(
3
.
1
)

7
,
1
5
8

(
3
.
1
)

令
和

6
年

度

1
1
,
8
6
2

(
6
.
5
)

1
3
,
9
6
6

(
7
.
2
)

1
1
,
8
0
0

(
6
.
5
)

1
1
,
7
2
4

(
6
.
6
)

1
2
,
6
9
7

(
6
.
3
)

1
2
,
0
8
7

(
6
.
2
)

1
2
,
3
4
6

(
5
.
4
)

1
5
,
9
3
6

(
6
.
9
)

1
2
,
7
9
5

(
6
.
3
)

1
4
,
4
3
8

(
5
.
9
)

資
料

出
所

　
労

務
行

政
研

究
所

（
労

政
時

報
）

「
決

定
初

任
給

の
最

終
結

果
（

各
年

度
）

」

（
注

）
１

　
上

段
は

初
任

給
額

(
円

)
、

下
段

左
は

上
昇

額
(
円

)
、

下
段

右
は

上
昇

率
(
％

)
。

　
　

　
２

　
集

計
（

回
答

）
企

業
は

各
調

査
年

度
に

よ
り

異
な

り
、

上
昇

額
・

率
は

各
調

査
年

度
に

お
い

て
付

帯
的

に
調

査
し

た
前

年
度

の
初

任
給

額
を

も
と

に
算

出
し

た
も

の
で

あ
る

。

 
 
 
 
 
 
 
 
こ

の
た

め
、

上
昇

額
・

率
は

、
前

年
度

の
初

任
給

額
か

ら
計

算
さ

れ
る

上
昇

額
・

率
と

は
一

致
し

な
い

。
ま

た
、

上
昇

額
・

率
が

正
で

あ
っ

て
も

初
任

給
額

が
前

年
度

の
額

よ
り

も

　
　

　
　

小
さ

く
な

っ
て

い
る

箇
所

が
一

部
の

区
分

に
み

ら
れ

る
。

　
　

　
３

　
調

査
対

象
は

、
全

国
証

券
市

場
の

上
場

企
業

及
び

上
場

企
業

に
匹

敵
す

る
非

上
場

企
業

で
あ

る
。

　
　

　
４

　
令

和
６

年
度

は
、

東
証

プ
ラ

イ
ム

上
場

企
業

に
つ

い
て

の
速

報
集

計
結

果
で

あ
る

。

（
事

務
・

技
術

）
（

現
業

）
（

技
術

）
（

事
務

）
（

事
務

・
技

術
）

（
修

士
）

上
段

：
初

任
給

額
（

単
位

：
円

）
、

下
段

：
上

昇
額

・
率

（
単

位
：

円
、

％
）

高
校

卒
高

専
卒

短
大

卒
大

学
卒

大
学

院

一
律

差
あ

り
一

律
差

あ
り

卒

基
幹

職
補

助
職

基
幹

職
補

助
職

16
2,

38
1

16
7,
20
2

15
9,
44
6

16
3,
99
0

18
2,
40
1

17
4
,
1
7
9

2
0
4
,
8
6
3

2
0
6
,
3
2
2

1
8
3
,
0
6
0

2
2
0
,
7
2
4

2
2
2
,
0
8
3

16
4,

82
8

16
7,
37
0

15
9,
24
6

16
6,
61
7

18
5,
18
6

17
6
,
1
9
7

2
0
7
,
1
6
3

2
0
9
,
7
8
5

1
8
4
,
6
9
1

2
2
3
,
6
8
4

16
3,

73
7

16
7,
47
2

15
9,
38
2

16
5,
05
4

18
4,
17
3

17
5
,
5
9
1

2
0
5
,
9
1
4

2
0
7
,
8
5
4

1
8
4
,
1
6
9

2
2
4
,
2
1
2

16
8,

28
6

17
0,
10
4

16
1,
88
9

16
8,
08
5

18
7,
65
2

17
9
,
3
3
4

2
0
8
,
9
2
9

2
1
3
,
5
0
0

1
8
8
,
3
6
2

2
2
5
,
3
6
2

16
5,

97
7

16
7,
09
0

15
9,
49
7

16
7,
56
8

18
6,
40
2

17
7
,
5
4
6

2
0
8
,
2
3
5

2
1
1
,
0
5
1

1
8
6
,
0
0
4

2
2
5
,
7
3
2

17
0,

66
3

17
4,
71
9

16
3,
38
3

17
1,
89
2

19
0,
06
8

18
2
,
6
4
8

2
0
9
,
5
6
1

2
1
4
,
9
7
4

1
8
9
,
0
3
7

2
2
5
,
7
2
9

16
8,

69
6

17
0,
29
8

16
1,
05
8

17
0,
06
6

18
7,
94
1

18
0
,
4
3
1

2
0
9
,
1
7
3

2
1
4
,
3
7
8

1
8
8
,
1
1
1

2
2
6
,
2
6
2

17
4,

21
4

17
7,
92
2

16
7,
01
6

17
2,
80
3

19
2,
54
7

18
5
,
1
5
8

2
1
2
,
1
2
9

2
1
6
,
3
9
7

1
9
0
,
8
0
8

2
2
8
,
2
6
6

17
1,

55
0

17
3,
52
7

16
2,
73
1

17
1,
89
4

19
0,
26
2

18
3
,
0
6
8

2
1
0
,
0
9
2

2
1
5
,
6
6
5

1
8
9
,
1
1
3

2
5
9
,
2
2
8

2
1
9
,
9
4
6

2
2
5
,
9
7
1

1
9
8
,
1
2
4

2
3
7
,
3
0
0

19
3,

42
7

20
7,
88
8

19
4,
02
8

19
0,
22
8

21
5,
73
2

20
5
,
8
8
7

18
0,

49
4

18
5,
32
0

17
4,
10
4

17
8,
92
0

20
0,
79
1

19
3
,
2
4
0

2
3
9
,
0
7
8

2
4
6
,
7
2
7

2
1
6
,
2
8
9

-
7
-
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(2

)　
賃

金
・労

働
時

間
　

　
イ

　
賃

金
・労

働
時

間
指

数
の

推
移

①
［事

業
所

規
模

30
人

以
上

］

時
間

当
た

り
時

間
当

た
り

所
定

内
給

与
所

定
内

給
与

①
②

①
／

②
③

④
③

／
④

（
％

）
（
％

）
（

％
）

（
円

）
（

時
間

）
（

円
）

平
成

28
年

98
.6

0.
6 

10
4
.8

0.
0 

94
.1

0.
6 

26
7,

21
0

13
5.

8
1
,
9
6
8

平
成

29
年

99
.2

0.
6 

10
4
.7

△
 0

.1
 

94
.7

0.
6 

26
8,

73
6

13
5.

7
1
,
9
8
0

平
成

30
年

99
.9

0.
7 

10
4
.1

△
 0

.6
 

96
.0

1.
4 

27
0,

69
4

13
4.

9
2
,
0
0
7

令
和

元
年

99
.9

0.
1 

10
1
.9

△
 2

.1
 

98
.0

2.
1 

27
0,

84
7

13
2.

0
2
,
0
5
2

令
和

2
年

10
0.

0
0.

1 
10

0
.0

△
 1

.7
 

10
0.

0
2.

0 
27

1,
02

5
12

9.
6

2
,
0
9
1

令
和

3
年

10
0.

8
0.

8 
10

0
.9

0.
8 

99
.9

△
 0

.1
 

27
3,

18
6

13
0.

8
2
,
0
8
9

令
和

4
年

10
2.

8
2.

0 
10

1
.1

0.
2 

10
1.

7
1.

8 
27

8,
68

7
13

1.
0

2
,
1
2
7

令
和

5
年

10
4.

7
1.

8 
10

1
.6

0.
5 

10
3.

1
1.

4 
28

3,
59

4
13

1.
7

2
,
1
5
3

令
和

4
年

１
～
３
月

10
1.

9
1.

8 
98

.2
0.

1 
10

3.
8

1.
8 

27
6,

25
2

12
7.

2
2
,
1
7
2

４
～
６
月

10
3.

2
2.

1 
10

2
.7

0.
1 

10
0.

5
2.

0 
27

9,
68

9
13

3.
2

2
,
1
0
0

７
～
９
月

10
2.

9
2.

1 
10

1
.5

1.
2 

10
1.

4
0.

9 
27

8,
81

3
13

1.
5

2
,
1
2
0

10
～
12
月

10
3.

3
2.

1 
10

2
.1

△
 0

.5
 

10
1.

2
2.

6 
27

9,
98

9
13

2.
3

2
,
1
1
6

令
和

5
年

１
～
３
月

10
3.

3
1.

4 
99

.0
0.

8 
10

4.
3

0.
5 

28
0,

05
4

12
8.

3
2
,
1
8
3

４
～
６
月

10
5.

0
1.

7 
10

3
.6

0.
9 

10
1.

4
0.

9 
28

4,
61

0
13

4.
2

2
,
1
2
1

７
～
９
月

10
4.

9
1.

9 
10

1
.3

△
 0

.2
 

10
3.

6
2.

2 
28

4,
13

1
13

1.
3

2
,
1
6
4

10
～
12
月

10
5.

4
2.

0 
10

2
.6

0.
5 

10
2.

7
1.

5 
28

5,
54

5
13

3.
0

2
,
1
4
7

令
和

6
年

１
～
３
月

10
5.

1
2.

0 
98

.1
△
 1

.1
 

10
7.

1
2.

7 
28

4,
74

3
13

1.
4

2
,
1
6
7

資
料
出
所
　
厚
生
労
働
省

「
毎
月
勤
労
統
計
調
査
」

（
注
）
１
　
事
業
所
規
模

30
人
以
上
、
調
査
産
業
計
の
数
値
で
あ

る
。

　
　
　
２
　
四
半
期
の
実

数
値
及
び
時
間
当
た
り
所
定
内
給
与

は
、

労
働

基
準

局
賃

金
課

に
て

算
出

。

　
　
　
３
　
所
定
内
給
与

及
び
所
定
内
労
働
時
間
の
令
和
６
年

１
～

３
月

の
前

年
同

期
比

に
つ

い
て

は
、

ベ
ン

チ
マ

ー
ク

更
新

を
行

っ
た

前
年

の
参

考
値

と
比

較
す

る
こ

と
に

よ
り

算
出

し
て

い
る

た
め

、

　
　
　
　
　
指
数
か
ら
算

出
し
た
場
合
と
一
致
し
な
い
。

指
数

（
令

和
２

年
＝

10
0）

実
数

（
参

考
）

所
定
内
給
与

所
定

内
労

働
時

間
所

定
内

給
与

所
定

内
労

働
時

間

前
年
比

前
年

比
前

年
比

-
8
-
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イ
　

賃
金

・労
働

時
間

指
数

の
推

移
②

［事
業

所
規

模
５

～
29

人
］

時
間

当
た

り
時

間
当

た
り

所
定

内
給

与
所

定
内

給
与

①
②

①
／

②
③

④
③

／
④

（
％

）
（

％
）

（
％

）
（

円
）

（
時

間
）

（
円

）

平
成

28
年

98
.6

0.
3 

10
5
.5

△
 0

.4
 

93
.5

2.
0 

20
7,

44
7

12
8.

9
1
,
6
0
9

平
成

29
年

99
.1

0.
5 

10
5
.2

△
 0

.4
 

94
.2

0.
7 

20
8,

95
6

12
8.

2
1
,
6
3
0

平
成

30
年

99
.9

0.
8 

10
4
.4

△
 0

.8
 

95
.7

1.
6 

20
7,

90
2

12
6.

4
1
,
6
4
5

令
和

元
年

99
.8

△
 0

.1
 

10
2
.0

△
 2

.2
 

97
.8

2.
2 

20
7,

78
0

12
3.

5
1
,
6
8
2

令
和

2
年

10
0.

0
0.

2 
10

0
.0

△
 2

.0
 

10
0.

0
2.

2 
20

9,
37

9
12

0.
9

1
,
7
3
2

令
和

3
年

10
0.

3
0.

3 
10

0
.4

0.
4 

99
.9

△
 0

.1
 

20
9,

35
1

12
0.

6
1
,
7
3
6

令
和

4
年

10
1.

4
1.

1 
10

0
.1

△
 0

.3
 

10
1.

3
1.

4 
20

8,
36

7
11

9.
4

1
,
7
4
5

令
和

5
年

10
2.

6
1.

2 
10

0
.3

0.
2 

10
2.

3
1.

0 
20

9,
20

2
11

9.
3

1
,
7
5
4

令
和

4
年

１
～
３
月

98
.5

△
 0

.9
 

95
.6

△
 1

.5
 

10
3.

0
0.

6 
20

6,
27

6
11

5.
6

1
,
7
8
4

４
～
６
月

10
0.

0
△
 0

.7
 

10
0
.5

△
 0

.8
 

99
.5

0.
1 

20
9,

40
5

12
1.

5
1
,
7
2
3

７
～
９
月

99
.7

△
 0

.1
 

99
.2

0.
2 

10
0.

5
△

 0
.3

 
20

8,
67

8
11

9.
9

1
,
7
4
0

10
～
12
月

99
.9

△
 0

.1
 

99
.7

△
 2

.0
 

10
0.

2
1.

9 
20

9,
07

5
12

0.
6

1
,
7
3
4

令
和

5
年

１
～
３
月

98
.6

0.
1 

96
.1

0.
5 

10
2.

6
△

 0
.4

 
20

6,
36

2
11

6.
2

1
,
7
7
6

４
～
６
月

10
0.

8
0.

8 
10

0
.8

0.
3 

10
0.

0
0.

5 
21

1,
07

0
12

1.
8

1
,
7
3
3

７
～
９
月

10
0.

1
0.

4 
98

.4
△
 0

.8
 

10
1.

7
1.

2 
20

9,
52

2
11

8.
9

1
,
7
6
2

10
～
12
月

10
0.

2
0.

3 
99

.3
△
 0

.4
 

10
0.

9
0.

7 
20

9,
81

6
12

0.
0

1
,
7
4
8

令
和

6
年

１
～
３
月

10
2.

5
1.

2 
96

.6
△
 1

.3
 

10
6.

1
3.

4 
21

4,
11

5
11

5.
5

1
,
8
5
4

資
料
出
所
　
厚
生
労
働
省
「
毎
月
勤
労
統
計
調
査
」

（
注
）
１
　
事
業
所
規
模
５
～
29

人
、
調
査
産
業
計
の
数
値
で
あ

る
。

　
　
　
２
　
四
半
期
の
実
数
値
及
び
時
間
当
た
り
所
定
内
給
与

は
、

労
働

基
準

局
賃

金
課

に
て

算
出

。

　
　
　
３
　
所
定
内
給
与
及
び
所
定
内
労
働
時
間
の
令
和
６
年

１
～

３
月

の
前

年
同

期
比

に
つ

い
て

は
、

ベ
ン

チ
マ

ー
ク

更
新

を
行

っ
た

前
年

の
参

考
値

と
比

較
す

る
こ

と
に

よ
り

算
出

し
て

い
る

た
め

、

　
　
　
　
　
指
数
か
ら
算
出
し
た
場
合
と
一
致
し
な
い
。

指
数

（
令

和
２

年
＝

10
0）

実
数

（
参

考
）

所
定
内
給
与

所
定

内
労

働
時

間
所

定
内

給
与

所
定

内
労

働
時

間

前
年

比
前
年

比
前

年
比

-
9
-

140



　
　

ロ
　

一
般

労
働

者
の

賃
金

・労
働

時
間

の
推

移

所
定

内
時

間
当

た
り

所
定

内
時

間
当

た
り

所
定

内
時

間
当

た
り

実
労

働
時

間
所

定
内

給
与

実
労

働
時

間
所

定
内

給
与

実
労

働
時

間
所

定
内

給
与

①
②

①
／

②
③

④
③

／
④

⑤
⑥

⑤
／

⑥

（
千

円
）

（
時

間
）

（
円

）
（

％
）

（
千

円
）

（
時

間
）

（
円

）
（

％
）

（
千

円
）

（
時

間
）

（
円

）
（

％
）

平
成

2
6

年
2
9
9
.
6

1
6
3

1
,
8
3
8

1
.
3

2
6
2
.
4

1
7
1

1
,
5
3
5

△
0
.
2

2
6
0
.
3

1
7
4

1
,
4
9
6

△
1
.
0

平
成

2
7

年
3
0
4
.
0

1
6
4

1
,
8
5
4

0
.
8

2
6
4
.
4

1
7
2

1
,
5
3
7

0
.
2

2
6
4
.
6

1
7
4

1
,
5
2
1

1
.
7

平
成

2
8

年
3
0
4
.
0

1
6
4

1
,
8
5
4

0
.
0

2
6
6
.
4

1
7
1

1
,
5
5
8

1
.
3

2
6
0
.
5

1
7
3

1
,
5
0
6

△
1
.
0

平
成

2
9

年
3
0
4
.
3

1
6
5

1
,
8
4
4

△
0
.
5

2
6
9
.
0

1
7
1

1
,
5
7
3

1
.
0

2
6
2
.
6

1
7
2

1
,
5
2
7

1
.
4

平
成

3
0

年
3
0
6
.
2

1
6
4

1
,
8
6
7

1
.
2

2
6
8
.
3

1
7
1

1
,
5
6
9

△
0
.
3

2
6
8
.
6

1
7
1

1
,
5
7
1

2
.
9

令
和

元
年

3
0
7
.
7

1
6
0

1
,
9
2
3

3
.
0

2
7
3
.
2

1
6
8

1
,
6
2
6

3
.
6

2
7
0
.
6

1
6
9

1
,
6
0
1

1
.
9

令
和

2
年

3
0
7
.
7

1
6
5

1
,
8
6
5

-
 

2
7
8
.
0

1
7
0

1
,
6
3
5

-
 

2
8
2
.
0

1
7
1

1
,
6
4
9

-
 

令
和

3
年

3
0
7
.
4

1
6
5

1
,
8
6
3

△
0
.
1

2
7
9
.
9

1
6
9

1
,
6
5
6

1
.
3

2
7
6
.
1

1
7
0

1
,
6
2
4

△
1
.
5

令
和

4
年

3
1
1
.
8

1
6
5

1
,
8
9
0

1
.
4

2
8
4
.
5

1
6
9

1
,
6
8
3

1
.
6

2
8
0
.
6

1
7
0

1
,
6
5
1

1
.
7

令
和

5
年

3
1
8
.
3

1
6
6

1
,
9
1
7

1
.
4

2
9
4
.
0

1
6
9

1
,
7
4
0

3
.
4

2
8
8
.
8

1
6
8

1
,
7
1
9

4
.
1

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
賃

金
構

造
基

本
統

計
調

査
」

（
注

）
１

　
数

値
は

、
各

年
と

も
６

月
に

つ
い

て
調

査
し

た
も

の
で

あ
り

、
調

査
産

業
計

で
あ

る
。

　
　

　
２

　
一

般
労

働
者

と
は

、
短

時
間

労
働

者
以

外
の

労
働

者
を

い
う

。
短

時
間

労
働

者
と

は
、

１
日

の
所

定
労

働
時

間
又

は
１

週
の

所
定

労
働

日
数

が
一

般
の

労
働

者
よ

り
も

少
な

い
労

働
者

を
い

う
。

　
　

　
３

　
前

年
比

は
、

時
間

当
た

り
所

定
内

給
与

の
対

前
年

増
減

率
で

あ
る

。

　
　

　
４

　
時

間
当

た
り

所
定

内
給

与
は

、
労

働
基

準
局

賃
金

課
に

て
算

出
。

　
　

　
５

　
賃

金
構

造
基

本
統

計
調

査
は

、
令

和
２

年
調

査
よ

り
集

計
方

法
の

見
直

し
が

行
わ

れ
て

お
り

、
令

和
２

年
の

調
査

結
果

と
令

和
元

年
以

前
の

調
査

結
果

を
単

純
比

較
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

。

1
0
人

以
上

1
0
～

9
9
人

５
～

９
人

所
定

内
給

与
所

定
内

給
与

所
定

内
給

与

前
年

比
前

年
比

前
年

比

-
1
0
-

141



　
　

ハ
　

月
間

労
働

時
間

の
動

き

前
年

比
前

年
比

前
年

比
前

年
比

前
年

比
前

年
比

(
時

間
)

（
％

）
(
時

間
)

（
％

）
(
時

間
)

（
％

）
(
時

間
)

（
％

）
(
時

間
)

（
％

）
(
時

間
)

（
％

）

平
成

2
8

年
1
3
5
.
8

0
.
0
 

1
2
8
.
9

△
 
1
.
0
 

1
2
.
7

△
 
1
.
7
 

1
7
.
5

△
 
0
.
6
 

8
.
3

△
 
0
.
8
 

1
0
.
6

△
 
6
.
8
 

平
成

2
9

年
1
3
5
.
7

△
 
0
.
1
 

1
2
8
.
2

△
 
0
.
6
 

1
2
.
7

△
 
0
.
1
 

1
7
.
9

2
.
4
 

8
.
7

4
.
7
 

1
1
.
2

5
.
4
 

平
成

3
0

年
1
3
4
.
9

△
 
0
.
6
 

1
2
6
.
4

△
 
1
.
3
 

1
2
.
5

△
 
1
.
1
 

1
8
.
0

0
.
6
 

8
.
3

△
 
4
.
7
 

1
1
.
5

2
.
5
 

令
和

元
年

1
3
2
.
0

△
 
2
.
1
 

1
2
3
.
5

△
 
2
.
4
 

1
2
.
4

△
 
1
.
0
 

1
6
.
7

△
 
7
.
4
 

8
.
0

△
 
3
.
6
 

1
0
.
0

△
 
1
2
.
5
 

令
和

2
年

1
2
9
.
6

△
 
1
.
7
 

1
2
0
.
9

△
 
2
.
0
 

1
0
.
8

△
 
1
3
.
1
 

1
3
.
4

△
 
1
9
.
8
 

7
.
0

△
 
1
2
.
7
 

7
.
6

△
 
2
4
.
5
 

令
和

3
年

1
3
0
.
8

0
.
8
 

1
2
0
.
6

△
 
0
.
2
 

1
1
.
6

7
.
4
 

1
5
.
3

1
4
.
7
 

7
.
1

1
.
7
 

8
.
5

1
1
.
7
 

令
和

4
年

1
3
1
.
0

0
.
2
 

1
1
9
.
4

△
 
1
.
1
 

1
2
.
2

5
.
2
 

1
6
.
0

4
.
3
 

7
.
4

3
.
6
 

9
.
6

1
2
.
4
 

令
和

5
年

1
3
1
.
7

0
.
5
 

1
1
9
.
3

△
 
0
.
1
 

1
2
.
1

△
 
1
.
2
 

1
5
.
2

△
 
5
.
3
 

7
.
4

0
.
2
 

8
.
9

△
 
7
.
1
 

令
和

6
年

１
月

1
2
3
.
7

△
 
0
.
4
 

1
1
1
.
9

△
 
0
.
8
 

1
1
.
2

△
 
4
.
2
 

1
3
.
5

△
 
6
.
9
 

7
.
0

△
 
1
.
4
 

7
.
3

△
 
1
2
.
0
 

２
月

1
2
8
.
0

0
.
0
 

1
1
9
.
0

△
 
0
.
9
 

1
1
.
7

△
 
2
.
5
 

1
4
.
6

△
 
6
.
4
 

7
.
5

0
.
0
 

8
.
6

△
 
1
2
.
2
 

３
月

1
2
9
.
7

△
 
2
.
8
 

1
1
9
.
5

△
 
2
.
3
 

1
2
.
2

△
 
1
.
6
 

1
4
.
9

△
 
5
.
7
 

7
.
9

△
 
2
.
4
 

9
.
0

△
 
7
.
2
 

４
月

1
3
5
.
3

△
 
0
.
5
 

1
2
4
.
2

△
 
1
.
1
 

1
2
.
2

△
 
3
.
2
 

1
4
.
6

△
 
5
.
8
 

7
.
7

△
 
1
.
3
 

8
.
4

△
 
1
0
.
7
 

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
毎

月
勤

労
統

計
調

査
」

（
注

）
１

　
常

用
労

働
者

で
あ

り
、

パ
ー

ト
タ

イ
ム

労
働

者
を

含
ん

で
い

る
。

　
　

　
２

　
各

年
（

月
）

の
前

年
比

の
数

値
は

、
指

数
の

対
前

年
（

同
月

）
増

減
率

で
あ

る
。

　

　
　

　
３

　
令

和
６

年
１

月
以

降
の

前
年

同
月

増
減

率
に

つ
い

て
は

、
ベ

ン
チ

マ
ー

ク
更

新
を

行
っ

た
前

年
の

参
考

値
と

比
較

す
る

こ
と

に
よ

り
算

出
し

て
い

る
た

め
、

指
数

か
ら

算
出

し
た

場
合

と

　
　

　
　

　
一

致
し

な
い

。

3
0
人

以
上

５
～

2
9
人

3
0
人

以
上

５
～

2
9
人

製
造

業

所
定

内
労

働
時

間
所

定
外

労
働

時
間

調
査

産
業

計
調

査
産

業
計

調
査

産
業

計
製

造
業

調
査

産
業

計

-
1
1
-
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４
　

春
季

賃
上

げ
妥

結
状

況

　
(1
)　

春
季
賃
上
げ
妥
結
状
況
（
令
和
６
年
）

連
合

第
６
回
 回

答
集
計
結
果

(令
和
６
年
６
月
５
日
)

経
団
連
(大

手
企
業
)
第
１
回
集
計

(令
和
６
年
５
月
20
日
)

4
3
9
組

合
1
,
8
8
9
,
8
6
5
人

1
7
組

合
6
0
,
0
7
4
人

2
4
組

合
8
2
,
7
5
8
人

1
6
,
5
0
8
円

(
1
1
,
5
7
3
円

)
1
1
,
8
4
4
円

(
6
,
2
6
5
円

)
1
0
,
2
3
5
円

(
3
,
9
1
7
円

)
(
1
3
,
1
1
0
円

)

5
.2

4
%

(
3
.
7
3
%
)

3
.7

3
%

(
1
.
8
2
%
)

3
.4

4
%

(
1
.
3
9
%
)

(
3
.
9
1
%
)

8
0
6
組

合
4
4
0
,
3
7
0
人

3
9
組

合
2
1
,
7
9
8
人

3
4
組

合
1
8
,
0
8
2
人

1
4
,
6
4
1
円

(
1
0
,
1
8
5
円

)
1
0
,
5
3
7
円

(
6
,
6
8
2
円

)
9
,
6
9
4
円

(
5
,
2
8
2
円

)

5
.1

7
%

(
3
.
6
9
%
)

3
.6

0
%

(
2
.
2
8
%
)

3
.7

6
%

(
2
.
0
7
%
)

1
,
0
6
9
組

合
1
9
2
,
3
1
0
人

6
4
組

合
1
0
,
9
1
0
人

6
7
組

合
1
1
,
2
9
3
人

1
2
,
8
7
6
円

(
9
,
4
6
7
円

)
8
,
8
0
6
円

(
5
,
3
8
3
円

)
8
,
5
3
8
円

(
4
,
4
1
3
円

)
経
団
連
(中

小
企
業
)
第
１
回
集
計

(令
和
６
年
６
月
13
日
)

4
.8

4
%

(
3
.
6
5
%
)

3
.3

0
%

(
2
.
0
3
%
)

3
.4

8
%

(
1
.
8
3
%
)

1
,
1
0
9
組

合
5
5
,
5
1
5
人

6
9
組

合
3
,
7
4
4
人

7
8
組

合
4
,
0
9
8
人

1
1
,
0
9
0
円

(
8
,
3
5
4
円

)
6
,
5
9
5
円

(
3
,
9
2
6
円

)
7
,
1
9
9
円

(
3
,
5
1
1
円

)

4
.3

6
%

(
3
.
3
7
%
)

2
.6

0
%

(
1
.
5
9
%
)

3
.0

5
%

(
1
.
5
1
%
)

(
7
,
8
6
4
円

)

3
,
4
2
3
組

合
2
,
5
7
8
,
0
6
0
人

1
8
9
組

合
9
6
,
5
2
6
人

2
0
3
組

合
1
1
6
,
2
3
1
人

(
2
.
9
4
%
)

1
5
,
7
7
6
円

(
1
1
,
0
9
4
円

)
8
,
6
2
9
円

(
5
,
2
3
3
円

)
8
,
4
1
8
円

(
4
,
1
4
5
円

)

5
.1

8
%

(
3
.
7
1
%
)

3
.1

8
%

(
1
.
9
0
%
)

3
.3

7
%

(
1
.
6
9
%
)

（
注

）
１

　
(
　

)
内

の
数

値
は

、
令

和
５

年
６

月
５

日
付

　
第

６
回

 
回

答
集

計
結

果
。

　
　

　
２

　
平

均
賃

上
げ

方
式

は
、

賃
上

げ
分

が
明

確
に

分
か

る
組

合
を

対
象

に
集

計
。

　
　

　
３

　
個

別
賃

金
方

式
は

「
純

ベ
ア

」
、

「
定

昇
込

み
」

等
の

方
式

が
あ

る
が

、
表

中
は

「
純

ベ
ア

」
方

式
の

数
値

で
あ

る
。

【
参
考
】

　
　

　
４

　
個

別
賃

金
方

式
の

規
模

別
の

伸
び

率
は

労
働

基
準

局
賃

金
課

が
計

算
。

日
商
 
中
小
企
業
の
賃
金
改
定
に
関
す
る
調
査

(令
和
６
年
６
月
５
日
)

連
合
(有

期
・
短
時
間
・
契
約
等
労
働
者
)

第
６
回
 回

答
集
計
結
果

(令
和
６
年
６
月
５
日
)

全
体

1
,
5
8
6
社

賃
上

げ
額

5
3
.
8
6
円

(
3
9
.
5
3
円

)
6
2
.
7
0
円

(
5
2
.
7
8
円

)
2
0
人

以
下

引
上

げ
率

5
.
7
4
%
(
5
.
0
1
%
)

7
0
9
社

平
均

時
給

1
,
1
5
2
.
1
0
円

(
1
,
0
9
4
.
1
1
円

)
1
,
1
5
4
.
7
0
円

(
1
,
0
9
5
.
6
5
円

)
全

体

賃
上

げ
額

9
,
1
1
8
円

(
6
,
7
0
3
円

)
1
0
,
8
5
1
円

(
6
,
9
8
2
円

）
1
,
0
7
0
社

賃
上

げ
率

4
.
2
2
%
(
3
.
1
1
%
)

4
.
9
7
%
(
3
.
2
4
%
)

2
0
人

以
下

(
注

)
　

(
　

)
内

の
数

値
は

、
令

和
５

年
６

月
５

日
付

　
第

６
回

 
回

答
集

計
結

果
。

4
5
0
社

8
9
社

1
9
,
4
8
0
円

5
.5

8
%

1
,
0
0
0
人

以
上

主
要

2
2
業

種
大

手
2
4
4
社

3
0
0
～

9
9
9
人

1
0
0
～

2
9
9
人

～
9
9
人

平
均

賃
上

げ
方

式
個

別
賃

金
方

式
（

組
合

数
に

よ
る

単
純

平
均

）
平

均
賃

上
げ

方
式

（
加

重
平

均
）

3
5
歳

3
0
歳

（
加

重
平

均
）

（
加

重
平

均
）

月
給

1
4
2
組

合
2
7
,
5
3
7
人

1
7
業

種
7
5
4
社

単
純

平
均

加
重

平
均

時
給

3
8
1
組

合
8
8
3
,
4
4
0
人

－

規
模

計

3
.4

3
%

4
3
.
3
円

平
均

賃
上

げ
方

式

（
加

重
平

均
）

1
0
,
4
2
0
円

3
.9

2
%

2
2
6
社

3
.8

8
%

パ
ー

ト
・

ア
ル

バ
イ

ト
（

時
給

）

正
社

員
（

月
給

）

9
,
6
6
2
円

3
.6

2
%

8
,
8
0
1
円

3
.3

4
%

3
7
.
6
円

（
注
）
１

原
則

と
し
て

、
従
業
員

数
5
0
0人

以
上
の
企

業
を
対

象
。

２
調
査

対
象

24
4社

の
う
ち

1
51

社
(
6
1.
9
%)

の
回
答

を
把
握
し

た
が
、

う
ち

62
社
は
平

均
金
額
不

明
な
ど

の
た
め

、
集
計

よ
り
除
外

。

３
（

）
内
の

数
値
は
、

令
和
５

年
５
月

1
9日

付
第
１
回
集

計

結
果
（

9
2社

）
。

(
注

)１
原

則
従

業
員
数

5
00
人

未
満

の
企
業

を
対
象

。

２
2
38

社
(
3
1.
6
%)

か
ら
回
答

を
把
握

し
た
が

、
こ
の

う
ち

12
社

は

平
均
金
額

不
明
等

の
た
め
、

集
計
よ

り
除
外

。

３
了
承
、

妥
結
を

含
む
。

４
（

）
の
数
値

は
、
令
和

５
年
６

月
2
3日

付
第
１

回
集
計
結

果
。

(
注

)１
前
年
４

月
と
当

年
４
月
の

両
期
間

に
在
籍

し
、
か

つ
雇
用
形

態
や

労
働
時
間

の
変
更

が
無
い
従

業
員
が

対
象
。

２
1
,9
7
9社

が
回
答
し

、
無
回

答
や
異

常
値
の

う
ち
回

答
企
業
か

ら
の

確
認
が
取

れ
な
か

っ
た
も
の

に
つ
い

て
は
集

計
よ
り

除
外
。

-
1
2
-
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(
2
)
　

賃
上

げ
額

・
率

の
推

移
　
　

イ
　
１
人
当
た
り
平
均
賃
金
の
改
定
額
及
び
改
定
率
の
推
移

　
　
ロ
　
賃
金
の
改
定
の
状
況
、
賃
金
の
改
定
の
決
定
に
当
た
り
最
も
重
視
し
た

　
　
　
要
素
別
企
業
割
合
（
令
和
５
年
）

（
単
位
：
％
）

加
重

平
均

単
純

平
均

加
重

平
均

単
純

平
均

平
成

2
6

年
5
,
2
5
4

4
,
0
9
3

1
.
8

1
.
5

平
成

2
7

年
5
,
2
8
2

4
,
2
3
1

1
.
9

1
.
7

(
9
4
.
1
)

(
0
.
2
)

(
5
.
7
)

平
成

2
8

年
5
,
1
7
6

4
,
5
5
9

1
.
9

1
.
8

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

平
成

2
9

年
5
,
6
2
7

4
,
9
2
0

2
.
0

1
.
9

企
業

の
業

績
3
5
.
7

6
0
.
6

4
5
.
1

平
成

3
0

年
5
,
6
7
5

4
,
9
5
2

2
.
0

1
.
9

世
間

相
場

6
.
9

-
0
.
9

令
和

元
年

5
,
5
9
2

5
,
0
8
0

2
.
0

1
.
9

雇
用

の
維

持
1
1
.
4

3
1
.
2

4
.
3

令
和

２
年

4
,
9
4
0

4
,
2
5
0

1
.
7

1
.
6

労
働

力
の

確
保

・
定

着
1
5
.
9

-
2
.
8

令
和

３
年

4
,
6
9
4

4
,
0
8
7

1
.
6

1
.
5

物
価

の
動

向
7
.
7

-
-

令
和

４
年

5
,
5
3
4

4
,
8
1
8

1
.
9

1
.
9

労
使

関
係

の
安

定
1
.
2

-
1
.
1

令
和

５
年

9
,
4
3
7

7
,
7
5
5

3
.
2

3
.
0

親
会

社
又

は
関

連
（

グ
ル

ー
プ

）
会

社
の

改
定

の
動

向
4
.
9

-
7
.
2

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
賃

金
引

上
げ

等
の

実
態

に
関

す
る

調
査

」
前

年
度

の
改

定
の

実
績

1
.
1

-
-

（
注

）
１

 
１

人
当

た
り

平
均

賃
金

の
改

定
額

及
び

改
定

率
は

、
１

か
月

当
た

り
の

１
人

そ
の

他
の

要
素

2
.
3

-
-

　
　

　
 
平

均
所

定
内

賃
金

の
各

年
1
月

か
ら

1
2
月

ま
で

の
合

計
改

定
額

､
改

定
率

で
あ

る
。

重
視

し
た

要
素

は
な

い
9
.
4

8
.
2

2
1
.
8

　
　

　
２

 
加

重
平

均
と

は
常

用
労

働
者

数
に

よ
る

加
重

平
均

、
単

純
平

均
と

は
企

業
数

不
詳

3
.
5

-
1
6
.
9

　
　

　
 
に

よ
る

平
均

で
あ

る
。

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
賃

金
引

上
げ

等
の

実
態

に
関

す
る

調
査

」

（
注

）
１

　
（

　
）

内
は

賃
金

の
改

定
を

実
施

又
は

予
定

し
て

い
る

企
業

及
び

賃
金

の
改

定
を

実
施

　
　

　
 
 
し

な
い

企
業

に
占

め
る

賃
金

の
改

定
状

況
そ

れ
ぞ

れ
の

企
業

割
合

で
あ

る
。

 
 
 
 
 
 
２

　
表

中
の

 
-
 
は

当
該

集
計

値
が

な
い

も
の

を
示

す
。

賃
金

の
改

定
を

実
施

し
な

い
企

業

計

年
賃

金
の

改
定

額
（

円
）

賃
金

の
改

定
率

（
％

）
１

人
当

た
り

平
均

賃
金

を
引

き
上

げ
た

・
引

き
上

げ
る

企
業

１
人

当
た

り
平

均
賃

金
を

引
き

下
げ

た
・

引
き

下
げ

る
企

業

-
1
3
-
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５
　

夏
季

賞
与

・
一

時
金

妥
結

状
況

連
合
第
６
回
 回

答
集
計

結
果
(令

和
６
年
６
月
５
日
)

集
計

対
象

組
合

対
象

組
合

員
数

（
参

考
）

昨
年

対
比

集
計

対
象

組
合

対
象

組
合

員
数

2
,
0
4
7
組

合
1
,
5
4
8
,
6
2
7
人

1
,
9
8
4
組

合
1
,
5
6
4
,
7
8
3
人

1
,
2
1
5
組

合
6
8
6
,
6
9
2
人

1
,
3
4
0
組

合
9
1
5
,
6
9
4
人

2
,
1
2
8
組

合
1
,
8
1
1
,
4
1
3
人

1
,
9
6
8
組

合
1
,
8
6
2
,
3
1
7
人

9
2
9
組

合
7
4
3
,
3
3
8
人

1
,
0
7
0
組

合
9
5
5
,
6
4
8
人

（
注

）
１

　
△

は
マ

イ
ナ

ス
を

表
す

。
以

下
同

じ
。

　
　

　
２

　
数

値
は

組
合

員
一

人
当

た
り

の
加

重
平

均
。

　
　

　
３

　
2
0
2
3
年

回
答

の
数

値
は

2
0
2
3
年

６
月

５
日

付
　

第
６

回
 
回

答
集

計
結

果

経
団
連
集
計

社
　

　
数

妥
結

額
増

減
率

社
　

　
数

妥
結

額
増

減
率

総
平

均
―

―
―

1
6
1
社

9
0
3
,
3
9
7
円

0
.
4
7
％

製
造

業
平

均
―

―
―

1
2
7
社

9
5
2
,
5
7
4
円

3
.
5
0
％

非
製

造
業

平
均

―
―

―
3
4
社

7
7
7
,
2
9
3
円

△
 
6
.
2
4
％

（
注

）
１

　
2
0
2
4
年

夏
季

の
数

値
は

今
後

公
表

さ
れ

る
見

込
み

。
2
0
2
3
年

夏
季

の
数

値
は

2
0
2
3
年

８
月

９
日

付
 
最

終
集

計
結

果
。

　
　

　
　

　
以

下
の

注
は

2
0
2
3
年

夏
季

の
集

計
に

関
す

る
も

の
で

あ
る

。

　
　

　
２

　
調

査
対

象
は

原
則

と
し

て
従

業
員

5
0
0
人

以
上

、
主

要
2
1
業

種
大

手
2
4
1
社

。

　
　

　
３

　
2
0
業

種
1
7
9
社

（
7
4
.
3
％

）
の

妥
結

を
把

握
し

て
い

る
が

、
う

ち
1
8
社

は
平

均
額

不
明

等
の

た
め

集
計

よ
り

除
外

。

　
　

　
４

　
数

値
は

組
合

員
一

人
当

た
り

の
加

重
平

均
（

一
部

従
業

員
平

均
含

む
）

。

　
　

　
５

　
増

減
率

は
、

前
年

公
表

値
（

最
終

集
計

）
と

の
比

較
に

よ
り

算
定

。

2
0
2
4
年

夏
季

2
0
2
3
年

夏
季

△
3
3
3
円

7
3
8
,
3
5
7
円

年 　 間

回
答

月
数

5
.
0
6
ヶ

月
0
.
1
9
ヶ

月
4
.
8
7
ヶ

月

回
答

額
1
,
6
0
7
,
5
5
1
円

1
2
,
0
2
6
円

1
,
5
9
5
,
5
2
5
円

一
時

金
2
0
2
4
年

回
答

2
0
2
3
年

回
答

夏 　 季

回
答

月
数

2
.
5
2
ヶ

月
0
.
1
4
ヶ

月
2
.
3
8
ヶ

月

回
答

額
7
3
8
,
0
2
4
円

-
1
4
-
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６

　
消

費
者

物
価

指
数

の
対

前
年

上
昇

率
の

推
移

（
全

国
・

ラ
ン

ク
別

）

（
単
位
：
％
）

平
成

平
成

平
成

平
成

平
成

令
和

令
和

令
和

令
和

令
和

2
6
年

2
7
年

2
8
年

2
9
年

3
0
年

元
年

２
年

３
年

４
年

５
年

１
月

２
月

３
月

４
月

５
月

 
全

 
 
国

3
.
3
 

1
.
0
 

△
 
0
.
1
 

0
.
6
 

1
.
2
 

0
.
6
 

0
.
0
 

△
 
0
.
3
 

3
.
0
 

3
.
8
 

2
.
5
 

3
.
3
 

3
.
1
 

2
.
9
 

3
.
3
 

Ａ
ラ

ン
ク

3
.
1
 

1
.
1
 

△
 
0
.
1
 

0
.
3
 

1
.
1
 

0
.
7
 

△
 
0
.
1
 

△
 
0
.
6
 

3
.
0
 

3
.
9
 

2
.
1
 

3
.
0
 

2
.
9
 

2
.
7
 

3
.
1
 

Ｂ
ラ

ン
ク

3
.
3
 

1
.
1
 

△
 
0
.
1
 

0
.
6
 

1
.
2
 

0
.
5
 

△
 
0
.
1
 

△
 
0
.
3
 

2
.
8
 

3
.
7
 

2
.
5
 

3
.
3
 

3
.
1
 

3
.
1
 

3
.
4
 

Ｃ
ラ

ン
ク

3
.
2
 

0
.
9
 

0
.
1
 

0
.
8
 

1
.
2
 

0
.
5
 

△
 
0
.
2
 

△
 
0
.
3
 

2
.
8
 

3
.
8
 

3
.
0
 

3
.
8
 

3
.
5
 

3
.
2
 

3
.
6
 

資
料

出
所

　
総

務
省

「
消

費
者

物
価

指
数

」

（
注

）
１

　
指

数
は

、
「

持
家

の
帰

属
家

賃
を

除
く

総
合

」
を

用
い

た
。

　
　

　
２

　
各

ラ
ン

ク
の

数
値

は
都

道
府

県
の

県
庁

所
在

地
に

お
け

る
指

数
を

労
働

基
準

局
賃

金
課

に
て

単
純

平
均

し
、

そ
の

対
前

年
上

昇
率

を
算

出
し

た
も

の
で

あ
る

。

　
　

　
３

　
各

ラ
ン

ク
は

、
令

和
５

年
度

か
ら

の
適

用
区

分
で

あ
る

令
和

６
年

-
1
5
-

146



（
単

位
：

円
、

人
）

勤
労

者
世

帯

消
費

支
出

額
消

費
支

出
額

消
費

支
出

額
世

帯
人

員
等

価
消

費
支

出
額

消
費

支
出

額
世

帯
人

員
等

価
消

費
支

出
額

平
成

2
1

年
1
6
2
,
7
3
1

1
8
5
,
1
3
3

2
5
3
,
7
2
0

2
.
4
9

1
6
0
,
7
8
9

2
8
3
,
6
8
5

2
.
7
9

1
6
9
,
8
3
8

平
成

2
2

年
1
6
2
,
0
0
9

1
8
1
,
9
6
2

2
5
2
,
3
2
8

2
.
4
7

1
6
0
,
5
5
2

2
8
3
,
4
0
1

2
.
7
9

1
6
9
,
6
6
8

平
成

2
3

年
1
6
0
,
8
9
1

1
8
2
,
3
7
6

2
4
7
,
2
2
3

2
.
4
7

1
5
7
,
3
0
4

2
7
5
,
9
9
9

2
.
7
9

1
6
5
,
2
3
6

平
成

2
4

年
1
5
6
,
4
5
0

1
6
9
,
7
5
1

2
4
7
,
6
5
1

2
.
4
5

1
5
8
,
2
1
8

2
7
6
,
8
3
0

2
.
8
0

1
6
5
,
4
3
8

平
成

2
5

年
1
6
0
,
7
7
6

1
7
6
,
2
5
5

2
5
1
,
5
7
6

2
.
4
4

1
6
1
,
0
5
5

2
8
0
,
6
4
2

2
.
7
6

1
6
8
,
9
2
7

平
成

2
6

年
1
6
2
,
0
0
2

1
7
9
,
6
1
3

2
5
1
,
4
8
1

2
.
4
1

1
6
1
,
9
9
3

2
8
0
,
8
0
9

2
.
7
4

1
6
9
,
6
4
3

平
成

2
7

年
1
6
0
,
0
5
7

1
7
8
,
3
5
5

2
4
7
,
1
2
6

2
.
3
8

1
6
0
,
1
8
8

2
7
6
,
5
6
7

2
.
7
1

1
6
8
,
0
0
2

平
成

2
8

年
1
5
8
,
9
1
1

1
7
1
,
4
5
5

2
4
2
,
4
2
5

2
.
3
5

1
5
8
,
1
4
1

2
6
8
,
2
8
9

2
.
6
8

1
6
3
,
8
8
4

平
成

2
9

年
1
6
1
,
6
2
3

1
7
0
,
8
1
6

2
4
3
,
4
5
6

2
.
3
3

1
5
9
,
4
9
3

2
7
1
,
1
3
6

2
.
6
6

1
6
6
,
2
4
4

平
成

3
0

年
1
6
2
,
8
3
3

1
7
8
,
8
0
1

2
4
6
,
3
9
9

2
.
3
3

1
6
1
,
4
2
1

2
7
5
,
7
0
6

2
.
6
5

1
6
9
,
3
6
5

令
和

元
年

1
6
3
,
7
8
1

1
8
1
,
7
8
4

2
4
9
,
7
0
4

2
.
3
0

1
6
4
,
6
5
0

2
8
0
,
5
3
1

2
.
6
0

1
7
3
,
9
7
8

令
和

2
年

1
5
0
,
5
0
6

1
6
8
,
9
6
5

2
3
3
,
5
6
8

2
.
2
7

1
5
5
,
0
2
5

2
6
2
,
3
5
9

2
.
5
7

1
6
3
,
6
5
5

令
和

3
年

1
5
5
,
0
4
6

1
7
1
,
8
1
6

2
3
5
,
1
2
0

2
.
2
5

1
5
6
,
7
4
7

2
6
3
,
9
0
7

2
.
5
2

1
6
6
,
2
4
6

令
和

4
年

1
6
1
,
7
5
3

1
7
8
,
4
3
4

2
4
4
,
2
3
1

2
.
2
2

1
6
3
,
9
1
7

2
7
3
,
4
1
7

2
.
5
0

1
7
2
,
9
2
4

令
和

5
年

1
6
7
,
6
2
0

1
8
2
,
1
1
4

2
4
7
,
3
2
2

2
.
2
0

1
6
6
,
7
4
4

2
7
2
,
2
8
5

2
.
4
7

1
7
3
,
2
5
1

前
年

比
平

成
2
1

年
▲

 
5
.
2
%

▲
 
5
.
2
%

▲
 
2
.
9
%

▲
 
1
.
2
%

▲
 
2
.
3
%

▲
 
2
.
7
%

▲
 
1
.
1
%

▲
 
2
.
2
%

平
成

2
2

年
▲

 
0
.
4
%

▲
 
1
.
7
%

▲
 
0
.
5
%

▲
 
0
.
8
%

▲
 
0
.
1
%

▲
 
0
.
1
%

0
.
0
%

▲
 
0
.
1
%

平
成

2
3

年
▲

 
0
.
7
%

0
.
2
%

▲
 
2
.
0
%

0
.
0
%

▲
 
2
.
0
%

▲
 
2
.
6
%

0
.
0
%

▲
 
2
.
6
%

平
成

2
4

年
▲

 
2
.
8
%

▲
 
6
.
9
%

0
.
2
%

▲
 
0
.
8
%

0
.
6
%

0
.
3
%

0
.
4
%

0
.
1
%

平
成

2
5

年
2
.
8
%

3
.
8
%

1
.
6
%

▲
 
0
.
4
%

1
.
8
%

1
.
4
%

▲
 
1
.
4
%

2
.
1
%

平
成

2
6

年
0
.
8
%

1
.
9
%

▲
 
0
.
0
%

▲
 
1
.
2
%

0
.
6
%

0
.
1
%

▲
 
0
.
7
%

0
.
4
%

平
成

2
7

年
▲

 
1
.
2
%

▲
 
0
.
7
%

▲
 
1
.
7
%

▲
 
1
.
2
%

▲
 
1
.
1
%

▲
 
1
.
5
%

▲
 
1
.
1
%

▲
 
1
.
0
%

平
成

2
8

年
▲

 
0
.
7
%

▲
 
3
.
9
%

▲
 
1
.
9
%

▲
 
1
.
3
%

▲
 
1
.
3
%

▲
 
3
.
0
%

▲
 
1
.
1
%

▲
 
2
.
5
%

平
成

2
9

年
1
.
7
%

▲
 
0
.
4
%

0
.
4
%

▲
 
0
.
9
%

0
.
9
%

1
.
1
%

▲
 
0
.
7
%

1
.
4
%

平
成

3
0

年
0
.
7
%

4
.
7
%

1
.
2
%

0
.
0
%

1
.
2
%

1
.
7
%

▲
 
0
.
4
%

1
.
9
%

令
和

元
年

0
.
6
%

1
.
7
%

1
.
3
%

▲
 
1
.
3
%

2
.
0
%

1
.
8
%

▲
 
1
.
9
%

2
.
7
%

令
和

2
年

▲
 
8
.
1
%

▲
 
7
.
1
%

▲
 
6
.
5
%

▲
 
1
.
3
%

▲
 
5
.
8
%

▲
 
6
.
5
%

▲
 
1
.
2
%

▲
 
5
.
9
%

令
和

3
年

3
.
0
%

1
.
7
%

0
.
7
%

▲
 
0
.
9
%

1
.
1
%

0
.
6
%

▲
 
1
.
9
%

1
.
6
%

令
和

4
年

4
.
3
%

3
.
9
%

3
.
9
%

▲
 
1
.
3
%

4
.
6
%

3
.
6
%

▲
 
0
.
8
%

4
.
0
%

令
和

5
年

3
.
6
%

2
.
1
%

1
.
3
%

▲
 
0
.
9
%

1
.
7
%

▲
 
0
.
4
%

▲
 
1
.
2
%

0
.
2
%

資
料

出
所

　
総

務
省

「
家

計
調

査
」

（
注

）
１

　
「

等
価

消
費

支
出

額
」

は
、

「
消

費
支

出
額

」
を

「
世

帯
人

員
」

の
平

方
根

で
除

し
て

算
出

。

　
　

　
　

　
時

系
列

比
較

を
す

る
際

に
は

注
意

が
必

要
で

あ
る

。
　

　
　

２
　

「
家

計
調

査
」

は
平

成
3
0
年

1
月

か
ら

調
査

で
使

用
す

る
家

計
簿

等
の

改
正

を
行

っ
て

お
り

、
そ

の
影

響
に

よ
る

変
動

を
含

む
た

め
、

７
　

１
月

あ
た

り
の

消
費

支
出

額
の

推
移

単
身

世
帯

総
 
世

 
帯

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勤
労

者
世

帯

-
1
6
-
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８
　

地
域

別
最

低
賃

金
額

（時
間

額
）
、

未
満

率
及

び
影

響
率

の
推

移

平
成

平
成

平
成

平
成

平
成

令
和

令
和

令
和

令
和

令
和

2
6
年

2
7
年

2
8
年

2
9
年

3
0
年

元
年

２
年

３
年

４
年

５
年

7
8
0

7
9
8

8
2
3

8
4
8

8
7
4

9
0
1

9
0
2

9
3
0

9
6
1

1
,
0
0
4

2
.
0

1
.
9

2
.
7

1
.
7

1
.
9

1
.
6

2
.
0

1
.
7

1
.
8

1
.
9

7
.
3

9
.
0

1
1
.
1

1
1
.
9

1
3
.
8

1
6
.
3

4
.
7

1
6
.
2

1
9
.
2

2
1
.
6

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
最

低
賃

金
に

関
す

る
基

礎
調

査
」

（
注

）
１

　
最

低
賃

金
額

は
、

全
国

加
重

平
均

で
あ

る
。

　
　

　
２

　
「

未
満

率
」

と
は

、
最

低
賃

金
額

を
改

定
す

る
前

に
、

最
低

賃
金

額
を

下
回

っ
て

い
る

労
働

者
割

合
で

あ
る

。

　
　

　
３

　
「

影
響

率
」

と
は

、
最

低
賃

金
額

を
改

定
し

た
後

に
、

改
定

後
の

最
低

賃
金

額
を

下
回

る
こ

と
と

な
る

労
働

者
割

合
で

あ
る

。

　
　

　
４

　
事

業
所

規
模

3
0
人

未
満

（
製

造
業

等
は

1
0
0
人

未
満

）
を

調
査

対
象

と
し

て
い

る
。

地
域

別
最

低
賃

金
（

円
）

未
満

率
（

％
）

影
響

率
（

％
）

-
1
7
-
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９
　

賃
金

構
造

基
本

統
計

調
査

特
別

集
計

に
よ

る
未

満
率

及
び

影
響

率
未
満

率
及

び
影

響
率

の
イ

メ
ー

ジ
図

令
和
２
年
に
変
更
さ
れ
た
集
計
方
法
に
基
づ
く
特
別
集
計
値

（
単
位
：
％
）

平
成

平
成

平
成

平
成

平
成

令
和

令
和

令
和

令
和

令
和

26
年

27
年

28
年

29
年

30
年

元
年

２
年

３
年

４
年

５
年

未
満
率

1.
8

1.
7

1.
3

1.
3

1.
3

1.
8

2.
0

1.
9

2.
3

2
.
4

影
響
率

3.
4

4.
0

4.
3

4.
8

4.
8

6.
1

2.
5

5.
9

6.
9

8
.
1

資
料
出
所
　
厚
生
労
働
省
「
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
特
別
集
計
」

（
注
）
１
　
「
未
満
率
」
と
は
、
最
低
賃
金
額
を
改
定
す
る
前
に
、
最
低
賃
金
額
を
下
回
っ
て
い
る
労
働
者
割
合
で
あ
る
。

　
　
　
２
　
「
影
響
率
」
と
は
、
最
低
賃
金
額
を
改
定
し
た
後
に
、
改
定
後
の
最
低
賃
金
額
を
下
回
る
こ
と
と
な
る
労
働
者
割
合
で
あ
る
。

　
　
　
３
　
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
の
調
査
対
象
事
業
所
に
は
、
事
業
所
規
模
１
～
４
人
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

　
　
　
４
　
未
満
率
及
び
影
響
率
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
賃
金
額
は
、
所
定
内
給
与
額
（
全
て
の
産
業
・
事
業
所
規
模
で
通
勤
手
当
、

　
　
　
　
　
精
皆
勤
手
当
、
家
族
手
当
を
含
む
。
）
を
所
定
内
実
労
働
時
間
数
で
除
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
５
　
平
成
26
年
～
令
和
元
年
の
値
は
、
時
系
列
比
較
を
行
う
た
め
、
令
和
２
年
調
査
と
同
じ
集
計
方
法
で
集
計
を
行
っ
た

　
　
　
　
　
も
の
で
あ
る
。

従
来
の
特
別
集
計
値

（
単
位
：
％
）

平
成

平
成

平
成

平
成

平
成

令
和

令
和

令
和

令
和

令
和

※
曲
線
は
、
賃
金
額
を
横
軸
に
と
っ
た
と
き
の
労
働
者
分
布
を
表
し
て
い
る
。

26
年

27
年

28
年

29
年

30
年

元
年

２
年

３
年

４
年

５
年

未
満
率

1.
9

1.
9

1.
5

1.
5

1.
6

1.
9

－
－

－
－

影
響
率

3.
6

4.
0

4.
5

4.
9

5.
1

6.
0

－
－

－
－

資
料
出
所
　
厚
生
労
働
省
「
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
特
別
集
計
」

（
注
）
１
　
「
未
満
率
」
と
は
、
最
低
賃
金
額
を
改
定
す
る
前
に
、
最
低
賃
金
額
を
下
回
っ
て
い
る
労
働
者
割
合
で
あ
る
。

　
　
　
２
　
「
影
響
率
」
と
は
、
最
低
賃
金
額
を
改
定
し
た
後
に
、
改
定
後
の
最
低
賃
金
額
を
下
回
る
こ
と
と
な
る
労
働
者
割
合
で
あ
る
。

　
　
　
３
　
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
の
調
査
対
象
事
業
所
に
は
、
事
業
所
規
模
１
～
４
人
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

　
　
　
４
　
未
満
率
及
び
影
響
率
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
賃
金
額
は
、
所
定
内
給
与
額
（
一
部
の
産
業
・
事
業
所
規
模
で

　
　
　
　
　
通
勤
手
当
、
精
皆
勤
手
当
、
家
族
手
当
を
除
く
。
）
を
所
定
内
実
労
働
時
間
数
で
除
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
５
　
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
で
は
、
令
和
２
年
よ
り
、
通
勤
手
当
、
精
皆
勤
手
当
、
家
族
手
当
が
調
査
事
項
か
ら
廃
止
さ
れ
、

　
　
　
　
　
な
お
か
つ
集
計
方
法
も
変
更
さ
れ
た
た
め
、
従
来
の
特
別
集
計
値
と
同
じ
集
計
を
行
う
こ
と
が
不
可
能
と
な
っ
た
。

改 定 前 最 低 賃 金 額

改 定 後 最 低 賃 金 額

賃
金
額

労 働 者 数

影
響
率

未
満

率

-
1
8
-

149



1
0
　

地
域

別
最

低
賃

金
と

賃
金

水
準

と
の

関
係

（
一

般
労

働
者

）
(1

)　
一

般
労

働
者

（
暦

年
、

全
国

・
産

業
計

（
企

業
規

模
1
0
人

以
上

・
1
0
～

9
9
人

）
）

地
域

別
最

低
賃

金

（
全

国
加

重
平

均
額

）

①
②

③
④

＝
②

／
③

①
／

④
⑤

⑥
⑦

＝
⑤

／
⑥

①
／

⑦

（
円

）
（

千
円

）
（

時
間

）
（

円
）

（
％

）
（

千
円

）
（

時
間

）
（

円
）

（
％

）

平
成

2
6

年
7
8
0

2
9
9
.
6

1
6
3

1
,
8
3
8

4
2
.
4

2
6
2
.
4

1
7
1

1
,
5
3
5

5
0
.
8

平
成

2
7

年
7
9
8

3
0
4
.
0

1
6
4

1
,
8
5
4

4
3
.
1

2
6
4
.
4

1
7
2

1
,
5
3
7

5
1
.
9

平
成

2
8

年
8
2
3

3
0
4
.
0

1
6
4

1
,
8
5
4

4
4
.
4

2
6
6
.
4

1
7
1

1
,
5
5
8

5
2
.
8

平
成

2
9

年
8
4
8

3
0
4
.
3

1
6
5

1
,
8
4
4

4
6
.
0

2
6
9
.
0

1
7
1

1
,
5
7
3

5
3
.
9

平
成

3
0

年
8
7
4

3
0
6
.
2

1
6
4

1
,
8
6
7

4
6
.
8

2
6
8
.
3

1
7
1

1
,
5
6
9

5
5
.
7

令
和

元
年

9
0
1

3
0
7
.
7

1
6
0

1
,
9
2
3

4
6
.
9

2
7
3
.
2

1
6
8

1
,
6
2
6

5
5
.
4

平
成

2
6

年
7
8
0

3
0
0
.
0

1
6
4

1
,
8
2
9

4
2
.
6

2
6
5
.
5

1
7
1

1
,
5
5
3

5
0
.
2

平
成

2
7

年
7
9
8

3
0
3
.
5

1
6
5

1
,
8
3
9

4
3
.
4

2
6
7
.
1

1
7
2

1
,
5
5
3

5
1
.
4

平
成

2
8

年
8
2
3

3
0
3
.
6

1
6
5

1
,
8
4
0

4
4
.
7

2
6
8
.
7

1
7
1

1
,
5
7
1

5
2
.
4

平
成

2
9

年
8
4
8

3
0
3
.
8

1
6
5

1
,
8
4
1

4
6
.
1

2
7
1
.
6

1
7
1

1
,
5
8
8

5
3
.
4

平
成

3
0

年
8
7
4

3
0
5
.
3

1
6
4

1
,
8
6
2

4
6
.
9

2
7
0
.
7

1
7
1

1
,
5
8
3

5
5
.
2

令
和

元
年

9
0
1

3
0
6
.
0

1
6
1

1
,
9
0
1

4
7
.
4

2
7
6
.
2

1
6
8

1
,
6
4
4

5
4
.
8

令
和

2
年

9
0
2

3
0
7
.
7

1
6
5

1
,
8
6
5

4
8
.
4

2
7
8
.
0

1
7
0

1
,
6
3
5

5
5
.
2

令
和

3
年

9
3
0

3
0
7
.
4

1
6
5

1
,
8
6
3

4
9
.
9

2
7
9
.
9

1
6
9

1
,
6
5
6

5
6
.
2

令
和

4
年

9
6
1

3
1
1
.
8

1
6
5

1
,
8
9
0

5
0
.
9

2
8
4
.
5

1
6
9

1
,
6
8
3

5
7
.
1

令
和

5
年

1
,
0
0
4

3
1
8
.
3

1
6
6

1
,
9
1
7

5
2
.
4

2
9
4
.
0

1
6
9

1
,
7
4
0

5
7
.
7

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
賃

金
構

造
基

本
統

計
調

査
」

（
注

）
１

　
時

間
当

た
り

所
定

内
給

与
及

び
時

間
額

比
は

、
労

働
基

準
局

賃
金

課
に

て
算

出
。

見 直 し 前 の 集 計 方 法 見 直 し 後 の 集 計 方 法 　
　

　
２

　
賃

金
構

造
基

本
統

計
調

査
は

、
令

和
２

年
調

査
よ

り
、

復
元

倍
率

算
出

方
法

に
つ

い
て

、
回

収
率

等
の

影
響

を
受

け
な

い
よ

う
見

直
し

が
行

わ
れ

て
お

り
、

　
　

　
　

令
和

２
年

以
降

の
調

査
結

果
と

令
和

元
年

以
前

の
調

査
結

果
を

比
較

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

こ
の

た
め

、
こ

こ
で

は
、

平
成

2
6
年

～
令

和
元

年
の

数
値

に
つ

　
　

　
　

い
て

、
見

直
し

後
の

集
計

方
法

で
遡

及
集

計
し

た
結

果
も

掲
載

し
て

い
る

。

一
般

労
働

者
（

男
女

計
）

産
業

計
・

企
業

規
模

1
0
人

以
上

産
業

計
・

企
業

規
模

1
0
～

9
9
人

時
間

額
所

定
内

給
与

(
月

額
)

所
定

内
実

労
働

時
間

時
間

当
た

り
所

定
内

給
与

時
間

額
比

所
定

内
給

与
(
月

額
)

所
定

内
実

労
働

時
間

時
間

当
た

り
所

定
内

給
与

時
間

額
比

-
1
9
-

150



(
2
)
　

短
時

間
労

働
者

（
暦

年
、

全
国

・
産

業
計

（
企

業
規

模
1
0
人

以
上

・
1
0
～

9
9
人

）
）

地
域

別
最

低
賃

金

（
全

国
加

重
平

均
額

）

所
定

内
給

与
所

定
内

給
与

所
定

内
給

与
所

定
内

給
与

（
時

間
額

）
（

時
間

額
）

（
時

間
額

）
（

時
間

額
）

（
男

女
計

）
（

女
性

）
（

男
女

計
）

（
女

性
）

①
②

①
／

②
③

①
／

③
④

①
／

④
⑤

①
／

⑤

（
円

）
（

円
）

（
％

）
（

円
）

（
％

）
（

円
）

（
％

）
（

円
）

（
％

）

平
成

2
6

年
7
8
0

1
,
0
4
1

7
4
.
9

1
,
0
1
2

7
7
.
1

1
,
0
4
4

7
4
.
7

1
,
0
0
1

7
7
.
9

平
成

2
7

年
7
9
8

1
,
0
5
9

7
5
.
4

1
,
0
3
2

7
7
.
3

1
,
0
6
9

7
4
.
6

1
,
0
3
2

7
7
.
3

平
成

2
8

年
8
2
3

1
,
0
7
5

7
6
.
6

1
,
0
5
4

7
8
.
1

1
,
0
6
8

7
7
.
1

1
,
0
3
7

7
9
.
4

平
成

2
9

年
8
4
8

1
,
0
9
6

7
7
.
4

1
,
0
7
4

7
9
.
0

1
,
0
8
9

7
7
.
9

1
,
0
5
5

8
0
.
4

平
成

3
0

年
8
7
4

1
,
1
2
8

7
7
.
5

1
,
1
0
5

7
9
.
1

1
,
1
1
7

7
8
.
2

1
,
0
8
2

8
0
.
8

令
和

元
年

9
0
1

1
,
1
4
8

7
8
.
5

1
,
1
2
7

7
9
.
9

1
,
1
4
7

7
8
.
6

1
,
1
1
5

8
0
.
8

平
成

2
6

年
7
8
0

1
,
1
8
8

6
5
.
7

1
,
0
7
4

7
2
.
6

1
,
1
5
5

6
7
.
5

1
,
0
5
2

7
4
.
1

平
成

2
7

年
7
9
8

1
,
2
0
0

6
6
.
5

1
,
0
8
9

7
3
.
3

1
,
1
5
4

6
9
.
2

1
,
0
7
0

7
4
.
6

平
成

2
8

年
8
2
3

1
,
2
3
8

6
6
.
5

1
,
1
1
6

7
3
.
7

1
,
1
8
0

6
9
.
7

1
,
0
8
6

7
5
.
8

平
成

2
9

年
8
4
8

1
,
2
3
5

6
8
.
7

1
,
1
3
0

7
5
.
0

1
,
1
7
2

7
2
.
4

1
,
0
9
1

7
7
.
7

平
成

3
0

年
8
7
4

1
,
2
8
0

6
8
.
3

1
,
1
7
1

7
4
.
6

1
,
2
3
4

7
0
.
8

1
,
1
3
2

7
7
.
2

令
和

元
年

9
0
1

1
,
3
0
4

6
9
.
1

1
,
1
8
4

7
6
.
1

1
,
2
5
6

7
1
.
7

1
,
1
5
3

7
8
.
1

令
和

2
年

9
0
2

1
,
4
1
2

6
3
.
9

1
,
3
2
1

6
8
.
3

1
,
3
7
8

6
5
.
5

1
,
3
0
6

6
9
.
1

令
和

3
年

9
3
0

1
,
3
8
4

6
7
.
2

1
,
2
9
0

7
2
.
1

1
,
3
6
6

6
8
.
1

1
,
2
7
4

7
3
.
0

令
和

4
年

9
6
1

1
,
3
6
7

7
0
.
3

1
,
2
7
0

7
5
.
7

1
,
3
3
9

7
1
.
8

1
,
2
5
0

7
6
.
9

令
和

5
年

1
,
0
0
4

1
,
4
1
2

7
1
.
1

1
,
3
1
2

7
6
.
5

1
,
3
9
6

7
1
.
9

1
,
2
9
1

7
7
.
8

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
賃

金
構

造
基

本
統

計
調

査
」

（
注

）
１

　
時

間
額

比
は

、
労

働
基

準
局

賃
金

課
に

て
算

出
。

見 直 し 前 の 集 計 方 法 見 直 し 後 の 集 計 方 法 　
　

　
２

　
賃

金
構

造
基

本
統

計
調

査
は

、
令

和
２

年
調

査
よ

り
①

、
②

の
と

お
り

集
計

方
法

の
見

直
し

が
行

わ
れ

て
お

り
、

そ
の

ま
ま

で
は

令
和

２
年

以
降

の
調

査
結

果
と

令
和

元
年

　
　

　
　

以
前

の
調

査
結

果
を

比
較

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

こ
の

た
め

、
こ

こ
で

は
、

平
成

2
6
年

～
令

和
元

年
の

数
値

に
つ

い
て

、
見

直
し

後
の

集
計

方
法

で
遡

及
集

計
し

た
結

果
も

　
　

　
　

掲
載

し
て

い
る

。
　

　
　

　
①

　
復

元
倍

率
算

出
方

法
に

つ
い

て
、

回
収

率
等

の
影

響
を

受
け

な
い

よ
う

見
直

し
を

行
う

。
　

　
　

　
②

　
短

時
間

労
働

者
の

集
計

範
囲

に
つ

い
て

、
医

師
、

歯
科

医
師

、
大

学
教

授
等

特
定

の
職

種
で

１
時

間
当

た
り

所
定

内
給

与
額

が
3
,
0
0
0
円

を
超

え
て

い
る

者
を

除
外

し
て

　
　

　
　

　
い

た
が

、
見

直
し

後
は

こ
れ

ら
の

者
を

除
外

せ
ず

集
計

範
囲

に
含

め
る

。

短
時

間
労

働
者

産
業

計
・

企
業

規
模

1
0
人

以
上

産
業

計
・

企
業

規
模

1
0
～

9
9
人

時
間

額
時

間
額

比
時

間
額

比
時

間
額

比
時

間
額

比

-
2
0
-

151



　
(
3
)
　

毎
月

勤
労

統
計

調
査

（
暦

年
、

全
国

・
産

業
計

、
事

業
所

規
模

５
人

以
上

）

地
域

別
最

低
賃

金

（
全

国
加

重
平

均
額

）

①
②

③
④

 
②

／
③

⑤
＝

②
／

④
①

／
⑤

（
円

）
（

円
）

（
日

）
（

時
間

）
（

円
）

（
円

）
（

％
）

平
成

2
8

年
8
2
3

2
4
1
,
5
1
9

1
8
.
6

1
3
2
.
9

1
2
,
9
8
5

1
,
8
1
7

4
5
.
3

平
成

2
9

年
8
4
8

2
4
2
,
6
4
6

1
8
.
5

1
3
2
.
4

1
3
,
1
1
6

1
,
8
3
3

4
6
.
3

平
成

3
0

年
8
7
4

2
4
4
,
6
7
0

1
8
.
4

1
3
1
.
4

1
3
,
2
9
7

1
,
8
6
2

4
6
.
9

令
和

元
年

9
0
1

2
4
4
,
4
3
2

1
8
.
0

1
2
8
.
5

1
3
,
5
8
0

1
,
9
0
2

4
7
.
4

令
和

2
年

9
0
2

2
4
4
,
9
6
8

1
7
.
7

1
2
5
.
9

1
3
,
8
4
0

1
,
9
4
6

4
6
.
4

令
和

3
年

9
3
0

2
4
5
,
7
0
9

1
7
.
7

1
2
6
.
4

1
3
,
8
8
2

1
,
9
4
4

4
7
.
8

令
和

4
年

9
6
1

2
4
8
,
5
2
9

1
7
.
6

1
2
6
.
0

1
4
,
1
2
1

1
,
9
7
2

4
8
.
7

令
和

5
年

1
,
0
0
4

2
5
1
,
2
5
7

1
7
.
6

1
2
6
.
3

1
4
,
2
7
6

1
,
9
8
9

5
0
.
5

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
毎

月
勤

労
統

計
調

査
」

（
注

）
１

　
常

用
労

働
者

で
あ

り
、

パ
ー

ト
タ

イ
ム

労
働

者
を

含
ん

で
い

る
。

　
　

　
２

　
一

日
当

た
り

所
定

内
給

与
、

時
間

当
た

り
所

定
内

給
与

及
び

時
間

額
比

は
労

働
基

準
局

賃
金

課
に

て
算

出
。

産
業

計
・

事
業

所
規

模
５

人
以

上

時
間

額
所

定
内

給
与

（
月

額
）

月
間

出
勤

日
数

所
定

内
労

働
時

間
一

日
当

た
り

所
定

内
給

与
時

間
当

た
り

所
定

内
給

与
時

間
額

比

-
2
1
-
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1
1
　

企
業

の
業

況
判

断
及

び
収

益
　

(
1
)
　

日
銀

短
観

に
よ

る
企

業
の

業
況

判
断

及
び

収
益

　
イ
　
業
況
判
断
（
Ｄ
Ｉ
）

（
「

良
い

」
－

「
悪

い
」

・
％

ポ
イ

ン
ト

）

３
月

６
月

９
月

1
2
月

３
月

６
月

９
月

1
2
月

３
月

６
月

９
月

1
2
月

最
近

先
行

き

製
造

業
-
6

2
5

6
2

1
0

2
-
4

-
1

0
5

4
4

非
製

造
業

-
9

-
7

-
7

0
-
2

4
5

1
0

1
2

1
4

1
6

1
8

1
8

1
3

製
造

業
5

1
4

1
8

1
8

1
4

9
8

7
1

5
9

1
2

1
1

1
0

非
製

造
業

-
1

1
2

9
9

1
3

1
4

1
9

2
0

2
3

2
7

3
0

3
4

2
7

製
造

業
-
2

5
6

6
3

0
0

1
-
5

0
0

5
6

5

非
製

造
業

-
1
1

-
8

-
6

1
0

6
7

1
1

1
4

1
7

1
9

2
0

2
0

1
5

製
造

業
-
1
3

-
7

-
3

-
1

-
4

-
4

-
4

-
2

-
6

-
5

-
5

1
-
1

0

非
製

造
業

-
1
1

-
9

-
1
0

-
4

-
6

-
1

2
6

8
1
1

1
2

1
4

1
3

8

資
料

出
所

　
日

本
銀

行
「

全
国

企
業

短
期

経
済

観
測

調
査

」
（

日
銀

短
観

）

（
注

）
１

 
調

査
対

象
調

査
対

象
企

業
は

下
表

の
と

お
り

で
あ

る
。

な
お

、
総

務
省

「
事

業
所

母
集

団
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
」

に
基

づ
き

調
査

対
象

企
業

の
選

定
を

行
っ

て
い

る
。

調
査

対
象

企
業

数
は

、
令

和
６

年
３

月
調

査
の

時
点

で
、

9
,
1
1
8
社

で
あ

る
。

大
企

業

中
堅

企
業

中
小

企
業

　
　

　
２

　
業

況
判

断
（

Ｄ
Ｉ

）

(
1
)
　

回
答

企
業

の
収

益
を

中
心

と
し

た
、

業
況

に
つ

い
て

の
全

般
的

な
判

断
を

、
「

最
近

（
回

答
時

点
）

の
状

況
」

お
よ

び
「

先
行

き
（

３
か

月
後

）
の

状
況

」
に

つ
い

て
、

　
 
季

節
変

動
要

因
を

除
い

た
実

勢
ベ

ー
ス

で
、

３
つ

の
選

択
肢

（
「

１
．

良
い

」
、

「
２

．
さ

ほ
ど

良
く

な
い

」
、

「
３

．
悪

い
」

）
の

中
か

ら
１

つ
を

選
び

回
答

し
て

も
ら

う
。

(
2
)
　

３
つ

の
選

択
肢

毎
の

回
答

社
数

を
単

純
集

計
し

、
全

回
答

社
数

に
対

す
る

「
回

答
社

数
構

成
百

分
比

」
を

算
出

す
る

。

　
　

 
そ

し
て

、
次

式
に

よ
り

デ
ィ

フ
ュ

ー
ジ

ョ
ン

・
イ

ン
デ

ッ
ク

ス
（

D
i
f
f
u
s
i
o
n
 
I
n
d
e
x
）

を
算

出
す

る
。

令
和

６
年

３
月

2
千

万
円

以
上

1
億

円
未

満

Ｄ
Ｉ＝

（
第

１
選

択
肢

の
回

答
者

数
構

成
百

分
比

）
－

（
第

３
選

択
肢

の
回

答
者

数
構

成
百

分
比

）

大
企

業

中
堅

企
業

中
小

企
業

資
本

金

1
0

億
円

以
上

1
億

円
以

上
1
0
億

円
未

満

規
模

計

令
和

３
年

令
和

４
年

令
和

５
年

-
2
2
-

153



　
　
ロ
　
経
常
利
益
増
減

　
　
ハ
　
売
上
高
経
常
利
益
率

（
前

年
度

比
・

％
）

（
％

）

令
和

３
年

度
令

和
４

年
度

令
和

５
年

度
令

和
６

年
度

令
和

３
年

度
令

和
４

年
度

令
和

５
年

度
令

和
６

年
度

（
計

画
）

（
計

画
）

（
計

画
）

（
計

画
）

製
造

業
5
0
.
7

8
.
0

6
.
3

-
3
.
7

製
造

業
8
.
7
9

8
.
6
4

8
.
8
3

8
.
4
1

非
製

造
業

3
5
.
8

2
4
.
0

7
.
4

-
2
.
5

非
製

造
業

4
.
8
5

5
.
5
7

5
.
7
8

5
.
5
8

製
造

業
5
3
.
7

1
1
.
7

7
.
4

-
4
.
0

製
造

業
1
0
.
4
8

1
0
.
5
2

1
1
.
3
2

1
0
.
7
8

非
製

造
業

4
4
.
4

3
2
.
7

8
.
7

-
3
.
4

非
製

造
業

6
.
3
1

7
.
6
1

8
.
1
7

7
.
8
1

製
造

業
3
7
.
3

-
3
.
4

1
.
5

-
5
.
4

製
造

業
6
.
2
1

5
.
5
5

5
.
0
1

4
.
6
5

非
製

造
業

3
1
.
6

1
8
.
0

5
.
9

-
2
.
5

非
製

造
業

3
.
7
3

4
.
1
1

4
.
1
9

4
.
0
2

製
造

業
4
5
.
0

-
7
.
8

2
.
2

0
.
8

製
造

業
4
.
8
7

4
.
2
4

4
.
2
9

4
.
2
6

非
製

造
業

2
1
.
8

8
.
4

5
.
2

0
.
1

非
製

造
業

3
.
7
0

3
.
7
9

3
.
8
6

3
.
8
6

資
料

出
所

　
日

本
銀

行
「

全
国

企
業

短
期

経
済

観
測

調
査

」
（

日
銀

短
観

）
資

料
出

所
　

日
本

銀
行

「
全

国
企

業
短

期
経

済
観

測
調

査
」

（
日

銀
短

観
）

（
注

）
経

常
利

益
増

減
（

注
）

売
上

高
経

常
利

益
率

　
　

回
答

企
業

の
経

常
損

益
（

損
益

計
算

書
を

作
成

す
る

場
合

の
経

常
損

益
。

財
務

　
　

回
答

企
業

の
総

売
上

高
（

財
務

諸
表

等
規

則
に

準
拠

し
、

回
答

企
業

の

　
諸

表
等

規
則

に
準

拠
し

、
回

答
企

業
の

個
別

決
算

ベ
ー

ス
。

）
に

つ
い

て
、

年
度

　
個

別
決

算
ベ

ー
ス

。
）

に
つ

い
て

、
経

常
利

益
増

減
と

同
様

に
母

集
団

推

　
の

実
績

計
数

、
お

よ
び

計
画

（
予

測
）

計
数

を
回

答
し

て
も

ら
い

、
層

別
に

１
社

　
計

値
を

算
出

し
、

こ
れ

で
経

常
損

益
の

母
集

団
推

計
値

を
除

し
て

、
売

上

　
当

た
り

の
平

均
値

を
出

し
た

上
で

、
層

別
の

母
集

団
数

を
乗

じ
、

こ
れ

を
合

計
し

　
高

経
常

利
益

率
を

算
出

す
る

。

　
た

推
計

値
を

前
期

値
と

比
較

し
て

率
を

算
出

す
る

。

　

中
堅

企
業

中
堅

企
業

中
小

企
業

中
小

企
業

規
模

計
規

模
計

大
企

業
大

企
業

-
2
3
-
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（
注

）
1
.
 
シ

ャ
ド

ー
は

、
景

気
後

退
期

（
内

閣
府

調
べ

）
。

以
下

同
じ

。

 
 
 
 
 
 
2
.
 
2
0
0
4
年

3
月

調
査

よ
り

調
査

対
象

企
業

等
の

見
直

し
を

行
な

っ
た

こ
と

か
ら

、
2
0
0
3
年

1
2
月

調
査

以
前

と
2
0
0
4
年

3
月

調
査

以
降

の
計

数
は

連
続

し
な

い
(
2
0
0
3
年

1
2
月

調
査

 
 
 
 
 
 
 
 
に

つ
い

て
は

、
新

ベ
ー

ス
に

よ
る

再
集

計
結

果
を

併
記

）
。

以
下

同
じ

。

▽
業

況
判

断
の

推
移

資
料
出
所
　
日
本

銀
行

「
全

国
企

業
短

期
経

済
観

測
調

査
」

（
日

銀
短

観
）

（
20

24
年
３
月
調
査
）

「
良
い

」
超

「
悪
い
」
超

（
参

考
）

「
良
い
」

超

「
悪
い
」

超

「
良
い

」
超

「
悪
い
」
超

（
参

考
）

「
良
い
」

超

「
悪
い
」

超

「
良
い

」
超

「
悪
い
」
超

（
参

考
）

「
良
い
」

超

「
悪
い
」

超

-
2
4
-
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▽
売
上
高
経
常
利
益
率
の
推
移

製
  
造
  
業

非
 製

 造
 業

資
料
出
所
　
日
本
銀
行
「
全
国
企
業
短
期
経
済
観
測
調
査
」
（
日
銀
短
観
）
（
20
24
年
３
月
調
査
）

-
2
5
-
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(
2
)
　

法
人

企
業

統
計

に
よ

る
企

業
収

益
①

（
年

度
）

（
単
位
：
億
円
、
％
）

平
成

2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
平

成
2
8
年

度
平

成
2
9
年

度
平

成
3
0
年

度
令

和
元

年
度

令
和

２
年

度
令

和
３

年
度

令
和

４
年

度

6
4
5
,
8
6
1

6
8
2
,
2
0
1

7
4
9
,
8
7
2

8
3
5
,
5
4
3

8
3
9
,
1
7
7

7
1
4
,
3
8
5

6
2
8
,
5
3
8

8
3
9
,
2
4
7

9
5
2
,
8
0
0

8
.
3

5
.
6

9
.
9

1
1
.
4

0
.
4

▲
 
1
4
.
9

▲
 
1
2
.
0

3
3
.
5

1
3
.
5

6
2
0
,
3
5
1

6
5
7
,
9
0
8

7
1
8
,
6
6
3

7
9
9
,
9
2
6

8
0
2
,
7
8
4

6
8
6
,
7
3
9

6
0
0
,
9
7
0

8
1
4
,
6
4
4

9
1
0
,
8
0
4

7
.
4

6
.
1

9
.
2

1
1
.
3

0
.
4

▲
 
1
4
.
5

▲
 
1
2
.
5

3
5
.
6

1
1
.
8

　
　

〃
　

1
0
億

円
以

上
3
7
4
,
2
0
4

4
0
2
,
3
5
9

4
2
4
,
3
2
5

4
6
2
,
9
9
8

4
8
2
,
3
7
8

4
1
6
,
9
9
5

3
7
0
,
7
0
5

4
9
5
,
3
4
1

5
7
3
,
6
1
4

　
　

前
年

度
比

7
.
5

7
.
5

5
.
5

9
.
1

4
.
2

▲
 
1
3
.
6

▲
 
1
1
.
1

3
3
.
6

1
5
.
8

　
　

〃
　

１
億

円
～

1
0
億

円
9
6
,
0
2
0

9
9
,
8
6
5

1
1
1
,
7
7
3

1
3
0
,
0
4
5

1
3
6
,
6
1
7

1
1
5
,
3
0
6

1
0
4
,
2
2
2

1
4
0
,
2
0
0

1
5
0
,
9
0
4

　
　

前
年

度
比

1
3
.
6

4
.
0

1
1
.
9

1
6
.
3

5
.
1

▲
 
1
5
.
6

▲
 
9
.
6

3
4
.
5

7
.
6

　
　

〃
　

1
,
0
0
0
万

円
～

１
億

円
1
5
0
,
1
2
7

1
5
5
,
6
8
4

1
8
2
,
5
6
6

2
0
6
,
8
8
3

1
8
3
,
7
8
9

1
5
4
,
4
3
8

1
2
6
,
0
4
3

1
7
9
,
1
0
3

1
8
6
,
2
8
6

　
　

前
年

度
比

3
.
8

3
.
7

1
7
.
3

1
3
.
3

▲
 
1
1
.
2

▲
 
1
6
.
0

▲
 
1
8
.
4

4
2
.
1

4
.
0

2
5
,
5
1
0

2
4
,
2
9
3

3
1
,
2
0
9

3
5
,
6
1
7

3
6
,
3
9
2

2
7
,
6
4
6

2
7
,
5
6
8

2
4
,
6
0
3

4
1
,
9
9
6

3
4
.
3

▲
 
4
.
8

2
8
.
5

1
4
.
1

2
.
2

▲
 
2
4
.
0

▲
 
0
.
3

▲
 
1
0
.
8

7
0
.
7

4
.
5

4
.
8

5
.
2

5
.
4

5
.
5

4
.
8

4
.
6

5
.
8

6
.
0

4
.
7

5
.
0

5
.
4

5
.
7

5
.
7

5
.
1

4
.
8

6
.
2

6
.
4

　
　

〃
　

1
0
億

円
以

上
6
.
6

7
.
4

7
.
9

8
.
1

8
.
2

7
.
4

7
.
2

9
.
1

9
.
6

　
　

〃
　

１
億

円
～

1
0
億

円
3
.
8

3
.
9

4
.
2

4
.
5

4
.
6

4
.
0

3
.
9

5
.
0

5
.
0

　
　

〃
　

1
,
0
0
0
万

円
～

１
億

円
3
.
0

3
.
1

3
.
5

3
.
8

3
.
6

3
.
1

2
.
7

3
.
6

3
.
5

2
.
1

2
.
0

2
.
6

2
.
6

2
.
7

2
.
2

2
.
3

2
.
0

2
.
9

資
料

出
所

　
財

務
省

「
法

人
企

業
統

計
」

（
注

）
１

　
金

融
業

、
保

険
業

を
除

く
全

産
業

。

　
　

　
２

　
「

資
本

金
規

模
1
,
0
0
0
万

円
以

上
」

の
数

値
に

つ
い

て
は

、
厚

生
労

働
省

労
働

基
準

局
賃

金
課

に
て

算
出

。

経 常 利 益

 
　

　
　

前
年

度
比

売 上 高 経 常 利 益 率

　
規

模
計

 
資

本
金

規
模

1
,
0
0
0
万

円
以

上

 
　

　
　

〃
　

1
,
0
0
0
万

円
未

満

 
　

　
　

〃
　

1
,
0
0
0
万

円
未

満

　
規

模
計

 
　

　
　

　
前

年
度

比

 
資

本
金

規
模

1
,
0
0
0
万

円
以

上

 
　

　
　

前
年

度
比

-
2
6
-
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(
2
)
　

法
人

企
業

統
計

に
よ

る
企

業
収

益
②

（
四

半
期

）

（
単
位
：
億
円
、
％
）

令
和

６
年

１
～

３
月

４
～

６
月

７
～

９
月

1
0
～

1
2
月

１
～

３
月

４
～

６
月

７
～

９
月

1
0
～

1
2
月

１
～

３
月

2
2
8
,
3
2
3

2
8
3
,
1
8
1

1
9
8
,
0
9
8

2
2
3
,
7
6
8

2
3
8
,
2
3
0

3
1
6
,
0
6
1

2
3
7
,
9
7
5

2
5
2
,
7
5
4

2
7
4
,
2
7
9

1
3
.
7

1
7
.
6

1
8
.
3

▲
 
2
.
8

4
.
3

1
1
.
6

2
0
.
1

1
3
.
0

1
5
.
1

　
　

〃
　

1
0
億

円
以

上
1
2
4
,
1
4
1

2
0
0
,
9
3
1

1
2
1
,
0
9
4

1
2
5
,
2
0
0

1
2
3
,
8
6
2

2
2
0
,
3
9
2

1
4
0
,
3
3
2

1
5
2
,
3
2
6

1
3
6
,
5
1
6

　
　

前
年

同
期

比
1
8
.
2

2
3
.
2

2
7
.
3

6
.
4

▲
 
0
.
2

9
.
7

1
5
.
9

2
1
.
7

1
0
.
2

　
　

〃
　

１
億

円
～

1
0
億

円
4
0
,
2
8
9

3
7
,
3
6
9

3
5
,
0
2
4

4
0
,
2
2
5

3
9
,
7
4
7

4
0
,
2
2
7

4
4
,
4
1
2

4
6
,
3
1
6

4
9
,
0
8
6

　
　

前
年

同
期

比
1
9
.
3

1
6
.
7

1
3
.
2

▲
 
2
.
9

▲
 
1
.
3

7
.
6

2
6
.
8

1
5
.
1

2
3
.
5

　
　

〃
　

1
,
0
0
0
万

円
～

１
億

円
6
3
,
8
9
3

4
4
,
8
8
1

4
1
,
9
8
1

5
8
,
3
4
3

7
4
,
6
2
1

5
5
,
4
4
2

5
3
,
2
3
1

5
4
,
1
1
2

8
8
,
6
7
7

　
　

前
年

同
期

比
3
.
1

▲
 
1
.
6

1
.
3

▲
 
1
8
.
0

1
6
.
8

2
3
.
5

2
6
.
8

▲
 
7
.
3

1
8
.
8

6
.
3

8
.
4

5
.
7

6
.
0

6
.
3

8
.
9

6
.
5

6
.
5

7
.
1

　
　

〃
　

1
0
億

円
以

上
8
.
3

1
4
.
0

8
.
1

8
.
1

7
.
9

1
5
.
0

9
.
4

9
.
5

8
.
8

　
　

〃
　

１
億

円
～

1
0
億

円
5
.
2

5
.
2

4
.
6

4
.
9

4
.
8

4
.
9

5
.
1

5
.
2

5
.
5

　
　

〃
　

1
,
0
0
0
万

円
～

１
億

円
4
.
8

3
.
7

3
.
4

4
.
3

5
.
4

4
.
3

4
.
1

3
.
9

6
.
2

資
料

出
所

　
財

務
省

「
法

人
企

業
統

計
」

（
注

）
１

　
金

融
業

、
保

険
業

を
除

く
全

産
業

。

　
　

　
２

　
四

半
期

別
調

査
は

、
資

本
金

規
模

1
,
0
0
0
万

円
以

上
の

企
業

が
対

象
。

売 上 高 経 常 利 益 率

 
　
資

本
金

規
模

1
,
0
0
0
万

円
以

上

令
和

４
年

令
和

５
年

経 常 利 益

 
　
資

本
金

規
模

1
,
0
0
0
万

円
以

上

　
　

　
前

年
同

期
比

-
2
7
-
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(
3
)
　

中
小

企
業

景
況

調
査

に
よ

る
業

況
判

断
（

Ｄ
Ｉ

）

（
「

好
転

」
－

「
悪

化
」

・
％

ポ
イ

ン
ト

、
前

年
同

期
比

）

令
和

６
年

１
～

３
月

４
～

６
月

７
～

９
月

1
0
～

1
2
月

１
～

３
月

４
～

６
月

７
～

９
月

1
0
～

1
2
月

１
～

３
月

４
～

６
月

７
～

９
月

1
0
～

1
2
月

１
～

３
月

合
計

-
4
4
.
7

-
2
5
.
6

-
3
1
.
3

-
2
3
.
6

-
3
4
.
6

-
1
9
.
4

-
2
2
.
6

-
1
9
.
3

-
2
1
.
1

-
1
0
.
5

-
1
3
.
7

-
1
4
.
8

-
1
8
.
3

製
造

業
-
4
4
.
5

-
1
8
.
6

-
1
6
.
8

-
1
3
.
7

-
2
1
.
6

-
1
4
.
6

-
1
8
.
5

-
1
5
.
9

-
1
9
.
4

-
1
1
.
5

-
1
5
.
1

-
1
5
.
1

-
1
9
.
9

建
設

業
-
1
9
.
0

-
1
6
.
2

-
1
8
.
2

-
1
4
.
6

-
2
2
.
6

-
2
0
.
6

-
1
8
.
7

-
1
7
.
4

-
1
8
.
7

-
1
3
.
7

-
1
5
.
6

-
1
2
.
9

-
1
4
.
5

卸
売

業
-
4
4
.
6

-
2
0
.
2

-
2
7
.
4

-
1
7
.
3

-
2
5
.
2

-
1
2
.
5

-
1
8
.
5

-
1
2
.
7

-
1
6
.
3

-
6
.
7

-
7
.
9

-
1
0
.
3

-
1
5
.
1

小
売

業
-
4
7
.
7

-
3
5
.
5

-
4
5
.
3

-
3
7
.
4

-
4
7
.
6

-
3
1
.
0

-
3
3
.
2

-
3
0
.
1

-
3
1
.
5

-
2
1
.
5

-
2
5
.
4

-
2
6
.
4

-
2
8
.
4

サ
ー

ビ
ス

業
-
5
3
.
3

-
2
8
.
3

-
3
7
.
7

-
2
5
.
4

-
4
1
.
4

-
1
5
.
2

-
1
9
.
9

-
1
5
.
5

-
1
6
.
6

-
0
.
9

-
4
.
2

-
7
.
2

-
1
1
.
7

資
料

出
所

　
中

小
企

業
庁

・
(
独

）
中

小
企

業
基

盤
整

備
機

構
「

中
小

企
業

景
況

調
査

」

（
注

）
１

　
本

調
査

の
調

査
対

象
企

業
は

以
下

の
と

お
り

（
全

国
で

約
１

万
９

千
社

）
で

あ
る

。

　
　

　
　

製
造

業
、

建
設

業
：

資
本

金
３

億
円

以
下

又
は

従
業

員
３

０
０

人
以

下
卸

売
業

：
資

本
金

１
億

円
以

下
又

は
従

業
員

１
０

０
人

以
下

　
　

　
　

小
売

業
：

資
本

金
５

千
万

円
以

下
又

は
従

業
員

５
０

人
以

下
サ

ー
ビ

ス
業

：
資

本
金

５
千

万
円

以
下

又
は

従
業

員
１

０
０

人
以

下

　
　

　
２

　
「

Ｄ
Ｉ

」
と

は
、

D
i
f
f
u
s
i
o
n
 
I
n
d
e
x
の

略
で

、
「

増
加

」
・

「
好

転
」

し
た

な
ど

と
す

る
企

業
の

割
合

（
百

分
率

）
か

ら
、

　
　

　
　

「
減

少
」

・
「

悪
化

」
し

た
な

ど
と

す
る

企
業

の
割

合
（

百
分

率
）

を
引

い
た

値
で

あ
る

。

令
和

３
年

令
和

４
年

令
和

５
年

-
2
8
-
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資
料

出
所
　
中
小
企
業
庁
・
(独

）
中
小

企
業

基
盤

整
備

機
構

「
中

小
企

業
景

況
調

査
」

（
注

）
 前

年
同
期
比
 　

「
好
転
」
－

「
悪

化
」

▲
8
0

▲
6
0

▲
4
0

▲
2
00

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

Ⅰ

平
成
3
0
年

3
1
年

令
和

元
年

２
年

３
年

４
年

５
年

６
年

業
況

判
断
D
Iの

推
移

（５
業

種
別

）

製
造

業
建

設
業

卸
売

業
小

売
業

サ
ー

ビ
ス

業

（％
ポ

イ
ン

ト
）

-
2
9
-
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1
2
　

労
働

生
産

性
　

(1
)　

法
人

企
業

統
計

で
み

た
労

働
生

産
性

の
推

移

前
年

度
比

前
年

度
比

前
年

度
比

前
年

度
比

前
年

度
比

前
年

度
比

前
年

度
比

平
成

2
5

年
度

69
0

3.
6 

1,
13

5
10

.9
 

54
3

1.
5 

45
3

4
.4

 
9
6
4

3
.0

 
5
5
9

1
.6

 
4
7
8

▲
 0

.2
 

平
成

2
6

年
度

70
5

2.
2 

1,
14

9
1.

2 
54

7
0.

7 
44

6
▲

 1
.5

 
9
7
2

0
.8

 
5
7
0

2
.0

 
4
9
0

2
.5

 

平
成

2
7

年
度

72
5

2.
8 

1,
13

7
▲

 1
.0

 
55

5
1.

5 
52

1
1
6
.8

 
1
,0

0
7

3
.6

 
5
8
6

2
.8

 
4
9
1

0
.2

 

平
成

2
8

年
度

72
7

0.
3 

1,
15

8
1.

8 
55

4
▲

 0
.2

 
52

7
1
.2

 
1
,0

3
3

2
.6

 
5
8
2

▲
 0

.7
 

5
0
3

2
.4

 

平
成

2
9

年
度

73
9

1.
7 

1,
22

7
6.

0 
57

2
3.

2 
48

4
▲

 8
.2

 
1
,0

3
6

0
.3

 
5
9
1

1
.5

 
5
0
2

▲
 0

.2
 

平
成

3
0

年
度

73
0

▲
 1

.2
 

1,
20

1
▲

 2
.1

 
57

0
▲

 0
.3

 
48

5
0
.2

 
1
,0

5
9

2
.2

 
5
6
6

▲
 4

.2
 

4
9
4

▲
 1

.6
 

令
和

元
年

度
71

5
▲

 2
.1

 
1,

10
4

▲
 8

.1
 

55
1

▲
 3

.3
 

46
7

▲
 3

.7
 

1
,0

3
5

▲
 2

.3
 

5
5
1

▲
 2

.7
 

4
9
6

0
.4

 

令
和

2
年

度
68

8
▲

 3
.8

 
1,

06
4

▲
 3

.6
 

54
0

▲
 2

.0
 

43
6

▲
 6

.6
 

9
5
7

▲
 7

.5
 

5
3
6

▲
 2

.7
 

4
8
3

▲
 2

.6
 

令
和

3
年

度
72

2
4.

9 
1,

28
3

20
.6

 
56

9
5.

4 
42

4
▲

 2
.8

 
9
9
5

4
.0

 
5
5
2

3
.0

 
4
5
7

▲
 5

.4
 

令
和

4
年

度
73

8
2.

2 
1,

27
9

▲
 0

.3
 

56
9

0.
0 

44
3

4
.5

 
1
,0

6
6

7
.1

 
5
6
9

3
.1

 
4
8
3

5
.7

 

資
料
出

所
　

財
務

省
「

法
人

企
業

統
計

」
（

年
次

別
調

査
、

「
金

融
業

、
保

険
業

以
外

の
業

種
｣）

従
業

員
一

人
当

た
り

付
加

価
値

額
（

労
働

生
産

性
）

　
＝

　
付

加
価

値
額

　
/　

従
業

員
数

 

「
付

加
価

値
額

」
の

算
出

は
下

記
の

と
お

り

付
加

価
値

額
＝

営
業

純
益

（
営

業
利

益
－

支
払

利
息

等
）

＋
役

員
給

与
＋

役
員

賞
与

＋
従

業
員

給
与

＋
従

業
員

賞
与
 

　
　

　
　

　
　

＋
福

利
厚

生
費

＋
支

払
利

息
等

＋
動

産
・

不
動

産
賃

借
料

＋
租

税
公

課
 

「
従

業
員

数
」

は
常

用
者

の
期

中
平

均
人

員
と

、
当

期
中

の
臨

時
従

業
員

（
総

従
事

時
間

数
を

常
用

者
の

１
か

月
平
均
労
働
時
間
数
で
除
し
た
も
の
）
と
の
合
計
で
あ
る
。

資
本

金
１

千
万

円
以

上
１

億
円

未
満

資
本

金
１

千
万

円
未

満

従
業

員
一

人
当

た
り

付
加

価
値

額
の

推
移

（
単

位
：
万

円
、

％
）

産
業

・資
本

金
規

模
計

製
造

業
非

製
造

業

資
本

金
１

億
円

以
上

資
本

金
１

千
万

円
以

上
１

億
円

未
満

資
本

金
１

千
万

円
未

満
資

本
金

１
億

円
以

上

-
3
0
-
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資
料
出
所
　
財
務
省
「
法
人
企
業
統
計
」
（
年
次
別
調
査
、
｢金

融
業
、
保
険
業
以
外
の
業
種
｣）

 

従
業
員
一
人
当
た
り
付
加
価
値
額
（
労
働
生
産
性
）
　
＝
　
付
加
価
値
額
　
/　

従
業
員
数
 

「
付
加
価
値
額
」
の
算
出
は
下
記
の
と
お
り

［
平
成
19
年
度
（
20
07
年
度

）
調
査
以
降
］
 

［
平
成
18
年
度
（
20
06
年
度
）
調
査
以
前
］
 

付
加
価
値
額
＝
営
業
純
益
（

営
業
利
益
－
支
払
利
息
等
）
＋
役
員
給
与
＋
役
員
賞
与
＋
従
業
員
給
与
＋
従
業
員
賞
与
 

付
加
価
値
額
＝
営
業
純
益
（
営
業
利
益
－
支
払
利
息
等
）
＋
役
員
給
与
＋
従
業
員
給
与
 

　
　
　
　
　
　
＋
福
利
厚
生

費
＋
支
払
利
息
等
＋
動
産
・
不
動
産
賃
借
料
＋
租
税
公
課
 

　
　
　
　
　
　
＋
福
利
厚
生
費
＋
支
払
利
息
等
＋
動
産
・
不
動
産
賃
借
料
＋
租
税
公
課
 

「
従
業
員
数
」
は
常
用
者
の
期
中
平
均
人
員
と
、
当
期
中
の
臨
時
従
業
員
（
総
従
事
時
間
数
を
常
用
者
の
１
か
月
平
均
労
働
時
間
数
で
除
し
た
も
の
）
と
の
合
計
で
あ
る
。

従
業

員
一

人
当

た
り

付
加

価
値

額
の

推
移

3
00

4
00

5
00

6
00

7
00

8
00

9
00

1
00
0

1
10
0

1
20
0

1
30
0

1
40
0

①
製

造
業

（資
本

金
１

億
円

以
上

）
②

製
造

業
（資

本
金

１
千

万
円

以
上

１
億

円
未

満
）

③
製

造
業

（資
本

金
１

千
万

円
未

満
）

④
非

製
造

業
（資

本
金

１
億

円
以

上
）

⑤
非

製
造

業
（資

本
金

１
千

万
円

以
上

１
億

円
未

満
）

⑥
非

製
造

業
（資

本
金

１
千

万
円

未
満

）

（万
円

）

（年
度

）

④

① ⑥

③

⑤
②

-
3
1
-
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平
成

平
成

平
成

平
成

平
成

平
成

平
成

平
成

平
成

令
和

令
和

令
和

令
和

22
年

23
年

24
年

25
年

26
年

27
年

28
年

29
年

30
年

元
年

２
年

３
年

４
年

全
産
業

4,
34

6
4,

28
0

4,
30

5
4,

40
2

4,
47
6

4,
66

1
4,

70
3

4,
72

4
4,

72
1

4,
79

1
4,

78
3

4,
86

5
4
,
9
2
3

農
林
水
産
業

1,
04

3
1,

02
9

1,
12

1
1,

15
0

1,
11
5

1,
21

3
1,

41
1

1,
45

4
1,

32
6

1,
42

6
1,

49
5

1,
46

0
1
,
5
0
0

鉱
業

3,
75

7
3,

92
7

3,
95

3
4,

89
5

5,
64
4

5,
64

5
4,

96
6

5,
40

1
5,

45
0

5,
84

8
5,

46
0

5,
20

9
6
,
1
5
7

製
造
業

5,
27

4
4,

89
0

4,
91

3
4,

92
6

4,
99
5

5,
35

3
5,

33
8

5,
38

7
5,

44
4

5,
45

6
5,

56
2

5,
90

5
5
,
5
2
5

電
気
・
ガ
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本
生

産
性

本
部

「生
産

性
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
」

（
注
）
１
 内

閣
府
「
20

22
年
度
国
民
経
済
計
算

（
20

15
年

基
準

・
08

SN
A）

」
の

名
目

GD
P、

就
業

者
数

及
び

労
働

時
間

か
ら

算
出

さ
れ

て
い

る
。

　
　
　
２
 前

年
比
は
労
働
基
準
局
賃
金
課
に
て

算
出

。

　
(
2
)
　

就
業

１
時

間
当

た
り

名
目

労
働

生
産

性
の

推
移

就 業 １ 時 間 当 た り 労 働 生 産 性 （ 円 ） 前 年 比

-
3
2
-
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位
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千
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東
京
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8.
7

91
.3

37
16
2.
0

89
.2

44
青

森
2,
63
3

50
.5

34
2
25
,9
30

88
.2

16
17
7.
4

90
.6

38
16
4.
7

90
.6

41
沖

縄
 2
,1
67

41
.6

47
1
83
,0
80

71
.5

42
16
0.
0

81
.8

47
17
8.
8

98
.4

27
資
料
出
所

（
注
）
１
　
各
ラ
ン
ク
は
、
令
和
５
年
度
か
ら
の
適
用
区
分
で
あ
る
（
以
下
同
じ
）
。

　
　
　
２
　
各
指
数
に
つ
い
て
は
、
労
働
基
準
局
賃
金
課
に
て
算
出
。

　
　
　
３
　
１
人
あ
た
り
県
民
所
得
は
、
平
成
27
年
基
準
（
20
08
SN
A）

。

厚
生
労
働
省
「
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
」

ラ
ン
ク

都
道
府
県

１
人
当
た
り
県
民
所
得
（
令
和
２
年
度
）

標
準
生
計
費
（
月
額
、
令
和
５
年
４
月
）

新
規
学
卒
者
(高

卒
)の

所
定
内
給
与
額
(産

業
計
､企

業
規
模
10
人
以
上
､令

和
５
年
)

Ａ ラ ン ク Ｂ ラ ン ク Ｃ ラ ン ク

内
閣
府
「
県
民
経
済
計
算
」

都
道

府
県

人
事

委
員

会
「

給
与

勧
告

（
参

考
資

料
）

」

-
3
3
-
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２
　
有
効
求
人
倍
率
の
推
移
（
ラ
ン
ク
別
・
都
道
府
県
別
）

（
単
位
：
倍
）

ラ
ン

ク
都

道
府

県
平

成
26
年

平
成

27
年

平
成

28
年

平
成

29
年

平
成
30
年

令
和
元
年

令
和
２
年

令
和
３
年

令
和
４
年

令
和
５
年

東
京

1.
14

1.
25

1.
41

1.
49

1.
55

1.
52

1.
07

0.
90

1.
05

1.
18

神
奈

川
0.
99

1.
10

1.
26

1.
34

1.
40

1.
40

1.
03

0.
91

1.
02

1.
11

大
阪

0.
97

1.
07

1.
23

1.
37

1.
51

1.
53

1.
09

0.
94

1.
04

1.
10

愛
知

1.
46

1.
49

1.
60

1.
78

1.
91

1.
88

1.
20

1.
14

1.
33

1.
33

埼
玉

0.
89

1.
02

1.
23

1.
41

1.
51

1.
47

1.
10

1.
02

1.
12

1.
18

千
葉

1.
05

1.
18

1.
33

1.
45

1.
55

1.
53

1.
15

0.
98

1.
13

1.
23

兵
庫

0.
97

1.
08

1.
24

1.
40

1.
54

1.
54

1.
11

1.
02

1.
14

1.
16

京
都

1.
06

1.
17

1.
32

1.
50

1.
59

1.
63

1.
18

1.
04

1.
18

1.
23

茨
城

1.
14

1.
23

1.
37

1.
59

1.
76

1.
80

1.
43

1.
43

1.
61

1.
60

静
岡

1.
14

1.
26

1.
44

1.
63

1.
78

1.
69

1.
12

1.
16

1.
37

1.
34

富
山

1.
51

1.
66

1.
78

1.
99

2.
15

2.
14

1.
46

1.
50

1.
73

1.
66

広
島

1.
18

1.
41

1.
58

1.
72

1.
83

1.
82

1.
31

1.
24

1.
43

1.
43

滋
賀

1.
14

1.
22

1.
38

1.
55

1.
69

1.
64

1.
14

1.
13

1.
32

1.
35

栃
木

1.
04

1.
16

1.
30

1.
48

1.
58

1.
56

1.
16

1.
13

1.
29

1.
29

群
馬

1.
13

1.
26

1.
44

1.
65

1.
80

1.
79

1.
37

1.
36

1.
56

1.
52

宮
城

1.
31

1.
37

1.
50

1.
64

1.
70

1.
63

1.
25

1.
29

1.
37

1.
37

山
梨

0.
99

1.
08

1.
32

1.
54

1.
67

1.
60

1.
18

1.
33

1.
58

1.
50

三
重

1.
38

1.
48

1.
62

1.
83

1.
96

1.
91

1.
32

1.
34

1.
59

1.
53

石
川

1.
34

1.
49

1.
61

1.
83

1.
96

1.
90

1.
26

1.
30

1.
54

1.
52

福
岡

0.
93

1.
06

1.
25

1.
39

1.
46

1.
43

1.
05

0.
98

1.
08

1.
16

香
川

1.
38

1.
47

1.
67

1.
81

1.
91

1.
93

1.
51

1.
47

1.
64

1.
60

岡
山

1.
40

1.
43

1.
59

1.
73

1.
92

2.
02

1.
58

1.
41

1.
54

1.
54

福
井

1.
52

1.
67

1.
89

2.
07

2.
20

2.
18

1.
71

1.
84

2.
04

1.
94

奈
良

1.
01

1.
11

1.
29

1.
48

1.
67

1.
70

1.
36

1.
28

1.
36

1.
33

山
口

1.
17

1.
33

1.
56

1.
69

1.
83

1.
87

1.
45

1.
50

1.
72

1.
72

長
野

1.
16

1.
32

1.
49

1.
68

1.
78

1.
67

1.
22

1.
40

1.
65

1.
59

北
海

道
0.
87

0.
97

1.
08

1.
16

1.
23

1.
29

1.
08

1.
03

1.
18

1.
14

岐
阜

1.
36

1.
59

1.
78

1.
91

2.
11

2.
14

1.
47

1.
47

1.
72

1.
65

徳
島

1.
15

1.
24

1.
43

1.
52

1.
57

1.
59

1.
24

1.
28

1.
38

1.
32

福
島

1.
65

1.
72

1.
61

1.
60

1.
67

1.
67

1.
39

1.
39

1.
53

1.
51

新
潟

1.
17

1.
24

1.
34

1.
53

1.
70

1.
65

1.
23

1.
32

1.
55

1.
57

和
歌

山
1.
08

1.
12

1.
21

1.
35

1.
44

1.
53

1.
14

1.
14

1.
25

1.
25

愛
媛

1.
15

1.
27

1.
47

1.
61

1.
73

1.
75

1.
41

1.
36

1.
52

1.
50

島
根

1.
26

1.
33

1.
57

1.
74

1.
86

1.
85

1.
55

1.
59

1.
83

1.
70

大
分

0.
97

1.
14

1.
28

1.
52

1.
69

1.
68

1.
28

1.
25

1.
47

1.
57

熊
本

1.
06

1.
18

1.
44

1.
76

1.
83

1.
76

1.
33

1.
42

1.
55

1.
49

山
形

1.
27

1.
28

1.
40

1.
67

1.
78

1.
65

1.
23

1.
38

1.
68

1.
58

佐
賀

1.
03

1.
09

1.
29

1.
46

1.
56

1.
57

1.
26

1.
36

1.
54

1.
56

長
崎

0.
90

1.
06

1.
23

1.
28

1.
36

1.
35

1.
09

1.
17

1.
32

1.
38

岩
手

1.
16

1.
28

1.
37

1.
51

1.
59

1.
51

1.
17

1.
29

1.
46

1.
36

高
知

0.
81

0.
90

1.
08

1.
21

1.
28

1.
29

1.
08

1.
11

1.
18

1.
20

鳥
取

1.
04

1.
21

1.
46

1.
72

1.
76

1.
82

1.
42

1.
45

1.
68

1.
59

秋
田

0.
92

1.
07

1.
22

1.
44

1.
62

1.
60

1.
36

1.
53

1.
64

1.
51

鹿
児

島
0.
79

0.
92

1.
09

1.
28

1.
40

1.
43

1.
21

1.
31

1.
43

1.
32

宮
崎

1.
01

1.
12

1.
33

1.
53

1.
65

1.
61

1.
29

1.
41

1.
54

1.
48

青
森

0.
85

0.
97

1.
16

1.
33

1.
41

1.
36

1.
08

1.
15

1.
29

1.
31

沖
縄

0.
75

0.
91

1.
06

1.
22

1.
31

1.
34

0.
90

0.
80

0.
98

1.
16

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
職

業
安

定
業

務
統

計
」

（
注

）
１

　
新

規
学

卒
者

を
除

き
、

パ
ー

ト
タ

イ
ム

を
含

ん
で

い
る

。
　

　
　

２
　

各
都

道
府
県

に
お

け
る

有
効

求
人

倍
率

は
、

求
人

票
に

記
載

さ
れ

た
就

業
場
所
で
集
計
し
た
就
業
地
別
の
数
値
で
あ
る
。

Ａ ラ ン ク Ｂ ラ ン ク Ｃ ラ ン ク
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３
　

失
業

率
の

推
移

（
ラ

ン
ク

別
・

都
道

府
県

別
）

（
単
位
：
％
）

ラ
ン

ク
都

道
府

県
平

成
2
6
年

平
成

2
7
年

平
成

2
8
年

平
成

2
9
年

平
成

3
0
年

令
和

元
年

令
和

２
年

令
和

３
年

令
和

４
年

令
和

５
年

令
和

６
年

1
～

3
月

東
京

3
.
8

3
.
6

3
.
2

2
.
9

2
.
6

2
.
4

3
.
1

3
.
0

2
.
6

2
.
5

2
.
5

神
奈

川
3
.
4

3
.
3

3
.
1

2
.
7

2
.
3

2
.
1

2
.
8

3
.
0

2
.
8

2
.
9

2
.
7

大
阪

4
.
5

4
.
2

4
.
0

3
.
4

3
.
2

2
.
9

3
.
4

3
.
5

3
.
1

3
.
2

3
.
3

愛
知

2
.
7

2
.
5

2
.
4

2
.
4

1
.
7

1
.
8

2
.
5

2
.
5

2
.
0

2
.
0

2
.
0

埼
玉

3
.
5

3
.
2

3
.
1

2
.
8

2
.
4

2
.
2

2
.
9

3
.
0

2
.
7

2
.
7

2
.
7

千
葉

3
.
2

3
.
1

2
.
9

2
.
6

2
.
3

2
.
1

2
.
7

2
.
8

2
.
5

2
.
5

2
.
4

兵
庫

3
.
9

3
.
7

3
.
4

2
.
7

2
.
6

2
.
3

2
.
7

2
.
8

2
.
6

2
.
6

2
.
6

京
都

3
.
6

3
.
3

3
.
1

2
.
7

2
.
5

2
.
3

2
.
6

2
.
8

2
.
5

2
.
5

2
.
7

茨
城

3
.
3

3
.
2

2
.
8

2
.
4

2
.
2

2
.
4

2
.
5

2
.
7

2
.
5

2
.
5

2
.
5

静
岡

2
.
8

2
.
7

2
.
5

2
.
3

1
.
9

2
.
0

2
.
4

2
.
4

2
.
2

2
.
1

2
.
2

富
山

2
.
6

2
.
5

2
.
3

2
.
1

1
.
8

1
.
7

1
.
9

1
.
9

1
.
8

1
.
8

1
.
8

広
島

3
.
2

3
.
0

2
.
7

2
.
4

2
.
4

2
.
3

2
.
4

2
.
4

2
.
2

2
.
0

2
.
1

滋
賀

2
.
8

2
.
2

2
.
5

2
.
0

1
.
9

1
.
8

2
.
4

2
.
5

2
.
3

2
.
3

2
.
5

栃
木

3
.
2

3
.
1

2
.
7

2
.
3

2
.
0

2
.
2

2
.
3

2
.
6

2
.
3

2
.
4

2
.
2

群
馬

3
.
0

2
.
8

2
.
5

2
.
1

1
.
9

2
.
2

2
.
1

2
.
3

1
.
9

2
.
0

2
.
1

宮
城

3
.
6

3
.
7

3
.
2

2
.
8

2
.
6

2
.
6

3
.
1

3
.
0

2
.
9

3
.
0

3
.
3

山
梨

2
.
9

2
.
8

2
.
3

2
.
0

1
.
7

2
.
0

1
.
8

2
.
2

1
.
8

2
.
0

2
.
0

三
重

2
.
3

2
.
2

2
.
0

1
.
8

1
.
3

1
.
4

1
.
9

2
.
0

1
.
7

1
.
7

1
.
6

石
川

2
.
9

2
.
3

2
.
1

1
.
9

1
.
4

1
.
6

1
.
8

1
.
9

2
.
1

1
.
9

2
.
0

福
岡

4
.
5

4
.
1

3
.
5

3
.
3

2
.
9

2
.
9

3
.
1

3
.
0

2
.
9

2
.
7

2
.
7

香
川

3
.
0

2
.
8

2
.
6

2
.
6

2
.
2

2
.
0

2
.
2

2
.
2

2
.
0

2
.
0

1
.
7

岡
山

3
.
2

3
.
1

2
.
7

2
.
4

2
.
4

2
.
3

2
.
4

2
.
4

2
.
2

2
.
1

2
.
2

福
井

2
.
4

1
.
8

1
.
9

1
.
6

1
.
6

1
.
4

1
.
6

1
.
6

1
.
7

1
.
4

1
.
5

奈
良

3
.
5

3
.
2

3
.
0

2
.
6

2
.
4

1
.
9

2
.
5

2
.
5

2
.
2

2
.
4

2
.
3

山
口

3
.
0

2
.
8

2
.
4

2
.
0

1
.
8

1
.
8

1
.
9

2
.
0

1
.
8

1
.
6

1
.
5

長
野

2
.
9

2
.
7

2
.
5

2
.
0

1
.
7

1
.
9

2
.
1

2
.
3

2
.
0

2
.
0

2
.
1

北
海

道
4
.
1

3
.
5

3
.
6

3
.
3

2
.
9

2
.
6

2
.
9

3
.
0

3
.
2

2
.
8

2
.
4

岐
阜

2
.
5

2
.
3

2
.
1

1
.
9

1
.
4

1
.
3

1
.
7

1
.
9

1
.
6

1
.
8

1
.
8

徳
島

3
.
3

3
.
0

2
.
7

2
.
7

1
.
9

1
.
9

2
.
2

2
.
5

1
.
9

1
.
9

2
.
2

福
島

3
.
1

3
.
1

2
.
7

2
.
4

2
.
2

2
.
1

2
.
5

2
.
4

2
.
2

2
.
4

2
.
6

新
潟

3
.
3

2
.
9

2
.
8

2
.
6

2
.
1

2
.
1

2
.
3

2
.
3

2
.
2

2
.
1

2
.
2

和
歌

山
2
.
7

2
.
4

2
.
2

1
.
8

1
.
9

1
.
6

2
.
5

2
.
5

2
.
3

2
.
1

2
.
6

愛
媛

3
.
2

2
.
8

2
.
6

2
.
3

1
.
9

1
.
9

2
.
1

2
.
2

2
.
0

1
.
9

1
.
9

島
根

2
.
5

2
.
6

1
.
7

1
.
1

1
.
4

1
.
9

1
.
4

1
.
7

1
.
3

1
.
7

1
.
2

大
分

3
.
3

2
.
9

2
.
5

2
.
3

2
.
0

2
.
0

2
.
1

2
.
2

1
.
8

2
.
0

2
.
1

熊
本

3
.
9

3
.
5

3
.
1

2
.
9

2
.
6

2
.
6

2
.
8

2
.
8

2
.
6

2
.
4

2
.
6

山
形

2
.
9

2
.
7

2
.
4

1
.
9

1
.
7

1
.
7

2
.
0

2
.
0

1
.
9

1
.
7

2
.
1

佐
賀

3
.
4

3
.
0

2
.
3

2
.
0

1
.
8

1
.
9

2
.
0

1
.
6

1
.
6

1
.
3

1
.
2

長
崎

3
.
6

3
.
2

2
.
8

2
.
6

2
.
0

2
.
0

2
.
3

2
.
2

1
.
9

1
.
9

2
.
0

岩
手

2
.
9

2
.
9

2
.
5

2
.
1

1
.
8

2
.
1

2
.
5

2
.
4

2
.
3

2
.
3

2
.
7

高
知

3
.
3

3
.
0

3
.
3

3
.
0

2
.
2

1
.
9

2
.
5

2
.
2

2
.
0

2
.
0

1
.
8

鳥
取

2
.
7

2
.
7

2
.
3

2
.
0

2
.
0

2
.
3

2
.
3

2
.
0

2
.
0

2
.
0

2
.
1

秋
田

3
.
7

3
.
5

3
.
0

2
.
8

2
.
4

2
.
6

2
.
8

2
.
6

2
.
3

2
.
5

3
.
2

鹿
児

島
3
.
9

3
.
5

2
.
8

2
.
8

2
.
4

2
.
4

2
.
7

2
.
6

2
.
2

2
.
2

2
.
0

宮
崎

3
.
1

3
.
2

2
.
3

2
.
0

1
.
2

1
.
4

1
.
9

2
.
3

2
.
5

2
.
7

2
.
5

青
森

4
.
2

4
.
2

3
.
6

3
.
1

2
.
7

2
.
5

3
.
0

2
.
9

2
.
9

2
.
9

3
.
5

沖
縄

5
.
4

5
.
1

4
.
3

3
.
7

3
.
4

2
.
7

3
.
3

3
.
7

3
.
2

3
.
3

3
.
2

資
料

出
所

　
総

務
省

統
計

局
「

労
働

力
調

査
都

道
府

県
別

結
果

（
モ

デ
ル

推
計

値
）

」
（

注
）

１
　

数
値

は
、

労
働

力
調

査
の

結
果

を
都

道
府

県
別

に
モ

デ
ル

に
よ

っ
て

推
計

し
た

値
。

（
北

海
道

、
東

京
都

、
神

奈
川

県
、

愛
知

県
、

大
阪

府
、

沖
縄

県
は

比
推

定
に

よ
っ

て
推

計
）

　
　

　
２

　
都

道
府

県
別

に
表

章
す

る
よ

う
に

標
本

設
計

を
行

っ
て

お
ら

ず
（

北
海

道
、

沖
縄

県
を

除
く

）
、

標
本

規
模

も
小

さ
い

こ
と

な
ど

か
ら

、
標

本
誤

差
が

大
き

く
、

利
用

に
際

し
て

注
意

が
必

要
。

 
 
 
 
 
 
３

　
毎

年
１

～
３

月
期

平
均

公
表

時
に

，
新

た
な

結
果

を
追

加
し

て
再

計
算

を
行

い
，

前
年

ま
で

の
過

去
５

年
間

の
四

半
期

平
均

及
び

年
平

均
結

果
を

遡
っ

て
一

部
改

定
し

て
い

る
。
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４
　

賃
金

・
労

働
時

間
の

実
情

と
推

移
　

(1
)　

賃
金

　
　

イ
　
定

期
給

与
の

推
移

(
単

位
：

円
)

ラ
ン
ク

都
道
府
県

平
成
26

年
平
成
27

年
平
成
28

年
平

成
29

年
平

成
30

年
令

和
元

年
令

和
２

年
令

和
３

年
令

和
４

年
東

京
32

9,
75

9
32

6,
21

6
3
26

,1
30

32
7,

74
8

32
7,

19
5

32
8,

79
9

32
7,

11
2

33
1,

35
8

3
3
6
,
8
4
2

神
奈

川
26

6,
25

1
27

0,
51

4
2
72

,2
55

27
5,

84
4

27
9,

92
6

27
8,

10
6

27
0,

95
3

27
0,

44
1

2
6
8
,
3
7
9

大
阪

27
2,

11
0

27
2,

86
2

2
72

,0
22

27
1,

89
3

27
3,

29
2

27
0,

75
5

26
8,

27
9

27
1,

92
2

2
7
5
,
0
2
9

愛
知

27
1,

83
2

27
3,

30
6

2
75

,5
52

27
6,

15
7

27
6,

35
3

27
9,

03
3

27
6,

97
4

27
6,

99
4

2
7
9
,
6
5
3

埼
玉

23
8,

98
2

23
5,

03
0

2
36

,7
74

24
0,

17
8

24
2,

88
2

24
2,

67
2

24
3,

16
3

24
5,

04
9

2
4
5
,
1
9
0

千
葉

24
4,

79
1

24
5,

92
5

2
47

,0
41

24
7,

32
2

24
8,

09
6

25
2,

47
3

25
2,

34
7

24
8,

95
8

2
4
6
,
7
3
4

兵
庫

24
7,

18
6

24
0,

68
1

2
41

,5
36

24
5,

93
0

25
0,

35
9

25
6,

20
7

24
7,

52
8

24
6,

16
0

2
4
9
,
5
8
4

京
都

24
0,

82
3

24
1,

60
6

2
44

,5
50

24
6,

72
3

24
4,

06
6

24
3,

21
3

23
7,

24
6

23
9,

29
6

2
4
5
,
0
6
0

茨
城

26
0,

43
1

25
7,

27
8

2
58

,1
09

26
7,

19
4

26
3,

97
8

26
2,

74
0

26
3,

25
5

26
5,

84
5

2
6
2
,
5
0
2

静
岡

25
4,

51
2

25
1,

98
2

2
49

,4
88

25
1,

87
6

25
1,

75
7

25
1,

79
3

25
2,

56
6

25
5,

74
9

2
5
6
,
6
0
9

富
山

25
3,

18
8

25
2,

78
1

2
53

,4
41

25
2,

13
5

25
1,

20
1

24
7,

92
7

24
5,

42
8

24
5,

91
4

2
5
0
,
4
8
4

広
島

25
4,

36
5

26
0,

88
6

2
61

,4
23

26
2,

63
5

25
9,

34
2

26
0,

06
2

25
7,

21
2

26
0,

12
7

2
6
5
,
0
9
3

滋
賀

25
4,

21
3

25
9,

27
8

2
65

,5
35

26
6,

08
2

25
7,

87
7

25
9,

90
0

24
9,

85
5

24
8,

58
2

2
5
0
,
6
1
3

栃
木

25
4,

93
6

25
5,

01
5

2
59

,7
64

25
6,

13
7

25
2,

14
9

25
2,

49
0

25
3,

25
3

25
3,

13
5

2
6
7
,
0
4
7

群
馬

24
8,

87
2

24
7,

78
4

2
50

,8
66

25
8,

72
6

26
0,

79
3

25
0,

94
7

24
9,

49
3

25
2,

94
4

2
5
7
,
5
3
2

宮
城

25
3,

53
7

24
4,

71
5

2
48

,7
18

23
9,

22
6

24
3,

71
5

24
4,

73
8

24
3,

19
1

25
1,

81
1

2
4
9
,
1
1
9

山
梨

24
0,

18
1

23
8,

26
6

2
38

,8
41

24
2,

51
3

24
4,

74
6

24
5,

38
6

24
3,

02
0

24
8,

07
3

2
4
6
,
1
4
3

三
重

26
2,

58
8

25
6,

33
8

2
54

,8
84

25
6,

00
0

25
4,

30
0

25
7,

32
2

25
7,

60
8

26
0,

96
9

2
5
9
,
0
6
4

石
川

24
4,

25
9

25
0,

92
8

2
53

,9
05

25
5,

92
3

24
9,

81
2

24
8,

45
3

24
6,

85
7

24
5,

39
5

2
4
6
,
7
5
5

福
岡

24
9,

23
6

24
6,

36
9

2
52

,3
10

25
4,

53
5

24
7,

51
7

24
0,

76
8

24
1,

70
7

24
6,

83
4

2
5
2
,
9
7
8

香
川

25
1,

82
6

24
4,

90
7

2
44

,9
07

24
3,

84
9

24
7,

96
6

25
0,

51
9

24
4,

92
8

24
7,

08
0

2
4
9
,
2
5
8

岡
山

25
1,

07
9

25
3,

16
1

2
55

,1
27

25
2,

86
3

24
3,

37
4

24
1,

27
7

24
3,

68
0

24
1,

70
8

2
4
6
,
0
0
2

福
井

24
7,

64
7

25
4,

38
5

2
55

,3
90

25
0,

72
9

25
0,

21
9

25
5,

58
3

25
3,

01
2

25
8,

06
1

2
5
2
,
3
4
5

奈
良

22
3,

38
8

22
4,

88
7

2
25

,2
42

23
1,

25
9

22
5,

66
6

22
2,

94
7

22
2,

41
0

21
3,

50
3

2
2
6
,
8
1
6

山
口

24
4,

18
5

24
9,

84
5

2
50

,2
90

24
8,

32
3

24
0,

92
9

23
5,

98
3

23
8,

98
1

24
2,

75
9

2
4
9
,
7
5
7

長
野

24
4,

71
1

24
9,

56
5

2
53

,1
78

25
0,

22
8

24
9,

50
3

24
6,

66
7

24
6,

69
1

24
6,

09
9

2
4
8
,
0
0
7

北
海

道
23

7,
52

3
23

2,
23

9
2
36

,2
27

23
6,

68
9

24
1,

65
6

24
1,

91
1

23
8,

90
9

24
4,

01
3

2
4
5
,
5
5
3

岐
阜

23
5,

09
7

24
0,

95
1

2
30

,1
26

23
9,

14
3

23
7,

76
5

24
0,

39
8

23
7,

14
5

23
3,

94
9

2
4
4
,
7
6
7

徳
島

24
5,

45
6

24
5,

37
5

2
44

,5
75

24
2,

81
7

24
4,

52
7

24
4,

04
2

24
3,

37
0

25
1,

70
1

2
4
5
,
3
2
6

福
島

25
1,

99
5

25
1,

52
3

2
50

,7
85

24
9,

23
0

24
5,

23
0

24
8,

94
8

24
2,

26
1

24
5,

08
0

2
5
0
,
7
7
8

新
潟

24
2,

80
9

24
0,

85
7

2
41

,8
62

24
4,

03
4

24
2,

14
0

23
2,

18
6

24
0,

39
5

24
1,

50
1

2
3
9
,
2
9
1

和
歌

山
23

8,
99

2
24

1,
79

6
2
39

,6
37

24
1,

37
1

24
0,

24
4

23
1,

85
6

22
7,

32
5

24
1,

32
8

2
4
3
,
0
8
4

愛
媛

22
6,

73
2

23
8,

03
8

2
33

,9
26

23
3,

97
8

22
8,

90
5

22
6,

56
9

23
1,

42
0

23
1,

26
6

2
3
8
,
2
3
8

島
根

23
6,

38
6

23
2,

47
3

2
40

,5
42

23
8,

37
3

23
4,

59
2

23
6,

47
9

23
6,

10
6

23
6,

62
5

2
3
4
,
0
5
5

大
分

22
4,

16
1

22
4,

54
4

2
24

,6
70

22
7,

31
0

22
9,

56
2

22
6,

80
4

23
0,

37
7

22
9,

27
5

2
3
6
,
0
7
7

熊
本

23
1,

39
2

23
3,

83
3

2
31

,4
45

23
2,

99
9

22
8,

11
8

23
0,

78
8

23
0,

67
0

23
5,

63
5

2
3
5
,
4
2
8

山
形

23
4,

91
0

23
6,

60
1

2
33

,0
22

23
5,

33
1

23
3,

17
1

23
2,

87
0

22
6,

61
9

23
4,

34
6

2
4
3
,
3
8
1

佐
賀

22
8,

95
7

23
3,

50
2

2
34

,0
74

23
1,

73
7

23
1,

76
3

23
1,

84
0

22
3,

38
8

22
2,

54
8

2
2
6
,
0
4
6

長
崎

21
4,

08
9

22
0,

57
9

2
17

,9
99

22
0,

48
3

22
1,

33
6

23
1,

40
2

22
7,

56
2

22
6,

15
3

2
2
3
,
6
7
3

岩
手

23
6,

30
3

23
7,

56
3

2
34

,9
48

23
0,

73
1

23
1,

83
0

23
4,

29
2

23
3,

69
6

23
5,

95
6

2
3
9
,
5
0
2

高
知

24
4,

94
7

24
9,

69
2

2
45

,8
78

24
8,

66
0

22
6,

15
8

22
9,

06
4

22
7,

67
5

22
4,

10
8

2
2
6
,
3
3
0

鳥
取

22
8,

65
1

23
6,

39
7

2
36

,7
19

23
9,

96
2

22
9,

84
0

22
5,

04
0

22
4,

57
1

22
5,

69
6

2
2
8
,
5
0
7

秋
田

22
4,

74
8

21
9,

56
6

2
21

,8
05

23
5,

88
0

23
5,

79
2

22
5,

04
5

22
5,

51
7

23
1,

89
7

2
2
6
,
7
6
0

鹿
児

島
21

8,
98

4
21

5,
44

9
2
17

,6
32

21
8,

14
4

21
7,

08
9

21
7,

60
9

22
0,

75
0

22
3,

93
5

2
2
1
,
3
0
6

宮
崎

21
4,

27
7

22
1,

03
1

2
20

,2
70

22
3,

57
5

22
3,

32
6

22
2,

28
1

21
9,

41
2

22
4,

20
9

2
2
6
,
3
6
2

青
森

21
7,

48
4

21
6,

03
4

2
16

,4
77

22
3,

53
3

21
9,

85
2

22
1,

51
8

22
2,

45
1

22
3,

80
5

2
2
6
,
1
8
0

沖
縄

20
5,

54
7

21
0,

96
7

2
17

,0
96

21
7,

98
9

21
3,

35
8

21
4,

02
3

22
0,

16
1

21
6,

78
3

2
1
8
,
2
6
1

資
料
出
所
　
厚
生
労
働
省
「
毎
月
勤
労
統
計
調
査
地
方
調
査
」

（
注
）
　
事
業
所
規
模
５
人
以
上
の
数
値
で
あ
る
。
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（
単

位
：

円
）

ラ
ン

ク
都

道
府

県
令

和
元

年
令

和
２

年
令

和
３

年
令

和
４

年
令

和
５

年
令

和
６

年
３

月
令

和
６

年
４

月
東

京
1
,
1
7
5

1
,
2
1
7

1
,
2
3
8

1
,
2
3
6

1
,
2
6
7

1
,
2
6
8

1
,
2
6
4

神
奈

川
1
,
2
0
1

1
,
2
3
6

1
,
2
5
6

1
,
2
7
1

1
,
3
0
3

1
,
3
1
7

1
,
3
3
0

大
阪

1
,
1
3
0

1
,
1
5
8

1
,
1
6
7

1
,
1
8
7

1
,
2
1
8

1
,
2
4
9

1
,
2
5
5

愛
知

1
,
1
2
4

1
,
1
4
9

1
,
1
5
8

1
,
1
7
6

1
,
2
0
6

1
,
2
3
9

1
,
2
3
1

埼
玉

1
,
1
1
7

1
,
1
4
6

1
,
1
5
5

1
,
1
7
7

1
,
2
0
8

1
,
2
3
8

1
,
2
3
4

千
葉

1
,
1
2
7

1
,
1
5
8

1
,
1
6
8

1
,
1
8
2

1
,
2
1
0

1
,
2
4
6

1
,
2
4
4

兵
庫

1
,
1
1
3

1
,
1
3
4

1
,
1
5
1

1
,
1
6
0

1
,
1
8
7

1
,
2
1
4

1
,
2
1
3

京
都

1
,
0
8
8

1
,
1
1
8

1
,
1
3
2

1
,
1
3
9

1
,
1
7
3

1
,
2
1
8

1
,
2
0
4

茨
城

1
,
0
4
1

1
,
0
6
6

1
,
0
7
8

1
,
0
9
4

1
,
1
3
0

1
,
1
7
5

1
,
1
7
5

静
岡

1
,
0
7
1

1
,
0
9
3

1
,
1
0
3

1
,
1
2
2

1
,
1
5
6

1
,
1
9
8

1
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安

定
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計
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（
注

）
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公

共
職

業
安

定
所

で
受

理
し

た
パ

ー
ト

タ
イ

ム
労

働
者

の
求

人
票

に
記

載
さ

れ
た

時
給

の
平

均
を

算
出

し
た

も
の

で
あ

る
。

　
　

　
　

な
お

、
時

給
制

以
外

の
も

の
に

つ
い

て
は

、
時

給
換

算
額

を
算

出
に

用
い

て
い

る
。

　
　

　
２

　
常

用
的

雇
用

（
雇

用
契

約
に

お
い

て
雇

用
期

間
の

定
め

が
な

い
か

又
は

４
か

月
以

上
の

雇
用

期
間

が
定

め
ら

れ
て

い
る

も
の

（
季

節
労

働
を

除
く

。
）

）
の

パ
ー

ト
タ

イ
ム

労
働

者
を

対
象

と
し

て
い

る
。

　
　

　
３

　
１

求
人

票
当

た
り

１
募

集
賃

金
と

し
て

算
出

。
な

お
、

求
人

票
に

は
募

集
賃

金
の

上
限

と
下

限
を

記
載

す
る

こ
と

と
な

っ
て

お
り

、
そ

の
平

均
額

を
１

募
集

賃
金

と
し

て
算

出
し

て
い

る
。

ロ
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タ

イ
ム
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人
票
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集

賃
金
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業

務
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注
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安
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で
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理
し

た
パ
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タ
イ

ム
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働
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の
求

人
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載
さ

れ
た

時
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平
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を

算
出

し
た

も
の

で
あ

る
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お

、
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制

以
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の
も

の
に

つ
い

て
は

、
時
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換

算
額
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算

出
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用
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い

る
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雇
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約
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め

が
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か
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を
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。
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１
募

集
賃

金
と

し
て

算
出

。
な

お
、

求
人

票
に

は
募

集
賃

金
の

上
限

と
下

限
を

記
載

す
る

こ
と

と
な

っ
て

お
り

、
そ

の
下

限
額

を
１

募
集

賃
金

と
し

て
算

出
し

て
い

る
。

ハ
　

パ
ー

ト
タ

イ
ム

労
働

者
の

１
求

人
票

あ
た

り
の

募
集

賃
金

下
限

額

Ａ ラ ン ク Ｂ ラ ン ク Ｃ ラ ン ク

-
3
8
-
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(2
)　

労
働

時
間

　
　

常
用

労
働

者
１

人
平

均
月

間
総

実
労

働
時

間
と

所
定

外
労

働
時

間
の

推
移

（
調

査
産

業
計

、
事

業
所

規
模

５
人

以
上

）
（

単
位

：
時

間
）

平
成
26
年

平
成
27
年

平
成
28
年

平
成
29
年

平
成
30
年

令
和
元
年

令
和
２
年

令
和
３
年

令
和
４
年

平
成
26
年

平
成
27
年

平
成
28
年

平
成
29
年

平
成
30
年

令
和
元
年

令
和
２
年

令
和
３
年

令
和
４
年

東
京

14
5.
2

14
4.

2
1
43

.2
14

3.
0

14
1.

1
13

8.
1

13
4.

5
1
37
.6

13
8.

4
12

.3
12

.0
11

.4
11

.3
10

.9
11

.
4

1
0
.
3

1
1
.
2

1
1
.
7

神
奈

川
13
8.
2

13
9.

7
1
39

.5
13

8.
6

13
5.

2
13

3.
6

12
8.

7
1
29
.4

12
9.

3
11

.8
11

.8
11

.5
11

.1
10

.9
11

.
4

9
.
4

9
.
8

9
.
7

大
阪

14
3.
0

14
2.

0
1
41

.6
14

1.
0

13
9.

3
13

6.
4

13
1.

6
1
33
.0

13
2.

9
10

.8
10

.5
10

.6
10

.8
10

.2
10

.
0

8
.
5

8
.
7

9
.
0

愛
知

14
6.
2

14
5.

9
1
44

.6
14

4.
2

14
4.

0
14

0.
9

13
7.

5
1
38
.1

13
7.

3
12

.5
13

.7
13

.3
13

.2
13

.5
13

.
1

1
1
.
3

1
1
.
7

1
1
.
7

埼
玉

13
7.
9

13
8.

2
1
36

.8
13

7.
1

13
6.

7
13

1.
9

12
9.

0
1
30
.5

13
0.

1
10

.5
10

.6
10

.2
10

.6
10

.4
10

.
0

8
.
6

9
.
9

9
.
9

千
葉

13
8.
3

14
0.

6
1
39

.8
13

9.
0

13
6.

1
13

4.
8

13
1.

0
1
28
.5

12
7.

7
10

.9
11

.0
10

.9
10

.9
10

.3
10

.
1

8
.
7

8
.
4

9
.
0

兵
庫

14
0.
8

13
8.

9
1
36

.7
13

6.
0

13
6.

4
13

4.
1

12
9.

6
1
29
.5

13
1.

1
10

.4
10

.5
9.

9
9.

8
10

.5
10

.
2

8
.
7

9
.
0

9
.
2

京
都

13
9.
7

13
9.

0
1
38

.2
13

8.
4

13
5.

3
13

0.
6

12
3.

6
1
24
.1

12
7.

5
10

.6
10

.4
10

.1
10

.9
9.

7
8
.
4

7
.
6

8
.
3

9
.
8

茨
城

15
1.
8

14
7.

0
1
46

.9
14

7.
5

14
5.

7
14

1.
7

14
0.

3
1
42
.0

14
0.

3
14

.5
11

.8
11

.4
12

.8
12

.7
11

.
4

1
0
.
8

1
0
.
5

1
0
.
8

静
岡

14
6.
0

14
8.

6
1
47

.6
14

6.
6

14
4.

3
14

2.
4

13
7.

5
1
38
.5

13
8.

6
11

.4
12

.2
11

.9
12

.0
11

.2
11

.
1

9
.
3

9
.
4

1
0
.
3

富
山

15
0.
6

15
2.

1
1
51

.8
15

1.
3

14
8.

7
14

4.
9

14
0.

3
1
40
.1

13
9.

4
10

.7
11

.2
10

.9
11

.1
10

.7
10

.
0

8
.
1

8
.
3

8
.
5

広
島

14
7.
5

14
9.

5
1
48

.9
14

8.
5

14
6.

4
14

4.
3

13
9.

3
1
40
.2

13
9.

6
12

.1
12

.1
12

.4
12

.4
12

.1
11

.
9

1
0
.
1

1
1
.
0

1
0
.
9

滋
賀

14
3.
6

14
2.

4
1
43

.0
14

4.
4

14
1.

1
13

8.
9

13
2.

0
1
30
.4

13
1.

9
11

.4
10

.6
10

.5
12

.2
12

.2
12

.
3

9
.
2

9
.
5

1
0
.
8

栃
木

14
9.
9

14
8.

8
1
49

.3
14

7.
8

14
4.

9
14

2.
2

14
1.

0
1
41
.8

14
2.

7
12

.5
11

.9
12

.3
12

.5
10

.9
11

.
0

9
.
6

1
0
.
3

1
1
.
4

群
馬

15
0.
4

14
7.

9
1
48

.0
14

8.
5

14
8.

8
14

4.
8

13
9.

8
1
42
.1

14
2.

3
12

.7
11

.3
11

.2
11

.4
11

.7
11

.
5

9
.
7

1
0
.
5

1
1
.
3

宮
城

15
0.
1

14
9.

7
1
49

.0
14

3.
4

14
6.

1
14

4.
7

14
0.

9
1
44
.3

14
1.

8
11

.6
11

.7
11

.1
9.

7
10

.2
10

.
2

8
.
9

9
.
5

9
.
7

山
梨

14
6.
8

14
5.

6
1
45

.7
14

5.
1

14
4.

0
14

2.
5

13
6.

2
1
40
.3

13
9.

0
10

.9
10

.3
10

.1
10

.8
11

.2
10

.
8

8
.
7

1
0
.
9

1
1
.
4

三
重

14
8.
8

14
6.

3
1
45

.7
14

6.
1

14
3.

2
14

0.
6

13
7.

7
1
38
.5

13
7.

5
13

.0
12

.2
11

.9
12

.9
12

.2
12

.
0

1
0
.
4

1
1
.
3

1
1
.
3

石
川

14
8.
6

15
1.

1
1
50

.5
15

1.
7

14
8.

0
14

4.
6

13
9.

1
1
37
.5

13
8.

8
10

.2
10

.6
11

.1
11

.8
10

.4
9
.
9

7
.
8

8
.
3

9
.
3

福
岡

14
8.
8

14
7.

9
1
49

.2
14

8.
1

14
2.

3
13

8.
8

13
6.

0
1
37
.2

13
6.

4
11

.4
11

.4
12

.0
11

.9
10

.7
10

.
5

9
.
0

9
.
0

9
.
4

香
川

15
0.
1

14
7.

5
1
48

.7
14

8.
0

14
6.

5
14

3.
9

13
9.

4
1
42
.4

13
9.

3
11

.2
10

.7
10

.9
10

.8
11

.8
10

.
9

8
.
6

9
.
8

1
0
.
4

岡
山

15
1.
2

15
0.

2
1
51

.0
15

0.
1

14
7.

2
14

2.
5

13
8.

5
1
39
.7

13
9.

1
11

.5
11

.6
12

.5
12

.1
11

.8
10

.
9

9
.
3

1
0
.
2

1
0
.
5

福
井

15
5.
0

15
3.

0
1
48

.1
14

8.
4

15
0.

6
14

8.
7

14
2.

7
1
44
.3

14
1.

2
10

.4
11

.2
10

.4
10

.5
11

.2
10

.
0

8
.
4

9
.
6

9
.
9

奈
良

13
6.
4

13
4.

4
1
34

.5
13

6.
2

13
1.

1
12

7.
6

12
6.

3
1
21
.6

12
6.

7
8.

1
7.

3
7.

5
7.

7
6.

9
7
.
2

6
.
5

5
.
7

7
.
1

山
口

14
8.
0

14
6.

8
1
46

.9
14

7.
1

14
6.

4
14

2.
2

13
8.

2
1
40
.0

13
9.

7
11

.1
11

.3
11

.1
11

.3
11

.0
10

.
5

9
.
3

9
.
8

1
0
.
2

長
野

14
9.
0

14
9.

1
1
50

.0
14

8.
5

14
6.

8
14

2.
1

14
0.

3
1
41
.8

14
0.

1
10

.5
10

.3
10

.2
10

.5
10

.6
9
.
2

8
.
0

9
.
6

9
.
9

北
海

道
15
0.
8

14
7.

3
1
48

.1
14

7.
0

14
4.

8
14

1.
2

13
5.

8
1
38
.5

13
7.

6
11

.1
9.

8
10

.1
10

.0
9.

7
9
.
6

8
.
7

9
.
0

9
.
0

岐
阜

14
4.
7

14
7.

4
1
41

.8
14

3.
2

14
1.

5
14

2.
9

13
6.

4
1
35
.6

13
7.

5
10

.2
10

.7
10

.1
10

.5
10

.5
11

.
5

9
.
1

9
.
6

9
.
6

徳
島

15
1.
5

15
1.

4
1
51

.2
15

0.
9

14
9.

8
14

5.
8

14
1.

7
1
44
.0

13
9.

4
9.

3
10

.6
10

.4
10

.1
11

.1
9
.
1

7
.
9

9
.
2

9
.
1

福
島

15
6.
3

15
7.

3
1
54

.6
15

3.
4

15
2.

4
14

7.
9

14
4.

7
1
45
.6

14
5.

7
12

.1
13

.0
11

.9
11

.6
11

.9
11

.
1

9
.
4

1
0
.
2

1
1
.
2

新
潟

15
0.
6

15
1.

5
1
50

.8
15

1.
2

14
7.

4
14

1.
6

14
2.

3
1
41
.8

14
0.

0
10

.3
10

.7
10

.3
10

.6
10

.0
9
.
9

8
.
8

8
.
9

8
.
9

和
歌

山
14
5.
9

14
8.

6
1
45

.9
14

5.
6

14
1.

4
13

8.
5

13
4.

6
1
39
.8

13
8.

1
9.

3
11

.9
10

.8
10

.5
10

.6
9
.
2

8
.
6

9
.
4

1
0
.
3

愛
媛

14
9.
3

15
0.

6
1
51

.1
14

9.
2

14
4.

8
14

1.
3

14
2.

0
1
41
.6

14
0.

1
10

.4
9.

9
10

.1
9.

6
9.

8
9
.
5

8
.
7

9
.
4

9
.
9

島
根

15
4.
2

14
9.

8
1
50

.7
15

1.
9

14
6.

8
14

7.
1

14
5.

0
1
44
.2

14
2.

0
10

.1
9.

9
10

.8
11

.7
10

.1
10

.
7

1
0
.
3

1
0
.
3

9
.
1

大
分

14
9.
0

14
7.

5
1
49

.5
15

1.
5

14
9.

0
14

4.
8

14
2.

1
1
40
.5

13
9.

9
9.

2
9.

1
9.

1
10

.9
10

.5
9
.
3

8
.
4

9
.
3

1
0
.
0

熊
本

15
2.
3

14
7.

5
1
46

.9
14

7.
9

14
5.

9
14

4.
1

14
1.

2
1
41
.7

13
9.

5
10

.1
8.

9
9.

1
10

.7
10

.3
9
.
8

9
.
1

9
.
4

9
.
4

山
形

15
6.
4

15
3.

7
1
53

.2
15

3.
2

15
1.

8
14

8.
6

14
3.

9
1
48
.1

15
0.

0
11

.3
10

.8
10

.5
10

.7
10

.2
9
.
3

8
.
5

9
.
8

1
0
.
9

佐
賀

15
4.
4

15
3.

6
1
53

.7
15

3.
6

15
1.

6
15

0.
0

14
0.

3
1
38
.6

13
6.

6
10

.1
10

.7
10

.7
10

.7
12

.1
11

.
0

9
.
3

9
.
0

8
.
1

長
崎

14
9.
5

15
3.

1
1
52

.1
15

2.
1

14
8.

2
14

6.
6

14
1.

9
1
41
.4

14
0.

6
10

.4
10

.2
10

.0
10

.1
9.

9
10

.
1

9
.
7

9
.
4

9
.
0

岩
手

15
8.
0

15
5.

9
1
54

.5
15

4.
9

15
3.

4
15

1.
0

14
8.

2
1
46
.8

14
5.

7
10

.7
11

.2
10

.9
11

.2
11

.0
11

.
6

9
.
7

9
.
5

9
.
8

高
知

15
2.
0

15
1.

6
1
48

.2
14

9.
1

14
6.

3
14

1.
1

14
0.

6
1
37
.5

13
7.

4
9.

0
10

.1
10

.1
10

.0
8.

9
9
.
1

8
.
3

7
.
0

6
.
7

鳥
取

14
9.
4

15
2.

7
1
51

.3
15

2.
4

15
0.

3
14

5.
1

14
1.

4
1
42
.6

14
2.

2
8.

3
8.

8
8.

7
8.

8
9.

7
9
.
5

7
.
4

7
.
9

8
.
5

秋
田

15
2.
0

14
9.

1
1
51

.1
15

3.
8

15
4.

2
14

9.
0

14
5.

4
1
46
.9

14
4.

7
9.

8
8.

3
8.

2
8.

9
9.

6
8
.
5

7
.
4

8
.
3

9
.
0

鹿
児

島
15
0.
0

14
8.

0
1
49

.8
14

8.
0

14
6.

0
14

4.
9

14
1.

9
1
39
.9

13
6.

6
8.

8
9.

4
10

.1
10

.2
9.

3
8
.
9

7
.
8

8
.
3

9
.
0

宮
崎

15
0.
6

15
3.

7
1
50

.9
14

8.
7

14
7.

7
14

4.
0

14
2.

9
1
43
.5

14
3.

3
9.

6
10

.6
10

.0
10

.3
9.

0
8
.
9

8
.
4

8
.
5

9
.
4

青
森

15
5.
1

15
4.

6
1
52

.5
15

5.
5

15
3.

9
15

0.
0

14
7.

4
1
48
.3

14
5.

2
9.

4
11

.5
10

.9
12

.2
10

.7
9
.
8

9
.
4

9
.
0

8
.
9

沖
縄

14
8.
0

14
7.

6
1
49

.3
14

8.
8

14
4.

7
14

2.
9

13
7.

7
1
39
.9

14
0.

5
8.

1
8.

8
8.

8
9.

2
8.

1
9
.
0

8
.
0

7
.
9

8
.
8

資
料

出
所
　
厚
生
労
働
省
「
毎
月
勤
労

統
計
調
査
地
方
調
査
」

（
注

）
　
事
業
所
規
模
５
人
以
上
の
数

値
で
あ
る
。
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都
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５
　

消
費

者
物

価
指

数
等

の
推

移
　

(
1
)
　

消
費

者
物

価
対

前
年

上
昇

率
の

推
移

（
単

位
：

％
）

平
成

平
成

平
成

平
成

平
成

令
和

令
和

令
和

令
和

令
和

2
6年

27
年

2
8年

2
9
年

3
0
年

元
年

２
年

３
年

４
年

５
年

１
月

２
月

３
月

４
月

５
月

東
京

3
.0

1
.
0

△
 0

.
1

0.
3

1.
1

0
.9

0.
1

△
 0
.3

3.
0

3.
9

2.
2

3.
1

3.
1

2.
2

2.
6

神
奈

川
3
.0

1
.
1

△
 0

.
2

0.
3

1.
2

0
.9

△
 0
.3

△
 0
.4

2.
9

3.
9

2.
6

3.
3
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98
.6

98
.6

98
.4

98
.4

98
.7

99
.0

99
.0

山
形

10
1.
5

10
0.
2

10
0.
4

10
0.
4

10
0.
4

99
.4

10
0.
1

10
0.
3

10
0.
5

10
0.
3

佐
賀

9
7.
5

96
.7

96
.9

96
.5

96
.5

96
.9

97
.2

98
.0

98
.0

97
.9

長
崎

10
2.
4

10
0.
3

10
2.
0

10
1.
8

10
1.
7

10
1.
2

10
0.
8

10
0.
3

99
.9

99
.9

岩
手

9
8.
9

97
.8

99
.3

99
.0

99
.4

99
.4

99
.2

99
.0

99
.5

99
.1

高
知

9
9.
8

98
.6

99
.2

99
.2

99
.5

99
.2

99
.8

99
.3

10
0.
1

99
.5

鳥
取

9
8.
3

97
.8

97
.9

98
.0

98
.1

98
.3

98
.2

97
.6

97
.8

97
.9

秋
田

9
7.
3

98
.1

98
.2

97
.7

98
.1

98
.2

98
.2

98
.1

98
.6

99
.1

鹿
児

島
9
8.
0

98
.1

97
.5

96
.6

97
.3

97
.2

97
.3

97
.4

97
.6

96
.8

宮
崎

9
7.
1

96
.8

97
.3

96
.9

97
.4

96
.8

96
.7

96
.7

96
.9

96
.9

青
森

9
9.
5

99
.3

99
.0

98
.9

98
.4

98
.6

98
.5

97
.9

97
.8

98
.1

沖
縄

10
1.
2

99
.1

98
.9

99
.1

98
.9

99
.2

99
.6

99
.1

99
.6

10
0.
0

資
料

出
所

　
総

務
省
「

小
売

物
価

統
計

調
査

（
構

造
編

）
」

（
平

成
2
5
年

以
前

は
総

務
省

「
消
費

者
物

価
指

数
」

に
よ

る
）

（
注

）
１

　
各

都
道
府

県
の

数
値

は
、

都
道

府
県

庁
所

在
都

市
の

も
の

で
あ

る
。

　
　

　
２

　
指

数
は
「

総
合

」
で

あ
る

。
な

お
、

消
費

者
物

価
地

域
格

差
指

数
に

お
け

る
「

総
合

」
は

、
持

家
の

帰
属

家
賃

を
含

ま
な

い
。

Ｃ ラ ン ク

ラ
ン
ク

都
道
府
県

消
費
者
物
価
地
域
差
指
数
（
全
国
平
均
＝
10
0）

Ａ ラ ン ク Ｂ ラ ン ク

-
4
1
-

173



　
(2

)　
消

費
者

物
価

地
域

差
指

数
の

推
移

②
（

都
道

府
県

下
全

域
）

平
成
25
年

平
成
2
6年

平
成
27
年

平
成
2
8年

平
成
29
年

平
成
30
年

令
和
元
年

令
和
２
年

令
和
３
年

令
和
４
年

全
国

10
0.
0

10
0.
0

10
0.
0

10
0.
0

10
0.
0

10
0.
0

10
0.
0

10
0.
0

10
0.
0

10
0.
0

東
京

10
5.
2

10
5.
3

10
4.
0

10
4.
4

10
4.
4

10
4.
4

10
4.
7

10
5.
2

10
4.
5

10
4.
7

神
奈

川
10
3.
9

10
3.
6

10
3.
5

10
4.
3

10
4.
2

10
4.
3

10
4.
0

10
3.
2

10
3.
0

10
3.
1

大
阪

10
0.
2

10
0.
4

10
0.
3

10
0.
0

10
0.
0

99
.8

99
.7

99
.8

99
.8

99
.4

愛
知

9
8.
8

98
.9

98
.4

98
.2

98
.0

98
.0

97
.6

97
.6

98
.0

98
.4

埼
玉

10
1.
4

10
1.
1

10
1.
7

10
1.
5

10
1.
2

10
1.
1

10
1.
0

10
0.
6

10
0.
3

10
0.
5

千
葉

9
9.
4

99
.6

99
.8

10
0.
0

10
0.
2

10
0.
5

10
0.
7

10
1.
0

10
0.
6

10
1.
0

兵
庫

10
0.
9

10
0.
7

10
1.
1

10
0.
8

10
0.
3

10
0.
3

10
0.
3

99
.6

99
.7

99
.4

京
都

10
0.
7

10
1.
2

10
0.
6

10
0.
8

10
0.
7

10
0.
7

10
0.
6

10
1.
6

10
1.
1

10
0.
9

茨
城

9
8.
4

98
.3

98
.1

97
.6

97
.9

97
.9

98
.1

97
.7

97
.8

98
.2

静
岡

9
7.
9

98
.1

98
.1

97
.9

98
.3

98
.5

98
.5

98
.3

98
.4

98
.4

富
山

9
7.
5

97
.9

98
.4

98
.5

99
.0

99
.1

98
.6

98
.7

98
.8

98
.6

広
島

9
8.
1

98
.3

99
.2

99
.1

99
.1

98
.9

99
.0

98
.7

98
.7

98
.7

滋
賀

9
9.
0

99
.1

99
.9

99
.5

10
0.
0

99
.4

99
.5

99
.3

10
0.
0

99
.6

栃
木

9
8.
5

99
.0

99
.0

98
.4

98
.4

98
.2

98
.2

98
.3

98
.1

98
.3

群
馬

9
6.
9

97
.1

96
.4

95
.9

96
.2

96
.3

96
.6

96
.7

96
.6

96
.2

宮
城

9
8.
2

98
.2

98
.1

98
.4

98
.7

98
.8

99
.3

99
.3

99
.4

99
.5

山
梨

9
8.
5

98
.0

98
.5

98
.3

98
.2

98
.7

98
.7

97
.5

97
.7

98
.1

三
重

9
8.
2

98
.4

98
.3

98
.5

98
.6

98
.6

98
.7

98
.8

99
.3

99
.3

石
川

9
9.
4

99
.5

10
0.
6

10
0.
4

10
0.
4

10
0.
3

10
0.
2

10
0.
2

10
0.
1

99
.4

福
岡

9
7.
0

97
.1

97
.7

97
.0

96
.8

96
.6

96
.8

97
.4

97
.5

97
.3

香
川

9
7.
9

98
.0

98
.5

98
.5

98
.3

98
.4

98
.3

98
.2

98
.5

98
.2

岡
山

9
8.
9

98
.6

98
.4

98
.0

98
.4

98
.3

97
.6

97
.5

97
.8

97
.8

福
井

9
9.
6

99
.7

99
.7

99
.3

99
.3

99
.4

99
.3

99
.4

99
.5

99
.4

奈
良

9
7.
7

97
.2

97
.3

96
.6

96
.8

97
.1

97
.5

97
.3

97
.3

97
.0

山
口

9
8.
4

97
.9

98
.8

99
.1

98
.9

98
.5

98
.7

99
.4

10
0.
0

99
.9

長
野

9
7.
2

96
.9

97
.3

96
.9

96
.8

97
.1

97
.7

97
.7

97
.4

97
.5

北
海

道
9
9.
2

98
.9

99
.2

99
.2

99
.8

99
.8

99
.9

10
0.
3

10
0.
8

10
1.
1

岐
阜

9
7.
0

97
.0

97
.0

96
.8

97
.2

97
.4

97
.3

97
.4

97
.3

97
.2

徳
島

9
8.
4

98
.3

98
.8

99
.3

99
.4

99
.6

10
0.
1

99
.6

99
.8

99
.2

福
島

9
9.
1

10
0.
0

10
0.
1

99
.8

99
.9

99
.4

99
.6

99
.4

99
.4

99
.3

新
潟

9
7.
9

98
.2

99
.1

98
.9

98
.8

98
.7

98
.7

98
.2

98
.3

98
.4

和
歌

山
10
0.
0

10
0.
1

99
.9

10
0.
0

10
0.
0

99
.6

99
.2

99
.4

99
.4

99
.2

愛
媛

9
7.
6

97
.6

98
.4

98
.6

98
.5

98
.1

97
.9

97
.9

98
.2

98
.1

島
根

9
9.
8

99
.4

10
0.
1

99
.9

99
.7

99
.3

99
.5

99
.5

99
.9

99
.6

大
分

9
7.
5

97
.6

97
.4

97
.1

97
.0

97
.3

97
.7

97
.9

97
.8

97
.4

熊
本

9
8.
1

98
.2

98
.2

98
.6

98
.6

98
.6

98
.8

98
.7

99
.0

98
.9

山
形

10
0.
6

10
0.
7

10
0.
8

10
0.
7

10
1.
0

10
0.
0

10
0.
2

10
0.
5

10
0.
8

10
0.
7

佐
賀

9
7.
1

97
.0

97
.2

96
.8

96
.7

97
.2

97
.5

98
.2

98
.2

97
.9

長
崎

9
8.
9

98
.7

10
0.
4

10
0.
2

10
0.
1

99
.9

99
.8

99
.5

99
.2

99
.1

岩
手

9
8.
4

97
.9

99
.0

98
.5

98
.9

99
.1

99
.1

99
.0

99
.4

99
.1

高
知

9
9.
2

98
.8

99
.2

99
.2

99
.5

99
.2

99
.8

99
.2

99
.9

99
.4

鳥
取

9
8.
1

98
.3

98
.5

98
.7

98
.8

98
.8

98
.6

98
.2

98
.3

98
.2

秋
田

9
8.
0

97
.9

98
.5

98
.1

98
.4

98
.3

98
.4

97
.9

98
.4

98
.7

鹿
児

島
9
7.
8

97
.2

96
.7

96
.1

96
.4

96
.1

96
.3

97
.2

97
.2

96
.6

宮
崎

9
6.
1

95
.9

96
.4

96
.1

96
.4

96
.0

96
.0

95
.9

96
.2

96
.1

青
森

9
8.
5

98
.8

98
.9

98
.8

98
.3

98
.6

98
.4

98
.1

97
.9

98
.3

沖
縄

9
8.
4

98
.4

98
.0

98
.3

98
.3

98
.5

98
.4

98
.0

98
.5

99
.0

資
料

出
所

　
総

務
省
「

小
売

物
価

統
計

調
査

（
構

造
編

）
」

（
注

）
指

数
は

「
総
合

」
で

あ
る

。
な

お
、

消
費

者
物

価
地

域
差

指
数

に
お

け
る

「
総

合
」

は
、

持
家

の
帰

属
家

賃
を

含
ま

な
い

。

Ｃ ラ ン ク

ラ
ン

ク
都
道
府
県

消
費
者
物
価
地
域
差
指
数
（
全
国
平
均
＝
10
0）

Ａ ラ ン ク Ｂ ラ ン ク

-
4
2
-
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６
　

消
費

支
出

額
の

推
移

（
単
位
：
円
）

平
成
30
年

令
和
元
年

令
和
２
年

令
和
３
年

令
和
４

年
令
和
５
年

平
成
30
年

令
和
元
年

令
和
２
年

令
和
３
年

令
和
４
年

令
和
５
年

東
京

26
7,
07
7

27
6,
51
4

2
62
,0
47

27
7,
59
2

27
7,
33
2

27
9,
31
9

17
9,
25
0

18
9,
46
4

17
9,
55
2

18
8,
00
9

19
2,
29
5

18
9,
61
4

神
奈

川
25
4,
28
1

25
9,
69
4

2
52
,2
66

23
2,
05
9

24
6,
38
8

26
3,
82
5

16
9,
14
5

17
6,
29
2

16
8,
17
7

16
1,
29
2

17
0,
83
9

18
1,
62
5

大
阪

21
6,
88
2

22
8,
77
9

2
03
,9
59

19
6,
66
3

21
1,
30
8

22
2,
39
5

14
5,
56
2

15
6,
75
7

13
9,
42
4

13
7,
69
2

15
1,
32
1

15
4,
95
0

愛
知

25
0,
54
0

24
3,
79
5

2
36
,6
92

22
1,
60
6

24
9,
64
0

25
4,
01
2

16
0,
39
2

16
4,
74
1

15
6,
07
0

15
1,
48
7

16
9,
85
9

17
2,
43
5

埼
玉

24
0,
71
7

26
9,
79
5

2
57
,4
07

23
8,
08
1

24
9,
55
5

25
5,
69
7

16
4,
16
8

19
2,
71
1

17
8,
91
0

16
7,
92
9

18
2,
00
7

18
6,
48
6

千
葉

23
0,
12
2

22
6,
78
1

2
20
,1
21

21
6,
71
5

22
5,
58
7

20
8,
87
6

16
4,
79
4

16
8,
56
5

16
4,
06
9

16
4,
76
5

17
6,
69
3

16
5,
13
1

兵
庫

21
9,
63
0

22
5,
19
5

1
95
,7
76

24
1,
33
4

24
4,
94
4

22
1,
98
3

15
2,
28
6

15
3,
58
2

13
9,
84
0

17
1,
07
7

16
9,
43
1

16
1,
89
8

京
都

23
8,
30
8

22
6,
95
6

2
17
,1
23

22
9,
65
5

24
4,
35
2

24
7,
57
1

16
2,
90
4

15
4,
06
8

14
5,
39
6

15
1,
76
0

16
8,
61
9

17
7,
28
9

茨
城

24
6,
54
8

25
8,
52
7

2
49
,1
14

25
2,
16
8

24
0,
72
6

26
1,
98
8

16
4,
00
1

16
9,
00
4

16
7,
19
4

17
1,
57
9

16
7,
31
6

17
8,
26
0

静
岡

24
8,
53
4

22
4,
76
0

2
17
,2
25

22
1,
67
6

21
7,
55
0

23
2,
36
6

16
7,
18
2

15
4,
36
6

15
4,
37
5

15
2,
24
8

15
5,
79
1

16
9,
47
0

富
山

26
1,
08
4

25
7,
57
9

2
62
,4
43

26
5,
73
4

26
4,
27
9

26
4,
54
1

16
4,
46
7

16
7,
67
0

16
6,
31
6

17
1,
17
4

17
0,
94
8

17
7,
15
0

広
島

23
7,
46
6

23
9,
05
4

2
35
,6
60

22
1,
23
8

22
8,
94
8

24
0,
97
7

15
6,
92
2

16
0,
80
5

15
9,
60
9

14
9,
84
1

15
5,
06
3

17
0,
39
6

滋
賀

21
2,
19
8

26
0,
84
2

2
59
,8
34

26
2,
34
6

27
7,
83
7

25
0,
98
9

14
6,
08
3

16
6,
30
7

16
3,
35
6

18
0,
18
0

18
8,
60
8

17
4,
03
0

栃
木

26
9,
04
7

27
1,
03
2

2
57
,3
20

25
8,
10
5

26
0,
32
3

28
0,
39
6

16
9,
48
4

17
1,
41
6

15
9,
58
3

16
8,
72
9

16
8,
03
8

18
0,
99
5

群
馬

23
4,
31
8

22
0,
91
9

2
44
,9
09

24
6,
28
5

25
7,
08
1

25
2,
68
5

15
6,
21
2

14
8,
94
4

16
2,
91
1

16
2,
39
6

17
2,
93
1

16
9,
21
0

宮
城

22
2,
33
5

21
2,
49
9

1
95
,7
00

20
4,
23
3

20
2,
68
4

22
3,
99
6

15
3,
42
6

14
9,
51
4

13
9,
07
8

14
7,
77
8

14
9,
42
1

16
3,
36
6

山
梨

22
2,
03
1

24
1,
74
5

2
00
,5
04

19
2,
34
4

23
6,
71
9

22
3,
43
9

15
2,
13
3

16
9,
25
5

14
4,
32
6

14
2,
57
5

16
8,
65
5

15
7,
21
1

三
重

24
2,
07
2

26
2,
71
7

2
36
,6
38

24
4,
59
2

23
2,
10
9

28
1,
71
5

15
8,
58
7

17
1,
74
3

15
5,
69
6

16
1,
98
5

15
3,
04
8

18
2,
60
9

石
川

29
0,
46
4

28
5,
85
1

2
54
,6
53

25
7,
60
6

26
5,
12
2

26
5,
07
9

18
0,
83
5

18
1,
88
3

16
2,
36
1

16
1,
31
9

16
5,
37
9

16
5,
35
2

福
岡

25
4,
71
9

22
2,
76
8

2
41
,2
56

23
0,
71
8

23
1,
70
5

24
5,
67
9

17
8,
33
9

15
6,
73
9

16
6,
48
2

15
5,
55
0

15
7,
29
2

17
2,
85
9

香
川

28
3,
48
9

26
6,
32
7

2
37
,8
73

22
6,
11
2

23
9,
15
5

23
2,
98
9

18
0,
01
6

17
2,
63
4

15
2,
28
3

15
0,
07
6

16
2,
34
9

16
3,
12
5

岡
山

22
7,
15
3

23
8,
04
7

2
05
,3
92

20
6,
62
1

23
7,
18
3

24
9,
76
3

15
9,
03
9

16
7,
48
9

14
4,
15
7

14
3,
26
6

16
6,
06
1

17
3,
17
9

福
井

22
4,
13
2

23
5,
46
0

2
08
,2
59

22
2,
11
0

21
9,
01
5

23
4,
70
8

14
7,
46
8

15
4,
92
1

13
9,
77
4

14
9,
07
0

14
7,
32
5

15
7,
88
2

奈
良

24
9,
78
1

28
0,
51
4

2
66
,6
20

26
4,
01
8

25
3,
13
0

26
2,
52
8

16
5,
42
2

18
5,
36
9

17
6,
18
7

17
6,
40
4

17
1,
04
9

17
6,
19
7

山
口

22
5,
10
2

23
4,
20
8

2
04
,7
66

21
4,
79
2

25
2,
46
4

21
5,
45
2

16
8,
24
9

16
4,
38
2

14
7,
39
4

15
1,
88
1

18
4,
12
8

15
5,
48
9

長
野

25
7,
57
2

28
2,
19
0

2
32
,0
57

25
1,
06
5

23
5,
09
2

26
2,
28
4

16
3,
23
0

18
0,
65
4

15
3,
34
8

16
8,
12
6

15
8,
14
0

17
8,
87
6

北
海

道
23
0,
55
1

23
5,
83
6

2
39
,0
78

21
8,
53
4

21
7,
34
7

24
4,
48
0

15
2,
35
2

16
0,
46
6

16
6,
97
9

15
3,
00
4

15
5,
64
5

16
9,
11
0

岐
阜

27
6,
00
2

25
6,
80
3

2
60
,0
46

25
6,
35
3

26
1,
48
0

26
9,
01
5

17
0,
84
1

16
5,
07
9

16
5,
46
3

16
3,
44
5

16
9,
49
2

17
9,
34
3

徳
島

22
7,
37
7

22
0,
49
0

2
33
,9
81

22
7,
11
3

23
4,
07
6

25
3,
43
5

15
3,
99
9

15
1,
79
2

15
9,
57
4

15
9,
01
1

16
1,
14
5

18
0,
10
8

福
島

25
0,
72
4

24
9,
18
9

2
23
,1
35

26
6,
67
2

24
8,
99
1

26
1,
27
4

16
7,
52
2

15
9,
52
7

14
8,
42
7

17
3,
95
8

16
1,
39
7

18
5,
21
2

新
潟

23
9,
14
8

22
7,
90
6

2
25
,9
55

22
4,
09
6

23
7,
71
4

24
1,
79
4

16
1,
60
1

14
8,
98
7

15
2,
33
9

15
7,
28
5

16
1,
00
0

16
6,
06
5

和
歌

山
19
4,
54
5

20
4,
22
1

1
94
,7
12

18
7,
27
3

22
5,
78
7

22
5,
44
6

13
1,
46
1

14
4,
04
6

13
2,
17
9

12
4,
57
2

14
9,
86
0

15
0,
97
0

愛
媛

23
5,
20
3

22
3,
35
7

2
12
,3
08

22
2,
61
6

22
0,
40
3

20
0,
07
2

14
9,
96
0

14
2,
69
8

13
1,
92
2

14
1,
07
7

14
3,
16
7

13
0,
23
6

島
根

22
9,
81
7

22
5,
07
8

2
22
,5
90

20
7,
75
0

21
8,
66
0

22
5,
27
3

16
0,
51
1

16
2,
01
5

15
8,
18
8

15
1,
92
2

15
6,
18
6

16
1,
32
1

大
分

24
6,
58
8

20
8,
70
1

2
31
,0
51

23
3,
68
6

22
7,
24
6

25
2,
84
7

16
7,
01
0

14
2,
00
3

15
3,
01
7

15
9,
00
3

15
9,
89
0

18
0,
14
6

熊
本

20
2,
68
4

22
0,
26
1

2
27
,3
59

21
3,
03
2

20
5,
41
8

21
5,
31
0

14
4,
04
1

15
3,
09
2

16
1,
57
7

15
4,
95
8

15
1,
43
6

15
3,
79
3

山
形

23
9,
93
3

23
0,
42
8

2
36
,0
45

25
4,
17
8

21
8,
56
9

23
5,
68
5

16
4,
78
7

15
3,
27
8

15
4,
97
1

16
8,
70
4

14
8,
37
4

16
1,
48
9

佐
賀

21
4,
93
0

24
7,
28
0

1
98
,8
35

21
4,
26
7

18
7,
40
5

20
8,
85
1

15
7,
59
4

17
7,
53
7

14
9,
03
3

15
6,
68
8

14
4,
15
8

15
4,
38
7

長
崎

23
1,
61
7

23
8,
71
3

2
12
,5
28

20
9,
98
7

21
6,
96
2

22
5,
79
9

15
7,
96
1

16
4,
72
8

14
3,
61
3

14
3,
88
1

15
1,
90
4

15
0,
53
3

岩
手

24
8,
86
4

24
5,
44
3

2
10
,7
76

24
7,
96
2

23
0,
20
2

24
5,
92
6

16
1,
65
5

15
5,
85
6

14
7,
57
3

16
1,
06
9

15
4,
15
5

16
5,
80
3

高
知

25
0,
83
8

24
6,
38
5

2
23
,4
33

23
8,
31
6

23
0,
23
3

23
2,
13
9

16
2,
25
4

16
2,
46
1

15
0,
29
7

16
1,
77
9

15
9,
25
5

16
1,
34
8

鳥
取

22
0,
19
1

23
3,
89
7

2
06
,0
39

20
6,
36
0

20
8,
80
6

20
6,
40
5

15
1,
22
8

16
5,
39
0

14
5,
69
2

14
5,
19
4

15
1,
08
7

14
8,
57
4

秋
田

24
2,
97
4

24
5,
24
6

2
11
,4
47

22
1,
50
9

24
1,
40
4

22
8,
64
9

15
9,
52
0

16
1,
71
0

14
8,
04
3

14
9,
00
3

15
9,
87
4

15
8,
92
2

鹿
児

島
23
0,
18
5

24
1,
72
2

2
33
,2
53

25
6,
50
2

24
3,
02
0

23
8,
43
9

14
9,
20
7

16
0,
43
7

15
2,
80
9

16
8,
40
2

16
0,
94
4

16
2,
23
7

宮
崎

26
0,
40
2

20
7,
95
1

2
14
,2
48

19
9,
92
3

22
8,
58
2

22
9,
68
7

17
8,
42
5

14
4,
53
6

14
2,
20
1

14
6,
59
1

15
4,
11
0

15
8,
49
9

青
森

21
7,
20
0

20
9,
34
6

2
13
,2
78

21
1,
19
3

20
7,
62
5

21
2,
62
3

14
0,
79
0

13
8,
34
0

13
8,
53
9

14
5,
04
8

14
4,
65
9

14
5,
68
7

沖
縄

18
9,
06
5

18
0,
00
4

1
76
,8
95

19
5,
87
1

20
2,
55
5

20
7,
76
3

12
7,
46
8

12
5,
72
0

12
3,
85
1

13
2,
96
6

14
0,
78
5

14
6,
18
2

全
国
計

24
6,
39
9

24
9,
70
4

2
33
,5
68

23
5,
12
0

24
4,
23
1

24
7,
32
2

16
1,
42
1

16
4,
65
0

15
5,
02
5

15
6,
74
7

16
3,
91
7

16
6,
74
4

資
料
出
所
　
総
務
省
「
家
計
調

査
」

（
注
）
１
．
各
都
道
府
県
の
数

値
は
都
道
県
庁
所
在
都
市
の
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
「
全
国
計
」
に

は
、
都
道
府
県
庁
所
在
都
市
以
外
の
地
域
も
含
ま
れ
る
。

　
　
　
２
．
「
等
価
消
費
支
出

額
」
は
、
「
消
費
支
出
額
」
を
「
世
帯
人
員
」
の
平
方
根
で
除
し
て

算
出
。

　
(
1
)
　

１
月

あ
た

り
の

消
費

支
出

額
の

推
移

（
総

世
帯

）

Ａ ラ ン ク Ｂ ラ ン ク Ｃ ラ ン ク

消
費
支
出
額

等
価
消
費
支
出
額

ラ
ン
ク

都
道

府
県

-
4
3
-
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（
単

位
：

円
）

平
成

3
0
年

令
和

元
年

令
和

２
年

令
和

３
年

令
和

４
年

令
和

５
年

平
成

3
0
年

令
和

元
年

令
和

２
年

令
和

３
年

令
和

４
年

令
和

５
年

東
京

2
9
1
,
7
3
4

2
9
6
,
1
4
4

2
7
1
,
4
1
7

3
1
9
,
6
3
4

2
9
9
,
5
6
2

3
0
2
,
9
5
5

1
8
8
,
3
1
3

1
9
9
,
6
6
0

1
8
2
,
5
7
5

2
0
0
,
5
5
6

2
0
2
,
8
8
9

1
9
5
,
5
5
7

神
奈

川
2
6
7
,
0
0
1

2
9
9
,
7
8
2

2
7
8
,
3
8
0

2
4
8
,
7
0
6

2
5
9
,
7
2
1

2
8
7
,
9
4
0

1
6
7
,
2
0
3

1
8
9
,
9
7
9

1
7
8
,
5
8
1

1
6
6
,
9
2
1

1
7
2
,
3
8
3

1
9
0
,
2
7
6

大
阪

2
3
3
,
7
5
5

2
5
0
,
9
8
0

2
2
8
,
9
9
3

2
2
4
,
2
0
0

2
2
5
,
2
5
9

2
4
7
,
3
7
6

1
4
6
,
3
8
3

1
6
0
,
0
1
9

1
4
7
,
8
1
4

1
4
7
,
5
1
3

1
5
4
,
3
4
5

1
6
3
,
8
2
9

愛
知

2
7
2
,
3
6
8

2
6
1
,
8
4
0

2
5
4
,
9
4
0

2
2
7
,
6
2
8

2
5
1
,
8
6
0

2
6
2
,
3
2
5

1
6
7
,
6
3
1

1
7
2
,
6
5
2

1
6
4
,
5
6
3

1
5
3
,
1
1
9

1
7
0
,
5
8
1

1
7
6
,
4
5
9

埼
玉

2
7
7
,
2
6
2

2
9
4
,
8
6
7

3
3
6
,
5
4
1

2
6
9
,
0
5
0

2
8
4
,
8
9
4

2
7
5
,
6
7
6

1
7
0
,
3
2
1

1
9
6
,
5
7
8

2
0
6
,
3
4
7

1
7
9
,
7
6
7

2
0
0
,
4
5
1

1
9
0
,
2
3
5

千
葉

2
5
7
,
7
7
1

2
4
6
,
1
6
3

2
3
9
,
3
9
8

2
3
7
,
1
2
3

2
5
3
,
9
9
6

2
4
1
,
3
7
1

1
6
9
,
9
6
9

1
7
1
,
5
1
0

1
7
0
,
1
3
3

1
6
6
,
8
3
9

1
8
6
,
7
4
2

1
7
8
,
4
2
7

兵
庫

2
5
6
,
7
9
3

2
5
5
,
4
5
2

2
0
9
,
5
1
0

2
7
0
,
5
2
4

2
4
9
,
1
3
7

2
3
3
,
9
8
0

1
6
7
,
1
5
8

1
6
3
,
8
7
3

1
3
9
,
6
7
3

1
8
0
,
3
4
9

1
5
5
,
7
1
1

1
6
5
,
8
6
4

京
都

2
9
0
,
0
0
5

2
5
6
,
1
6
2

2
5
7
,
1
6
0

2
9
6
,
9
9
9

2
5
9
,
5
3
3

3
4
1
,
8
4
4

1
7
9
,
8
5
3

1
5
6
,
4
7
6

1
5
4
,
2
3
4

1
7
1
,
4
7
2

1
6
1
,
8
9
2

2
1
0
,
3
9
0

茨
城

2
7
3
,
1
0
4

2
8
3
,
6
4
0

2
7
1
,
9
3
4

2
8
3
,
1
7
8

2
8
0
,
4
4
6

2
9
5
,
2
7
1

1
7
2
,
7
2
6

1
7
2
,
6
1
8

1
7
4
,
0
8
8

1
8
2
,
4
1
1

1
8
3
,
7
2
6

1
8
3
,
1
1
9

静
岡

2
9
7
,
4
0
7

2
7
9
,
5
5
9

2
5
0
,
2
5
1

2
6
2
,
4
8
8

2
7
2
,
0
2
6

2
5
0
,
5
9
3

1
8
2
,
0
1
0

1
6
5
,
0
1
8

1
6
3
,
5
9
4

1
6
6
,
3
4
5

1
7
3
,
7
9
1

1
7
5
,
4
5
0

富
山

2
9
9
,
3
0
3

2
7
7
,
6
7
1

2
7
5
,
3
3
4

2
9
5
,
1
5
2

2
9
5
,
1
8
0

2
8
6
,
7
9
0

1
7
3
,
9
6
6

1
7
1
,
2
1
9

1
6
7
,
2
5
3

1
7
8
,
3
0
8

1
7
5
,
7
7
7

1
8
2
,
8
5
1

広
島

2
6
6
,
7
5
7

2
5
9
,
1
8
7

2
4
4
,
9
2
6

2
1
9
,
2
0
5

2
3
9
,
6
3
8

2
4
6
,
3
1
0

1
6
3
,
5
5
9

1
6
3
,
9
2
4

1
5
8
,
4
2
9

1
4
2
,
6
9
0

1
5
9
,
7
5
9

1
6
7
,
5
9
3

滋
賀

2
6
9
,
6
5
8

3
0
0
,
6
0
0

2
7
3
,
2
4
8

2
7
3
,
4
9
2

3
0
2
,
7
7
2

2
6
5
,
7
3
8

1
6
0
,
0
1
3

1
6
6
,
7
4
3

1
5
8
,
2
8
8

1
8
2
,
3
2
8

1
9
1
,
4
9
0

1
7
6
,
3
7
7

栃
木

3
2
2
,
9
1
3

3
0
2
,
9
9
7

2
9
3
,
9
7
1

2
8
8
,
2
7
3

3
0
1
,
1
7
9

3
2
4
,
9
7
3

1
8
2
,
8
1
3

1
8
2
,
0
5
3

1
7
0
,
5
7
9

1
8
1
,
9
5
6

1
8
0
,
3
1
1

1
9
4
,
9
0
6

群
馬

2
8
0
,
4
6
5

2
3
0
,
8
9
4

2
8
4
,
0
9
2

2
6
8
,
8
1
8

3
1
6
,
0
5
6

2
9
7
,
5
1
3

1
7
0
,
3
7
0

1
5
2
,
5
7
9

1
8
0
,
0
3
6

1
6
7
,
6
8
4

1
9
2
,
7
0
3

1
8
2
,
7
6
1

宮
城

2
4
0
,
3
8
0

2
6
4
,
5
0
8

2
3
3
,
7
1
1

2
3
6
,
5
3
1

2
0
5
,
1
7
1

2
5
8
,
8
8
9

1
4
8
,
5
0
7

1
6
4
,
9
9
6

1
4
6
,
9
3
3

1
5
7
,
3
3
8

1
4
6
,
5
5
1

1
8
0
,
3
7
7

山
梨

2
4
7
,
9
1
0

2
6
2
,
5
4
4

2
0
3
,
9
6
2

2
0
6
,
8
0
4

2
7
2
,
4
5
8

2
6
5
,
8
6
3

1
5
4
,
9
4
4

1
7
8
,
6
3
9

1
4
4
,
2
2
3

1
5
2
,
0
4
5

1
8
4
,
9
5
7

1
7
4
,
9
2
5

三
重

2
6
9
,
8
3
4

2
9
5
,
7
6
8

2
5
0
,
4
5
8

2
8
5
,
0
6
3

2
6
8
,
9
8
3

3
3
0
,
1
7
9

1
6
2
,
7
1
6

1
7
9
,
0
0
7

1
5
2
,
1
4
2

1
7
3
,
1
6
3

1
6
3
,
0
9
5

1
9
6
,
9
6
8

石
川

2
9
7
,
6
9
3

2
8
8
,
0
7
6

2
6
5
,
8
5
5

2
7
0
,
0
0
8

2
9
7
,
5
3
3

3
0
7
,
4
2
3

1
7
9
,
1
9
0

1
7
9
,
3
4
8

1
6
3
,
0
0
6

1
6
2
,
2
3
2

1
6
4
,
7
8
8

1
7
7
,
4
9
1

福
岡

2
6
3
,
5
2
7

2
3
6
,
9
5
8

2
5
1
,
7
3
6

2
5
0
,
9
8
7

2
4
3
,
8
6
4

2
6
1
,
8
8
0

1
7
6
,
8
6
8

1
5
9
,
7
5
7

1
6
3
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総

務
省

「
家

計
調

査
」

（
注

）
１

．
各

都
道

府
県

の
数

値
は

都
道

県
庁

所
在

都
市

の
も

の
で

あ
る

。
な

お
、

「
全

国
計

」
に

は
、

都
道

府
県

庁
所

在
都

市
以

外
の

地
域

も
含

ま
れ

る
。

　
　

　
２

．
「

等
価

消
費

支
出

額
」

は
、

「
消

費
支

出
額

」
を

「
世

帯
人

員
」

の
平

方
根

で
除

し
て

算
出

。

Ａ ラ ン ク Ｂ ラ ン ク Ｃ ラ ン ク

　
(2
)　

１
月
あ
た
り
の
消
費
支
出
額
の
推
移
（
総
世
帯
の
う
ち
勤
労
者
世
帯
）

消
費

支
出

額
等

価
消

費
支

出
額

ラ
ン

ク
都

道
府

県

-
4
4
-
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厚

生
労

働
省

「
毎

月
勤

労
統

計
調

査
地

方
調

査
」

（
注

）
１

　
事

業
所

規
模

５
人

以
上

の
数

値
で

あ
る

。
　

　
　

２
　

全
国

計
の

数
値

は
、

毎
月

勤
労

統
計

調
査

全
国

調
査

の
結

果
で

あ
り

、
都

道
府

県
別

の
数

値
の

合
計

と
は

一
致

し
な

い
。

　
　

　
３

　
各

都
道

府
県

の
増

減
率

は
労

働
基

準
局

賃
金

課
に

て
常

用
労

働
者

数
か

ら
算

出
。

　
　

　
４

　
ラ

ン
ク

区
分

は
令

和
５

年
の

見
直

し
後

の
も

の
。

Ａ ラ ン ク Ｂ ラ ン ク Ｃ ラ ン ク

全
国

計

　
７

　
労

働
者

数
等

の
推

移
　

　
(1

)
　

常
用

労
働

者
数

［
事

業
所

規
模

５
人

以
上

］
（

ラ
ン

ク
別

・
都

道
府

県
別

・
暦

年
）

ラ
ン

ク
都

道
府

県
人

数
（

万
人

）
前

年
比

増
減

（
％

）

-
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４
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２
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４
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厚

生
労

働
省

「
雇

用
保

険
事

業
月

報
」

（
注

）
１

　
労

働
者

が
雇

用
さ

れ
る

事
業

所
ご

と
に

適
用

事
業

所
と

し
て

届
け

出
る

こ
と

が
原

則
で

あ
る

が
、

本
社

の
み

で
労

務
管

理
を

行
っ

て
い

る
場

合
な

ど
は

、
本

社
が

支
社

を
一

括
し

て
　

　
　

　
　

適
用

事
業

所
の

届
出

を
行

う
場

合
が

あ
る

。
（

＝
雇

用
保

険
に

お
け

る
一

括
適

用
）

　
　

　
２

　
一

括
適

用
事

業
所

と
な

っ
た

場
合

、
雇

用
保

険
デ

ー
タ

に
お

け
る

被
保

険
者

数
の

計
上

は
、

届
出

の
あ

っ
た

都
道

府
県

の
み

で
計

上
さ

れ
る

。
　

　
　

３
　

被
保

険
者

に
は

、
一

般
被

保
険

者
の

他
、

高
年

齢
継

続
被

保
険

者
、

短
期

雇
用

特
例

被
保

険
者

、
日

雇
労

働
被

保
険

者
を

含
む

。
日

雇
労

働
被

保
険

者
数

の
都

道
府

県
計

は
全

国
計

に
　

　
　

　
　

必
ず

し
も

一
致

し
な

い
。

　
　

　
４

　
一

般
被

保
険

者
の

雇
用

保
険

加
入

要
件

に
つ

い
て

は
、

一
週

間
の

所
定

労
働

時
間

が
2
0
時

間
以

上
及

び
3
1
日

以
上

の
雇

用
見

込
み

。
　

　
　

５
　

ラ
ン

ク
区

分
は

令
和

５
年

の
見

直
し

後
の

も
の

。

Ｂ ラ ン ク Ｃ ラ ン ク

全
国

計

Ａ ラ ン ク

(
2
)
 
雇

用
保

険
の

被
保

険
者

数
（

ラ
ン

ク
別

・
都

道
府

県
別

・
暦

年
）

ラ
ン

ク
都

道
府

県
人

数
（

万
人

）
前

年
比

増
減

（
％

）

-
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.
2
 

千
葉

3
3
7

3
3
8

3
3
8

3
3
9

3
4
2

1
.
1
 

0
.
2
 

0
.
0
 

0
.
4
 

0
.
9
 

兵
庫

2
7
4

2
7
5

2
7
6

2
7
7

2
7
8

△
 
0
.
3
 

0
.
3
 

0
.
3
 

0
.
4
 

0
.
3
 

京
都

1
3
7

1
3
6

1
3
5

1
3
5

1
3
5

1
.
1
 

△
 
0
.
2
 

△
 
0
.
7
 

△
 
0
.
7
 

0
.
4
 

茨
城

1
5
1

1
5
0

1
5
0

1
5
0

1
5
0

0
.
2
 

△
 
0
.
2
 

△
 
0
.
1
 

△
 
0
.
1
 

0
.
2
 

静
岡

2
0
0

1
9
8

1
9
8

1
9
7

1
9
7

△
 
0
.
3
 

△
 
0
.
8
 

△
 
0
.
3
 

△
 
0
.
3
 

0
.
1
 

富
山

5
6

5
6

5
6

5
5

5
5

0
.
2
 

△
 
0
.
4
 

△
 
0
.
4
 

△
 
0
.
9
 

0
.
0
 

広
島

1
4
5

1
4
5

1
4
5

1
4
5

1
4
5

0
.
6
 

0
.
3
 

△
 
0
.
2
 

△
 
0
.
2
 

0
.
2
 

滋
賀

7
7

7
6

7
5

7
6

7
8

1
.
6
 

△
 
0
.
8
 

△
 
1
.
4
 

1
.
5
 

2
.
1
 

栃
木

1
0
3

1
0
3

1
0
3

1
0
3

1
0
3

0
.
2
 

△
 
0
.
2
 

△
 
0
.
2
 

0
.
0
 

0
.
3
 

群
馬

1
0
3

1
0
3

1
0
3

1
0
3

1
0
3

0
.
5
 

0
.
0
 

0
.
0
 

0
.
0
 

0
.
3
 

宮
城

1
2
3

1
2
2

1
2
2

1
2
1

1
2
2

1
.
0
 

△
 
0
.
3
 

△
 
0
.
7
 

△
 
0
.
8
 

1
.
1
 

山
梨

4
5

4
4

4
4

4
4

4
4

△
 
0
.
2
 

△
 
2
.
9
 

0
.
7
 

△
 
0
.
9
 

1
.
6
 

三
重

9
9

9
6

9
5

9
4

9
3

3
.
2
 

△
 
3
.
0
 

△
 
1
.
4
 

△
 
1
.
1
 

△
 
1
.
4
 

石
川

6
2

6
1

6
1

6
1

6
1

0
.
0
 

△
 
0
.
5
 

△
 
0
.
8
 

△
 
0
.
3
 

0
.
5
 

福
岡

2
6
1

2
6
2

2
6
2

2
6
2

2
6
2

0
.
9
 

0
.
4
 

0
.
1
 

0
.
1
 

0
.
2
 

香
川

4
9

4
9

4
9

4
8

4
8

△
 
0
.
2
 

△
 
0
.
2
 

△
 
1
.
0
 

△
 
0
.
4
 

△
 
0
.
4
 

岡
山

9
6

9
6

9
6

9
6

9
6

0
.
2
 

0
.
0
 

0
.
0
 

0
.
0
 

0
.
0
 

福
井

4
3

4
2

4
2

4
1

4
1

0
.
5
 

△
 
0
.
5
 

△
 
0
.
9
 

△
 
1
.
9
 

△
 
0
.
7
 

奈
良

6
6

6
6

6
6

6
6

6
5

0
.
5
 

0
.
2
 

0
.
2
 

△
 
0
.
3
 

△
 
0
.
8
 

山
口

6
9

6
8

6
8

6
6

6
6

△
 
0
.
6
 

△
 
1
.
6
 

△
 
0
.
7
 

△
 
2
.
2
 

△
 
0
.
9
 

長
野

1
1
4

1
1
4

1
1
2

1
1
1

1
1
1

0
.
2
 

△
 
0
.
4
 

△
 
1
.
2
 

△
 
1
.
2
 

0
.
1
 

北
海

道
2
6
7

2
6
3

2
6
1

2
6
0

2
6
4

0
.
9
 

△
 
1
.
2
 

△
 
0
.
8
 

△
 
0
.
4
 

1
.
4
 

岐
阜

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

△
 
0
.
1
 

0
.
0
 

0
.
0
 

△
 
0
.
2
 

△
 
0
.
1
 

徳
島

3
6

3
6

3
6

3
6

3
5

0
.
0
 

△
 
0
.
6
 

△
 
0
.
6
 

△
 
0
.
3
 

△
 
0
.
3
 

福
島

9
8

9
7

9
7

9
6

9
6

△
 
0
.
1
 

△
 
0
.
6
 

△
 
0
.
8
 

△
 
0
.
8
 

△
 
0
.
3
 

新
潟

1
1
8

1
1
7

1
1
6

1
1
6

1
1
6

△
 
0
.
3
 

△
 
0
.
9
 

△
 
0
.
8
 

△
 
0
.
5
 

0
.
0
 

和
歌

山
4
8

4
8

4
6

4
6

4
6

2
.
1
 

△
 
1
.
9
 

△
 
2
.
5
 

△
 
0
.
9
 

0
.
4
 

愛
媛

6
9

6
8

6
8

6
8

6
7

0
.
4
 

△
 
0
.
3
 

△
 
1
.
2
 

△
 
0
.
1
 

△
 
0
.
3
 

島
根

3
6

3
5

3
5

3
7

3
5

△
 
0
.
3
 

△
 
4
.
4
 

0
.
9
 

5
.
7
 

△
 
4
.
6
 

大
分

5
9

5
9

5
9

5
9

5
8

0
.
9
 

0
.
0
 

△
 
1
.
0
 

△
 
0
.
3
 

△
 
1
.
0
 

熊
本

9
1

9
2

9
2

9
2

9
2

0
.
2
 

0
.
2
 

0
.
1
 

0
.
0
 

0
.
2
 

山
形

5
9

5
8

5
8

5
8

5
7

1
.
7
 

△
 
1
.
9
 

0
.
0
 

1
.
0
 

△
 
1
.
2
 

佐
賀

4
3

4
4

4
4

4
4

4
4

△
 
3
.
0
 

3
.
1
 

0
.
9
 

0
.
0
 

△
 
0
.
5
 

長
崎

6
7

6
7

6
6

6
6

6
5

△
 
0
.
6
 

△
 
0
.
6
 

△
 
1
.
0
 

△
 
1
.
1
 

△
 
0
.
3
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手

6
6

6
6

6
4

6
4

6
3

△
 
0
.
4
 

△
 
1
.
2
 

△
 
2
.
0
 

△
 
1
.
2
 

△
 
1
.
1
 

高
知

3
6

3
5

3
5

3
5

3
4

△
 
0
.
3
 

△
 
0
.
6
 

△
 
1
.
1
 

△
 
1
.
1
 

△
 
0
.
9
 

鳥
取

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

△
 
0
.
3
 

△
 
0
.
3
 

△
 
0
.
3
 

△
 
0
.
3
 

△
 
0
.
3
 

秋
田

5
0

4
9

4
9

4
7

4
7

0
.
0
 

△
 
1
.
6
 

△
 
0
.
4
 

△
 
2
.
3
 

△
 
1
.
5
 

鹿
児

島
8
0

8
0

8
0

8
0

7
9

△
 
1
.
2
 

△
 
0
.
5
 

0
.
3
 

△
 
0
.
4
 

△
 
1
.
1
 

宮
崎

5
6

5
6

5
5

5
4

5
4

0
.
5
 

0
.
2
 

△
 
1
.
4
 

△
 
1
.
8
 

△
 
0
.
4
 

青
森

6
5

6
5

6
4

6
4

6
3

△
 
0
.
2
 

△
 
0
.
8
 

△
 
0
.
9
 

△
 
0
.
8
 

△
 
0
.
3
 

沖
縄

7
3

7
4

7
4

7
5

7
6

3
.
0
 

0
.
4
 

0
.
5
 

0
.
8
 

1
.
7
 

6
,
7
5
0

6
,
7
1
0

6
,
7
1
3

6
,
7
2
3

6
,
7
4
7

1
.
0
 

△
 
0
.
6
 

0
.
0
 

0
.
1
 

0
.
4
 

資
料

出
所

　
総

務
省

統
計

局
「

労
働

力
調

査
都

道
府

県
別

結
果

（
モ

デ
ル

推
計

値
）

」
、

「
労

働
力

調
査

」
（

注
）

１
　

都
道

府
県

別
に

表
章

す
る

よ
う

に
標

本
設

計
を

行
っ

て
お

ら
ず

(
北

海
道

、
沖

縄
県

を
除

く
)
、

標
本

規
模

も
小

さ
い

こ
と

な
ど

か
ら

、
標

本
誤

差
が

大
き

く
、

利
用

に
際

し
て

注
意

が
必

要
。

 
 
 
 
 
 
２

　
毎

年
１

～
３

月
期

平
均

公
表

時
に

，
新

た
な

結
果

を
追

加
し

て
再

計
算

を
行

い
，

前
年

ま
で

の
過

去
５

年
間

の
年

平
均

結
果

を
遡

っ
て

一
部

改
定

し
て

い
る

。
 
 
 
 
 
 
３

　
全

国
計

の
数

値
は

労
働

力
調

査
結

果
の

数
値

で
あ

り
、

都
道

府
県

別
の

数
値

の
合

計
と

は
一

致
し

な
い

。
　

　
　

４
　

ラ
ン

ク
区

分
は

令
和

５
年

の
見

直
し

後
の

も
の

。
　

　
　

５
　

前
年

比
は

労
働

基
準

局
賃

金
課

に
お

い
て

就
業

者
数

か
ら

算
出

。

全
国

計

Ｂ ラ ン ク Ｃ ラ ン ク

(
3
)
　

就
業

者
数

（
ラ

ン
ク

別
・

都
道

府
県

別
・

暦
年

）

ラ
ン

ク
都

道
府

県
人

数
（

万
人

）
前

年
比

（
％

）

Ａ ラ ン ク

-
4
7
-
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１　地域別最低賃金改定状況

(1)  令和５年度　地域別最低賃金の審議・決定状況

最低賃金額
(円)

前年度比
（％）

引上げ額
(円)

引上げ率
（％）

A 東京 1072 1113 104 41 3.82% 8月7日 ◐ 使側４名反対 10月1日

A 神奈川 1071 1112 104 41 3.83% 8月4日 ◐ 使側１名反対 10月1日

A 大阪 1023 1064 104 41 4.01% 8月7日 ○ 10月1日

A 愛知 986 1027 104 41 4.16% 8月4日 ○ 10月1日

A 埼玉 987 1028 104 41 4.15% 8月7日 ○ 10月1日

A 千葉 984 1026 104 42 4.27% 8月7日 ● 10月1日

B 兵庫 960 1001 104 41 4.27% 8月7日 ● 10月1日

B 京都 968 1008 104 40 4.13% 8月10日 ● 10月6日

B 茨城 911 953 105 42 4.61% 8月7日 ● 10月1日

B 静岡 944 984 104 40 4.24% 8月7日 ● 10月1日

B 富山 908 948 104 40 4.41% 8月7日 ● 10月1日

B 広島 930 970 104 40 4.30% 8月4日 ○ 10月1日

B 滋賀 927 967 104 40 4.31% 8月7日 ◐ 使側２名反対 10月1日

B 栃木 913 954 104 41 4.49% 8月7日 ● 10月1日

B 群馬 895 935 104 40 4.47% 8月9日 ○ 10月5日

B 宮城 883 923 105 40 4.53% 8月7日 ○ 10月1日

B 山梨 898 938 104 40 4.45% 8月7日 ○ 10月1日

B 三重 933 973 104 40 4.29% 8月7日 ◐ 使側３名反対 10月1日

B 石川 891 933 105 42 4.71% 8月8日 ○ 10月8日

B 福岡 900 941 105 41 4.56% 8月10日 ● 10月6日

B 香川 878 918 105 40 4.56% 8月7日 ○ 10月1日

B 岡山 892 932 104 40 4.48% 8月7日 ○ 10月1日

B 福井 888 931 105 43 4.84% 8月7日 ● 10月1日

B 奈良 896 936 104 40 4.46% 8月7日 ○ 10月1日

B 山口 888 928 105 40 4.50% 8月7日 ○ 10月1日

B 長野 908 948 104 40 4.41% 8月7日 ● 10月1日

B 北海道 920 960 104 40 4.35% 8月7日 ● 10月1日

B 岐阜 910 950 104 40 4.40% 8月7日 ◐ ◭ 使側１名
労側２名反対

10月1日

B 徳島 855 896 105 41 4.80% 8月7日 ○ 10月1日

B 福島 858 900 105 42 4.90% 8月7日 ◐ 使側３名反対 10月1日

B 新潟 890 931 105 41 4.61% 8月7日 ● 10月1日

B 和歌山 889 929 104 40 4.50% 8月7日 ○ 10月1日

B 愛媛 853 897 105 44 5.16% 8月10日 ● 10月6日

B 島根 857 904 105 47 5.48% 8月10日 ● 10月6日

C 大分 854 899 105 45 5.27% 8月10日 ● 10月6日

C 熊本 853 898 105 45 5.28% 8月14日 ● 10月8日

C 山形 854 900 105 46 5.39% 8月18日 ● 10月14日

C 佐賀 853 900 106 47 5.51% 8月18日 ● 10月14日

C 長崎 853 898 105 45 5.28% 8月17日 ● 10月13日

C 岩手 854 893 105 39 4.57% 8月8日 ▲ 10月4日

C 高知 853 897 105 44 5.16% 8月14日 ● 10月8日

C 鳥取 854 900 105 46 5.39% 8月9日 ● 10月5日

C 秋田 853 897 105 44 5.16% 8月7日 ● 10月1日

C 鹿児島 853 897 105 44 5.16% 8月10日 ● 10月6日

C 宮崎 853 897 105 44 5.16% 8月10日 ● 10月6日

C 青森 853 898 105 45 5.28% 8月10日 ● 10月7日

C 沖縄 853 896 105 43 5.04% 8月14日 ● 10月8日

961 1004 104 43 4.47% ー ー

-
4
8
-

　３　答申時期　前年より早い16件　　前年より遅い27件　　前年と同じ４件

　４　発効日　前年より早い14件　　前年より遅い９件　　前年と同じ24件

　５　目安との比較　目安を上回る24件

ラン
ク

都道府県名
前年度決定金額

(円)

改定最低賃金額
結審月日
(答申日)

採決状況 発効日

　６　異議申出状況　47局（前年度46局）

全国加重平均額

備考

　１　全国加重平均額　1,004円

　２　答申時の裁決状況　○全会一致14件　　●使用者側反対26件　　▲労働者側反対 １件

　　　　　　　　　　　　◐使用者側一部反対 ５件　◐◭使用者側、労働者側双方一部反対 １件
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(
2
)
　

目
安

と
改

定
額

と
の

関
係

の
推

移
（

都
道

府
県

別
）

（
単

位
：

円
）

ラ
ン
ク

都
道

府
県

平
成

2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
平

成
2
8
年

度
平

成
2
9
年

度
平

成
3
0
年

度
令

和
元

年
度

令
和

２
年

度
令

和
３

年
度

令
和

４
年

度
令

和
５

年
度

東
京

神
奈

川
－

１
＋

１
大

阪
＋

１
愛

知
＋

１
＋

１
＋

１
埼

玉
＋

２
＋

１
＋

２
千

葉
＋

２
＋

２
＋

１
兵

庫
＋

１
＋

１
＋

１
＋

１
＋

１
＋

１
京

都
＋

１
茨

城
＋

１
＋

２
＋

１
＋

２
静

岡
＋

１
富

山
＋

１
＋

１
広

島
＋

２
＋

１
滋

賀
＋

１
＋

２
栃

木
＋

１
＋

１
群

馬
＋

１
＋

２
宮

城
＋

１
＋

１
山

梨
＋

１
＋

１
＋

１
三

重
＋

１
＋

１
石

川
＋

１
＋

１
＋

２
福

岡
＋

１
＋

１
＋

１
＋

１
香

川
＋

２
＋

１
＋

１
＋

１
＋

２
岡

山
＋

２
＋

１
＋

１
福

井
＋

１
＋

１
＋

３
奈

良
＋

１
山

口
＋

１
＋

１
長

野
＋

１
北

海
道

＋
１

岐
阜

＋
１

徳
島

＋
１

＋
１

＋
３

＋
１

＋
１

福
島

＋
１

＋
１

＋
２

＋
２

新
潟

＋
１

＋
１

＋
１

＋
１

＋
１

和
歌

山
＋

１
＋

１
＋

１
愛

媛
＋

１
＋

２
＋

３
＋

２
＋

４
島

根
＋

２
＋

１
＋

１
＋

１
＋

２
＋

４
＋

３
＋

７
大

分
＋

１
＋

２
＋

２
＋

２
＋

２
＋

２
＋

６
熊

本
＋

１
＋

２
＋

２
＋

３
＋

２
＋

６
山

形
＋

２
＋

１
＋

１
＋

３
＋

１
＋

２
＋

７
佐

賀
＋

１
＋

２
＋

２
＋

２
＋

１
＋

２
＋

８
長

崎
＋

１
＋

２
＋

２
＋

３
＋

２
＋

６
岩

手
＋

１
＋

１
＋

２
＋

３
＋

３
高

知
＋

１
＋

２
＋

２
＋

２
＋

３
＋

５
鳥

取
＋

１
＋

１
＋

１
＋

２
＋

２
＋

１
＋

３
＋

７
秋

田
＋

１
＋

１
＋

２
＋

２
＋

２
＋

１
＋

５
鹿

児
島

＋
１

＋
３

＋
３

＋
２

＋
５

宮
崎

＋
１

＋
２

＋
２

＋
３

＋
２

＋
５

青
森

＋
１

＋
１

＋
２

＋
３

＋
１

＋
１

＋
６

沖
縄

＋
１

＋
２

＋
２

＋
２

＋
３

＋
４

（
注

）
令

和
２

年
度

中
央

最
低

賃
金

審
議

会
の

答
申

で
は

「
引

上
げ

額
の

目
安

を
示

す
こ

と
は

困
難

で
あ

り
、

現
行

水
準

を
維

持
す

る
こ

と
が

適
当

」
と

さ
れ

た
が

、
 
表

で
は

便
宜

的
に

引
上

げ
額

を
記

載
し

て
い

Ａ ラ ン ク Ｂ ラ ン ク Ｃ ラ ン ク

-
4
9
-

182



(
3
)
　

効
力

発
生

年
月

日
の

推
移

ラ
ン

ク
都

道
府

県
平

成
26
年

度
平

成
27
年

度
平

成
28
年

度
平

成
29
年

度
平
成
30
年
度

令
和
元
年
度

令
和
２
年
度

令
和
３
年
度

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

東
京

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

神
奈

川
10
.1

10
.1
8

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

大
阪

10
.5

10
.1

10
.1

9.
30

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

愛
知

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

埼
玉

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

千
葉

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

兵
庫

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

京
都

10
.2
2

10
.7

10
.2

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.9

10
.6

茨
城

10
.4

10
.4

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

静
岡

10
.5

10
.3

10
.5

10
.4

10
.3

10
.4

10
.2

10
.5

10
.1

富
山

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

広
島

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

滋
賀

10
.9

10
.8

10
.6

10
.5

10
.1

10
.3

10
.1

10
.1

10
.6

10
.1

栃
木

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

群
馬

10
.5

10
.8

10
.6

10
.7

10
.6

10
.6

10
.3

10
.2

10
.8

10
.5

宮
城

10
.1
6

10
.3

10
.5

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

山
梨

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1
4

10
.3

10
.1

10
.9

10
.1

10
.2
0

10
.1

三
重

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

石
川

10
.5

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.2

10
.7

10
.7

10
.8

10
.8

福
岡

10
.5

10
.4

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.8

10
.6

香
川

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

岡
山

10
.5

10
.2

10
.1

10
.1

10
.3

10
.2

10
.3

10
.2

10
.1

10
.1

福
井

10
.4

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.4

10
.2

10
.1

10
.2

10
.1

奈
良

10
.3

10
.7

10
.6

10
.1

10
.4

10
.5

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

山
口

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.5

10
.1

10
.1
3

10
.1

長
野

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.4

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

北
海

道
10
.8

10
.8

10
.1

10
.1

10
.1

10
.3

10
.1

10
.2

10
.1

岐
阜

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

徳
島

10
.1

10
.4

10
.1

10
.5

10
.1

10
.1

10
.4

10
.1

10
.6

10
.1

福
島

10
.4

10
.3

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.2

10
.1

10
.6

10
.1

新
潟

10
.4

10
.3

10
.1

10
.1

10
.1

10
.6

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

和
歌

山
10
.1
7

10
.2

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

愛
媛

10
.1
2

10
.3

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.3

10
.1

10
.5

10
.6

島
根

10
.5

10
.4

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.2

10
.5

10
.6

大
分

10
.4

10
.1
7

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.6

10
.5

10
.6

熊
本

10
.1

10
.1
7

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.8

山
形

10
.1
7

10
.1
6

10
.7

10
.6

10
.1

10
.1

10
.3

10
.2

10
.6

10
.1
4

佐
賀

10
.4

10
.4

10
.2

10
.6

10
.4

10
.4

10
.2

10
.6

10
.2

10
.1
4

長
崎

10
.1

10
.7

10
.6

10
.6

10
.6

10
.3

10
.3

10
.2

10
.8

10
.1
3

岩
手

10
.4

10
.1
6

10
.5

10
.1

10
.1

10
.4

10
.3

10
.2

10
.2
0

10
.4

高
知

10
.2
6

10
.1
8

10
.1
6

10
.1
3

10
.5

10
.5

10
.3

10
.2

10
.9

10
.8

鳥
取

10
.8

10
.4

10
.1
2

10
.6

10
.5

10
.5

10
.2

10
.6

10
.6

10
.5

秋
田

10
.5

10
.7

10
.6

10
.1

10
.1

10
.3

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

鹿
児

島
10
.1
9

10
.8

10
.1

10
.1

10
.1

10
.3

10
.3

10
.2

10
.6

10
.6

宮
崎

10
.1
6

10
.1
6

10
.1

10
.6

10
.5

10
.4

10
.3

10
.6

10
.6

10
.6

青
森

10
.2
4

10
.1
8

10
.2
0

10
.6

10
.4

10
.4

10
.3

10
.6

10
.5

10
.7

沖
縄

10
.2
4

10
.9

10
.1

10
.1

10
.3

10
.3

10
.3

10
.8

10
.6

10
.8

Ａ ラ ン ク Ｂ ラ ン ク Ｃ ラ ン ク

-
5
0
-
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(
4
)
　

加
重

平
均

額
と

引
上

げ
率

の
推

移
（

全
国

・
ラ

ン
ク

別
）

(
単
位
：
円
）

平
成

平
成

平
成

平
成

平
成

令
和

令
和

令
和

令
和

令
和

26
年
度

27
年

度
28
年

度
29
年

度
30
年

度
元

年
度

２
年
度

３
年
度

４
年
度

５
年
度

78
0

79
8

82
3

84
8

87
4

90
1

9
0
2

9
3
0

9
6
1

1
,
0
0
4

(2
.0

9)
(2
.3
1)

(3
.1
3)

(3
.0
4)

(3
.0
7)

(3
.
0
9
)

(
0
.
1
1
)

(
3
.
1
0
)

(
3
.
3
3
)

(
4
.
4
7
)

85
5

87
5

90
0

92
0

94
7

97
5

9
7
6

1
,
0
0
4

1
,
0
3
5

1
,
0
7
7

(2
.2

7)
(2
.3
4)

(2
.8
6)

(2
.2
2)

(2
.9
3)

(2
.
9
6
)

(
0
.
1
0
)

(
2
.
8
7
)

(
3
.
0
9
)

(
4
.
0
6
)

76
3

78
1

80
6

82
1

84
7

87
4

8
7
5

9
0
3

9
3
5

9
5
3

(2
.1

4)
(2
.3
6)

(3
.2
0)

(1
.8
6)

(3
.1
7)

(3
.
1
9
)

(
0
.
1
1
)

(
3
.
2
0
)

(
3
.
5
4
)

(
4
.
5
0
)

72
5

74
2

76
4

78
7

81
2

83
8

8
3
9

8
6
7

8
9
7

8
9
8

(1
.9

7)
(2
.3
4)

(2
.9
6)

(3
.0
1)

(3
.1
8)

(3
.
2
0
)

(
0
.
1
2
)

(
3
.
3
4
)

(
3
.
4
6
)

(
5
.
2
8
)

67
9

69
5

71
7

73
9

76
3

79
1

7
9
3

8
2
2

8
5
4

－

(1
.9

5)
(2
.3
6)

(3
.1
7)

(3
.0
7)

(3
.2
5)

(3
.
6
7
)

(
0
.
2
5
)

(
3
.
6
6
)

(
3
.
8
9
)

－

（
注

）
１

　
金
額
は
適
用
労
働
者
数
に
よ
る

加
重

平
均

時
間

額
で

あ
る

。

　
　

　
２

　
（
　
　
)内

は
引
上
げ
率
（
％

）
を

示
す

。

　
　

　
３

　
各
ラ
ン
ク
は
、
各
年
度
に
お
け

る
適

用
ラ

ン
ク

で
あ

る
。

　
　

　
４

　
平
成
29

年
度
は
ラ
ン
ク
区
分
の
入

替
え

（
埼

玉
Ｂ

→
Ａ

、
山

梨
Ｃ

→
Ｂ

、
徳

島
Ｄ

→
Ｃ

）
が
あ
っ
た
た
め
、
引
上
げ
率
等
の
比
較
に
は
注
意
が
必
要
。

　
　

　
５

　
令
和
５
年
度
よ
り
３
ラ
ン
ク
と

な
っ

て
い

る
。

令
和

５
年

度
の

ラ
ン

ク
別

引
上

げ
率

は
、

ラ
ン
ク
区
分
の
入
替
え
後
の
金
額
に
対
す
る
も
の
。

　
　Ｄ
ラ
ン
ク

全
　

　
国 Ａ
ラ
ン
ク

Ｂ
ラ
ン
ク

Ｃ
ラ
ン
ク

-
5
1
-
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(
5
)
　

最
高

額
と

最
低

額
及

び
格

差
の

推
移

平
成

平
成

平
成

平
成

平
成

平
成

平
成

平
成

平
成

平
成

平
成

14
年

度
15

年
度

16
年

度
17
年

度
18
年

度
19
年

度
2
0
年
度

2
1
年
度

2
2
年
度

2
3
年
度

2
4
年
度

①
　

最
高

額
　

　
　

(
円

）
70
8

70
8

71
0

71
4

71
9

73
9

76
6

79
1

82
1

83
7

85
0

東
京

東
京

東
京

東
京

東
京

東
京

東
　

　
京

神
 
奈

 
川

東
京

東
京

東
京

東
京

②
　

最
低

額
　

　
　

(
円

）
60
4

60
5

60
6

60
8

61
0

61
8

62
7

62
9

64
2

64
5

65
2

沖
縄

青
森

 
岩

手
 
秋

田
佐

賀
 
長

崎
 
宮

崎
鹿

児
島

 
沖

縄
 
●

青
森

 
岩

手
 
秋

田
佐

賀
 
長

崎
 
宮

崎
鹿

児
島

 
沖

縄
 
●

青
森

 
岩

手
 
秋

田
佐

賀
 
長

崎
 
宮

崎
鹿

児
島

 
沖

縄
 
●

青
森

 
岩

手
秋

田
 
沖

縄
秋

田
沖

縄
宮

崎
 
鹿

児
島

沖
縄

 
●

　
●

佐
賀

 
長

崎
宮

崎
 
沖

縄

鳥
取

 
島

根
 
高

知
佐

賀
 
長

崎
 
宮

崎
鹿

児
島

 
沖

縄
 
●

岩
手

 
高

知
沖

縄
 
●

●
島

根
高

知

　
格

差
　

②
／

①
×

1
0
0

85
.3

85
.5

85
.4

85
.2

84
.8

83
.6

81
.9

79
.5

78
.2

77
.1

76
.7

平
成

平
成

平
成

平
成

平
成

平
成

令
和

令
和

令
和

令
和

令
和

25
年

度
26

年
度

27
年

度
28
年

度
29
年

度
30
年

度
元
年
度

２
年
度

３
年
度

４
年
度

５
年
度

①
　

最
高

額
　

　
　

(
円

）
86
9

88
8

90
7

93
2

95
8

98
5

10
13

1,
01
3

1,
04
1

1,
07
2

1,
11
3

東
京

東
京

東
京

東
京

東
京

東
京

東
京

東
京

東
京

東
京

東
京

②
　

最
低

額
　

　
　

(
円

）
66
4

67
7

69
3

71
4

73
7

76
1

79
0

79
2

82
0

85
3

89
3

鳥
取

 
島

根
 
高

知
佐

賀
 
長

崎
 
熊

本
大

分
 
宮

崎
 
沖

縄

鳥
取

 
高

知
 
長

崎
熊

本
 
大

分
 
宮

崎
沖

縄
　

　
　

　
●

鳥
取

 
高

知
宮

崎
 
沖

縄
宮

崎
沖

縄

高
知

 
佐

賀
 
長

崎
熊

本
 
大

分
 
宮

崎
鹿

児
島

 
沖

縄
 
●

鹿
児

島

青
森

 
岩

手
 
秋

田
山

形
 
鳥

取
 
島

根
愛

媛
 
高

知
 
佐

賀
長

崎
 
熊

本
 
大

分
宮

崎
 
鹿

児
島

 
●

沖
縄

　
　

　
　

●

秋
田

 
鳥

取
 
島

根
高

知
 
佐

賀
 
大

分
沖

縄
　

　
　

　
●

高
知

 
沖

縄

青
森

 
秋

田
 
愛

媛
高

知
 
佐

賀
 
長

崎
熊

本
 
宮

崎
 
◇

◇
鹿

児
島

 
沖

縄
 
◇

岩
手

　
格

差
　

②
／

①
×

1
0
0

76
.4

76
.2

76
.4

76
.6

76
.9

77
.3

78
.0

78
.2

78
.8

79
.6

80
.2

-
5
2
-
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(
6
)
　

地
域

別
最

低
賃

金
引

上
げ

率
の

推
移

（
単

位
：

％
）

令
和

５
年

度
都

道
府

県
平

成
平

成
平

成
平

成
平

成
令

和
令

和
令

和
令

和
令

和
ラ

ン
ク

2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度
2
9
年

度
3
0
年

度
元

年
度

２
年

度
３

年
度

４
年

度
５

年
度

東
　

京
2
.
1
9

2
.
1
4

2
.
7
6

2
.
7
9

2
.
8
2

2
.
8
4

0
.
0
0

2
.
7
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.
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3
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2
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.
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2
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8

3
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8
3
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.
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9
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.
9
1
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7

2
.
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1
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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0
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２
　

最
低

賃
金

の
履

行
確

保
を

主
眼

と
す

る
監

督
指

導
結

果
　

(
1
)
　

監
督

指
導

結
果

の
推

移
（

全
国

計
、

暦
年

、
法

違
反

の
状

況
等

）

平
成

2
6

年
1
3
,
9
7
5

1
,
4
9
1

1
0
.
7

3
9
.
6

5
1
.
5

8
.
9

1
8
2
,
5
4
8

5
,
7
1
6

3
.
1

平
成

2
7

年
1
3
,
2
9
5

1
,
5
4
5

1
1
.
6

4
0
.
1

5
2
.
2

7
.
6

1
6
1
,
3
7
7

5
,
2
6
2

3
.
3

平
成

2
8

年
1
2
,
9
2
5

1
,
7
1
5

1
3
.
3

3
9
.
4

5
1
.
7

8
.
9

1
6
6
,
5
7
0

5
,
5
9
0

3
.
4

平
成

2
9

年
1
5
,
4
1
3

2
,
1
6
6

1
4
.
1

4
1
.
8

5
2
.
3

5
.
9

1
9
6
,
0
3
9

6
,
8
5
3

3
.
5

平
成

3
0

年
1
5
,
6
0
2

1
,
9
8
5

1
2
.
7

4
7
.
3

4
8
.
2

4
.
6

1
9
5
,
6
0
6

6
,
3
8
6

3
.
3

令
和

元
年

1
5
,
6
7
1

2
,
1
4
5

1
3
.
7

5
2
.
4

4
2
.
6

5
.
0

1
9
8
,
1
0
8

7
,
2
1
3

3
.
6

令
和

2
年

1
5
,
6
0
0

2
,
0
8
0

1
3
.
3

5
5
.
9

3
8
.
6

5
.
5

1
8
5
,
2
3
9

5
,
9
1
0

3
.
2

令
和

3
年

9
,
3
0
8
※

7
5
1

8
.
1

5
3
.
0

4
1
.
0

6
.
0

9
6
,
7
3
0

1
,
6
8
0

1
.
7

令
和

4
年

1
4
,
9
6
5

1
,
6
0
7

1
0
.
7

5
6
.
2

3
6
.
7

7
.
1

1
6
4
,
5
2
5

4
,
3
8
9

2
.
7

令
和

5
年

1
5
,
1
0
5

1
,
5
5
8

1
0
.
3

5
9
.
6

3
5
.
2

5
.
2

1
6
3
,
1
7
5

3
,
7
8
6

2
.
3

令
和

6
年

1
5
,
4
8
5

1
,
6
3
3

1
0
.
5

6
1
.
9

3
2
.
2

5
.
9

1
7
3
,
5
5
8

4
,
0
5
3

2
.
3

（
注

）
各

年
と

も
１

月
～

３
月

の
結

果
で

あ
る

。

 
 
 
※

 
令

和
３

年
は

、
緊

急
事

態
宣

言
等

が
発

出
さ

れ
た

こ
と

に
伴

い
、

申
告

や
労

働
者

か
ら

の
相

談
等

に
基

づ
く

事
案

な
ど

　
　

　
緊

急
性

が
あ

る
と

考
え

ら
れ

る
も

の
を

除
き

、
上

記
監

督
の

実
施

を
一

部
延

期
し

た
。

最
賃

が
適

用
さ

れ
る

こ
と

を
知

ら
な

か
っ

た

監
督

実
施

事
業

場
の

労
働

者
数

最
低

賃
金

未
満

労
働

者
数

最
低

賃
金

未
満

労
働

者
数

の
比

率
（

％
）

法
違

反
の

状
況

法
違

反
事

業
場

の
認

識
状

況
（

％
）

最
賃

未
満

労
働

者
の

状
況

監
督

実
施

事
業

場
数

最
賃

支
払

義
務

違
反

事
業

場
数

違
反

率
（

％
）

適
用

さ
れ

る
最

賃
額

を
知

っ
て

い
る

金
額

は
知

ら
な

い
が

、
最

賃
が

適
用

さ
れ

る
こ

と
を

知
っ

て
い

る

-
5
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(2)　業種別法違反の状況（令和６年１月～３月、全国計）

監督実施
事業場数

違　　反
事業場数

違反率％
監督実施
事業場数

違　　反
事業場数

違反率％
監督実施
事業場数

違　　反
事業場数

違反率％

01  製造業 3,649 429 11.8% 3,373 385 11.4% 276 44 15.9%

　01　食料品製造業 　 931 98 10.5% 931 98 10.5% 0 0 -

  02  繊維工業 330 39 11.8% 330 39 11.8% 0 0 -

  03  衣服その他の繊維製品製造業 294 27 9.2% 294 27 9.2% 0 0 -

  04  木材・木製品製造業 59 6 10.2% 59 6 10.2% 0 0 -

  05  家具・装備品製造業 51 7 13.7% 51 7 13.7% 0 0 -

  06  パルプ・紙・紙加工品製造業 136 9 6.6% 136 9 6.6% 0 0 -

  07  印刷・製本業 151 22 14.6% 151 22 14.6% 0 0 -

  08  化学工業 219 30 13.7% 215 30 14.0% 4 0 0.0%

  09  窯業土石製品製造業 51 10 19.6% 48 8 16.7% 3 2 66.7%

  10  鉄鋼業 16 0 0.0% 6 0 0.0% 10 0 0.0%

  11  非鉄金属製造業 16 5 31.3% 13 5 38.5% 3 0 0.0%

  12  金属製品製造業 213 29 13.6% 208 28 13.5% 5 1 20.0%

  13  一般機械器具製造業 136 19 14.0% 101 9 8.9% 35 10 28.6%

  14  電気機械器具製造業 270 38 14.1% 97 13 13.4% 173 25 14.5%

  15  輸送用機械等製造業 73 9 12.3% 31 3 9.7% 42 6 14.3%

  16  電気・ガス・水道業 3 0 0.0% 3 0 0.0% 0 0 -

  17  その他の製造業 700 81 11.6% 699 81 11.6% 1 0 0.0%

02  鉱業 1 0 0.0% 1 0 0.0% 0 0 -

03  建設業  232 25 10.8% 232 25 10.8% 0 0 -

  01　土木木工事業 41 6 14.6% 41 6 14.6% 0 0 -

  02　建築工事業 104 10 9.6% 104 10 9.6% 0 0 -

  03　その他の建設業 87 9 10.3% 87 9 10.3% 0 0 -

04  運輸交通業 35 9 25.7% 35 9 25.7% 0 0 -

  02  道路旅客運送業 12 4 33.3% 12 4 33.3% 0 0 -

  03  道路貨物運送業 23 5 21.7% 23 5 21.7% 0 0 -

  04  その他の運輸交通業 0 0 - 0 0 - 0 0 -

05  貨物取扱業 11 1 9.1% 11 1 9.1% 0 0 -

１号～５号  計 3,928 464 11.8% 3,652 420 11.5% 276 44 15.9%

06  農林業 78 19 24.4% 78 19 24.4% 0 0 -

　01　農業 76 19 25.0% 76 19 25.0% 0 0 -

　02　林業 2 0 0.0% 2 0 0.0% 0 0 -

07  畜産･水産業 27 2 7.4% 27 2 7.4% 0 0 -

　01　畜産業 22 2 9.1% 22 2 9.1% 0 0 -

　02　水産業 5 0 0.0% 5 0 0.0% 0 0 -

08  商業 6,395 657 10.3% 6,379 655 10.3% 16 2 12.5%

  01  卸売業 1,309 105 8.0% 1,306 105 8.0% 3 0 0.0%

  02  小売業 4,143 453 10.9% 4,130 451 10.9% 13 2 15.4%

  03  理美容業 796 82 10.3% 796 82 10.3% 0 0 -

  04  その他の商業 147 17 11.6% 147 17 11.6% 0 0 -

09  金融・広告業 66 8 12.1% 66 8 12.1% 0 0 -

　01　金融業 5 0 0.0% 5 0 0.0% 0 0 -

　02　広告・あっせん業 61 8 13.1% 61 8 13.1% 0 0 -

10  映画・演劇業 9 0 0.0% 9 0 0.0% 0 0 -

11  通信業 5 0 0.0% 5 0 0.0% 0 0 -

12  教育・研究業 101 12 11.9% 101 12 11.9% 0 0 -

13  保健衛生業 959 82 8.6% 959 82 8.6% 0 0 -

  01  医療保健業 231 24 10.4% 231 24 10.4% 0 0 -

  02  社会福祉施設 688 56 8.1% 688 56 8.1% 0 0 -

  03  その他の保健衛生業 40 2 5.0% 40 2 5.0% 0 0 -

14  接客娯楽業 3,226 323 10.0% 3,226 323 10.0% 0 0 -

  01  旅館業 536 47 8.8% 536 47 8.8% 0 0 -

  02  飲食店 2,541 261 10.3% 2,541 261 10.3% 0 0 -

  03  その他の接客娯楽業 149 15 10.1% 149 15 10.1% 0 0 -

15  清掃・と畜業 278 27 9.7% 278 27 9.7% 0 0 -

16  官公署 0 0 - 0 0 - 0 0 -

17  その他の事業 413 39 9.4% 410 39 9.5% 3 0 0.0%

  01  派遣業 19 0 0.0% 17 0 0.0% 2 0 0.0%

  02  その他の事業 394 39 9.9% 393 39 9.9% 1 0 0.0%

６号～１７号  計 11,557 1,169 10.1% 11,538 1,167 10.1% 19 2 10.5%

合計 15,485 1,633 10.5% 15,190 1,587 10.4% 295 46 15.6%

業　　　　種
合計 地域別最低賃金適用事業場 特定最低賃金適用事業場

-5
5-
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（
資

料
出

所
）

内
閣

府
「月

例
経

済
報

告
」

を
も

とに
厚

生
労

働
省

労
働

基
準

局
に

お
い

て
作

成
。

（
注

）
下

線
は

前
月

か
らの

主
な

変
更

点

○
2
0
2
4
年
５
月
の
月
例
経
済
報
告
で
は
、
「
景
気
は
、
こ
の
と
こ
ろ
足
踏
み
も
み
ら
れ
る
が
、
緩
や
か
に
回
復
し
て
い
る
。
先
行
き
に
つ
い
て
は
、
雇

用
・
所
得
環
境
が
改
善
す
る
下
で
、
各
種
政
策
の
効
果
も
あ
っ
て
、
緩
や
か
な
回
復
が
続
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。

内
閣
府
「
月
例
経
済
報
告
」
に
お
け
る
日
本
経
済
の
基
調
判
断
（
2
0
2
4
年
１
月
～
５
月
）

2

基
調

判
断

(現
状

）
基

調
判

断
(先

行
き

）
雇

用
情

勢
消

費
者

物
価

１
月

月
例

景
気

は
、こ

の
とこ

ろ
一

部
に

足
踏

み
も

み
られ

る
が

、緩
や

か
に

回
復

して
い

る
。

先
行

き
に

つ
い

て
は

、雇
用

・所
得

環
境

が
改

善
す

る
下

で
、各

種
政

策
の

効
果

も
あ

って
、緩

や
か

な
回

復
が

続
くこ

とが
期

待
され

る
。た

だ
し、

世
界

的
な

金
融

引
締

め
に

伴
う影

響
や

中
国

経
済

の
先

行
き

懸
念

な
ど、

海
外

景
気

の
下

振
れ

が
我

が
国

の
景

気
を

下
押

しす
る

リス
クと

な
って

い
る

。ま
た

、物
価

上
昇

、
中

東
地

域
を

め
ぐる

情
勢

、金
融

資
本

市
場

の
変

動
等

の
影

響
に

十
分

注
意

す
る

必
要

が
あ

る
。さ

らに
、

令
和

６
年

能
登

半
島

地
震

の
経

済
に

与
え

る
影

響
に

十
分

留
意

す
る

必
要

が
あ

る
。

改
善

の
動

き
が

み
られ

る
この

とこ
ろ

緩
や

か
に

上
昇

して
い

る

２
月

月
例

景
気

は
、こ

の
とこ

ろ
足

踏
み

も
み

られ
る

が
、緩

や
か

に
回

復
して

い
る

。

先
行

き
に

つ
い

て
は

、雇
用

・所
得

環
境

が
改

善
す

る
下

で
、各

種
政

策
の

効
果

も
あ

って
、緩

や
か

な
回

復
が

続
くこ

とが
期

待
され

る
。た

だ
し、

世
界

的
な

金
融

引
締

め
に

伴
う影

響
や

中
国

経
済

の
先

行
き

懸
念

な
ど、

海
外

景
気

の
下

振
れ

が
我

が
国

の
景

気
を

下
押

しす
る

リス
クと

な
って

い
る

。ま
た

、物
価

上
昇

、
中

東
地

域
を

め
ぐる

情
勢

、金
融

資
本

市
場

の
変

動
等

の
影

響
に

十
分

注
意

す
る

必
要

が
あ

る
。さ

らに
、

令
和

６
年

能
登

半
島

地
震

の
経

済
に

与
え

る
影

響
に

十
分

留
意

す
る

必
要

が
あ

る
。

改
善

の
動

き
が

み
られ

る
この

とこ
ろ

緩
や

か
に

上
昇

して
い

る

３
月

月
例

景
気

は
、こ

の
とこ

ろ
足

踏
み

も
み

られ
る

が
、緩

や
か

に
回

復
して

い
る

。

先
行

き
に

つ
い

て
は

、雇
用

・所
得

環
境

が
改

善
す

る
下

で
、各

種
政

策
の

効
果

も
あ

って
、緩

や
か

な
回

復
が

続
くこ

とが
期

待
され

る
。た

だ
し、

世
界

的
な

金
融

引
締

め
に

伴
う影

響
や

中
国

経
済

の
先

行
き

懸
念

な
ど、

海
外

景
気

の
下

振
れ

が
我

が
国

の
景

気
を

下
押

しす
る

リス
クと

な
って

い
る

。ま
た

、物
価

上
昇

、
中

東
地

域
を

め
ぐる

情
勢

、金
融

資
本

市
場

の
変

動
等

の
影

響
に

十
分

注
意

す
る

必
要

が
あ

る
。さ

らに
、

令
和

６
年

能
登

半
島

地
震

の
経

済
に

与
え

る
影

響
に

十
分

留
意

す
る

必
要

が
あ

る
。

改
善

の
動

き
が

み
られ

る
緩

や
か

に
上

昇
して

い
る

４
月

月
例

景
気

は
、こ

の
とこ

ろ
足

踏
み

も
み

られ
る

が
、緩

や
か

に
回

復
して

い
る

。

先
行

き
に

つ
い

て
は

、雇
用

・所
得

環
境

が
改

善
す

る
下

で
、各

種
政

策
の

効
果

も
あ

って
、緩

や
か

な
回

復
が

続
くこ

とが
期

待
され

る
。た

だ
し、

世
界

的
な

金
融

引
締

め
に

伴
う影

響
や

中
国

経
済

の
先

行
き

懸
念

な
ど、

海
外

景
気

の
下

振
れ

が
我

が
国

の
景

気
を

下
押

しす
る

リス
クと

な
って

い
る

。ま
た

、物
価

上
昇

、
中

東
地

域
を

め
ぐる

情
勢

、金
融

資
本

市
場

の
変

動
等

の
影

響
に

十
分

注
意

す
る

必
要

が
あ

る
。さ

らに
、

令
和

６
年

能
登

半
島

地
震

の
経

済
に

与
え

る
影

響
に

十
分

留
意

す
る

必
要

が
あ

る
。

改
善

の
動

き
が

み
られ

る
緩

や
か

に
上

昇
して

い
る

５
月

月
例

景
気

は
、こ

の
とこ

ろ
足

踏
み

も
み

られ
る

が
、緩

や
か

に
回

復
して

い
る

。

先
行

き
に

つ
い

て
は

、雇
用

・所
得

環
境

が
改

善
す

る
下

で
、各

種
政

策
の

効
果

も
あ

って
、緩

や
か

な
回

復
が

続
くこ

とが
期

待
され

る
。た

だ
し、

世
界

的
な

金
融

引
締

め
に

伴
う影

響
や

中
国

経
済

の
先

行
き

懸
念

な
ど、

海
外

景
気

の
下

振
れ

が
我

が
国

の
景

気
を

下
押

しす
る

リス
クと

な
って

い
る

。ま
た

、物
価

上
昇

、
中

東
地

域
を

め
ぐる

情
勢

、金
融

資
本

市
場

の
変

動
等

の
影

響
に

十
分

注
意

す
る

必
要

が
あ

る
。さ

らに
、

令
和

６
年

能
登

半
島

地
震

の
経

済
に

与
え

る
影

響
に

十
分

留
意

す
る

必
要

が
あ

る
。

改
善

の
動

き
が

み
られ

る
緩

や
か

に
上

昇
して

い
る
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連
合
春
季
賃
上
げ
妥
結
状
況

○
連
合
の
春
闘
第
６
回
回
答
集
計
結
果
（
６
月
５
日
公
表
）
で
は
、
全
体
の
賃
上
げ
率
は
5
.0
8
％
（
中
小
4
.4
5
％
）
と
な
っ
て
お
り
、
比
較
可
能
な
2
0
1
3

年
以
降
で
最
も
高
い
。

（
資

料
出

所
）

連
合

「2
02

4春
季

生
活

闘
争

第
６

回
回

答
集

計
結

果
」（

20
24

年
６

月
5日

）
を

も
とに

厚
生

労
働

省
労

働
基

準
局

に
お

い
て

作
成

（
注

）
各

年
デ

ー
タは

平
均

賃
金

方
式

（
加

重
平

均
）

に
よ

る
定

昇
相

当
込

み
賃

上
げ

率
。

3

20
13

.5
.3

1
20

14
.6

.4
20

15
.6

.4
20

16
.6

.3
20

17
.6

.5
20

18
.6

.1
1

20
19

.6
.7

20
20

.6
.5

20
21

.6
.4

20
22

.6
.3

20
23

.6
.5

20
24

.6
.5

賃
上

げ
率

1.
72

2.
08

2.
23

2.
00

1.
98

2.
08

2.
08

1.
90

1.
79

2.
09

3.
66

5.
08

中
小

賃
上

げ
率

1.
55

1.
78

1.
90

1.
81

1.
87

1.
99

1.
95

1.
81

1.
74

1.
97

3.
36

4.
45

1.
72

2.
08

2.
23

2.
00

1.
98

2.
08

2.
08

1.
90

1.
79

2.
09

3.
66

5.
08

1.
55

1.
78

1.
90

1.
81

1.
87

1.
99

1.
95

1.
81

1.
74

1.
97

3.
36

4.
45

0.
0

0.
5

1.
0

1.
5

2.
0

2.
5

3.
0

3.
5

4.
0

4.
5

5.
0

連
合

春
季

生
活

闘
争

第
６

回
回

答
集

計
結

果
の

推
移

賃
上

げ
率

中
小

賃
上

げ
率

(％
)
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20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

大
手

企
業

1.
83

2.
28

2.
52

2.
27

2.
34

2.
53

2.
43

2.
12

1.
84

2.
27

3.
99

5.
58

中
小

企
業

1.
63

1.
76

1.
87

1.
83

1.
81

1.
89

1.
89

1.
70

1.
68

1.
92

3.
00

3.
92

1.
83

2.
28

2.
52

2.
27

2.
34

2.
53

2.
43

2.
12

1.
84

2.
27

3.
99

5.
58

1.
63

1.
76

1.
87

1.
83

1.
81

1.
89

1.
89

1.
70

1.
68

1.
92

3.
00

3.
92

0.
0

1.
0

2.
0

3.
0

4.
0

5.
0

6.
0

経
団

連
春

季
労

使
交

渉
月

例
賃

金
引

上
げ

結
果

（
ア

ップ
率

）
の

推
移

大
手

企
業

中
小

企
業

(％
)

経
団
連
春
季
賃
上
げ
妥
結
状
況

〇
2
0
2
4
年
の
経
団
連
春
季
労
使
交
渉
月
例
賃
金
引
上
げ
結
果
で
は
、
ア
ッ
プ
率
は
大
手
企
業
5
.5
8
％
（
第
１
回
集
計
）
、
中
小
企
業
3
.9
2
％
（
第
１

回
集
計
）
と
な
っ
て
い
る
。

（
資

料
出

所
）

経
団

連
「春

季
労

使
交

渉
・大

手
企

業
業

種
別

妥
結

結
果

」「
春

季
労

使
交

渉
・中

小
企

業
業

種
別

妥
結

結
果

」
「2

02
4年

春
季

労
使

交
渉

・大
手

企
業

業
種

別
回

答
状

況
」「

20
24

年
春

季
労

使
交

渉
・中

小
企

業
業

種
別

回
答

状
況

」を
も

とに
、厚

生
労

働
省

労
働

基
準

局
に

お
い

て
作

成
。

（
注

）
20

23
年

ま
で

は
最

終
集

計
結

果
、2

02
4年

は
第

１
回

集
計

結
果

4
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▲
5
0

▲
4
0

▲
3
0

▲
2
0

▲
1
00102030

３月
６月
９月
12月
３月
６月
９月
12月
３月
６月
９月
12月
３月
６月
９月
12月
３月
６月
９月
12月
３月
６月
９月
12月
３月
６月
９月
12月
３月
６月
９月
12月
３月
６月
９月
12月
３月
６月
９月
12月
３月
６月
９月
12月
３月
６月
９月
12月
３月
６月
９月
12月
３月
６月
９月
12月
３月
６月
９月
12月
３月
６月
９月
12月
３月
６月
９月
12月
３月
６月
９月
12月
３月
６月
９月
12月
３月
６月

2
0
0
5
年

2
0
0
6
年

2
0
0
7
年

2
0
0
8
年

2
0
0
9
年

2
0
1
0
年

2
0
1
1
年

2
0
1
2
年

2
0
1
3
年

2
0
1
4
年

2
0
1
5
年

2
0
1
6
年

2
0
1
7
年

2
0
1
8
年

2
0
1
9
年

2
0
2
0
年

2
0
2
1
年

2
0
2
2
年

2
0
2
3
年

2
0
2
4

年

雇
用

人
員

判
断

D
.I

.の
推

移
（

過
剰

－
不

足
）

全
規
模

大
企
業

中
堅
企
業

中
小
企
業

（
資

料
出

所
）

日
本

銀
行

「全
国

企
業

短
期

経
済

観
測

調
査

」
（

注
）

１
．

全
産

業
の

数
値

。
２

．
大

企
業

：
資

本
金

10
億

円
以

上
、中

堅
企

業
：

資
本

金
１

億
円

以
上

10
億

円
未

満
、中

小
企

業
：

資
本

金
２

千
万

円
以

上
１

億
円

未
満

。

予
測

（
％

ポ
イン

ト）
予

測

雇
用
人
員
判
断

D
.Iの
推
移
（
過
剰
ｰ
不
足
）

〇
2
0
2
0
年
９
月
以
降
人
手
不
足
感
が
強
ま
り
続
け
て
お
り
、
中
堅
企
業
・
中
小
企
業
に
つ
い
て
は
大
企
業
以
上
に
人
手
不
足
感
が
高
ま
っ
て
い
る
。

5

2
0
24
年

3月
2
0
24
年

6月

(
予

測
）

全
規

模
▲

3
6

▲
3
9

大
企

業
▲

2
7

▲
2
7

中
堅

企
業

▲
3
7

▲
4
0

中
小

企
業

▲
3
8

▲
4
3
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地
域
別
の
状
況
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○
ラ
ン
ク
別
に
完
全
失
業
率
の
推
移
を
み
る
と
、
2
0
2
0
年
４
～
６
月
期
頃
か
ら
特
に
Ａ
ラ
ン
ク
地
域
に
お
い
て
完
全
失
業
率
が
上
昇
し
た
が
、
こ
の
と

こ
ろ
緩
や
か
な
改
善
傾
向
に
あ
る
。

ラ
ン
ク
別
完
全
失
業
率
の
推
移

7

20
13 年

20
14 年

20
15 年

20
16 年

20
17 年

20
18 年

20
19 年

20
20 年

20
21 年

20
22 年

20
23 年

１
～

３
月

４
～

６
月

７
～

９
月

10
～

12
月

１
～

３
月

４
～

６
月

７
～

９
月

10
～

12
月

１
～

３
月

４
～

６
月

７
～

９
月

10
～

12
月

１
～

３
月

４
～

６
月

７
～

９
月

10
～

12
月

１
～

３
月

４
～

６
月

７
～

９
月

10
～

12
月

１
～

３
月

20
19

年
20

20
年

20
21

年
20

22
年

20
23

年
20

24 年

Ａ
ラン

ク
4.

0
3.

6
3.

4
3.

2
2.

8
2.

5
2.

3
2.

9
3.

0
2.

7
2.

6
2.

3
2.

4
2.

2
2.

2
2.

4
3.

0
3.

4
3.

0
2.

9
3.

3
3.

1
2.

7
2.

7
2.

9
2.

6
2.

4
2.

7
2.

7
2.

7
2.

3
2.

6

Ｂ
ラン

ク
3.

7
3.

3
3.

1
2.

8
2.

5
2.

2
2.

2
2.

4
2.

5
2.

3
2.

3
2.

2
2.

3
2.

1
2.

0
2.

2
2.

5
2.

5
2.

6
2.

6
2.

6
2.

5
2.

3
2.

4
2.

4
2.

3
2.

2
2.

3
2.

4
2.

3
2.

2
2.

3

Ｃ
ラン

ク
4.

0
3.

6
3.

4
2.

9
2.

6
2.

2
2.

2
2.

5
2.

5
2.

3
2.

3
2.

3
2.

3
2.

2
2.

1
2.

4
2.

7
2.

5
2.

5
2.

7
2.

8
2.

4
2.

1
2.

5
2.

4
2.

3
2.

1
2.

3
2.

5
2.

4
2.

2
2.

4

1.
5

2.
0

2.
5

3.
0

3.
5

4.
0

4.
5

ラ
ン

ク
別

完
全

失
業

率
の

推
移

Ａ
ラン

ク
Ｂ

ラン
ク

Ｃ
ラン

ク

（
資

料
出

所
）

総
務

省
「労

働
力

調
査

（
基

本
集

計
）

」よ
り作

成
。

（
注

）
１

．
モ

デ
ル

推
計

に
よ

る
都

道
府

県
別

結
果

。
２

．
各

ラン
クに

属
す

る
都

道
府

県
の

完
全

失
業

者
数

と労
働

力
人

口
を

それ
ぞ

れ
が

合
算

す
る

こと
に

よ
り算

出
。

３
．

各
都

道
府

県
の

ラン
クは

、現
時

点
の

ラン
クに

そろ
え

て
い

る
。

（
％

）
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○
ラ
ン
ク
別
に
有
効
求
人
倍
率
の
推
移
を
み
る
と
、
2
0
2
0
年
の
前
半
に
大
き
く
低
下
し
た
後
、
改
善
が
続
い
た
が
、
足
下
で
は
横
這
い
と
な
っ
て
い
る
。

ラ
ン
ク
別
有
効
求
人
倍
率
の
推
移

8

A
ラ
ン
ク

1
.
1
4

B
ラ
ン
ク

1
.
3
3

C
ラ
ン
ク

1
.
3
4

0.
60

0.
80

1.
00

1.
20

1.
40

1.
60

1.
80

20 13 年

20 14 年

20 15 年

20 16 年

20 17 年

20 18 年

20 19 年

20 20 年

20 21 年

20 22 年

20 23 年

１ 月
２ 月

３ 月
４ 月

５ 月
６ 月

７ 月
８ 月

９ 月
10 月

11 月
12 月

１ 月
２ 月

３ 月
４ 月

５ 月
６ 月

７ 月
８ 月

９ 月
10 月

11 月
12 月

１ 月
２ 月

３ 月
４ 月

５ 月
６ 月

７ 月
８ 月

９ 月
10 月

11 月
12 月

１ 月
２ 月

３ 月
４ 月

５ 月
６ 月

７ 月
８ 月

９ 月
10 月

11 月
12 月

１ 月
２ 月

３ 月
４ 月

５ 月
６ 月

７ 月
８ 月

９ 月
10 月

11 月
12 月

１ 月
２ 月

３ 月
４ 月

20
19

年
20

20
年

20
21

年
20

22
年

20
23

年
20

24
年

ラ
ン

ク
別

有
効

求
人

倍
率

の
推

移

Aラ
ンク

Bラ
ンク

Cラ
ンク

（
資

料
出

所
）

厚
生

労
働

省
「職

業
安

定
業

務
統

計
」よ

り作
成

。
（

注
）

１
．

各
ラン

クに
属

す
る

都
道

府
県

の
有

効
求

人
数

（
就

業
地

別
）

と有
効

求
職

者
数

を
それ

ぞ
れ

が
合

算
す

る
こと

に
よ

り算
出

。
２

．
月

次
の

数
値

に
つ

い
て

は
、１

の
計

算
に

お
い

て
、有

効
求

人
数

と有
効

求
職

者
数

の
季

節
調

整
値

を
用

い
て

い
る

。
３

．
各

都
道

府
県

の
ラン

クは
、現

時
点

の
ラン

クに
そろ

え
て

い
る

。

（
倍

）

【2
02

4年
4月

】
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○
ラ
ン
ク
別
に
新
規
求
人
数
の
水
準
の
推
移
を
み
る
と
、
2
0
2
0
年
４
月
に
大
き
く
減
少
し
た
後
、
上
昇
傾
向
が
続
き
、
2
0
2
3
年
以
降
は
横
ば
い
と
な

っ
て
い
る
。

ラ
ン
ク
別
新
規
求
人
数
の
水
準
の
推
移

9

１ 月
２ 月

３ 月
４ 月

５ 月
６ 月

７ 月
８ 月

９ 月
10 月

11 月
12 月

１ 月
２ 月

３ 月
４ 月

５ 月
６ 月

７ 月
８ 月

９ 月
10 月

11 月
12 月

１ 月
２ 月

３ 月
４ 月

５ 月
６ 月

７ 月
８ 月

９ 月
10 月

11 月
12 月

１ 月
２ 月

３ 月
４ 月

５ 月
６ 月

７ 月
８ 月

９ 月
10 月

11 月
12 月

１ 月
２ 月

３ 月
４ 月

20
20

年
20

21
年

20
22

年
20

23
年

20
24

年

Ａ
ラン

ク
10

0
10

6
10

1
73

81
90

82
84

89
81

86
88

85
86

87
85

84
88

88
87

91
90

93
96

95
93

96
98

98
98

10
1

99
10

1
10

2
10

2
10

1
10

3
10

3
10

1
10

2
10

2
10

1
10

3
10

4
99

10
2

10
0

10
0

10
2

10
3

10
2

98

Ｂ
ラン

ク
10

0
10

6
99

81
86

90
86

89
91

88
92

92
89

91
95

93
94

96
96

97
98

10
0

10
1

10
4

10
4

10
2

10
5

10
7

10
7

10
8

10
9

10
7

10
8

10
9

10
9

10
7

10
7

10
6

10
4

10
4

10
5

10
4

10
4

10
5

10
3

10
3

10
1

10
3

10
2

10
4

10
2

99

Ｃ
ラン

ク
10

0
10

8
99

84
88

92
90

93
92

93
99

96
94

98
10

1
10

0
10

1
10

3
10

4
10

4
10

5
10

4
10

7
10

9
10

9
10

7
11

0
11

2
11

3
11

4
11

5
11

2
11

4
11

5
11

5
11

4
11

4
11

4
11

1
11

0
11

2
10

9
10

9
11

2
10

8
10

6
10

8
11

0
10

6
11

0
10

6
10

4

6070809010
0

11
0

12
0

ラ
ン

ク
別

新
規

求
人

数
の

推
移

Ａ
ラン

ク
Ｂ

ラン
ク

Ｃ
ラン

ク

（
資

料
出

所
）

厚
生

労
働

省
「職

業
安

定
業

務
統

計
」よ

り作
成

。
（

注
）

１
．

20
20

年
１

月
の

新
規

求
人

数
（

季
節

調
整

値
）

を
10

0と
した

場
合

の
各

月
の

新
規

求
人

数
（

季
節

調
整

値
）

の
水

準
。

２
．

各
ラン

クの
新

規
求

人
数

は
、当

該
ラン

クに
属

す
る

都
道

府
県

の
就

業
地

別
新

規
求

人
数

（
季

節
調

整
値

）
を

合
算

して
算

出
。

３
．

各
都

道
府

県
の

ラン
クは

、現
時

点
の

ラン
クに

そろ
え

て
い

る
。

（
20

20
年

１
月

＝
10

0）
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産
業
別
の
状
況
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11

主
な
産
業
の
売
上
高
経
常
利
益
率
の
推
移

○
主
な
産
業
の
経
常
利
益
率
の
推
移
を
み
る
と
、
2
0
2
0
年
４
～
６
月
期
に
一
部
の
産
業
で
大
き
く
低
下
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
は
、
四
半
期
ご
と
に

変
動
は
あ
る
も
の
の
、
改
善
傾
向
で
推
移
し
て
い
る
。

7
.
0

全
産
業
（
除
く
金
融
保
険
業
）

, 
7
.1

8
.
4

製
造
業
,
 
8
.
4

7
.
1

運
輸
業
，
郵
便
業

, 
4.
5

3
.
5

宿
泊
業
，
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業

, 
3.
0

5
.
1

生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
，
娯
楽
業

, 
7.
2

▲
30

▲
25

▲
20

▲
15

▲
10▲
5051015

１
～

３
月

４
～

６
月

７
～

９
月

10
～

12
月

１
～

３
月

４
～

６
月

７
～

９
月

10
～

12
月

１
～

３
月

４
～

６
月

７
～

９
月

10
～

12
月

１
～

３
月

４
～

６
月

７
～

９
月

10
～

12
月

１
～

３
月

４
～

６
月

７
～

９
月

10
～

12
月

１
～

３
月

20
14 年

20
15 年

20
16 年

20
17 年

20
18 年

20
19 年

20
20 年

20
21 年

20
22 年

20
23 年

20
19

年
20

20
年

20
21

年
20

22
年

20
23

年
20

24 年

主
な
産
業
の
売
上
高
経
常
利
益
率
の
推
移

全
産

業
（

除
く金

融
保

険
業

）
製

造
業

運
輸

業
，

郵
便

業
宿

泊
業

，
飲

食
サ

ー
ビス

業
生

活
関

連
サ

ー
ビス

業
，

娯
楽

業

（
資

料
出

所
）

財
務

省
「法

人
企

業
統

計
」よ

り作
成

。
（

注
）

１
．

資
本

金
、出

資
金

又
は

基
金

1,
00

0万
円

以
上

の
営

利
法

人
等

が
対

象
。

２
．

暦
年

の
数

値
は

、四
半

期
デ

ー
タを

合
算

して
作

成
。

（
％

）

【2
02

4年
1月

～
3月

】
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（
参
考
）
売
上
高
経
常
利
益
率
の
推
移
（
詳
細
）

12

（
資

料
出

所
）

財
務

省
「法

人
企

業
統

計
」よ

り作
成

。
（

注
）

１
．

資
本

金
、出

資
金

又
は

基
金

1,
00

0万
円

以
上

の
営

利
法

人
等

が
対

象
。

２
．

暦
年

の
数

値
は

、四
半

期
デ

ー
タを

合
算

して
作

成
。

（
単

位
：

％
）

20
14 年

20
15 年

20
16 年

20
17 年

20
18 年

20
19 年

20
20

年
20

21
年

20
22

年
20

23
年

20
24 年

１
～

３
月

４
～

６
月

７
～

９
月

10
～

12
月

１
～

３
月

４
～

６
月

７
～

９
月

10
～

12
月

１
～

３
月

４
～

６
月

７
～

９
月

10
～

12
月

１
～

３
月

４
～

６
月

７
～

９
月

10
～

12
月

１
～

３
月

全
産

業
（

除
く金

融
保

険
業

）
5.

0
5.

4
5.

5
5.

9
5.

9
5.

7
4.

7
4.

6
4.

4
4.

0
5.

6
6.

3
6.

0
7.

7
5.

2
6.

6
6.

6
6.

3
8.

4
5.

7
6.

0
7.

0
6.

3
8.

9
6.

5
6.

5
7.

1

製
造

業
6.

1
6.

1
5.

8
7.

6
7.

5
6.

3
5.

5
4.

7
4.

9
4.

8
7.

5
8.

6
7.

8
10

.7
7.

4
8.

4
8.

7
8.

5
11

.2
8.

9
6.

5
8.

4
7.

0
10

.5
8.

6
7.

5
8.

4

非
製

造
業

4.
5

5.
0

5.
4

5.
2

5.
2

5.
5

4.
3

4.
6

4.
1

3.
7

4.
8

5.
4

5.
3

6.
4

4.
2

5.
8

5.
6

5.
4

7.
2

4.
2

5.
8

6.
4

6.
0

8.
2

5.
6

6.
1

6.
6

農
林

水
産

業
4.

0
3.

7
5.

9
2.

7
2.

0
3.

4
1.

2
3.

7
▲

5.
3

0.
0

5.
3

4.
9

6.
7

5.
9

2.
2

4.
8

5.
9

2.
7

7.
2

3.
2

9.
3

6.
4

7.
1

4.
8

4.
7

9.
7

2.
7

鉱
業

、採
石

業
、砂

利
採

取
業

35
.8

24
.1

14
.0

21
.6

19
.9

22
.8

8.
8

19
.3

13
.7

13
.2

▲
17

.3
24

.7
20

.6
28

.2
25

.1
24

.6
32

.6
24

.4
24

.6
29

.0
50

.1
28

.1
23

.3
26

.5
30

.3
32

.4
35

.1

建
設

業
4.

6
5.

7
6.

4
6.

3
5.

9
6.

0
6.

1
8.

6
4.

0
5.

2
5.

6
6.

4
9.

8
5.

6
4.

5
5.

2
5.

1
7.

9
4.

4
2.

7
4.

9
6.

7
9.

6
6.

0
4.

9
5.

6
9.

9

電
気

業
0.

1
5.

4
4.

6
3.

2
3.

3
4.

2
4.

2
0.

9
7.

5
8.

3
▲

0.
1

1.
6

▲
1.

8
10

.0
4.

4
▲

3.
5

▲
3.

7
▲

2.
5

▲
0.

3
▲

6.
0

▲
4.

8
7.

9
4.

2
15

.3
9.

4
4.

1
0.

4

ガ
ス

・熱
供

給
・水

道
業

4.
6

9.
7

6.
5

5.
2

3.
8

5.
9

5.
4

6.
8

7.
6

4.
2

2.
4

2.
1

4.
8

8.
5

▲
2.

3
▲

2.
7

3.
0

8.
6

3.
4

▲
4.

9
4.

5
7.

3
11

.2
12

.3
1.

9
1.

3
3.

8

情
報

通
信

業
8.

6
8.

9
9.

2
9.

7
10

.0
9.

7
9.

5
7.

6
12

.0
9.

2
9.

4
10

.3
8.

5
11

.0
8.

9
12

.8
10

.4
9.

0
16

.1
8.

0
9.

1
10

.7
9.

7
14

.2
8.

8
10

.1
9.

7

運
輸

業
、郵

便
業

5.
3

6.
5

5.
9

6.
3

7.
2

6.
8

▲
1.

8
0.

4
▲

6.
8

▲
1.

3
▲

0.
2

2.
4

▲
0.

4
2.

7
0.

7
6.

2
7.

1
2.

8
8.

5
5.

4
11

.9
7.

1
2.

9
11

.0
7.

4
7.

3
4.

5

卸
売

業
・小

売
業

2.
4

2.
5

2.
5

2.
7

2.
8

2.
9

2.
7

2.
2

2.
4

2.
4

3.
6

3.
2

2.
6

3.
4

2.
9

3.
8

3.
9

3.
3

5.
0

3.
3

4.
0

3.
8

3.
4

4.
8

3.
7

3.
6

3.
6

不
動

産
業

、物
品

賃
貸

業
10

.5
12

.2
12

.2
12

.3
12

.0
11

.6
10

.1
9.

0
11

.3
9.

6
10

.9
11

.5
10

.8
13

.8
10

.9
10

.5
11

.6
11

.2
12

.3
10

.5
12

.3
11

.4
10

.8
12

.9
11

.5
10

.5
12

.6

サ
ー

ビス
業

7.
8

8.
0

9.
8

8.
2

8.
0

9.
1

5.
8

6.
6

6.
8

2.
8

6.
5

9.
1

10
.1

12
.0

4.
6

9.
3

8.
3

9.
0

10
.9

6.
1

7.
3

8.
7

8.
1

11
.7

5.
8

9.
3

9.
8

宿
泊

業
、飲

食
サ

ー
ビス

業
3.

4
4.

3
4.

2
4.

9
3.

6
2.

8
▲

7.
8

▲
4.

7
▲

26
.6

▲
5.

5
▲

0.
3

▲
1.

2
▲

11
.2

▲
7.

5
1.

5
8.

2
0.

0
▲

4.
5

3.
1

▲
2.

4
2.

8
3.

5
1.

1
2.

4
4.

8
5.

4
3.

0

生
活

関
連

サ
ー

ビス
業

、娯
楽

業
4.

5
4.

1
3.

8
4.

3
4.

1
4.

1
▲

2.
6

0.
7

▲
14

.9
▲

1.
4

▲
0.

1
1.

2
▲

0.
5

1.
0

▲
0.

9
5.

0
3.

5
0.

1
4.

8
5.

3
3.

6
5.

1
5.

0
4.

5
6.

1
5.

0
7.

2

学
術

研
究

、専
門

・技
術

サ
ー

ビス
業

15
.6

16
.4

22
.4

14
.4

16
.0

19
.9

15
.9

15
.8

26
.6

6.
1

12
.9

19
.3

23
.3

28
.4

7.
2

15
.1

16
.5

19
.9

20
.9

10
.0

14
.7

17
.3

14
.8

24
.5

7.
5

21
.1

18
.2

教
育

、学
習

支
援

業
7.

6
5.

1
4.

7
8.

1
7.

4
5.

6
4.

4
7.

9
▲

16
.9

11
.5

8.
1

7.
9

8.
1

6.
0

11
.0

6.
5

5.
8

5.
8

1.
3

10
.4

5.
4

9.
4

10
.1

4.
9

14
.0

8.
0

8.
1

医
療

、福
祉

業
5.

9
6.

1
6.

8
5.

1
4.

3
3.

8
5.

0
4.

9
2.

8
5.

1
7.

0
4.

8
3.

5
5.

8
4.

4
5.

2
4.

7
3.

2
5.

2
7.

3
3.

0
2.

0
2.

0
3.

3
0.

8
2.

0
5.

1

職
業

紹
介

・労
働

者
派

遣
業

3.
7

4.
6

5.
1

6.
0

5.
2

5.
3

5.
2

4.
6

5.
1

2.
3

8.
7

6.
8

5.
8

5.
3

6.
2

9.
4

6.
6

6.
5

6.
5

8.
0

5.
4

5.
7

4.
1

9.
3

5.
8

3.
6

2.
5

その
他

の
サ

ー
ビス

業
5.

5
6.

2
7.

1
7.

0
6.

3
6.

9
6.

0
6.

1
6.

3
4.

9
6.

6
7.

2
7.

7
8.

8
5.

4
6.

9
6.

4
7.

7
7.

8
5.

8
4.

7
6.

3
7.

2
8.

9
4.

8
4.

4
7.

7
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３ 月

６ 月

９ 月

1
2

月

３ 月

６ 月

９ 月

1
2

月

３ 月

６ 月

９ 月

1
2

月

３ 月

６ 月

９ 月

1
2

月

３ 月

６ 月

９ 月

1
2

月

３ 月

６ 月

９ 月

1
2

月

３ 月

６ 月

９ 月

1
2

月

３ 月

６ 月

９ 月

1
2

月

３ 月

６ 月

９ 月

1
2

月

３ 月

６ 月

９ 月

1
2

月

３ 月

６ 月

９ 月

1
2

月

３ 月

６ 月

2
0
1
3
年

2
0
1
4
年

2
0
1
5
年

2
0
1
6
年

2
0
1
7
年

2
0
1
8
年

2
0
1
9
年

2
0
2
0
年

2
0
2
1
年

2
0
2
2
年

2
0
2
3
年

2
0
2
4

年

全
産
業

▲
8
▲
2
2
8
1
2
7
4
5
7
7
8
9
7
4
5
7
1
0
1
2
1
5
1
6
1
7
1
6
1
5
1
6
1
2
1
0
8
4
▲
4
▲
3
▲
2
▲
1
▲
8
▲
3
▲
2
2
0
2
3
6
5
8
1
0
1
3
1
2
9

製
造
業

▲
1
▲
6
▲
2
6
1
0
6
4
6
5
4
5
4
1
0
1
4
8
1
1
1
5
1
9
1
8
1
7
1
6
1
6
7
3
▲
1
▲
4
▲
1
▲
3
▲
3
▲
2
▲
6
2
5
6
2
1
0
2
▲
4
▲
1
0
5
4
4

運
輸
・
郵
便

▲
1
▲
6
▲
5
0
5
4
▲
1
2
5
9
1
1
1
5
1
2
7
4
5
9
1
1
1
3
1
6
1
1
1
5
1
3
1
4
1
3
1
2
1
1
9
▲
1
▲
4
▲
4
▲
3
▲
2
▲
2
▲
1
▲
1
▲
1
▲
1
▲
4
3
0
5
5
7
1
0
6

宿
泊
・
飲
食
サ
ー
ビ
ス
▲
1
▲
3
▲
1
0
▲
1
0
▲
4
▲
1
▲
1
1
0
1
5
1
6
1
2
▲
6
2
3
1
8
6
2
1
2
▲
1
▲
5
▲
3
1
▲
2
▲
8
▲
5
▲
9
▲
7
▲
4
▲
7
▲
7
▲
7
▲
4
▲
6
▲
3
▲
2
1
3
2
5
3
1
3
1
3
0
2
9

対
個
人
サ
ー
ビ
ス

0
2
0
0
▲
2
4
▲
2
▲
3
8
1
1
8
1
5
6
3
3
2
7
1
2
1
3
1
2
8
1
0
9
1
1
1
3
1
5
1
3
8
▲
1
▲
6
▲
5
▲
4
▲
4
▲
3
▲
3
▲
2
▲
2
▲
7
▲
4
6
6
1
2
1
3
1
9
2
0
1
9

▲
10

0

▲
80

▲
60

▲
40

▲
2002040

主
な

産
業

の
業

況
判

断
D

Iの
推

移

全
産

業
製

造
業

運
輸

・郵
便

宿
泊

・飲
食

サ
ー

ビス
対

個
人

サ
ー

ビス

（
資

料
出

所
）

日
本

銀
行

「全
国

企
業

短
期

経
済

観
測

調
査

」
（

注
）

１
．

調
査

対
象

は
、資

本
金

２
千

万
円

以
上

の
民

間
企

業
（

「金
融

機
関

」お
よび

「経
営

コン
サ

ル
タン

ト業
，

純
粋

持
株

会
社

」を
除

く）
。

２
．

20
24

年
６

月
の

数
値

は
、2

02
4年

３
月

調
査

に
よる

「先
行

き（
３

か
月

後
）

の
状

況
」の

数
値

。
３

．
「対

個
人

サ
ー

ビス
」は

、「
洗

濯
・理

容
・美

容
・浴

場
業

」「
その

他
の

生
活

関
連

サ
ー

ビス
業

」「
娯

楽
業

」「
専

修
学

校
、各

種
学

校
」「

学
習

塾
」「

教
養

・技
能

教
授

業
」「

老
人

福
祉

・介
護

事
業

」「
その

他
の

社
会

保
険

・社
会

福
祉

・介
護

事
業

」か
らな

る
。

（
％

ポ
イン

ト：
「良

い
」－

「悪
い

」）
先

行
き

13

日
銀
短
観
に
よ
る
主
な
産
業
の
業
況
判
断
Ｄ
Ｉの
推
移

○
日
銀
短
観
に
よ
る
主
な
産
業
の
業
況
判
断
Ｄ
Ｉの
推
移
を
み
る
と
、
2
0
2
0
年
前
半
に
大
き
く
低
下
し
た
が
、
そ
の
後
は
改
善
傾
向
に
あ
り
、

宿
泊
業
，
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業
は
2
0
2
3
年
９
月
以
降
＋
3
0
前
後
で
推
移
し
て
い
る
。
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2.
4

-6-4-2024681012

1
4

7
10

1
4

7
10

1
4

7
10

1
4

7
10

1
4

7
10

1
4

7
10

1
4

7
10

1
4

7
10

1
4

7
10

1
4

7
10

1
4

7
10

1
4

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

国
内
企
業
物
価
指
数
（
前
年
同
月
比
）

（
資

料
出

所
）

日
本

銀
行

「企
業

物
価

指
数

」
（

注
）

20
24

年
5月

速
報

値
。

【2
02

4年
5月

】

（
％

）

14

国
内
企
業
物
価
指
数
（
前
年
同
月
比
）
の
推
移

○
国
内
企
業
物
価
指
数
に
つ
い
て
は
、
2
0
2
3
年
に
入
っ
て
か
ら
上
昇
率
が
縮
小
し
て
い
る
。
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輸
入
物
価
指
数
（
円
ベ
ー
ス
・
前
年
同
月
比
）
の
推
移

○
輸
入
物
価
指
数
に
つ
い
て
は
、
2
0
2
2
年
1
0
月
以
降
、
円
ベ
ー
ス
・
前
年
同
月
比
が
縮
小
し
た
。
2
0
2
4
年
５
月
は
6
.9
%
で
あ
り
、
足
下
で
は
上
昇
傾

向
で
あ
る
。

15

6.
9
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00102030405060

1
4

7
10

1
4

7
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1
4

7
10

1
4
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1
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1
4

7
10

1
4

7
10

1
4

7
10

1
4

7
10

1
4

7
10

1
4

7
10

1
4

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

輸
入
物
価
指
数
（
円
ベ
ー
ス
・
前
年
同
月
比
）
の
推
移

（
資

料
出

所
）

日
本

銀
行

「企
業

物
価

指
数

」
（

注
）

20
24

年
5月

速
報

値
。

（
％

）

【2
02

4年
5月

】
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消
費
者
物
価
の
動
向
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（
資

料
出

所
）

総
務

省
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
「消

費
者

物
価

指
数

に
関

す
る

Q
&A

（
回

答
）

」「
家

計
調

査
に

関
す

る
Q

＆
A（

回
答

）
」、

総
務

省
統

計
研

究
研

修
所

次
長

佐
藤

朋
彦

「統
計

To
da

y
No

.1
28

「実
感

」す
る

消
費

者
物

価
とは

」（
20

18
年

４
月

19
日

）
を

基
に

、厚
生

労
働

省
労

働
基

準
局

に
お

い
て

作
成

。

○
消
費
者
物
価
指
数
の
指
標
に
は
、
「
総
合
」
の
ほ
か
、
消
費
者
物
価
の
基
調
を
把
握
す
る
た
め
、
変
動
が
大
き
い
品
目
を
除
い
た
「
生
鮮
食
品

を
除
く
総
合
」
「
生
鮮
食
品
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
除
く
総
合
」
が
あ
る
が
、
中
央
最
低
賃
金
審
議
会
の
「
主
要
統
計
資
料
」
で
は
、
消
費
者
と
実
際
に

取
引
が
あ
る
品
目
の
価
格
の
動
き
を
把
握
す
る
た
め
、
「
持
家
の
帰
属
家
賃
を
除
く
総
合
」
を
利
用
し
て
い
る
。

消
費
者
物
価
指
数
の
指
標

「総
合

」
世

帯
が

購
入

す
る

財
・サ

ー
ビス

の
うち

、世
帯

の
消

費
支

出
上

一
定

の
割

合
を

占
め

る
重

要
な

品
目

の
価

格
の

指
数

を
計

算
し、

これ
を

ウエ
イト

（
家

計
の

消
費

支
出

に
占

め
る

割
合

）
に

よ
り加

重
平

均
した

も
の

。

「生
鮮

食
品

を
除

く総
合

」
消

費
者

物
価

の
基

調
を

把
握

す
る

た
め

、天
候

要
因

で
値

動
き

が
激

しい
「生

鮮
食

品
」を

除
い

た
も

の
。

「生
鮮

食
品

及
び

エ
ネ

ル
ギ

ー
を

除
く総

合
」

消
費

者
物

価
の

基
調

を
把

握
す

る
た

め
、天

候
要

因
で

値
動

き
が

激
しい

「生
鮮

食
品

」や
、海

外
要

因
で

変
動

す
る

原
油

価
格

の
影

響
を

直
接

受
け

る
「エ

ネ
ル

ギ
ー

」（
電

気
代

、都
市

ガ
ス

代
、プ

ロパ
ンガ

ス
、灯

油
、ガ

ソ
リン

）
を

除
い

た
も

の
。

「持
家

の
帰

属
家

賃
を

除
く総

合
」

消
費

者
と取

引
が

あ
る

品
目

の
価

格
の

動
き

を
把

握
す

る
た

め
、実

際
に

市
場

で
の

売
買

が
な

い
「持

家
の

帰
属

家
賃

」を
除

い
た

も
の

。

※
 「

持
家

の
帰

属
家

賃
」と

は
、実

際
に

は
家

賃
の

支
払

を伴
わ

な
い

持
家

住
宅

に
つ

い
て

も
、通

常
の

借
家

や
借

間
と

同
様

の
サ

ー
ビス

が
生

産
され

、消
費

され
る

も
の

と仮
定

して
、一

般
市

場
価

格
で

評
価

した
概

念
的

な
も

の
。

※
家

計
調

査
の

「消
費

支
出

」や
毎

月
勤

労
統

計
調

査
の

「賃
金

」は
、「

持
家

の
帰

属
家

賃
を除

く総
合

」を
使

用
し

て
実

質
化

して
い

る
。

17
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消
費
者
物
価
指
数
の
推
移
（
対
前
年
同
月
比
）

〇
2
0
2
4
年
5
月
の
消
費
者
物
価
指
数
の
「
総
合
」
は
＋
2
.8
％
、
「
生
鮮
食
品
を
除
く
総
合
」
は
＋
2
.5
％
、
「
生
鮮
食
品
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
除
く
総

合
」
は
＋
2
.1
％
、
「
持
家
の
帰
属
家
賃
を
除
く
総
合
」
は
＋
3
.3
％
と
な
っ
て
い
る
（
い
ず
れ
も
対
前
年
同
月
比
）
。

〇
物
価
の
上
昇
は
2
0
2
3
年
以
降
、
減
少
の
傾
向
に
あ
る
も
の
の
、
足
下
は
プ
ラ
ス
で
推
移
し
て
い
る
。

18

-2-1012345

1月
4月
7月

10月
1月
4月
7月

10月
1月
4月
7月

10月
1月
4月
7月

10月
1月
4月
7月

10月
1月
4月
7月

10月
1月
4月
7月

10月
1月
4月
7月

10月
1月
4月
7月

10月
1月
4月
7月

10月
1月
4月
7月

10月
1月
4月
7月

10月
1月
4月

20
12

年
20

13
年

20
14

年
20

15
年

20
16

年
20

17
年

20
18

年
20

19
年

20
20

年
20

21
年

20
22

年
20

23
年

20
24

年

消
費

者
物

価
指

数
の

推
移

（
対

前
年

同
月

比
）

総
合

生
鮮

食
品

を
除

く総
合

生
鮮

食
品

及
び

エ
ネ

ル
ギ

ー
を

除
く総

合
持

家
の

帰
属

家
賃

を
除

く総
合

【2
02

4年
5月

】

（
％

）

（
資

料
出

所
）

総
務

省
「消

費
者

物
価

指
数

」

生
鮮

食
品

を
除

く総
合

2.
5

総
合

2.
8

持
家

の
帰

属
家

賃
を

除
く

総
合

3.
3

生
鮮

食
品

及
び

エ
ネ

ル
ギ

ー
を

除
く総

合
2.

1
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消
費
者
物
価
指
数
の
「
持
家
の
帰
属
家
賃
を
除
く
総
合
」
の
主
な
項
目
別
寄
与
度
の
推
移

○
消
費
者
物
価
指
数
の
「
持
家
の
帰
属
家
賃
を
除
く
総
合
」
（
前
年
同
月
比
）
は
、
2
0
2
4
年
5
月
に
＋
3
.3
％
と
な
っ
て
い
る
が
、
主
な
項
目
別
の
寄

与
度
を
み
る
と
、
生
鮮
食
品
を
除
く
食
料
の
寄
与
度
が
大
き
い
。
ま
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
2
0
2
3
年
2
月
以
降
マ
イ
ナ
ス
の
寄
与
度
が
大
き
か
っ
た
が
、

2
0
2
4
年
2
月
以
降
マ
イ
ナ
ス
の
寄
与
度
は
小
さ
く
な
り
、
2
0
2
4
年
5
月
は
プ
ラ
ス
に
寄
与
し
て
い
る
。

19

-2
%

-1
%

0%1%2%3%4%5%

1月
3月
5月
7月
9月
11月
1月
3月
5月
7月
9月
11月
1月
3月
5月
7月
9月
11月
1月
3月
5月
7月
9月
11月
1月
3月
5月
7月
9月
11月
1月
3月
5月
7月
9月
11月
1月
3月
5月
7月
9月
11月
1月
3月
5月
7月
9月
11月
1月
3月
5月
7月
9月
11月
1月
3月
5月
7月
9月
11月
1月
3月
5月
7月
9月
11月
1月
3月
5月
7月
9月
11月
1月
3月
5月

2
0
1
2
年

2
0
1
3
年

2
0
1
4
年

2
0
1
5
年

2
0
1
6
年

2
0
1
7
年

2
0
1
8
年

2
0
1
9
年

2
0
2
0
年

2
0
2
1
年

2
0
2
2
年

2
0
2
3
年

2
0
2
4

年

消
費
者
物
価
指
数
（
持
家
の
帰
属
家
賃
を
除
く
総
合
）
の
前
年
同
月
比
の
主
な
項
目
別
寄
与
度
の
推
移

生
鮮

食
品

生
鮮

食
品

を
除
く

食
料

エ
ネ

ル
ギ

ー
通

信
料

（
携

帯
電

話
）

そ
の
他

持
家
の
帰
属
家
賃
を
除
く
総
合

2
0
2
4
年
5
月

持
ち

家
の

帰
属

家
賃

を
除

く
総

合
：

＋
3
.
3
％

（
寄

与
度

）
・
生

鮮
食

品
：

＋
0
.
4
％

・
生

鮮
食

品
を

除
く

食
料

：
＋
0
.
9
％

・
エ

ネ
ル

ギ
ー

：
＋
0
.
6
％

・
通

信
料

（
携

帯
電

話
）

：
＋
0
.
1
％

・
そ

の
他

：
＋
1
.
2
％

（
資
料

出
所
）
総
務
省
「
消

費
者
物
価
指
数
」
を
も
と
に
厚
生
労
働

省
労

働
基

準
局

に
て

作
成

。
（
注
）

１
．
各
項
目
の
寄
与

度
は
、
「
当
該
項
目
の
ウ
エ
イ
ト
／
持

家
の

帰
属

家
賃

を
除

く
総

合
の

ウ
エ

イ
ト
×
（

当
月

の
当

該
項

目
の

指
数

－
前

年
同

月
の

当
該

項
目

の
指

数
）

／
前

年
同

月
の

持
家

の
帰

属
家

賃
を

除
く

総
合

の
指
数
」
に
よ
り
算

出
。

２
．
「
そ
の
他
」
の

寄
与
度
は
、
持
家
の
帰
属
家
賃
を
除
く

総
合

の
前

年
同

月
比

か
ら

各
項

目
の

寄
与

度
を

控
除

し
た

残
差

と
し

て
計

算
。

３
．
「
エ
ネ
ル
ギ
ー

」
は
、
電
気
代
、
都
市
ガ
ス
代
、
プ
ロ

パ
ン

ガ
ス

、
灯

油
及

び
ガ

ソ
リ

ン
。

207



消
費
者
物
価
指
数
の
「
基
礎
的
・
選
択
的
支
出
項
目
別
指
数
」
の
推
移

20

○
消
費
者
物
価
指
数
の
「
基
礎
的
・
選
択
的
支
出
項
目
別
指
数
」
（
対
前
年
同
月
比
）
を
見
る
と
、
2
0
2
4
年
5
月
で
は
、
「
基
礎
的
支
出
項
目
」
は
＋

3
.7
％
、
「
選
択
的
支
出
項
目
」
は
＋
2
.5
％
と
な
っ
て
い
る
。

基
礎

的
支

出
項

目
3.

7 

選
択

的
支

出
項

目
2.

5 

-4-202468

1月
4月
7月

10月
1月
4月
7月

10月
1月
4月
7月

10月
1月
4月
7月

10月
1月
4月
7月

10月
1月
4月
7月

10月
1月
4月
7月

10月
1月
4月
7月

10月
1月
4月
7月

10月
1月
4月
7月

10月
1月
4月
7月

10月
1月
4月
7月

10月
1月
4月

20
12

年
20

13
年

20
14

年
20

15
年

20
16

年
20

17
年

20
18

年
20

19
年

20
20

年
20

21
年

20
22

年
20

23
年

20
24

年

消
費

者
物

価
指

数
（

基
礎

的
・選

択
的

支
出

項
目

別
指

数
）

の
推

移
（

対
前

年
同

月
比

）

基
礎

的
支

出
項

目
選

択
的

支
出

項
目

【2
02

4年
5月

】

（
％

）

（
資

料
出

所
）

総
務

省
「消

費
者

物
価

指
数

」
（

注
）

１
．

基
礎

的
支

出
項

目
（

必
需

品
的

な
も

の
）

とは
、支

出
弾

力
性

が
1.

00
未

満
の

支
出

項
目

で
あ

り、
食

料
、家

賃
、光

熱
費

、保
健

医
療

サ
ー

ビス
な

どが
該

当
。

選
択

的
支

出
項

目
（

贅
沢

品
的

な
も

の
）

とは
、支

出
弾

力
性

が
1.

00
以

上
の

支
出

項
目

で
あ

り、
教

育
費

、教
養

娯
楽

用
耐

久
財

、月
謝

な
どが

該
当

。
２

．
支

出
弾

力
性

とは
、消

費
支

出
総

額
が

１
％

変
化

す
る

時
に

各
財

・サ
ー

ビス
（

支
出

項
目

）
が

何
％

変
化

す
る

か
を

示
した

指
標

。
３

．
基

礎
的

支
出

項
目

・
選

択
的

支
出

項
目

別
指

数
は

、持
家

の
帰

属
家

賃
を

除
く総

合
か

ら作
成

され
て

い
る

。
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消
費
者
物
価
指
数
の
「
購
入
頻
度
階
級
別
指
数
」
の
推
移

○
消
費
者
物
価
指
数
の
「
購
入
頻
度
階
級
別
指
数
」
（
対
前
年
同
月
比
）
を
見
る
と
、
2
0
2
4
年
5
月
で
は
、
「
１
か
月
に
１
回
程
度
以
上
の
購
入
」
は

＋
5
.4
％
、
「
１
ヶ
月
に
１
回
程
度
未
満
の
購
入
」
は
＋
2
.5
％
と
な
っ
て
い
る
。

21

１
か

月
に

１
回

程
度

以
上

の
購

入
5.

4

１
か

月
に

１
回

程
度

未
満

の
購

入
2.

5

-6-4-20246810

1月
5月
9月
1月
5月
9月
1月
5月
9月
1月
5月
9月
1月
5月
9月
1月
5月
9月
1月
5月
9月
1月
5月
9月
1月
5月
9月
1月
5月
9月
1月
5月
9月
1月
5月
9月
1月
5月

20
12

年
20

13
年

20
14

年
20

15
年

20
16

年
20

17
年

20
18

年
20

19
年

20
20

年
20

21
年

20
22

年
20

23
年

20
24

年

消
費

者
物

価
指

数
（

購
入

頻
度

階
級

別
）

の
推

移
（

対
前

年
同

月
比

）

１
か

月
に

１
回

程
度

以
上

の
購

入
１

か
月

に
１

回
程

度
未

満
の

購
入

【2
02

4年
5月

】

（
％

）

（
資

料
出

所
）

総
務

省
「消

費
者

物
価

指
数

」
（

注
）

１
．

購
入

頻
度

階
級

別
指

数
は

、指
数

品
目

を
家

計
調

査
か

ら得
られ

る
１

世
帯

当
た

り購
入

頻
度

に
よ

って
区

分
し、

購
入

頻
度

の
階

級
区

分
別

に
指

数
を

作
成

した
も

の
。

２
．

購
入

頻
度

階
級

別
指

数
は

、持
家

の
帰

属
家

賃
を

除
く総

合
か

ら作
成

され
て

い
る

。
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22

倒
産
の
動
向
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倒
産
件
数
及
び
物
価
高
倒
産
件
数
の
推
移

（
資

料
出

所
）

中
小

企
業

庁
「2

02
4年

版
中

小
企

業
白

書
」、

帝
国

デ
ー

タバ
ンク

「全
国

企
業

倒
産

集
計

（
20

24
年

４
月

報
）

」、
「全

国
企

業
倒

産
集

計
（

20
24

年
５

月
報

）
」

※
本

文
の

下
線

は
厚

生
労

働
省

労
働

基
準

局
に

て
追

記
23

20
24

年
版

中
小

企
業

白
書

（
抜

粋
）

（
左

図
）

第
１

部
令

和
５

年
度

（
20

23
年

度
）

の
中

小
企

業
の

動
向

第
1-

2-
25

図
は

、「
全

国
企

業
倒

産
状

況
」を

用
い

て
、倒

産
件

数
の

推
移

を
見

た
も

の
で

あ
る

。こ
れ

を
見

る
と、

感
染

症
下

で
あ

る
20

20
年

か
ら

20
22

年
に

か
け

て
、資

金
繰

り支
援

等
の

各
種

施
策

に
よ

り、
倒

産
件

数
は

低
水

準
で

推
移

した
こと

が
分

か
る

。一
方

、直
近

の
20

23
年

に
お

い
て

は
感

染
拡

大
前

の
水

準
ま

で
増

加
し、

8,
69

0
件

とな
って

い
る

。

全
国

企
業

倒
産

集
計

（
20

24
年

５
月

報
）

（
抜

粋
）

（
右

図
）

「物
価

高
（

イン
フレ

）
倒

産
」は

、2
02

4年
５

月
に

99
件

（
前

年
同

月
67

件
、4

7.
8％

増
）

発
生

し、
過

去
最

多
だ

った
20

24
年

3月
（

10
6

件
）

に
次

ぐ高
水

準
とな

った
。業

種
別

に
み

る
と、

『建
設

業
』（

32
件

）
が

最
も

多
く、

『小
売

業
』（

19
件

）
、『

運
輸

・通
信

業
』（

16
件

）
が

続
い

た
。ま

た
、十

分
な

価
格

転
嫁

が
で

き
ず

経
営

破
綻

に
至

った
「値

上
げ

難
型

」の
倒

産
は

24
年

5
月

に
13

件
発

生
した

。

全
国

企
業

倒
産

集
計

（
20

24
年

４
月

報
）

（
抜

粋
）

20
23

年
度

の
「物

価
高

倒
産

」は
83

7
件

と全
倒

産
の

約
1

割
を

占
め

、過
去

最
多

を
更

新
。2

02
4

年
4

月
の

「円
安

倒
産

」は
5

件
判

明
し、

23
カ月

連
続

の
発

生
とな

った
。日

米
金

利
差

を
背

景
に

円
安

基
調

は
続

くと
み

られ
、今

後
も

関
連

倒
産

が
高

水
準

で
推

移
す

る
可

能
性

が
高

い
。
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原
因
別
倒
産
状
況
の
推
移

○
原
因
別
の
倒
産
状
況
を
見
る
と
、
「
販
売
不
振
」
が
最
も
多
く
な
っ
て
い
る
。

（
資

料
出

所
）

中
小

企
業

庁
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
「倒

産
の

状
況

」（
ht

tp
s:

//
w

w
w

.c
hu

sh
o.

m
et

i.g
o.

jp
/k

ou
ka

i/c
ho

us
a/

to
us

an
/)

（
注

）
1．

中
小

企
業

庁
に

お
い

て
、株

式
会

社
東

京
商

工
リサ

ー
チ

「全
国

企
業

倒
産

状
況

」の
調

査
結

果
を

、負
債

総
額

、資
本

金
別

、業
種

別
、原

因
別

で
倒

産
状

況
を

取
りま

とめ
て

い
る

も
の

。
２

．
倒

産
とは

、企
業

が
債

務
の

支
払

不
能

に
陥

った
り、

経
済

活
動

を
続

け
る

こと
が

困
難

に
な

った
状

態
とな

る
こと

。ま
た

、私
的

整
理

（
取

引
停

止
処

分
、内

整
理

）
も

倒
産

に
含

ま
れ

る
。

３
．

負
債

総
額

1,
00

0万
円

以
上

の
倒

産
が

対
象

。

放 漫 経 営

過 少 資 本

連 鎖 倒 産

し わ よ せ

既 往 の

低 下

信 用 性 の

販 売 不 振

回 収 難

売 掛 金

悪 化

在 庫 状 態

過 大

設 備 投 資

そ の 他

2
0
1
7
年

4
2
2

3
9
0

4
4
7

1
,
0
4
4

4
3

5
,
8
1
3

3
1

4
4
9

1
6
2

2
0
1
8
年

4
0
9

3
4
2

3
7
4

9
6
7

5
6

5
,
7
9
9

2
7

8
7
1

1
8
2

2
0
1
9
年

4
3
4

3
3
7

3
7
0

8
4
4

3
7

6
,
0
7
9

3
8

8
5
6

1
8
0

2
0
2
0
年

3
9
0

2
0
5

3
6
1

7
7
1

3
4

5
,
7
2
9

2
6

2
4
7

2
0
8

2
0
2
1
年

2
8
4

1
0
1

2
9
9

6
7
4

2
5

4
,
4
0
3

1
8

3
3
4

1
8
9

2
0
2
2
年

2
8
5

1
2
4

4
0
1

7
5
7

4
5

4
,
5
2
5

2
0

2
3
8

2
3
1

2
0
2
3
年

3
8
6

1
5
6

4
7
6

9
3
9

4
3

6
,
3
8
0

2
2

2
3
1

2
5
5

24
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倒
産
件
数
（
実
数
）
の
推
移

1,
00

0

1,
20

0

1,
40

0

1,
60

0

1,
80

0

2,
00

0

2,
20

0

2,
40

0

2,
60

0

１～３月

４～６月

７～９月

10～12月

１～３月

４～６月

７～９月

10～12月

１～３月

４～６月

７～９月

10～12月

１～３月

４～６月

７～９月

10～12月

１～３月

４～６月

７～９月

10～12月

１～３月

４～６月

７～９月

10～12月

１～３月

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

倒
産
件
数
（
実
数
）

25
0

2,
00

0

4,
00

0

6,
00

0

8,
00

0

10
,0

00

12
,0

00

14
,0

00

16
,0

00

18
,0

00

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

倒
産
件
数
（
実
数
）

【2
02

3年
】8

,6
90

件

（
資

料
出

所
）

東
京

商
工

リサ
ー

チ

【足
下

の
推

移
】

【長
期

的
な

推
移

】

○
倒
産
件
数
の
推
移
を
み
る
と
、
2
0
2
3
年
は
継
続
し
て
上
昇
し
て
い
る
。
一
方
、
長
期
的
に
は
減
少
傾
向
に
あ
る
。
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26

求
人
難
型

584159

後
継
者
難
型

42
9

倒
産
件
数
全
体
に
占
め
る
割
合
（
折
線
、
右
目
盛
）

0.
0%

2.
0%

4.
0%

6.
0%

8.
0%

10
.0

%

12
.0

%

0

10
0

20
0

30
0

40
0

50
0

60
0

70
0

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

要
因
別
に
み
た
人
手
不
足
関
連
倒
産
件
数
の
推
移

求
人
難
型

後
継
者
難
型

倒
産
件
数
全
体
に
占
め
る
割
合
（
折
線
、
右
目
盛
）

資
料
出
所
：
東
京
商
工
リ
サ
ー
チ
「
全
国
企
業
倒
産
状
況
」
を
も
と
に
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
に
て
作
成

（
注
）
負
債
額

1,
00

0万
円
以
上
を
集
計
し
た
も
の
。

（
件
）

要
因
別
で
み
た
人
手
不
足
関
連
倒
産
の
推
移

○
人
手
不
足
関
連
倒
産
件
数
の
推
移
を
み
る
と
、
2
0
2
1
年
は
前
年
の
2
0
2
0
年
を
下
回
っ
た
も
の
の
、
近
年
は
増
加
傾
向
に
あ

り
、
倒
産
件
数
全
体
に
占
め
る
人
手
不
足
関
連
倒
産
の
割
合
は
上
昇
し
て
い
る
。
ま
た
、
人
手
不
足
関
連
倒
産
の
要
因
は
、

「
後
継
者
難
型
」
が
最
も
多
い
。
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27

中
小
企
業
へ
の
支
援
・
経
済
対
策
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
価
格
対
策
等

215



よ
ろ

ず
支

援
拠

点
等

の
支

援
体

制
の

充
実

|3
5億

円
の

内
数

(3
7.

0億
円

の
内

数
)|

＜
11

2億
円

の
内

数
＞

各
都

道
府

県
に

設
置

した
よ

ろ
ず

支
援

拠
点

に
お

い
て

、働
き

方
改

革
や

賃
上

げ
、被

用
者

保
険

の
適

用
拡

大
な

どを
含

む
、多

様
な

経
営

相
談

に
対

して
、専

門
家

等
に

よ
る

相
談

対
応

を
実

施
。

地
方

公
共

団
体

に
よ

る
小

規
模

事
業

者
支

援
推

進
事

業
|1

0.
７

億
円

(1
0.

7億
円

)|
＜

2.
3億

円
＞

小
規

模
事

業
者

の
販

路
開

拓
や

生
産

性
向

上
の

取
組

等
を

都
道

府
県

が
支

援
す

る
際

、国
が

そ
の

実
行

に
係

る
都

道
府

県
経

費
の

一
部

を
支

援
。

中
小

企
業

省
力

化
投

資
補

助
事

業
＜

1,
00

0億
円

＞
構

造
的

な
人

手
不

足
の

解
決

に
向

け
て

、カ
タロ

グ
か

ら選
ぶ

簡
易

で
即

効
性

の
あ

る
省

力
化

投
資

を
支

援
。

中
小

企
業

生
産

性
革

命
推

進
事

業
＜

2,
00

0億
円

＞
(独

)中
小

企
業

基
盤

整
備

機
構

が
、生

産
性

向
上

に
取

り組
む

中
小

企
業

・小
規

模
事

業
者

の
設

備
投

資
、I

T導
入

、国
内

外
の

販
路

開
拓

、事
業

承
継

・引
継

ぎ
等

を継
続

的
に

支
援

。

中
小

企
業

の
生

産
性

向
上

等
に

係
る

支
援

策
|2

02
4年

度
当

初
予

算
額

（
20

23
年

度
当

初
予

算
額

）
|＜

20
23

年
度

補
正

予
算

額
＞

生
産

性
向

上
人

材
育

成
支

援
セ

ンタ
ー

に
よ

る支
援

訓
練

|5
43

億
円

の
内

数
(5

28
億

円
の

内
数

)|
「生

産
管

理
、I

oT
、ク

ラウ
ドの

活
用

」等
の

カリ
キ

ュラ
ム

を
、利

用
企

業
の

課
題

に
合

わ
せ

て
カス

タマ
イズ

し、
専

門
的

な
知

見
や

ノウ
ハ

ウを
有

す
る

民
間

機
関

等
を

活
用

して
実

施
。

人
材

開
発

支
援

助
成

金
等

に
よ

る
支

援
|6

40
億

円
(6

52
億

円
)|

人
材

開
発

支
援

助
成

金
に

よ
り、

事
業

主
等

が
雇

用
す

る
労

働
者

に
対

して
職

務
に

関
連

した
専

門
的

な
知

識
及

び
技

能
の

習
得

を
させ

る
た

め
の

職
業

訓
練

等
を

計
画

に
沿

って
実

施
した

場
合

等
に

、訓
練

経
費

や
訓

練
期

間
中

の
賃

金
の

一
部

等
を

助
成

。
人

材
確

保
等

支
援

助
成

金
に

よ
り、

中
小

企
業

者
に

対
して

労
働

環
境

の
向

上
を

図
る

た
め

の
事

業
を

行
う場

合
に

助
成

す
る

制
度

等
の

整
備

を
通

じて
、雇

用
管

理
改

善
等

に
取

り組
む

事
業

主
に

対
して

助
成

。
テ

レ
ワ

ー
ク

の
定

着
・促

進
に

向
け

た
支

援
|4

.4
億

円
(5

.6
億

円
)|

雇
用

型
テ

レ
ワ

ー
クに

つ
い

て
、ガ

イド
ライ

ン
の

周
知

、テ
レ

ワ
ー

ク相
談

セ
ン

ター
の

設
置

・運
営

、テ
レ

ワ
ー

ク導
入

に
係

る
助

成
、セ

ミナ
ー

の
開

催
等

に
よ

る
導

入
支

援
を

実
施

。

民
間

企
業

の
た

め
の

女
性

活
躍

促
進

事
業

|1
.9

億
円

(2
.3

億
円

)|
中

小
事

業
主

を
含

め
た

全
て

の
事

業
主

に
対

し、
女

性
活

躍
推

進
ア

ドバ
イザ

ー
に

よ
る

個
別

訪
問

・オ
ン

ライ
ン

等
に

よ
り企

業
に

お
け

る
女

性
活

躍
推

進
に

係
る

行
動

計
画

の
実

施
等

を
支

援
。

生
活

衛
生

業
関

連
施

策

業
務

改
善

助
成

金
|8

.2
億

円
(9

.9
億

円
)|

＜
18

0億
円

＞
事

業
場

内
最

低
賃

金
を

一
定

額
以

上
引

き
上

げ
る

とと
も

に
、生

産
性

向
上

に
資

す
る

設
備

投
資

等
を

行
っ

た
中

小
企

業
等

に
対

し、
その

設
備

投
資

等
に

要
した

費
用

の
一

部
を

助
成

。
働

き
方

改
革

推
進

支
援

助
成

金
|7

1.
0億

円
(6

8.
4億

円
)|

生
産

性
を

高
め

な
が

ら労
働

時
間

の
縮

減
等

に
取

り組
む

中
小

企
業

等
に

つ
い

て
、そ

の
取

組
に

要
す

る
費

用
を

助
成

。
働

き
方

改
革

推
進

支
援

事
業

|3
1.

4億
円

(3
6.

7億
円

)|
働

き
方

改
革

推
進

支
援

セ
ン

ター
に

お
い

て
、労

務
管

理
等

の
専

門
家

に
よ

る
窓

口
相

談
、企

業
の

取
組

事
例

や
労

働
関

係
助

成
金

の
活

用
方

法
な

どに
関

す
る

セ
ミナ

ー
等

を
実

施
。

日
本

政
策

金
融

公
庫

に
よ

る
企

業
活

力
強

化
貸

付
(働

き
方

改
革

推
進

支
援

資
金

)
最

低
賃

金
の

引
上

げ
に

取
り組

む
事

業
者

に
対

し、
設

備
・運

転
資

金
の

低
利

貸
し付

け
キ

ャリ
ア

ア
ップ

助
成

金
|1

,1
06

億
円

(8
29

億
円

)|
非

正
規

雇
用

労
働

者
の

正
社

員
転

換
、処

遇
改

善
を

実
施

した
事

業
主

に
対

し助
成

。
被

用
者

保
険

の
適

用
拡

大
に

当
た

って
の

周
知

・専
門

家
活

用
支

援
|7

.5
億

円
(7

.4
億

円
)

|
平

成
28

年
10

月
の

適
用

拡
大

の
際

に
は

、社
会

保
険

加
入

の
メリ

ット
や

働
き

方
の

変
化

に
つ

い
て

企
業

が
従

業
員

に
丁

寧
に

説
明

す
る

こと
が

、就
業

調
整

の
回

避
に

有
効

で
あ

った
。適

用
拡

大
を

更
に

進
め

る
に

当
た

り、
労

働
者

本
人

へ
の

周
知

・企
業

か
ら従

業
員

へ
の

説
明

支
援

の
た

め
の

取
組

を
行

う。

厚
生

労
働

省
関

連
施

策

経
済

産
業

省
関

連
施

策

①
も

の
づ

くり
・商

業
・サ

ー
ビ

ス
生

産
性

向
上

促
進

事
業

（
も

の
づ

くり
補

助
金

）
（

補
助

額
：

10
0万

～
１

億
円

、補
助

率
：

中
小

1/
2

小
規

模
2/

3）
…

革
新

的
な

サ
ー

ビス
開

発
・試

作
品

開
発

・生
産

プ
ロセ

ス
等

の
改

善
に

必
要

な
設

備
投

資
等

を
支

援

②
小

規
模

事
業

者
持

続
的

発
展

支
援

事
業

（
持

続
化

補
助

金
）

（
補

助
額

：
～

25
0万

円
、補

助
率

：
2/

3等
）

…
小

規
模

事
業

者
が

経
営

計
画

を
作

成
して

取
り組

む
販

路
開

拓
の

取
組

等
を

支
援

③
サ

ー
ビス

等
生

産
性

向
上

IT
導

入
支

援
事

業
（

IT
導

入
補

助
金

）
（

補
助

額
：

5万
～

45
0万

円
、補

助
率

：
1/

2~
3/

4）
…

中
小

企
業

・小
規

模
事

業
者

等
の

労
働

生
産

性
の

向
上

を
目

的
とし

て
、業

務
効

率
化

や
Ｄ

Ｘ
等

に
向

け
た

IT
ツー

ル
（

ソ
フト

ウェ
ア

、ア
プ

リ、
サ

ー
ビス

等
）

の
導

入
を

支
援

④
事

業
承

継
・引

継
ぎ

支
援

事
業

（
事

業
承

継
・引

継
ぎ

補
助

金
）

（
補

助
額

：
15

0万
～

60
0万

円
又

は
80

0万
円

、補
助

率
：

1/
2~

2/
3）

…
事

業
承

継
・M

&A
後

の
経

営
革

新
（

設
備

投
資

・販
路

開
拓

等
）

に
係

る
費

用
や

M
&A

時
の

専
門

家
活

用
に

係
る

費
用

、事
業

承
継

・M
&A

に
伴

う廃
業

等
に

係
る

費
用

を
支

援

・
日

本
政

策
金

融
公

庫
の

生
活

衛
生

貸
付

に
係

る
特

別
利

率
の

適
用

…
生

産
性

向
上

に
資

す
る

取
組

や
従

業
員

の
賃

上
げ

に
取

り組
む

事
業

者
に

対
し特

別
利

率
を

適
用

。
・

デ
ジ

タ
ル

化
推

進
事

業
＜

1.
7億

円
＞

…
好

事
例

の
展

開
等

に
よ

る
デ

ジ
タル

化
の

推
進

・
生

活
衛

生
関

係
営

業
収

益
力

向
上

事
業

|1
.0

億
円

(1
.0

億
円

)|
…

最
低

賃
金

の
ル

ー
ル

の
徹

底
を

図
る

とと
も

に
、同

時
に

事
業

継
承

や
イン

ボ
イス

制
度

に
関

す
る

セ
ミナ

ー
を

開
催

28
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名
称

20
23

年
度

応
募

・申
請

数
（

件
）

※
一

部
暫

定
値

20
23

年
度

実
績

（
件

）
※

一
部

暫
定

値

20
23

年
度

執
行

額
（

億
円

）
※

一
部

暫
定

値

も
の

づ
くり

・商
業

・サ
ー

ビス
生

産
性

向
上

促
進

事
業

（
も

の
づ

くり
補

助
金

）
16

,1
67

8,
06

9
ー

小
規

模
事

業
者

持
続

的
発

展
支

援
事

業
（

持
続

化
補

助
金

）
53

,3
08

31
,1

62
ー

サ
ー

ビス
等

生
産

性
向

上
IT

導
入

支
援

事
業

（
IT

導
入

補
助

金
）

93
,2

11
70

,7
42

ー

中
小

企
業

等
事

業
再

構
築

促
進

事
業

20
,0

28
7,

64
2

ー

業
務

改
善

助
成

金
19

,7
64

13
,6

03
15

1.
6

働
き

方
改

革
推

進
支

援
助

成
金

5,
17

1
4,

09
9

50
.3

キ
ャリ

ア
ア

ップ
助

成
金

72
,6

62
65

,5
90

52
1.

7

人
材

開
発

支
援

助
成

金
※

人
材

育
成

支
援

コー
ス

、教
育

訓
練

休
暇

等
付

与
コー

ス
、人

へ
の

投
資

促
進

コー
ス

、事
業

展
開

等
リス

キ
リン

グ
支

援
コー

ス
61

,9
89

38
,1

92
19

7.
2

人
材

確
保

等
支

援
助

成
金

※
中

小
企

業
団

体
助

成
コー

ス
、人

事
評

価
改

善
等

助
成

コー
ス

、テ
レ

ワー
クコ

ー
ス

41
16

4
1.

1

中
小
企
業
の
生
産
性
向
上
等
に
係
る
支
援
策
に
お
け
る
主
な
補
助
金
・
助
成
金
の
実
績

29
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業
務
改
善
助
成
金
の
執
行
状
況

※
事
業
費
を
除
い
た
業
務
改
善
助
成
金
の
み
の
予
算
を
記
載
。
（
）
内
の
数
値
は
、
事
業
費
を
含
め
た
金
額
。

※
四
捨
五
入
の
関
係
か
ら
、
数
値
が
一
致
し
な
い
場
合
が
あ
る
。

当
初
予
算
額

①

前
年
度
か
ら
の

繰
越
額

②

補
正
予
算
額

③

次
年
度
へ
の

繰
越
額

④

予
算
現
額

⑤
＝
①
＋
②
＋

③
－
④

執
行
額

⑥

執
行
率

（
％
）

⑥
／
⑤

20
23
年
度

7.
9

（
9.
9）

92
.6

（
97
.6
）

17
1.
7

（
17
9.
8）

94
.0

（
10
1.
9）

17
8.
2

（
18
5.
4）

15
1.
6

85
.0

20
22
年
度

9.
4

（
11
.9
）

12
0.
7

（
12
5.
7）

95
.0

（
10
0.
0）

92
.6

（
97
.6
）

13
2.
5

（
14
0.
0）

45
.8

34
.6

20
21
年
度

9.
4

（
11
.9
）

13
.7

(1
3.
7)

12
9.
8

（
13
5.
1）

12
0.
7

（
12
5.
7）

32
.2

（
35
.0
）

28
.9

89
.8

（
単
位
：
億
円
）

30
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業
務
改
善
助
成
金
の
都
道
府
県
別
実
績

31

（
件
）

2
0
2
1
年
度

2
0
2
2
年
度

2
0
2
3
年
度

2
0
2
1
年
度

2
0
2
2
年
度

2
0
2
3
年
度

北
海
道

1
2
0

2
0
1

6
4
5

滋
賀

9
5

1
3
1

2
3
9

青
森

3
7

6
2

1
6
9

京
都

6
0

8
5

1
8
6

岩
手

6
8

1
2
4

2
5
4

大
阪

2
3
8

3
5
8

1
,0
4
2

宮
城

4
5

5
9

1
9
6

兵
庫

1
0
8

2
6
0

5
7
7

秋
田

3
7

5
5

9
5

奈
良

4
9

7
2

1
6
3

山
形

6
5

7
4

1
4
7

和
歌
山

5
9

8
9

1
7
6

福
島

5
3

8
4

2
5
5

鳥
取

5
2

9
4

1
7
7

茨
城

9
0

1
0
1

2
1
7

島
根

3
5

4
5

1
6
1

栃
木

4
6

1
0
4

2
0
5

岡
山

9
3

1
0
4

2
6
6

群
馬

5
6

7
6

1
8
7

広
島

1
3
7

1
6
9

4
0
3

埼
玉

7
5

1
0
5

3
5
9

山
口

7
2

1
0
7

2
4
1

千
葉

1
1
5

1
2
1

2
4
2

徳
島

5
4

8
4

1
3
0

東
京

2
1
9

4
4
0

6
9
9

香
川

7
2

9
8

2
4
1

神
奈
川

1
7
1

2
7
4

4
3
7

愛
媛

6
5

9
6

1
7
3

新
潟

5
5

8
6

3
2
6

高
知

1
4

3
7

1
9
6

富
山

6
1

5
8

1
5
8

福
岡

1
9
5

2
1
9

5
3
9

石
川

5
4

7
8

1
8
9

佐
賀

3
8

3
2

2
1
1

福
井

8
0

9
1

2
5
4

長
崎

4
4

8
3

2
1
6

山
梨

1
7

3
3

1
2
8

熊
本

9
3

1
2
3

1
5
5

長
野

1
0
2

1
0
6

2
4
8

大
分

1
2
5

1
6
1

2
3
1

岐
阜

5
5

1
0
1

3
1
2

宮
崎

4
3

5
4

1
5
3

静
岡

1
6
4

1
8
1

3
2
4

鹿
児
島

2
5

4
2

1
2
2

愛
知

1
9
7

3
6
1

1
,0
9
0

沖
縄

5
3

8
2

2
2
0

三
重

5
8

7
2

2
4
9

全
国
計

3
,8
5
9

5
,6
7
2

1
3
,6
0
3
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20
21

 (
R

3)
 年
夏
以
降
の
業
務
改
善
助
成
金
の
累
次
の
要
件
緩
和
・
拡
充
等
に
つ
い
て

2
0
2
1
年

８
月
１
日
～

感
染
症
の
影
響
に
よ
り
特
に
業
況
が
厳
し
い
中
小
企

業
等
に
対
し
、
賃
金
引
上
げ
対
象
人
数
の
拡
大
（
最

大
７
人
以
上
→
1
0
人
以
上
）
に
よ
る
助
成
上
限
額
の

引
上
げ
（
最
大
4
5
0
万
円
→
6
0
0
万
円
）

助
成
対
象
と
な
る
設
備
投
資
の
範
囲
の
拡
大
（
定
員

1
1
人
以
上
の
自
動
車
、
パ
ソ
コ
ン
・
タ
ブ
レ
ッ
ト

等
）

2
0
2
1
年

1
0
月
１
日
～

助
成
対
象
と
な
る
人
材
育
成
・
教
育
訓
練
費
用
の
要

件
緩
和
（
例
：
外
部
団
体
が
行
う
研
修
等
の
受
講
費

の
上
限
3
0
万
円
→
5
0
万
円
）

手
続
の
簡
素
化
（
申
請
に
必
要
な
賃
金
台
帳
の
対
象

者
を
全
労
働
者
か
ら
賃
上
げ
対
象
者
に
限
定
）

2
0
2
2
年

１
月
1
3
日
～

感
染
症
の
影
響
に
よ
り
特
に
業
況
が
厳
し
い
中
小
企

業
等
に
対
し
、
生
産
性
向
上
に
資
す
る
設
備
投
資
等

に
「
関
連
す
る
費
用
」
（
広
告
宣
伝
費
、
机
・
椅
子

の
増
設
等
）
も
助
成
対
象
と
し
て
認
め
る
特
例
コ
ー

ス
を
新
設
。
（
※
）

2
0
2
2
年

９
月
１
日
～

特
例
的
に
拡
充
し
て
き
た
設
備
投
資
等
の
範
囲
が
適

用
さ
れ
る
事
業
者
に
つ
い
て
、
原
材
料
費
等
の
高
騰

の
影
響
を
受
け
て
い
る
事
業
者
に
も
拡
充
・
設
備
の

範
囲
を
拡
充
（
定
員
７
人
以
上
又
は
車
両
本
体
価
格

2
0
0
万
円
以
下
の
自
動
車
、
パ
ソ
コ
ン
・
タ
ブ
レ
ッ
ト

等
）

最
低
賃
金
が
相
対
的
に
低
い
地
域
の
事
業
者
に
対
し

て
助
成
率
を
引
上
げ

2
0
2
2
年

1
2
月
1
2
日
～

特
に
最
賃
引
上
げ
が
困
難
と
考
え
ら
れ
る
「
事
業
場

規
模
3
0
人
未
満
の
事
業
者
」
に
対
し
て
、
助
成
上
限

額
を
引
上
げ

特
例
的
に
拡
充
し
て
き
た
設
備
投
資
等
の
範
囲
が
適

用
さ
れ
る
事
業
者
に
つ
い
て
、
生
産
性
向
上
に
資
す

る
設
備
投
資
等
に
「
関
連
す
る
経
費
」
の
支
出
も
認

め
る

事
業
場
規
模
を
1
0
0
人
以
下
と
す
る
要
件
を
廃
止

＜
2
0
2
1
年
度
＞

＜
2
0
2
2
年
度
＞

※
特
例
コ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
2
0
2
3
年
１
月
3
1
日
で
申
請
受
付
を
終
了
。

＜
2
0
2
3
年
度
＞

2
0
2
3
年

８
月
3
1
日
～

対
象
と
な
る
事
業
場
を
地
域
別
最
低
賃
金
「
＋
3
0
円

以
内
」
か
ら
「
＋
5
0
円
以
内
」
に
拡
大

事
業
場
規
模
5
0
人
未
満
の
事
業
者
に
お
け
る
特
定
の

期
間
の
賃
金
の
引
上
げ
に
つ
い
て
、
引
上
げ
後
の
申

請
を
可
能
と
す
る
（
2
0
2
4
年
１
月
3
1
日
申
請
分
ま

で
）

事
業
場
内
最
低
賃
金
別
の
助
成
率
区
分
の
金
額
を
引

き
上
げ
る

2
0
2
4
(R
6
)
年
度
に
お
い
て
は
、
以
下
の
要
件
見
直
し
を
実
施

2
0
2
4
年
４
月
１
日
～

生
産
量
要
件
（
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
特
に
業
況
が
厳
し
い
中
小
企
業
）
の
特
例
を
廃
止

特
例
事
業
者
の
「
関
連
す
る
経
費
」
に
係
る
支
給
を
廃
止

申
請
の
同
一
年
度
内
「
２
回
」
を
「
１
回
」
に
変
更

32
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事
業

概
要

：
事

業
承

継
・M

&
A後

の
経

営
革

新
（

設
備

投
資

・販
路

開
拓

等
）

に
係

る
費

用
を

支
援

補
助

率
：

1/
2～

2/
3

補
助

上
限

：
最

大
60

0万
円

⇒
 一

定
水

準
以

上
の

賃
上

げ
で

上
限

額
を

最
大

80
0万

円
に

引
上

げ
加

点
措

置
：

事
業

場
内

最
低

賃
金

＋
30

円
の

場
合

実
施

事
業

概
要

：
構

造
的

な
人

手
不

足
の

解
決

に
向

け
て

、カ
タロ

グ
か

ら選
ぶ

簡
易

で
即

効
性

の
あ

る
省

力
化

投
資

を
支

援
。

補
助

率
：

1/
2

補
助

上
限

：
最

大
10

00
万

円
⇒

一
定

水
準

以
上

の
賃

上
げ

で
上

限
額

を
最

大
1,

50
0万

円
に

引
き

上
げ

【2
02

3
(R

5)
年

度
補

正
1,

00
0億

円
】

•
中

小
企

業
の

大
胆

な
賃

上
げ

を
促

す
た

め
、各

種
補

助
金

に
お

い
て

賃
上

げ
を

行
った

場
合

の
イ

ン
セ

ン
テ

ィブ
措

置
（

補
助

上

限
・補

助
率

の
引

上
げ

等
）

を
設

け
て

い
る

。

•
事

業
承

継
・引

継
ぎ

補
助

金
(経

営
革

新
事

業
)に

つ
い

て
は

、現
在

公
募

な
し。

賃
上

げ
を

後
押

しす
る

予
算

措
置

【2
02

3
(R

5)
年

度
補

正
予

算
】

＜
中

小
企

業
省

力
化

投
資

補
助

金
＞

＜
事

業
承

継
・引

継
ぎ

補
助

金
＞

(経
営

革
新

事
業

)
【生

産
性

革
命

推
進

事
業

20
23

(R
5)

年
度

補
正

2,
00

0億
円

の
内

数
】

33

典
も
ご
教
示
く
だ
さ
い
。

修
正
い
た
し
ま
し
た
。
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カ
タ

ロ
グ

を
通

じた
汎

用
製

品
（

Io
T、

ロ
ボ

ット
等

）
の

導
入

支
援

イ
メ

ー
ジ

省
力

化
補

助
金

※
独

立
行

政
法

人
中

小
企

業
基

盤
整

備
機

構

中
小

企
業
等

国

基
金

造
成

再
構

築
補

助
金

（
既

存
）

中
小

企
業
等

※
R5

補
正

か
ら3

年
間

に
渡

って
実

施

再
構

築
基

金
の

事
業

ス
キ

ー
ム

（
矢

印
：

資
金

の
流

れ
）

中
小

企
業

省
力

化
投

資
補

助
事

業
20

23
年

度
補

正
予

算
額

1,
00

0億
円

（
中

小
企

業
等

事
業

再
構

築
促

進
事

業
を

再
編

して
総

額
50

00
億

円
規

模
）

変
革

期
間

か
ら3

年
間

に
お

い
て

、人
手

不
足

に
苦

しむ
中

小
企

業
の

省
力

化
投

資
を

強
力

に
支

援
。

カ
タ

ロ
グ

か
ら選

ぶ
よ

うな
汎

用
製

品
※

の
導

入
を

補
助

す
る

こと
で

、簡
易

で
即

効
性

が
あ

る
支

援
措

置
を

新
た

に
実

施
す

る
。

※
個

々
の

事
業

の
実

情
に

合
わ

せ
た

効
率

化
・高

度
化

に
つ

い
て

も
措

置
を

講
じ、

一
体

的
に

運
用

補
助

上
限

額
補

助
率

従
業

員
数

5名
以

下
20

0万
円

(3
00

万
円

)
従

業
員

数
6~

20
名

50
0万

円
(7

50
万

円
)

従
業

員
数

21
名

以
上

10
00

万
円

(1
50

0万
円

)

※
賃

上
げ

要
件

を
達

成
した

場
合

、（
）

内
の

値
に

補
助

上
限

額
を

引
き

上
げ

1/
2

・検
品

・仕
分

け
シ

ス
テ

ム
・無

人
搬

送
ロボ

ット ・キ
ャッ

シ
ュレ

ス
型

自
動

券
売

機

ht
tp

s:/
/jp

.fr
ee

pi
k.

co
m

/f
re

e-
ph

ot
o/

au
to

m
at

ed
-g

ui
de

d-
ve

hi
cle

-
lo

ad
in

g-
bo

xe
s_

18
32

14
21

.h
tm

#q
ue

ry
=a

gv
&

po
sit

io
n=

14
&

fro
m

_v
ie

w
=k

ey
w

or
d

&
tr

ac
k=

sp
h

著
作
者
：

us
er

67
02

30
3／
出
典
：

Fr
ee

pi
k

ht
tp

s:/
/jp

.fr
ee

pi
k.

co
m

/f
re

e-
ve

ct
or

/s
m

ar
t-i

nd
us

tr
y-

ico
n_

23
18

26
71

.h
tm

#q
ue

ry
=%

E6
%

A4
%

9C
%

E5
%

93
%

81
%

E8
%

A3
%

85
%

E
7%

BD
%

AE
&

po
sit

io
n=

31
&

fro
m

_v
ie

w
=s

ea
rc

h&
tr

ac
k=

ai
s

著
作
者
：

m
ac

ro
ve

ct
or
／
出
典
：

Fr
ee

pi
k

提
供
：
ピ
ク
ス
タ

ht
tp

s:/
/p

ixt
a.

jp
/il

lu
st

ra
tio

n/
91

44
64

48

34
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事
業

承
継

・引
継

ぎ
補

助
金

【生
産

性
革

命
推

進
事

業
（

20
23

年
度

補
正

予
算

2,
00

0億
円

）
の

内
数

】

•
事

業
承

継
や

M
＆

Aに
係

る
設

備
投

資
等

、M
&

A時
の

専
門

家
活

用
に

係
る

費
用

(フ
ァイ

ナ
ンシ

ャル
ア

ドバ
イザ

ー
(F

A)
や

仲
介

に
係

る
費

用
、デ

ュー
・デ

ィリ
ジ

ェン
ス

、セ
カン

ド・
オ

ピニ
オ

ン、
表

明
保

証
保

険
料

等
)を

補
助

。
•

複
数

の
中

小
企

業
を

子
会

社
化

し、
優

良
な

経
営

資
源

を
提

供
して

グ
ル

ー
プ

一
体

とな
って

成
長

を
目

指
す

「中
小

企
業

の
グ

ル
ー

プ
化

」を
支

援
す

る
た

め
、経

営
革

新
枠

に
お

い
て

、複
数

の
中

小
企

業
が

グ
ル

ー
プ

全
体

の
生

産
性

を
向

上
させ

る
た

め
の

投
資

を
行

お
うと

す
る

場
合

、グ
ル

ー
プ

一
体

とし
て

申
請

で
き

る
よ

うに
運

用
を

変
更

。

補
助

上
限

補
助

率

対
象

経
費

要
件

60
0万

円

経
営

資
源

引
継

ぎ
型

創
業

や
事

業
承

継
(親

族
内

承
継

実
施

予
定

者
を

含
む

)、
M

&A
を

過
去

数
年

以
内

に
行

った
者

、又
は

補
助

事
業

期
間

中
に

行
う予

定
の

者

補
助

事
業

期
間

に
経

営
資

源
を

譲
り渡

す
、又

は
譲

り
受

け
る

者
事

業
承

継
や

M
&A

の
検

討
・実

施
等

に
伴

って
廃

業
等

を
行

う者

１
／

２
・２

／
３

＊

＊
中

小
企

業
者

等
の

うち
、①

小
規

模
、②

営
業

利
益

率
の

低
下

(物
価

高
影

響
等

)、
③

赤
字

、④
再

生
事

業
者

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

場
合

：
２

／
３

15
0万

円
＊

＊
経

営
革

新
事

業
、専

門
家

活
用

事
業

と併
用

申
請

す
る

場
合

は
、そ

れ
ぞ

れ
の

補
助

上
限

に
加

算

店
舗
等
借
入
費
、
設
備
費
、
原
材
料
費
、
産

業
財
産
権
等
関
連
経
費
、
謝
金
、
旅
費
、
外

注
費
、
委
託
費
、
広
報
費

買
手

支
援

型
：

２
／

３
売

手
支

援
型

：
１

／
２

・２
／

３
＊

＊
①

赤
字

、②
営

業
利

益
率

の
低

下
(物

価
高

影
響

等
）

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

場
合

：
２

／
３

謝
金

、旅
費

、外
注

費
、委

託
費

、シ
ス

テ
ム

利
用

料
、

保
険

料

１
／

２
・２

／
３

＊

＊
経

営
革

新
事

業
、専

門
家

活
用

事
業

と併
用

申
請

す
る

場
合

は
、各

事
業

に
お

け
る

事
業

費
の

補
助

率

経
営

革
新

枠
専
門
家
活
用
枠

廃
棄

・再
チ

ャレ
ンジ

枠

60
0~

80
0万

円
＊

＊
一

定
の

賃
上

げ
を

実
施

す
る

場
合

、補
助

上
限

を
80

0万
円

に
引

き
上

げ

廃
業

支
援

費
、在

庫
廃

棄
費

、解
体

費
、原

状
回

復
費

、リ
ー

ス
の

解
約

費
、移

転
・移

設
費

用
（

併
用

申
請

の
場

合
の

み
）

（
グ

ル
ー

プ
申

請
を

新
設

）

35
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（
１

－
３

）
賃

上
げ

促
進

税
制

の
拡

充
及

び
延

長
（

所
得

税
・法

人
税

・法
人

住
民

税
・事

業
税

）

•
３

０
年

ぶ
りの

高
い

水
準

の
賃

上
げ

率
を

一
過

性
の

も
の

とせ
ず

、構
造

的
・持

続
的

な
賃

上
げ

を
実

現
す

る
こと

を
目

指
す

。

大 企 業 中 小 企 業

※
１

「資
本

金
10

億
円

以
上

か
つ

従
業

員
数

1,
00

0人
以

上
」又

は
「従

業
員

数
2,

00
0人

超
」の

い
ず

れ
か

に
当

て
は

ま
る

企
業

は
、マ

ル
チ

ス
テ

ー
ク

ホ
ル

ダ
ー

方
針

の
公

表
及

び
そ

の
旨

の
届

出
を

行
うこ

と
が

適
用

の
条

件
。そ

れ
以

外
の

企
業

は
不

要
。

※
２

従
業

員
数

2,
00

0人
以

下
の

企
業

（
そ

の
法

人
及

び
そ

の
法

人
との

間
に

そ
の

法
人

に
よ

る
支

配
関

係
が

あ
る

法
人

の
従

業
員

数
の

合
計

が
１

万
人

を
超

え
る

も
の

を
除

く。
）

が
適

用
可

能
。

た
だ

し、
資

本
金

10
億

円
以

上
か

つ
従

業
員

数
1,

00
0人

以
上

の
企

業
は、

マ
ル

チ
ス

テ
ー

ク
ホ

ル
ダ

ー
方

針
の

公
表

及
び

そ
の

旨
の

届
出

が
必

要
。

※
３

中
小

企
業

者
等

（
資

本
金

１
億

円
以

下
の

法
人

、農
業

協
同

組
合

等
）

又
は

従
業

員
数

1,
00

0人
以

下
の

個
人

事
業

主
が

適
用

可
能

。
※

４
継

続
雇

用
者

とは
、適

用
事

業
年

度
及

び
前

事
業

年
度

の
全

月
分

の
給

与
等

の
支

給
を

受
け

た
国

内
雇

用
者

（
雇

用
保

険
の

一
般

被
保

険
者

に
限

る
）

。
※

５
全

雇
用

者
とは

、雇
用

保
険

の
一

般
被

保
険

者
に

限
られ

な
い

全
て

の
国

内
雇

用
者

。
※

６
税

額
控

除
額

の
計

算
は

、全
雇

用
者

の
前

事
業

年
度

か
ら適

用
事

業
年

度
の

給
与

等
支

給
増

加
額

に
税

額
控

除
率

を
乗

じて
計

算
。た

だ
し、

控
除

上
限

額
は

法
人

税
額

等
の

20
％

。
※

７
教

育
訓

練
費

の
上

乗
せ

要
件

は
、適

用
事

業
年

度
の

教
育

訓
練

費
の

額
が

適
用

事
業

年
度

の
全

雇
用

者
に

対
す

る
給

与
等

支
給

額
の

0.
05

％
以

上
で

あ
る

場
合

に
限

り、
適

用
可

能
。

※
８

繰
越

税
額

控
除

を
す

る
事

業
年

度
に

お
い

て
、全

雇
用

者
の

給
与

等
支

給
額

が
前

年
度

よ
り増

加
して

い
る

場
合

に
限

り、
適

用
可

能
。

中 堅 企 業

継
続

雇
用

者
※

４

給
与

等
支

給
額

（
前

年
度

比
）

税
額

控
除

率
※

６

教
育

訓
練

費
※

７

（
前

年
度

比
）

税
額

控
除

率
両

立
支

援
・

女
性

活
躍

税
額

控
除

率
最

大
控

除
率

＋
３

％
10

％

＋
10

％
５

％
上

乗
せ

プ
ラ

チ
ナ

くる
み

ん
ｏ

ｒ
プ

ラ
チ

ナ
え

る
ぼ

し
５

％
上

乗
せ

35
％

＋
４

％
15

％
＋

５
％

20
％

＋
７

％
25

％
※
１

※
２

※
３

継
続

雇
用

者
給

与
等

支
給

額
（

前
年

度
比

）

税
額

控
除

率
教

育
訓

練
費

（
前

年
度

比
）

税
額

控
除

率
両

立
支

援
・

女
性

活
躍

税
額

控
除

率
最

大
控

除
率

＋
３

％
10

％
＋

10
％

５
％

上
乗

せ
プ

ラ
チ

ナ
くる

み
ん

ｏ
ｒ

え
る

ぼ
し三

段
階

目
以

上
５

％
上

乗
せ

35
％

＋
４

％
25

％

継
続

雇
用

者
給

与
等

支
給

額
（

前
年

度
比

）

税
額

控
除

率
教

育
訓

練
費

（
前

年
度

比
）

税
額

控
除

率
最

大
控

除
率

＋
３

％
15

％

＋
20

％
５

％
上

乗
せ

30
％

＋
４

％
25

％
ー

ー
ー

ー

全
雇

用
者

※
５

給
与

等
支

給
額

（
前

年
度

比
）

税
額

控
除

率
教

育
訓

練
費

（
前

年
度

比
）

税
額

控
除

率
両

立
支

援
・

女
性

活
躍

税
額

控
除

率
最

大
控

除
率

＋
1.

5％
15

％
＋

５
％

10
％

上
乗

せ
くる

み
ん

ｏ
ｒ

え
る

ぼ
し二

段
階

目
以

上
５

％
上

乗
せ

45
％

＋
2.

5％
30

％

全
雇

用
者

給
与

等
支

給
額

（
前

年
度

比
）

税
額

控
除

率
教

育
訓

練
費

（
前

年
度

比
）

税
額

控
除

率
最

大
控

除
率

＋
1.

5％
15

％
＋

10
％

10
％

上
乗

せ
40

％
＋

2.
5％

30
％

改
正

後
【措

置
期

間
：

３
年

間
】

改
正

前
【措

置
期

間
：

２
年

間
】

中
小

企
業

は
、賃

上
げ

を実
施

した
年

度
に

控
除

しき
れ

な
か

った
金

額
の

５
年

間
の

繰
越

しが
可

能
※

８
。

経
済
産
業
関
係

20
24
年
度

税
制
改
正
に
つ
い
て
（
抜
粋
） 36
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6月
ま

で
の

コロ
ナ

資
金

繰
り支

援
に

つ
い

て

政 府 系 金 融 機 関

日
本

公
庫

等
の

コロ
ナ

特
別

貸
付

（
売

上
▲

5％
等

災
害

貸
付

金
利

▲
0.

9％
）

日
本

公
庫

等
の

コロ
ナ

資
本

性
劣

後
ロ

ー
ン

20
23

年
9月

末
20

24
年

3月
末

金
利

引
下

げ
幅

を縮
小

の
上

、6
ヶ月

延
長

（
売

上
▲

5％
等

災
害

貸
付

金
利

▲
0.

5％
）

※
5年

貸
付

中
小

事
業

：
0.

8％
国

民
事

業
：

0.
8％

20
24

年
3月

現
在

、貸
付

期
間

5年
の

場
合

6月
末

限
度

額
を

引
上

げ
(1

0億
→

15
億

)
の

うえ
、6

ヵ月
延

長

6月
末

ま
で

延
長

6月
ま

で
延

長

コロ
ナ

借
換

保
証

（
10

0%
保

証
は

10
0%

保
証

で
借

換
）

（
保

証
料

0.
2%

、上
限

1億
円

、保
証

期
間

10
年

）

コロ
ナ

セ
ー

フテ
ィネ

ット
保

証
4号

（
売

上
▲

20
%

、1
00

%
保

証
）

借
換

目
的

で
の

利
用

は
継

続
（

20
24

年
3月

末
ま

で
継

続
）

※
新

規
融

資
の

み
で

の
利

用
は

終
了

（ 信 用 保 証 制 度 ）

民 間 金 融 機 関

6月
末

ま
で

延
長

6月
末

ま
で

延
長

民
間

ゼ
ロ

ゼ
ロ

融
資

の
返

済
開

始
の

最
後

の
ピー

ク（
本

年
4月

）
に

万
全

を
期

す
た

め
、①

コロ
ナ

資
金

繰
り支

援
を

本
年

6月
末

ま
で

延
長

す
る

とと
も

に
、②

経
営

改
善

・再
生

支
援

を
強

化
す

る
。

本
年

7月
以

降
は

、コ
ロ

ナ
前

の
支

援
水

準
に

戻
しつ

つ
（

例
え

ば
、日

本
公

庫
等

の
コロ

ナ
特

別
貸

付
の

金
利

引
下

げ
幅

を縮
減

）
、経

営
改

善
・再

生
支

援
に

重
点

を
置

い
た

資
金

繰
り支

援
を

基
本

とす
る

方
向

。そ
の

た
め

、6
月

末
ま

で
施

策
の

積
極

的
活

用
を

促
進

。
た

だ
し、

令
和

6年
能

登
半

島
地

震
の

被
災

地
域

に
つ

い
て

は
配

慮
が

必
要

。

※
災

害
貸

付
金

利
を適

用
（

金
利

▲
0.

5％
を廃

止
）

した
上

で
継

続

※
総

合
経

済
対

策
（

令
和

5
年

11
月

）
に

基
づ

き利
用

を
促

進

※
能

登
半

島
地

震
の

被
災

地
域

に
つ

い
て

は
配

慮

（
注

）
経

営
改

善
サ

ポ
ー

ト保
証

（
コロ

ナ
対

応
）

（
10

0%
保

証
は

10
0%

保
証

で
借

換
、保

証
料

0.
2%

、上
限

2.
8億

円
、保

証
期

間
15

年
）

も
同

様
に

延
長

（
注

）
物

価
高

騰
対

策
等

とし
て

実
施

して
い

る
日

本
公

庫
等

の
セ

ー
フテ

ィネ
ット

貸
付

の
利

下
げ

措
置

も
同

様
に

延
長

37
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パ
ー

トナ
ー

シ
ップ

構
築

宣
言

は
、「

発
注

者
」の

立
場

か
ら、

「代
表

者
の

名
前

」で
、サ

プ
ラ

イ
チ

ェー
ン

全
体

の
付

加
価

値
向

上
や

望
ま

しい
取

引
慣

行
の

遵
守

等
に

つ
い

て
自

主
的

に
宣

言
・公

表
す

る
こと

で
、取

引
適

正
化

に
関

す
る

社
内

へ
の

意
識

徹
底

、
取

引
先

か
らの

取
組

の
見

え
る

化
等

を
図

り、
サ

プ
ライ

チ
ェー

ン全
体

の
共

存
共

栄
を

図
る

取
組

。
※

「未
来

を
拓

くパ
ー

トナ
ー

シ
ップ

構
築

推
進

会
議

（
PS

会
議

）
」（

20
20

年
5月

）
に

お
い

て
、導

入
を

決
定

。
※

宣
言

の
公

表
は

賃
上

げ
促

進
税

制
（

大
企

業
向

け
）

の
要

件
で

あ
り、

国
・地

方
の

補
助

金
の

加
点

要
素

に
も

な
って

い
る

。

PS
会

議
で

は
、関

係
省

庁
・経

済
界

が
一

堂
に

会
し、

経
産

省
か

らパ
ー

トナ
ー

シ
ップ

宣
言

企
業

の
取

引
先

（
下

請
企

業
）

に
対

す
る

調
査

結
果

を
報

告
し、

今
後

の
課

題
や

対
応

の
方

向
性

を
示

す
とと

も
に

、宣
言

の
拡

大
や

取
引

適
正

化
に

向
け

た
経

済
界

や
各

省
庁

の
姿

勢
を

確
認

。

【共
同

議
長

】経
済

産
業

大
臣

、内
閣

府
特

命
担

当
大

臣
（

経
済

財
政

政
策

）
【構

成
員

】厚
労

大
臣

、農
水

大
臣

、国
交

大
臣

、内
閣

官
房

副
長

官
（

政
務

）
、経

団
連

会
長

、日
商

会
頭

、連
合

会
長

※
第

５
回

は
、臨

時
議

員
とし

て
全

国
知

事
会

・村
井

会
長

（
宮

城
県

知
事

）
及

び
矢

田
補

佐
官

が
出

席
。

「パ
ー

ト
ナ

ー
シ

ップ
構

築
宣

言
」に

つ
い

て

２
．

未
来

を
拓

くパ
ー

トナ
ー

シ
ップ

構
築

推
進

会
議

（
PS

会
議

）

第
1回

は
20

20
年

5月
、第

2回
は

20
20

年
11

月
、第

3回
は

20
22

年
2月

、第
４

回
は

20
22

年
10

月
11

日
、

第
5回

は
20

23
年

12
月

21
日

に
開

催
。

（
１

）
サ

プ
ライ

チ
ェー

ン全
体

の
共

存
共

栄
と新

た
な

連
携

（
オ

ー
プ

ンイ
ノベ

ー
シ

ョン
、I

T実
装

、グ
リー

ン化
等

）
（

２
）

下
請

企
業

との
望

ま
しい

取
引

慣
行

（
「振

興
基

準
」）

の
遵

守
、特

に
、取

引
適

正
化

の
重

点
5課

題
（

※
）

へ
の

取
組

※
①

価
格

決
定

方
法

の
適

正
化

、②
型

取
引

の
適

正
化

、③
支

払
条

件
の

改
善

、④
知

的
財

産
・ノ

ウハ
ウの

保
護

、
⑤

働
き

方
改

革
に

伴
うし

わ
寄

せ
防

止

１
．

宣
言

の
骨

子

38
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39

0

10
00

0

20
00

0

30
00

0

40
00

0

50
00

0

60
00

0

20
20

年
20

21
年

20
22

年
20

23
年

20
24

年

宣言企業数

資
本

金
3億

円
超

資
本

金
3億

円
以

下

0

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

20
20

年
20

21
年

20
22

年
20

23
年

20
24

年

資
本

金
3億

円
超

20
24

年
６

月
14

日
時

点
で

48
,1

45
社

が
宣

言
（

うち
、資

本
金

3億
円

超
の

大
企

業
は

2,
37

1社
）
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20
24
年
３
月

13
日
政
労
使
の

意
見
交
換
資
料
（
一
部
改
変
） 40
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20
24
年
３
月

13
日
政
労
使
の

意
見
交
換
資
料
（
一
部
改
変
） 41
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価
格
交
渉
促
進
月
間
（

20
24
年
３
月
）

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
調
査
結
果

20
24
年

6月
21
日

中
小
企
業
庁

（
一
部
抜
粋
）

42
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20
24

年
3月

価
格

交
渉

促
進

月
間

フォ
ロ

ー
ア

ップ
調

査
の

概
要

①
ア

ン
ケ

ー
ト調

査
○

調
査

の
内

容
中

小
企

業
等

に
、2

02
3年

10
月

～
20

24
年

3月
末

ま
で

の
期

間
に

お
け

る
、発

注
企

業
（

最
大

3社
分

）
との

間
の

価
格

交
渉

・転
嫁

の
状

況
を

問
うア

ンケ
ー

ト票
を

送
付

。
調

査
票

の
配

布
先

の
業

種
は

、経
済

セ
ンサ

ス
の

産
業

別
法

人
企

業
数

の
割

合
（

Bt
oC

取
引

が
中

心
の

業
種

を除
く）

を
参

考
に

して
抽

出
。

○
配

布
先

の
企

業
数

30
万

社
○

調
査

期
間

20
24

年
4月

18
日

～
5月

31
日

○
回

答
企

業
数

46
,4

61
社

（
※

回
答

か
ら抽

出
され

る
発

注
企

業
数

は
延

べ
67

,3
90

社
）

（
参

考
：

20
23

年
9月

調
査

：
36

,1
02

社
（

延
べ

44
,0

59
社

）
20

23
年

３
月

調
査

：
17

,2
92

社
（

延
べ

20
,7

22
社

)
○

回
収

率
15

.5
％

（
※

回
答

企
業

数
/配

布
先

の
企

業
数

）
（

参
考

：
20

23
年

9月
調

査
：

12
.0

％
、2

02
3年

３
月

調
査

：
5.

8％
)

•
原

材
料

費
や

エ
ネ

ル
ギ

ー
費

、労
務

費
等

が
上

昇
す

る
中

、多
くの

中
小

企
業

が
価

格
交

渉
・価

格
転

嫁
で

き
る

環
境

整
備

の
た

め
、

20
21

年
9月

よ
り毎

年
9月

と3
月

を
「価

格
交

渉
促

進
月

間
」と

設
定

。2
02

4年
3月

で
6回

目
。

•
成

果
を

確
認

す
る

た
め

、各
「月

間
」の

終
了

後
、価

格
交

渉
・価

格
転

嫁
それ

ぞ
れ

の
実

施
状

況
に

つ
い

て
、中

小
企

業
に

対
して

「①
ア

ン
ケ

ー
ト調

査
、②

下
請

Ｇ
メ

ン
に

よ
る

ヒア
リン

グ
」を

実
施

。必
要

に
応

じて
大

臣
名

で
の

指
導

・助
言

等
に

繋
げ

て
い

く。

②
下

請
G

メ
ン

に
よ

る
ヒア

リン
グ

調
査

○
調

査
の

内
容

発
注

企
業

との
間

に
お

け
る

価
格

交
渉

の
内

容
や

転
嫁

状
況

等
に

つ
い

て
、全

国
の

中
小

企
業

か
ら広

くヒ
アリ

ング
を

実
施

。
○

調
査

期
間

20
24

年
5月

15
日

～
6月

28
日

（
予

定
）

○
ヒア

リン
グ

件
数

約
2,

00
0社

（
予

定
）

43
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7.
8％

交
渉

を
希

望
した

が
、

行
わ

れ
な

か
った

10
.3

％

価
格

交
渉

の
状

況

9月直
近

６
ヶ月

間
に

お
け

る
価

格
交

渉
の

状
況

n=
67

,3
90

交
渉

が
行

わ
れ

た
59

.4
％

コス
トが

上
昇

せ
ず

価
格

交
渉

は
不

要
13

.4
％

コス
トは

上
昇

した
が

価
格

交
渉

は
不

要
16

.8
％

3月

n=
44

,0
59

58
.5

％

発
注

企
業

か
らの

申
し入

れ
に

よ
り

交
渉

が
行

わ
れ

た

16
.4

%

※
①
～
⑨
の
凡
例
（
中
小
企
業
へ
の
質
問
項
目
）
は
次
ペ
ー
ジ
参
照

17
.3

％

「発
注

企
業

か
ら交

渉
の

申
し入

れ
が

あ
り、

価
格

交
渉

が
行

わ
れ

た
」割

合
は

、昨
年

9月
か

ら更
に

増
加
（
1
4
.3
%
→
1
8
.4
%
）
。
（
昨
年
3
月
7
.7
％
）

発
注

企
業

との
価

格
交

渉
が

行
わ

れ
た

割
合

も
、微

増
（

58
.5

%
→

59
.4

%
）

。

⇒
発

注
企

業
の

方
か

らの
交

渉
申

し入
れ

も
浸

透
し始

め
、価

格
交

渉
で

き
る

雰
囲

気
が

更
に

醸
成

さ
れ

つ
つ

あ
る

。
一

方
で

、「
価

格
交

渉
を

希
望

した
が

、交
渉

が
行

わ
れ

な
か

った
」割

合
が

増
加

（
7.

8%
→

10
.3

%
）

。
⇒

引
き

続
き

、労
務

費
指

針
の

徹
底

等
に

よ
る

価
格

交
渉

の
機

運
醸

成
が

必
要

。

44
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（
参

考
）

価
格

交
渉

【ア
ン

ケ
ー

ト
質

問
票

と回
答

分
布

】

9月

①

④

3月

n=
44

,0
59

①

②

⑥⑦

⑨

n=
67

,3
90

①
発

注
企

業
か

ら、
交

渉
の

申
し入

れ
が

あ
り、

価
格

交
渉

が
行

わ
れ

た
。

14
.3

%
18

.4
%

②
受

注
企

業
か

ら、
発

注
企

業
に

交
渉

を
申

し出
、価

格
交

渉
が

行
わ

れ
た

。
44

.2
%

41
.1

%

③
コス

トが
上

昇
せ

ず
、価

格
交

渉
は

不
要

と判
断

し、
発

注
企

業
か

らの
申

し入
れ

を
辞

退
した

。
0.

2%
0.

4%

④
コス

トが
上

昇
せ

ず
、発

注
企

業
か

ら申
し入

れ
は

な
か

った
が

、価
格

交
渉

は
不

要
と判

断
し、

受
注

企
業

か
ら交

渉
を

申
し出

な
か

った
。

16
.3

%
13

.1
%

⑤
コス

トが
上

昇
した

が
、価

格
交

渉
は

不
要

と判
断

し、
発

注
企

業
か

らの
申

し入
れ

を
辞

退
した

。
0.

5%
0.

6%

⑥
コス

トが
上

昇
し、

発
注

企
業

か
ら申

し入
れ

は
な

か
った

が
、価

格
交

渉
は

不
要

と判
断

し、
受

注
企

業
か

ら交
渉

を
申

し出
な

か
った

。
16

.8
%

16
.2

%

⑦
コス

トが
上

昇
し、

発
注

企
業

か
ら申

し入
れ

が
あ

った
が

、発
注

減
少

や
取

引
停

止
を

恐
れ

、
発

注
企

業
か

らの
申

し入
れ

を
辞

退
した

。
0.

3%
0.

3%

⑧
コス

トが
上

昇
した

が
、発

注
企

業
か

ら申
し入

れ
が

な
く、

発
注

減
少

や
取

引
停

止
を

恐
れ

、
受

注
企

業
か

ら交
渉

を
申

し出
な

か
った

。
5.

4%
7.

8%

⑨
コス

トが
上

昇
し、

発
注

企
業

か
ら申

し入
れ

が
な

く、
受

注
企

業
か

ら交
渉

を
申

し出
た

が
、応

じて
も

らえ
な

か
った

。
2.

2%
2.

2%

直
近

６
ヶ月

間
に

お
け

る
価

格
交

渉
の

状
況

45
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価
格

転
嫁

の
状

況
①

【コ
ス

ト
全

般
】

ｎ
=

44
,0

59

転
嫁

率
（

コス
ト全

体
）

：
46

.1
％

3月
９

月
結

果

直
近

６
ヶ月

間
の

全
般

的
な

コス
ト上

昇
分

の
転

嫁
状

況

転
嫁

率
（

コス
ト全

体
）

：
45

.7
％

n=
67

,3
90

コス
トが

上
昇

せ
ず

、
価

格
転

嫁
は

不
要

12
.9

%

全
く転

嫁
で

き
ず

19
.8

%

16
.2

%

63
.0

%

一
部

で
も

価
格

転
嫁

で
き

た
67

.2
%

①
10

割
②

9割
、8

割
、7

割
③

6割
、5

割
、4

割

④
3割

、2
割

、1
割

⑤
コス

トが
上

昇
せ

ず
、

価
格

転
嫁

不
要

⑥
0割

⑦
マ

イナ
ス

問
.直

近
６

ヶ月
間

の
全

般
的

な
コス

ト上
昇

分
の

うち
、何

割
を

価
格

に
転

嫁
で

き
た

と考
え

ま
す

か
。

20
.7

%

コス
ト全

体
の

価
格

転
嫁

率
は

46
.1

％
、昨

年
9月

よ
り微

増
（
4
5
.7
%
→
4
6
.1
%
）
。

受
注

企
業

の
うち

、コ
ス

ト増
加

分
を

全
額

（
10

割
）

価
格

転
嫁

で
き

た
割

合
（

①
）

は
約

3ポ
イ

ン
ト増

加
（

16
.9

％
→

19
.6

％
）

。一
部

で
も

価
格

転
嫁

で
き

た
割

合
は

、約
4ポ

イン
ト増

加
(6

3.
0％

→
67

.2
％

)。

一
方

、1
～

3割
しか

価
格

転
嫁

で
き

な
か

った
割

合
（

④
）

は
約

4ポ
イン

ト増
加

（
19

.6
％

→
23

.4
％

）
。全

く転
嫁

で
き

ず
/減

額
され

た
企

業
も

約
2割

。

⇒
価

格
転

嫁
の

裾
野

は
更

に
広

が
りつ

つ
あ

る
一

方
、「

転
嫁

で
き

た
企

業
」と

「出
来

な
い

企
業

」で
2極

化
の

兆
しも

あ
り、

転
嫁

対
策

の
徹

底
が

重
要

。

①
16

.9
％

46
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転
嫁
率

33
.6

%

52
.6

%

価
格

転
嫁

の
状

況
②

【コ
ス

ト
要

素
別

】

原
材

料
費

３ 月 エ
ネ

ル
ギ

ー
費

労
務

費
、エ

ネ
ル

ギ
ー

費
の

転
嫁

率
は

、原
材

料
費

と比
較

して
約

７
ポ

イ
ン

ト低
い

水
準

だ
が

、前
回

（
昨

年
9月

）
よ

りも
差

は
縮

小
（

▲
10

ポ
イン

ト→
▲

7ポ
イン

ト）
。

⇒
労

務
費

の
指

針
や

、エ
ネ

ル
ギ

ー
費

の
全

額
転

嫁
を

目
指

す
旨

の
振

興
基

準
（

本
年

3月
改

正
）

等
の

影
響

が
、徐

々
に

浸
透

しつ
つ

あ
る

。

①
10

割
②

9割
、8

割
、7

割
③

6割
、5

割
、4

割

④
3割

、2
割

、1
割

⑤
コス

トが
上

昇
せ

ず
、

価
格

転
嫁

不
要

⑥
0割

⑦
マ

イナ
ス

労
務

費

転
嫁
率

45
.4

%
一

部
で

も
価

格
転

嫁
で

き
た

58
.5

%
９ 月

３ 月 ９ 月

転
嫁
率

40
.4

%

一
部

で
も

価
格

転
嫁

で
き

た
56

.0
%

50
.0

%

一
部

で
も

価
格

転
嫁

で
き

た
56

.7
%

転
嫁
率

36
.7

%

転
嫁
率

40
.0

%
コス

トが
上

昇
せ

ず
価

格
交

渉
は

不
要

全
く転

嫁
で

き
ず

or
 

減
額

問
.

直
近

６
ヶ月

間
の

各
コス

ト上
昇

分
の

うち
、何

割
を

価
格

に
転

嫁
で

き
た

と考
え

ま
す

か
。

転
嫁
率

47
.4

%

61
.2

%

９ 月３ 月

47
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20
23

年
9月

コス
ト増

に
対

す
る

転
嫁

率

各
要

素
別

の
転

嫁
率

20
24

年
3月

コス
ト

増
に

対
す

る
転

嫁
率

※
各

要
素

別
の

転
嫁

率
原

材
料

費
エ

ネ
ル

ギ
ー

労
務

費
原

材
料

費
エ

ネ
ル

ギ
ー

労
務

費

①
全

体
45

.7
％

45
.4

％
33

.6
％

36
.7

％
①

全
体

↑
46

.1
%

↑
47

.4
%

↑
↑

40
.4

%
↑

40
.0

%

② 業 種 別

1位
化

学
59

.7
％

57
.9

％
45

.7
％

47
.1

％

② 業 種 別

1位
化

学
↑

61
.0

%
↑

↑
63

.2
%

↑
↑

54
.1

%
↑

51
.1

%
2位

食
品

製
造

53
.7

％
52

.5
％

37
.6

％
39

.9
％

2位
製

薬
↑

53
.5

%
↑

↑
56

.5
%

↑
↑

↑
49

.7
%

↑
↑

↑
44

.1
%

3位
電

機
・情

報
通

信
機

器
53

.4
％

55
.2

％
37

.8
％

39
.9

％
3位

機
械

製
造

↓
51

.9
%

↑
57

.0
%

↑
↑

45
.3

%
↑

43
.3

%
4位

機
械

製
造

53
.3

％
55

.5
％

38
.9

％
39

.8
％

4位
飲

食
サ

ー
ビ

ス
↓

51
.5

%
↑

↑
53

.0
%

↑
38

.3
%

↑
37

.8
%

5位
飲

食
サ

ー
ビス

52
.1

％
47

.6
％

34
.0

％
35

.7
％

5位
電

機
・情

報
通

信
機

器
↓

51
.2

%
↑

55
.9

%
↑

↑
43

.8
%

↑
42

.9
%

6位
製

薬
50

.7
％

49
.3

％
29

.4
％

27
.8

％
6位

食
品

製
造

↓
50

.0
%

↓
51

.6
%

↑
↑

42
.7

%
↑

41
.2

%
7位

卸
売

50
.5

％
50

.5
％

35
.1

％
35

.6
％

7位
繊

維
↑

49
.9

%
↑

↑
51

.4
%

↑
↑

↑
43

.2
%

↑
↑

41
.3

%
8位

造
船

50
.2

％
53

.6
％

40
.1

％
38

.3
％

8位
造

船
↓

49
.1

%
↑

53
.8

%
↑

↑
45

.2
%

↑
42

.5
%

9位
紙

・紙
加

工
49

.2
％

48
.7

％
33

.7
％

34
.2

％
9位

鉱
業

・採
石

・砂
利

採
取

↑
↑

48
.6

%
↑

↑
47

.8
%

↑
↑

43
.3

%
↑

↑
↑

42
.0

%
10

位
金

属
48

.8
％

50
.6

％
35

.2
％

34
.4

％
10

位
電

気
・ガ

ス
・熱

供
給

・水
道

↑
↑

48
.3

%
↑

↑
49

.4
%

↑
↑

↑
44

.9
%

↑
↑

45
.1

%
11

位
小

売
48

.7
％

47
.3

％
33

.2
％

35
.0

％
11

位
情

報
サ

ー
ビ

ス
・ソ

フト
ウ

ェア
↑

↑
47

.1
%

↑
↑

↑
39

.7
%

↑
↑

↑
35

.1
%

↓
46

.2
%

12
位

印
刷

48
.2

％
49

.3
％

29
.7

％
33

.1
％

11
位

小
売

↓
47

.1
%

↑
47

.8
%

↑
↑

40
.5

%
↑

38
.6

%
13

位
繊

維
47

.0
％

43
.4

％
32

.0
％

33
.1

％
11

位
自

動
車

・自
動

車
部

品
↑

47
.1

%
↑

54
.8

%
↑

↑
47

.2
%

↑
↑

37
.2

%
14

位
広

告
45

.9
％

40
.8

％
30

.9
％

41
.0

％
14

位
卸

売
↓

47
.0

%
↓

47
.5

%
↑

39
.6

%
↑

38
.3

%
15

位
建

材
・住

宅
設

備
45

.3
％

47
.5

％
30

.6
％

33
.5

％
15

位
広

告
↑

46
.9

%
↑

↑
49

.1
%

↑
↑

40
.2

%
↑

42
.3

%
16

位
建

設
45

.1
％

44
.5

％
35

.1
％

41
.2

％
15

位
建

設
↑

46
.9

%
↑

47
.3

%
↑

↑
42

.0
%

↑
43

.8
%

17
位

自
動

車
・自

動
車

部
品

44
.6

％
51

.3
％

37
.8

％
28

.8
％

17
位

金
属

↓
46

.2
%

↓
49

.8
%

↑
↑

41
.5

%
↑

37
.9

%
18

位
金

融
・保

険
42

.4
％

40
.1

％
29

.0
％

39
.1

％
18

位
紙

・紙
加

工
↓

↓
45

.1
%

↓
45

.9
%

↑
37

.5
%

↑
37

.4
%

19
位

石
油

製
品

・石
炭

製
品

製
造

42
.0

％
46

.0
％

32
.1

％
29

.9
％

19
位

建
材

・住
宅

設
備

↓
44

.4
%

↓
47

.0
%

↑
↑

39
.5

%
↑

↑
39

.4
%

20
位

電
気

・ガ
ス

・熱
供

給
・水

道
41

.1
％

41
.4

％
32

.3
％

37
.2

％
20

位
石

油
製

品
・石

炭
製

品
製

造
↑

43
.9

%
↑

↑
51

.8
%

↑
↑

38
.8

%
↑

↑
37

.4
%

21
位

鉱
業

・採
石

・砂
利

採
取

40
.6

％
38

.0
％

34
.6

％
31

.1
％

21
位

印
刷

↓
↓

43
.5

%
↓

46
.6

%
↑

↑
37

.2
%

↑
34

.7
%

22
位

不
動

産
業

・物
品

賃
貸

39
.7

％
36

.5
％

29
.5

％
35

.2
％

22
位

不
動

産
業

・物
品

賃
貸

↑
42

.1
%

↑
↑

41
.8

%
↑

↑
38

.7
%

↑
38

.9
%

23
位

情
報

サ
ー

ビス
・ソ

フト
ウェ

ア
39

.6
％

21
.9

％
18

.5
％

46
.5

％
23

位
通

信
↑

↑
40

.8
%

↑
38

.9
%

↑
↑

↑
35

.0
%

↑
↑

38
.3

%
24

位
廃

棄
物

処
理

34
.0

％
28

.0
％

27
.1

％
27

.8
％

24
位

廃
棄

物
処

理
↑

↑
39

.1
%

↑
↑

35
.0

%
↑

↑
34

.8
%

↑
↑

34
.6

%
25

位
通

信
32

.6
％

35
.2

％
22

.8
％

31
.0

％
25

位
金

融
・保

険
↓

↓
35

.3
%

↓
↓

34
.1

%
↓

28
.8

%
↓

↓
32

.3
%

26
位

放
送

コン
テ

ンツ
26

.9
％

28
.6

％
21

.1
％

32
.0

％
26

位
放

送
コン

テ
ン

ツ
↑

↑
33

.7
%

↑
↑

33
.8

%
↑

↑
27

.8
%

↓
31

.7
%

27
位

トラ
ック

運
送

24
.2

％
17

.3
％

20
.7

％
19

.1
％

27
位

ト
ラ

ック
運

送
↑

28
.1

%
↑

↑
24

.6
%

↑
↑

25
.9

%
↑

24
.0

%
-

その
他

41
.9

％
40

.3
％

30
.9

％
36

.4
％

-
そ

の
他

↑
44

.3
%

↑
44

.2
%

↑
↑

38
.4

%
↑

39
.8

%

製
造

業
系

が
上

位
に

あ
り、

トラ
ック

運
送

、放
送

コン
テ

ンツ
等

が
低

い
とい

った
全

体
的

な
傾

向
は

従
前

通
りだ

が
、ト

ラ
ック

運
送

は
約

4ポ
イ

ン
ト、

放
送

コン
テ

ン
ツ

は
約

7ポ
イ

ン
ト上

昇
。

※
9月
時
点
と
の
変
化
幅
と
矢
印
の
数
の
関
係
（
例
）

↑
：

１
～
４
ポ
イ
ン
ト
上
昇
、

↑
↑
：

5～
９
ポ
イ
ン
ト
上
昇
、
↑
↑
↑
：

10
ポ
イ
ン
ト
以
上
上
昇

価
格

転
嫁

の
実

施
状

況
の

業
種

別
ラ

ン
キ

ン
グ

（
発

注
企

業
の

業
種

毎
に

集
計

）

48
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受
注

者
とし

て
、価

格
転

嫁
して

貰
え

て
い

る
業

種
（

上
位

に
あ

る
業

種
）

は
、発

注
者

とし
て

も
価

格
転

嫁
に

応
じて

い
る

傾
向

。
製

造
業

系
が

上
位

に
あ

り、
トラ

ック
運

送
、放

送
コン

テ
ンツ

等
が

低
い

全
体

的
な

傾
向

は
従

前
通

りだ
が

、ト
ラ

ック
運

送
は

約
7ポ

イ
ン

ト、
放

送
コン

テ
ン

ツ
は

約
12

ポ
イ

ン
ト上

昇
。

受
注

企
業

の
業

種
毎

に
集

計
した

価
格

転
嫁

の
業

種
別

ラ
ン

キ
ン

グ

20
23

年
9月

コス
ト増

に
対

す
る

転
嫁

率

各
要

素
別

の
転

嫁
率

20
24

年
3月

コス
ト

増
に

対
す

る
転

嫁
率

※

各
要

素
別

の
転

嫁
率

原
材

料
費

エ
ネ

ル
ギ

ー
労

務
費

原
材

料
費

エ
ネ

ル
ギ

ー
労

務
費

①
全

体
45

.7
%

45
.4

%
33

.6
%

36
.7

%
①

全
体

↑
46

.1
%

↑
47

.4
%

↑
↑

40
.4

%
↑

40
.0

%

② 業 種 別

1
位

紙
・紙

加
工

61
.7

%
59

.6
%

41
.8

%
42

.9
%

② 業 種 別

1位
製

薬
↑

↑
↑

60
.0

%
↑

↑
↑

73
.8

%
↑

↑
↑

67
.5

%
↑

↑
↑

60
.0

%
2
位

卸
売

60
.1

%
60

.8
%

40
.4

%
40

.7
%

2位
化

学
↑

58
.6

%
↑

↑
62

.4
%

↑
↑

↑
50

.1
%

↑
↑

45
.2

%
3
位

機
械

製
造

55
.2

%
56

.3
%

41
.0

%
41

.8
%

3位
卸

売
↓

↓
55

.9
%

↓
57

.3
%

↑
↑

46
.2

%
↑

44
.3

%
4
位

化
学

54
.4

%
57

.0
%

39
.2

%
35

.4
%

4位
機

械
製

造
↓

54
.2

%
↑

58
.8

%
↑

↑
48

.6
%

↑
↑

46
.9

%
5
位

食
品

製
造

53
.1

%
51

.8
%

40
.0

%
40

.1
%

5位
電

機
・情

報
通

信
機

器
↓

51
.0

%
↑

56
.0

%
↑

↑
44

.2
%

↑
43

.2
%

6
位

電
機

・情
報

通
信

機
器

52
.5

%
54

.7
%

37
.2

%
40

.8
%

6位
小

売
↓

49
.7

%
↑

50
.8

%
↑

↑
40

.7
%

↑
↑

39
.7

%
7
位

鉱
業

・採
石

・砂
利

採
取

50
.8

%
42

.5
%

42
.3

%
35

.4
%

7位
繊

維
↑

↑
49

.5
%

↑
↑

50
.4

%
↑

↑
↑

44
.5

%
↑

↑
↑

43
.0

%
8
位

小
売

50
.7

%
49

.0
%

32
.5

%
33

.5
%

8位
食

品
製

造
↓

49
.3

%
↓

50
.3

%
↑

43
.1

%
↑

40
.8

%
9
位

金
属

49
.5

%
53

.7
%

36
.7

%
34

.3
%

9位
紙

・紙
加

工
↓

↓
↓

47
.7

%
↓

↓
50

.4
%

↓
38

.2
%

↓
↓

37
.5

%
1
0
位

製
薬

48
.9

%
37

.8
%

30
.0

%
25

.7
%

10
位

印
刷

↓
47

.4
%

↑
49

.8
%

↑
↑

↑
40

.8
%

↑
↑

38
.3

%
1
1
位

印
刷

48
.1

%
49

.4
%

29
.8

%
30

.5
%

11
位

建
材

・住
宅

設
備

↑
47

.0
%

↓
47

.6
%

↑
↑

↑
39

.6
%

↑
40

.1
%

1
2
位

建
材

・住
宅

設
備

46
.9

%
47

.8
%

29
.6

%
35

.2
%

12
位

金
属

↓
46

.4
%

↓
52

.4
%

↑
41

.6
%

↑
37

.3
%

1
3
位

繊
維

44
.4

%
40

.9
%

33
.1

%
32

.8
%

13
位

情
報

サ
ー

ビ
ス

・ソ
フト

ウ
ェア

↑
↑

46
.3

%
↑

↑
↑

40
.7

%
↑

↑
↑

35
.5

%
↓

45
.8

%
1
4
位

建
設

43
.8

%
43

.8
%

35
.4

%
41

.2
%

14
位

建
設

↑
46

.2
%

↑
46

.7
%

↑
↑

41
.9

%
↑

43
.6

%
1
5
位

石
油

製
品

・石
炭

製
品

製
造

42
.1

%
49

.7
%

32
.0

%
27

.8
%

15
位

広
告

↑
↑

45
.8

%
↑

↑
44

.1
%

↑
↑

↑
40

.6
%

↑
↑

43
.1

%
1
6
位

金
融

・保
険

40
.0

%
48

.0
%

28
.3

%
50

.0
%

16
位

電
気

・ガ
ス

・熱
供

給
・水

道
↑

↑
44

.7
%

↑
↑

46
.7

%
↑

↑
↑

41
.1

%
↑

↑
39

.8
%

1
7
位

広
告

39
.2

%
35

.2
%

22
.1

%
33

.2
%

17
位

造
船

↑
↑

43
.7

%
↑

50
.4

%
↑

↑
↑

45
.5

%
↑

41
.1

%
1
8
位

自
動

車
・自

動
車

部
品

39
.1

%
49

.3
%

37
.1

%
22

.9
%

18
位

自
動

車
・自

動
車

部
品

↑
43

.2
%

↑
↑

54
.8

%
↑

↑
45

.8
%

↑
↑

↑
33

.1
%

1
9
位

情
報

サ
ー

ビス
・ソ

フト
ウェ

ア
38

.8
%

21
.0

%
17

.2
%

46
.6

%
19

位
鉱

業
・採

石
・砂

利
採

取
↓

↓
41

.2
%

↓
39

.0
%

↓
↓

37
.1

%
↓

32
.8

%
2
0
位

造
船

37
.7

%
45

.5
%

35
.3

%
37

.8
%

20
位

石
油

製
品

・石
炭

製
品

製
造

↓
40

.9
%

↑
51

.0
%

↑
35

.6
%

↑
31

.0
%

2
1
位

電
気

・ガ
ス

・熱
供

給
・水

道
35

.5
%

38
.1

%
28

.1
%

32
.5

%
21

位
通

信
↑

↑
↑

38
.5

%
↑

↑
↑

38
.6

%
↑

↑
↑

36
.0

%
↑

↑
↑

37
.8

%
2
2
位

飲
食

サ
ー

ビス
33

.5
%

34
.2

%
19

.6
%

19
.7

%
22

位
金

融
・保

険
↓

37
.1

%
↓

↓
↓

30
.3

%
↑

32
.1

%
↓

↓
↓

33
.8

%
2
3
位

廃
棄

物
処

理
29

.0
%

24
.8

%
24

.4
%

26
.7

%
23

位
不

動
産

業
・物

品
賃

貸
↑

↑
36

.5
%

↑
↑

↑
35

.5
%

↑
↑

↑
36

.4
%

↑
↑

33
.8

%
2
4
位

不
動

産
・物

品
賃

貸
27

.8
%

23
.3

%
20

.9
%

25
.6

%
24

位
放

送
コン

テ
ン

ツ
↑

↑
↑

35
.3

%
↑

↑
↑

36
.6

%
↑

↑
↑

32
.4

%
↑

↑
35

.3
%

2
5
位

トラ
ック

運
送

24
.8

%
16

.1
%

22
.2

%
19

.4
%

25
位

廃
棄

物
処

理
↑

32
.8

%
↑

29
.2

%
↑

29
.2

%
↑

27
.3

%
2
6
位

通
信

24
.4

%
25

.6
%

17
.6

%
21

.0
%

26
位

ト
ラ

ック
運

送
↑

↑
32

.2
%

↑
↑

↑
28

.0
%

↑
↑

30
.1

%
↑

↑
28

.7
%

2
7
位

放
送

コン
テ

ンツ
23

.7
%

23
.5

%
16

.2
%

27
.9

%
27

位
飲

食
サ

ー
ビ

ス
↓

↓
25

.9
%

↓
32

.0
%

↑
20

.2
%

↑
20

.8
%

-
その

他
40

.3
%

36
.6

%
29

.0
%

37
.2

%
-

そ
の

他
↑

42
.7

%
↑

41
.5

%
↑

↑
37

.2
%

↑
39

.4
%

※
9月
時
点
と
の
変
化
幅
と
矢
印
の
数
の
関
係

（
例
）

↑
：

１
～
４
ポ
イ
ン
ト
上
昇
、

↑
↑
：

5～
９
ポ
イ
ン
ト
上
昇
、
↑
↑
↑
：

10
ポ
イ
ン
ト
以
上
上
昇

49
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（
参

考
）

受
注

企
業

の
視

点
で

の
価

格
転

嫁
の

状
況

●
本

調
査

は
、受

注
企

業
に

対
して

送
付

。
●

受
注

企
業

が
、発

注
企

業
に

対
して

交
渉

、転
嫁

して
貰

え
た

か
、そ

の
ス

コア
を

業
種

ご
とに

集
計

。

発
注

企
業

a
広

告
発

注
企

業
b

放
送

コン
テ

ンツ
発

注
企

業
c

食
品

製
造

発
注

企
業

d
造

船

受
注

企
業

A
紙

・紙
加

工
業

受
注

企
業

X
機

械
製

造
業

受
注

企
業

B
紙

・紙
加

工
業

・・
・ ・・

・

例
）

紙
・紙

加
工

業
に

属
す

る
受

注
企

業
が

、様
々

な
業

種
の

発
注

企
業

に
対

して
価

格
交

渉
、価

格
転

嫁
で

き
た

か

交
渉

10
点

転
嫁

6点
交

渉
8点

転
嫁

4点
交

渉
4点

転
嫁

2点

【紙
・紙

加
工

業
】

交
渉

点
数

→
(1

0+
2+

3+
8)

÷
4=

5.
75

転
嫁

点
数

→
(6

+
2+

1+
4)

÷
4=

3.
25

交
渉

10
点

転
嫁

6点
交

渉
2点

転
嫁

2点
交

渉
8点

転
嫁

4点
交

渉
4点

転
嫁

2点

交
渉

2点
転

嫁
2点

交
渉

3点
転

嫁
1点

交
渉

3点
転

嫁
1点

・・
・

交
渉

8点
転

嫁
4点

交
渉

８
点

転
嫁

４
点

50
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（
参

考
）

業
種

別
価

格
交

渉
と価

格
転

嫁
との

比
較

価
格

転
嫁

価
格

転
嫁

率
全

体
46

.1
%

業 種 別

1位
化

学
61

.0
%

2位
製

薬
53

.5
%

3位
機

械
製

造
51

.9
%

4位
飲

食
サ

ー
ビ

ス
51

.5
%

5位
電

機
・情

報
通

信
機

器
51

.2
%

6位
食

品
製

造
50

.0
%

7位
繊

維
49

.9
%

8位
造

船
49

.1
%

9位
鉱

業
・採

石
・砂

利
採

取
48

.6
%

10
位

電
気

・ガ
ス

・熱
供

給
・水

道
48

.3
%

11
位

情
報

サ
ー

ビ
ス

・ソ
フト

ウ
ェア

47
.1

%
11

位
小

売
47

.1
%

11
位

自
動

車
・自

動
車

部
品

47
.1

%
14

位
卸

売
47

.0
%

15
位

広
告

46
.9

%
15

位
建

設
46

.9
%

17
位

金
属

46
.2

%
18

位
紙

・紙
加

工
45

.1
%

19
位

建
材

・住
宅

設
備

44
.4

%
20

位
石

油
製

品
・石

炭
製

品
製

造
43

.9
%

21
位

印
刷

43
.5

%
22

位
不

動
産

業
・物

品
賃

貸
42

.1
%

23
位

通
信

40
.8

%
24

位
廃

棄
物

処
理

39
.1

%
25

位
金

融
・保

険
35

.3
%

26
位

放
送

コン
テ

ン
ツ

33
.7

%
27

位
ト

ラ
ック

運
送

28
.1

%
-

そ
の

他
44

.3
%

価
格

交
渉

が
比

較
的

行
わ

れ
て

い
る

業
種

は
、価

格
転

嫁
（

値
上

げ
）

に
も

応
じて

い
る

傾
向

（
例

：
化

学
、製

薬
）

。
他

方
、価

格
交

渉
に

は
応

じて
い

る
が

、結
果

とし
て

の
転

嫁
（

値
上

げ
）

を
認

め
る

割
合

は
低

い
業

界
も

あ
る

（
例

：
廃

棄
物

処
理

、印
刷

）
。

価
格

交
渉

平
均

点
数

全
体

6.
54

業 種 別

1位
化

学
7.

54
2位

鉱
業

・採
石

・砂
利

採
取

7.
39

3位
製

薬
7.

38
4位

電
気

・ガ
ス

・熱
供

給
・水

道
7.

18
5位

廃
棄

物
処

理
7.

01
6位

飲
食

サ
ー

ビ
ス

6.
98

7位
繊

維
6.

94
8位

卸
売

6.
89

9位
情

報
サ

ー
ビ

ス
・ソ

フト
ウ

ェア
6.

88
10

位
小

売
6.

70
10

位
広

告
6.

70
12

位
食

品
製

造
6.

63
13

位
建

設
6.

61
14

位
印

刷
6.

54
15

位
電

機
・情

報
通

信
機

器
6.

51
16

位
造

船
6.

46
17

位
機

械
製

造
6.

44
18

位
紙

・紙
加

工
6.

42
19

位
放

送
コン

テ
ン

ツ
6.

38
20

位
自

動
車

・自
動

車
部

品
6.

33
21

位
通

信
6.

15
21

位
不

動
産

業
・物

品
賃

貸
6.

15
23

位
金

属
6.

12
24

位
建

材
・住

宅
設

備
6.

10
25

位
ト

ラ
ック

運
送

5.
62

26
位

石
油

製
品

・石
炭

製
品

製
造

5.
23

27
位

金
融

・保
険

5.
21

-
そ
の
他

ー
51
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（
参

考
）

価
格

交
渉

と価
格

転
嫁

の
関

係
「価

格
交

渉
は

行
わ

れ
た

が
、全

く価
格

転
嫁

が
で

き
な

か
った

」企
業

の
割

合
が

高
い

業
種

は
、ト

ラ
ック

運
送

、放
送

コン
テ

ン
ツ

、金
融

・保
険

な
ど。

但
し、

こう
した

企
業

の
割

合
は

、業
種

全
体

的
に

み
る

と、
昨

年
9月

調
査

時
点

と比
べ

て
減

少
。

順
位

業
種

名
20

23
年

9月
：

価
格

交
渉

は
行

わ
れ

た
が

、
全

く転
嫁

で
き

な
か

った
企

業
の

割
合

20
24

年
3月

：
価

格
交

渉
は

行
わ

れ
た

が
、

全
く転

嫁
で

き
な

か
った

企
業

の
割

合
転

嫁
率

（
コス

ト全
体

）
ー

全
体

11
.4

%
9.

6%
46

.1
%

1位
製

薬
13

.0
%

2.
1%

53
.5

 %
2位

飲
食

サ
ー

ビス
7.

0%
5.

1%
51

.5
 %

3位
化

学
8.

7%
5.

9%
61

.0
 %

4位
繊

維
8.

0%
6.

7%
49

.9
 %

5位
機

械
製

造
8.

9%
7.

2%
51

.9
 %

6位
造

船
12

.1
%

7.
4%

49
.1

 %
7位

電
機

・情
報

通
信

機
器

8.
7%

7.
7%

51
.2

 %
8位

食
品

製
造

7.
0%

7.
8%

50
.0

 %
9位

卸
売

7.
9%

8.
1%

47
.0

 %
10

位
金

属
10

.1
%

8.
3%

46
.2

 %
11

位
紙

・紙
加

工
12

.1
%

8.
6%

45
.1

 %
12

位
小

売
10

.6
%

8.
9%

47
.1

 %
13

位
自

動
車

・自
動

車
部

品
13

.0
%

9.
4%

47
.1

 %
13

位
建

材
・住

宅
設

備
8.

7%
9.

4%
44

.4
 %

15
位

広
告

11
.1

%
9.

5%
46

.9
 %

15
位

情
報

サ
ー

ビス
・ソ

フト
ウ

ェア
12

.8
%

9.
5%

47
.1

 %
15

位
建

設
11

.4
%

9.
5%

46
.9

 %
18

位
印

刷
7.

6%
9.

6%
43

.5
 %

18
位

電
気

・ガ
ス

・熱
供

給
・水

道
15

.0
%

9.
6%

48
.3

 %
20

位
石

油
製

品
・石

炭
製

品
製

造
14

.0
%

9.
8%

43
.9

 %
21

位
鉱

業
・採

石
・砂

利
採

取
7.

9%
10

.6
%

48
.6

 %
22

位
通

信
23

.9
%

11
.0

%
40

.8
 %

23
位

廃
棄

物
処

理
13

.1
%

12
.4

%
39

.1
 %

24
位

不
動

産
業

・物
品

賃
貸

16
.5

%
13

.5
%

42
.1

 %
25

位
金

融
・保

険
16

.7
%

16
.0

%
35

.3
 %

26
位

放
送

コン
テ

ン
ツ

25
.6

%
19

.0
%

33
.7

 %
27

位
ト

ラ
ック

運
送

28
.9

%
19

.7
%

28
.1

 %
52
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（
今

回
初

の
調

査
①

）
労

務
費

に
つ

い
て

の
価

格
交

渉
の

状
況

今
回

調
査

で
は

、昨
年

11
月

に
「労

務
費

の
指

針
」が

策
定

・公
表

され
た

こと
を踏

ま
え

、「
労

務
費

に
つ

い
て

、価
格

交
渉

で
きた

か
」調

査
。

価
格

交
渉

が
行

わ
れ

た
企

業
（

59
.5

％
）

の
うち

、そ
の

約
7割

に
お

い
て

、労
務

費
に

つ
い

て
も

価
格

交
渉

が
実

施
され

た
。

一
方

で
、約

１
割

（
8.

8％
）

の
企

業
が

、「
労

務
費

が
上

昇
し、

価
格

交
渉

を
必

要
と考

え
た

が
出

来
な

か
った

」と
回

答
。

そう
した

企
業

か
らの

具
体

的
な

声
は

、以
下

の
通

り。
（

例
：

労
務

費
ア

ップ
は

自
助

努
力

で
対

応
す

べ
き

）
⇒

引
き

続
き

、公
正

取
引

委
員

会
等

と連
携

し、
「労

務
費

の
指

針
」を

周
知

・徹
底

して
い

く。

3月

労
務

費
の

価
格

交
渉

も
行

わ
れ

た
68

.9
%

労
務

費
が

上
昇

せ
ず

価
格

交
渉

は
不

要

労
務

費
は

上
昇

した
が

価
格

交
渉

は
不

要

労
務

費
が

上
昇

し、
価

格
交

渉
は

必
要

と判
断

した
も

の
の

、
交

渉
で

き
な

か
った

n=
40

,0
61

▲
労

務
費

に
つ

い
て

は
、「

自
助

努
力

で
解

決
す

べ
き

とし
て

、交
渉

自
体

を
拒

否
」さ

れ
た

。
▲

労
務

費
上

昇
分

に
つ

い
て

要
求

され
る

エ
ビデ

ン
ス

を
示

す
事

が
出

来
ず

、諦
め

ざ
る

を
得

な
か

った
。

▲
価

格
交

渉
しよ

うと
した

が
、「

労
務

費
が

上
昇

して
い

る
の

は
御

社
だ

け
で

は
あ

りま
せ

ん
。」

と言
わ

れ
、交

渉
に

応
じて

も
らえ

な
か

った
。

▲
10

年
以

上
同

様
の

業
務

（
工

事
）

を
請

け
負

って
い

る
為

、価
格

を
毎

年
同

じに
して

い
る

。

ア
ンケ

ー
ト回

答
企

業
か

らの
具

体
的

な
声

n=
67

,3
90

53
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（
今

回
初

の
調

査
②

）
正

当
な

理
由

の
な

い
原

価
低

減
要

請
等

に
よ

り代
金

減
額

が
あ

った
企

業
今

回
調

査
で

は
、正

当
な

理
由

の
な

い
原

価
低

減
要

請
等

に
よ

り価
格

転
嫁

で
き

ず
、結

果
、代

金
が

減
額

とな
った

ケ
ー

ス
を

選
択

肢
に

追
加

。
この

選
択

肢
を

、ア
ンケ

ー
ト回

答
企

業
の

うち
、1

.2
％

（
約

80
0社

）
が

選
択

。
発

注
企

業
の

業
種

別
に

見
る

と、
全

体
平

均
(1

.2
%

)を
上

回
った

業
種

は
、以

下
の

通
り

（
※

回
答

数
（

n）
が

全
体

の
1％

（
67

4社
）

超
の

業
種

に
限

る
）

建
設

（
1.

7%
）

、繊
維

（
1.

6%
）

、自
動

車
・自

動
車

部
品

（
1.

4%
）

、石
油

製
品

・石
炭

製
品

製
造

（
1.

3%
）

、機
械

製
造

（
1.

2%
）

そう
した

企
業

か
らの

具
体

的
な

声
は

、以
下

の
通

り。
（

例
：

一
方

的
に

値
引

きを
強

制
され

た
。

）
中

に
は

、下
請

法
違

反
（

減
額

）
が

疑
わ

れ
る

事
例

や
、「

原
価

低
減

要
請

」に
係

る
振

興
基

準
上

不
適

切
と思

わ
れ

る
事

例
も

存
在

。
⇒

これ
ら情

報
も

端
緒

とし
て

、下
請

法
の

執
行

を
強

化
す

る
。

※
ア

ン
ケ

ー
ト回

答
企

業
か

らの
具

体
的

な
声

▲
毎

年
、「

原
価

低
減

活
動

」と
称

して
、コ

ス
トダ

ウ
ン

を
求

め
られ

る
。

▲
販

売
価

格
の

上
限

が
設

定
され

て
お

り、
しか

も
それ

が
毎

年
下

げ
られ

て
い

る
。

▲
「割

戻
金

」を
要

請
さ

れ
る

。
▲

「歩
引

き
」が

行
わ

れ
る

。
▲

過
去

5年
に

わ
た

り、
交

渉
して

も
「そ

ん
な

事
を

言
って

くる
の

は
あ

な
た

だ
け

。
ウチ

の
価

格
に

不
満

な
ら他

の
下

請
を

使
う」

等
と言

わ
れ

る
。

▲
決

め
て

い
る

価
格

か
ら、

「一
定

期
間

の
金

利
引

き」
を

され
る

。

※
参
考
：
下
請
振
興
法
に
基
づ
く
「
振
興
基
準
」
に
規
定
さ
れ
た
、
原
価
低
減
要
請
に
関
す
る
望
ま
し
く
な
い
事
例

①
具
体
的
な
根
拠
を
明
確
化
せ
ず
、
又
は
目
標
数
値
の
み
を
提
示
し
て
、
原
価
低
減
要
請
を
行
う
こ
と
。

②
原
価
低
減
要
請
に
応
じ
る
こ
と
が
発
注
継
続
の
前
提
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
、
事
実
上
、
原
価
低
減
を
押
し
付
け
る
こ
と
。

③
口
頭
で
削
減
幅
等
を
示
唆
し
た
上
で
、
下
請
事
業
者
か
ら
見
積
書
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
等
、

書
面
等
の
記
録
を
残
さ
ず
に
原
価
低
減
要
請
を
行
う
こ
と
。
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発
注

企
業

側
の

好
事

例
受

注
側

の
ア

ンケ
ー

ト回
答

企
業

か
らの

具
体

的
な

声
や

、発
注

企
業

へ
の

ヒア
リン

グ
に

よ
り、

発
注

企
業

側
の

好
事

例
も

情
報

収
集

。
取

引
方

針
の

改
善

の
参

考
とし

て
、周

知
して

い
く。

1.
以

前
は

、発
注

企
業

の
特

定
の

部
門

（
製

造
部

品
）

だ
け

で
定

期
的

に
価

格
交

渉
して

い
た

が
、昨

年
度

よ
り、

そ
の

他
の

部
門

（
運

輸
部

門
）

に
お

い
て

も
、価

格
交

渉
の

窓
口

を
設

置
され

、実
際

に
交

渉
が

始
ま

った
。

ドラ
イバ

ー
不

足
問

題
か

ら、
特

に
労

務
費

に
お

い
て

は
、要

望
額

以
上

の
値

上
げ

回
答

額
が

提
示

され
た

。

2.
発

注
企

業
か

ら価
格

交
渉

を
申

出
て

ほ
しい

旨
の

連
絡

が
あ

り、
記

入
例

や
フォ

ー
マ

ット
も

送
付

して
貰

え
た

。
ま

た
、「

他
の

受
注

企
業

か
らは

価
格

値
上

げ
の

交
渉

が
入

って
い

る
が

、御
社

か
らは

未
だ

来
て

な
い

が
、大

丈
夫

か
？

」と
、フ

ォロ
ー

も
受

け
た

。

3.
労

務
費

に
関

す
る

価
格

協
議

は
、ま

ず
は

受
注

企
業

の
希

望
す

る
取

引
価

格
を

提
示

して
貰

い
、そ

の
根

拠
資

料
の

提
示

が
難

しい
場

合
に

、受
注

企
業

も
答

え
や

す
い

「シ
ン

プ
ル

な
試

算
式

」を
送

付
した

。

4.
発

注
企

業
か

ら、
全

て
の

取
引

先
を

対
象

に
レ

タ
ー

を
送

付
。

送
付

後
、そ

の
到

着
状

況
を

確
認

し、
電

話
や

メ
ー

ル
、会

議
、商

談
等

の
場

で
「対

話
」を

続
け

、状
況

を
モ

ニタ
リン

グ
。価

格
交

渉
に

積
極

的
に

応
じる

姿
勢

を
伝

え
て

い
る

。

ご
参

考
：

取
引

適
正

化
に

向
け

た
発

注
企

業
の

取
り組

み
例

（
令

和
6年

3月
11

日
：

中
小

企
業

庁
）

ht
tp

s:
//

w
w

w
.c

hu
sh

o.
m

et
i.g

o.
jp

/k
ei

ei
/t

or
ih

ik
i/

do
w

nl
oa

d/
te

nk
a_

to
rih

ik
i_

te
ki

se
ik

a/
or

de
rin

g_
co

m
pa

ny
.p

df
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今
後

の
価

格
転

嫁
・取

引
適

正
化

対
策

価
格

交
渉

で
き

る
雰

囲
気

は
醸

成
され

つ
つ

あ
る

が
、価

格
転

嫁
率

の
さ

らな
る

向
上

が
必

要
。

今
後

の
最

低
賃

金
の

改
定

時
期

、取
引

価
格

の
改

定
時

期
を

見
据

え
、中

小
・小

規
模

事
業

者
の

賃
上

げ
原

資
確

保
の

た
め

に
も

、粘
り強

く、
以

下
の

価
格

転
嫁

対
策

を
継

続
して

行
く。

①
８

月
上

旬
目

途
：

発
注

企
業

の
社

名
リス

ト
の

公
表

②
社

名
リス

トの
公

表
後

：
評

価
が

芳
しく

な
い

発
注

企
業

の
経

営
者

トッ
プ

へ
の

事
業

所
管

大
臣

名
で

の
指

導
・助

言

③
９

月
：

「9
月

の
価

格
交

渉
促

進
月

間
」に

向
け

て
、価

格
交

渉
・転

嫁
を

呼
び

掛
け

④
パ

ー
トナ

ー
シ

ップ
構

築
宣

言
の

更
な

る
拡

大
・実

効
性

の
向

上
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デ
フ
レ
完
全
脱
却
の
た
め
の
総
合
経
済
対
策
（
2
0
2
3
年
1
1
月
２
日
閣
議
決
定
）

57
（
資
料
出
所
）
内
閣
府
H
P
よ
り
抜
粋
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58
（
資
料
出
所
）
内
閣
府
H
P
よ
り
抜
粋

246



ガ
ソ

リン
全

国
平

均
価

格
の

推
移

20
22

年
10

月
の

経
済

対
策

の
記

載
で

は
、「

来
年

１
月

以
降

も
、補

助
上

限
を

緩
や

か
に

調
整

しつ
つ

実
施

し、
その

後
、来

年
６

月
以

降
、補

助
を

段
階

的
に

縮
減

す
る

一
方

、高
騰

リス
ク

へ
の

備
え

を
強

化
す

る
」こ

とと
して

い
た

。
これ

に
基

づ
き

、2
02

3年
6月

以
降

、補
助

を
段

階
的

に
縮

減
して

き
た

が
、夏

の
産

油
国

の
自

主
減

産
が

本
格

化
し、

為
替

動
向

も
相

ま
って

、ガ
ソ

リン
全

国
平

均
価

格
は

、過
去

最
高

（
20

08
年

8月
以

来
）

とな
る

全
国

平
均

価
格

18
5.

1円
を

超
過

。
20

23
年

9月
7日

か
ら新

た
な

措
置

を
実

施
し、

ガ
ソ

リン
全

国
平

均
価

格
は

17
5.

0円
/L

(2
02

4年
5月

27
日

時
点

)ま
で

低
下

。

17
1.

2 17
5.

2 17
4.

1 

16
8.

2 17
3.

9 
17

2.
7 

16
9.

8 
16

9.
2 16

7.
6 

16
8.

2 1
67

.6
 16

7.
4 

16
8.

1 1
68

.1
 

18
0.

3 

18
6.

5 17
6.

9 

17
3.

4 
17

5.
0 

17
4.

6 
17

4.
8 

17
5.

0 

17
0.

2 

（
17

3.
7 
）

（
18

9.
7 
）

（
20

3.
8 
）

（
20

7.
6 
）（

21
5.

8 
）
（

21
4.

6 
） （

19
9.

4 
）

（
20

8.
7 
）

（
20

0.
3 
）

（
18

2.
8 
）

（
18

6.
4 
） （
18

6.
7 
）

（
17

6.
1 
）

（
18

7.
0 
）

（
18

6.
3 
）（

19
5.

7 
）

（
21

2.
4 
） （

21
0.

5 
）

（
18

7.
8 
）（

19
6.

2 
）

（
20

0.
4 
） （

20
0.

5 
）

16
6

16
8

17
0

17
2

17
4

17
6

17
8

18
0

18
2

18
4

18
6

18
8

19
0

19
2

19
4

19
6

19
8

20
0

20
2

20
4

20
6

20
8

21
0

21
2

21
4

21
6

18
.8
円

抑
制

39
.4
円

抑
制

レ
ギ

ュラ
ー

ガ
ソ

リン
・全

国
平

均
価

格
（

円
/リ

ット
ル

）

2.
5円
抑
制

拡
充

策
拡

充
策

41
.9
円

抑
制

14
.6
円

抑
制

上
限

切
下

げ

8.
0円 抑
制

補
助

率
引

き
下

げ

25
.4
円

抑
制

18
.9
円

抑
制

19
.3
円

抑
制

41
.9
円

抑
制

14
.5
円

抑
制

29
.7
円

抑
制

29
.6
円

抑
制

39
.5
円

抑
制

32
.7
円

抑
制

5月
30

日
～

6月
5日

の
支

給
額

25
.7

円
※

20
23

年
8月

30
日

に
公

表
した

新
た

な
激

変
緩

和
措

置
に

基
づ

き
算

出

新
制

度 35
.5
円

抑
制

9.
2円 抑
制

37
.1
円

抑
制

12
.8
円

抑
制

6.
0円 抑
制

21
.6
円

抑
制
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電
気

・ガ
ス

価
格

激
変

緩
和

対
策

事
業

（
総

予
算

額
：

3兆
7,

49
0億

円
うち

20
22

年
度

第
2次

補
正

：
3兆

1,
07

4億
円

、2
02

3年
度

補
正

：
6,

41
6億

円
）

電
気

・都
市

ガ
ス

の
小

売
事

業
者

等
が

、需
要

家
の

使
用

量
に

応
じ、

電
気

・都
市

ガ
ス

料
金

の
値

引
き

を
実

施
。

当
該

措
置

は
20

24
年

５
月

使
用

分
ま

で
講

じ、
同

5月
使

用
分

に
つ

い
て

は
激

変
緩

和
の

幅
を

縮
小

す
る

。

20
24

年
4月

使
用

分
ま

で
＜

電
気

＞
低

圧
：

3.
5円

/k
W

h
高

圧
：

1.
8円

/k
W

h

＜
都

市
ガ

ス
＞

15
円

/㎥
※

家
庭

及
び

年
間

契
約

量
1,

00
0万

㎥
未

満
の

企
業

等
が

対
象

値
引

き
単

価

20
24

年
5月

使
用

分
＜

電
気

＞
低

圧
：

1.
8円

/k
W

h
高

圧
：

0.
9円

/k
W

h

＜
都

市
ガ

ス
＞

7.
5円

/㎥
※

家
庭

及
び

年
間

契
約

量
1,

00
0万

㎥
未

満
の

企
業

等
が

対
象
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最
低
賃
金
に
関
す
る
調
査
研
究

参
考
資
料
N
o
.1

249

shibatahrs
フリーテキスト
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 資料№10



Ｊ
ＩＬ
Ｐ
Ｔ
「
最
低
賃
金
の
引
上
げ
と
企
業
行
動
に
関
す
る

調
査
」
(2
0
2
3
年
）
の
概
要
（
速
報
）

250



3

Ｊ
ＩＬ
Ｐ
Ｔ
「
最
低
賃
金
の
引
上
げ
と
企
業
行
動
に
関
す
る
調
査
」
(2
0
2
3
）
の
概
要
（
速
報
）

調
査
の
概
要

実
施
機
関

労
働

政
策

研
究

・研
修

機
構

（
JI

LP
T）

調
査
の
目
的

今
後

の
最

低
賃

金
に

関
す

る
検

討
に

資
す

る
た

め
、2

02
3年

の
最

低
賃

金
引

上
げ

に
対

す
る

中
小

企
業

の
対

応
等

に
つ

い
て

調
査

す
る

も
の

。

調
査
の
対
象

従
業

員
規

模
１

人
以

上
30

0人
未

満
の

全
国

の
企

業
20

,0
00

社
（

官
公

営
、非

営
利

法
人

除
く）

。
※

20
21

年
・2

02
2年

調
査

とも
回

答
が

あ
った

パ
ネ

ル
接

続
可

能
企

業
(3

,6
54

社
)、

20
22

年
調

査
か

ら調
査

対
象

とな
り、

当
年

調
査

に
回

答
が

あ
った

企
業

(3
,9

44
社

)を
対

象
とす

る
とと

も
に

、民
間

調
査

会
社

が
保

有
す

る
企

業
デ

ー
タベ

ー
ス

か
ら、

新
規

調
査

企
業

とし
て

、1
2,

40
2社

を
抽

出
。

※
抽

出
に

当
た

って
は

、都
道

府
県

の
グ

ル
ー

プ
（

中
央

最
低

賃
金

審
議

会
が

最
低

賃
金

の
目

安
を

示
す

際
に

用
い

る
Ａ

～
Ｃ

の
３

ラン
ク区

分
）

ご
とに

、産
業

（
15

区
分

）
×

従
業

員
規

模
（

7区
分

）
別

に
層

化
無

作
為

抽
出

。
※

な
お

、配
布

直
前

の
令

和
6年

能
登

半
島

地
震

の
発

生
に

伴
い

、被
災

地
域

（
41

社
）

の
配

布
を

中
止

した
(結

果
とし

て
、1

9,
95

9社
に

配
布

。そ
の

うち
パ

ネ
ル

接
続

企
業

3,
64

5社
。)

。
調
査
方
法

郵
送

に
よ

る
配

布
・回

収
調
査
期
間

20
24

年
1月

12
日

～
29

日
（

3月
初

旬
まで

に
到

着
した

調
査

票
を集

計
）

集
計
対
象

企
業
数
等

集
計
対
象
企

業
数
・割
合

集
計

対
象

企
業

数
：

8,
20

6社
（

41
.1

％
/1

9,
95

9社
）

（
うち

、2
02

1年
・2

02
2年

調
査

も
回

答
した

企
業

（
パ

ネ
ル

接
続

対
象

）
の

集
計

対
象

企
業

数
：

2,
54

9社
（

69
.9

％
/3

,6
45

社
）

集
計
対
象
企

業
の
主
な
属

性 備
考

・本
資

料
は

、労
働

政
策

研
究

・研
修

機
構

「最
低

賃
金

の
引

上
げ

と企
業

行
動

に
関

す
る

調
査

」（
20

23
年

）
の

速
報

値
をも

とに
厚

生
労

働
省

労
働

基
準

局
に

て
作

成
。速

報
値

で
あ

る
た

め
、数

値
が

改
訂

され
る

可
能

性
が

あ
る

。
・産

業
、企

業
規

模
、ラ

ン
クご

との
回

収
数

をも
とに

、集
計

結
果

が
母

集
団

の
構

成
比

と同
様

とな
る

よう
、復

元
処

理
（

ウェ
イト

バ
ック

）
を

行
って

い
る

。

ラン
ク

集
計

対
象

企
業

数
構

成
比

(%
)

業
種

集
計

対
象

企
業

数
構

成
比

(%
)

Ａ
ラン

ク
1,

79
2 

21
.8

建
設

業
1,

77
4 

21
.6

Ｂ
ラン

ク
4,

17
9 

50
.9

製
造

業
1,

41
5 

17
.2

Ｃ
ラン

ク
2,

23
5 

27
.2

情
報

通
信

業
14

9 
1.

8
運

輸
業

33
9 

4.
1

従
業

員
数

集
計

対
象

企
業

数
構

成
比

(%
)

卸
売

業
79

4 
9.

7
１

～
４

人
2,

70
5 

33
.0

小
売

業
1,

16
2 

14
.2

５
～

９
人

1,
99

7 
24

.3
金

融
業

、保
険

業
10

2 
1.

2
10

～
19

人
1,

53
9 

18
.8

不
動

産
業

、物
品

賃
貸

業
30

4 
3.

7
20

～
29

人
65

0 
7.

9
宿

泊
業

94
 

1.
1

30
～

49
人

63
5 

7.
7

飲
食

サ
ー

ビス
業

34
5 

4.
2

50
～

99
人

43
8 

5.
3

生
活

関
連

サ
ー

ビス
業

20
2 

2.
5

10
0～

29
9人

24
2 

2.
9

娯
楽

業
66

 
0.

8
教

育
、学

習
支

援
業

10
1 

1.
2

医
療

、福
祉

44
4 

5.
4

上
記

以
外

の
サ

ー
ビス

業
91

5 
11

.2
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正
社
員
及
び
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
の
賃
金
決
定
の
考
慮
要
素

○
正
社
員
の
賃
金
決
定
の
考
慮
要
素
と
し
て
、
「
職
務
（
役
割
）
」
を
挙
げ
る
中
小
企
業
が
最
も
多
い
が
、
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
の
賃
金
決
定
の
考

慮
要
素
と
し
て
は
、
「
地
域
別
最
低
賃
金
」
を
挙
げ
る
中
小
企
業
が
最
も
多
く
な
っ
て
い
る
。

（
注

）
集

計
対

象
企

業
（

8,
20

6社
）

の
うち

、上
図

は
正

社
員

が
い

る
企

業
（

7,
76

6社
）

、下
図

は
パ

ー
ト・

ア
ル

バ
イト

が
い

る
企

業
（

3,
71

2社
）

に
つ

い
て

集
計

。
4

17
.7

2.
9

12
.1

24
.6

49
.0

37
.8

47
.7

27
.5

48
.6

3.
2

4.
5

0204060

地 域 別 最 低 賃 金

産 業 別 最 低 賃 金

同 じ 地 域 の 賃 金 相

場

同 じ 職 種 の 賃 金 相

場

職 務 （ 役 割 ）

成 果
経 験 年 数

年 齢
自 社 の 業 績

そ の 他

無 回 答

正
社
員
の
賃
金
決
定
の
考
慮
要
素

（
複

数
回

答
）

(％
)

51
.1

3.
4

25
.6

7.
7

35
.3

24
.4

32
.8

12
.5

25
.7

3.
5

3.
2

0204060

地 域 別 最 低 賃 金

産 業 別 最 低 賃 金

同 じ 地 域 の パ ー

ト ・ ア ル バ イ ト の

賃 金 相 場

同 じ 職 種 の 正 社 員

の 賃 金

職 務 （ 役 割 ）

成 果
経 験 年 数

年 齢
自 社 の 業 績

そ の 他

無 回 答

パ
ー
ト・
ア
ル
バ
イ
トの
賃
金
決
定
の
考
慮
要
素

（
複

数
回

答
）

(％
)
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最
低
賃
金
引
上
げ
に
対
す
る
取
組
の
有
無
及
び
内
容

○
2
0
2
3
年
の
最
低
賃
金
引
上
げ
に
対
す
る
取
組
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
中
小
企
業
の
割
合
は
4
2
.7
％
と
な
っ
て
お
り
、
取
組
の
内
容
で
は
、
「
賃
金

の
引
上
げ
」
を
除
け
ば
、
「
製
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
価
格
・
料
金
の
引
上
げ
」
、
「
人
件
費
以
外
の
諸
経
費
等
コ
ス
ト
の
削
減
」
、
「
人
員
配
置
や
作
業
方

法
の
改
善
に
よ
る
業
務
効
率
化
」
の
順
に
取
り
組
ん
だ
企
業
割
合
が
高
く
な
っ
て
い
る
。

（
注

）
上

図
は

集
計

対
象

企
業

（
8,

20
6社

）
、下

図
は

集
計

対
象

企
業

の
うち

最
低

賃
金

引
上

げ
に

対
す

る
取

組
に

つ
い

て
「取

り組
ん

だ
こと

が
あ

った
」を

回
答

した
企

業
（

3,
87

7社
）

に
つ

い
て

集
計

。
5

取
り
組
ん
だ
こ
と
が
あ
っ
た

42
.7

取
り
組
ん
だ
こ
と
は
な
か
っ
た

52
.3

無
回
答

5.
0

0
10

20
30

40
50

60
70

80
90

10
0

20
23
年
の
最
低
賃
金
引
上
げ
に
対
す
る
取
組
の
有
無

49
.2

15
.0

33
.4

9.
0

0.
6

15
.6

11
.2

42
.8

0.
9

61
.4

39
.3

22
.2

8.
0

4.
1

3.
1

5.
9

23
.6

2.
0

4.
3

3.
2

0.
5

010203040506070

製 品 ・ サ ー ビ ス の 価 格 ・ 料 金 の 引 上

げ

製 品 ・ サ ー ビ ス の 機 能 ・ 質 の 向 上 や

新 製 品 ・ 新 サ ー ビ ス の 開 発

人 員 配 置 や 作 業 方 法 の 改 善 に よ る 業

務 効 率 化

教 育 訓 練 の 充 実

教 育 訓 練 の 抑 制

労 働 力 節 約 の た め の 設 備 の 導 入 ・ 拡

大

設 備 投 資 の 抑 制

人 件 費 以 外 の 諸 経 費 等 コ ス ト の 削 減

都 道 府 県 の 最 低 賃 金 の 格 差 を 考 慮 し

た 事 業 所 の 移 転 や 展 開

賃 金 の 引 上 げ （ 正 社 員 ）

賃 金 の 引 上 げ （ 非 正 社 員 ）

給 与 体 系 の 見 直 し

従 業 員 の 新 規 採 用 の 抑 制

従 業 員 の 採 用 の 重 点 を 非 正 社 員 か ら

正 社 員 に 切 り 替 え

パ ー ト ・ ア ル バ イ ト 等 非 正 社 員 へ の

切 り 替 え

請 負 ・ 派 遣 労 働 者 等 外 部 人 材 の 活 用

労 働 時 間 の 短 縮

年 収 を 抑 え る た め に 労 働 時 間 を 減 ら

す 従 業 員 に 対 応 し た 採 用 の 増 加

福 利 厚 生 費 用 の 削 減

そ の 他 上 記 以 外 の 対 応

無 回 答

20
23
年
の
最
低
賃
金
引
上
げ
に
対
処
す
る
た
め
の
取
組
の
内
訳

（
複

数
回

答
）

(％
)
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最
低
賃
金
引
上
げ
に
対
す
る
取
組
に
よ
る
生
産
や
売
上
の
変
化
に
関
す
る
企
業
の
認
識

○
2
0
1
6
年
以
降
の
最
低
賃
金
引
上
げ
に
対
す
る
取
組
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
中
小
企
業
に
対
し
、
取
組
の
結
果
、
労
働
者
の
１
時
間
当
た
り
の
生

産
や
売
上
が
伸
び
た
か
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
2
0
1
6
～
2
0
1
9
年
、
2
0
2
0
～
2
0
2
1
年
、
2
0
2
2
年
、
2
0
2
3
年
と
も
に
「
変
わ
ら
な
い
」
が
最
も
多
い
。
一
方
、

2
0
2
2
年
、
2
0
2
3
年
は
「
は
っ
き
り
と
し
な
い
が
、
伸
び
た
と
思
う
」
が
、
2
0
1
6
～
2
0
1
9
年
、
2
0
2
0
～
2
0
2
1
年
と
比
べ
て
増
加
し
て
い
る
。

※
１

20
22

年
・2

02
3年

調
査

に
つ

い
て

は
、「

低
下

した
」、

「は
っき

りし
な

い
が

、低
下

した
と思

う」
の

選
択

肢
の

合
算

。
※

２
20

22
年

・2
02

3年
調

査
に

お
け

る
選

択
肢

は
、「

分
か

らな
い

」
（

注
）

「2
01

6～
20

19
年

」と
「2

02
0～

20
21

年
」は

、2
02

1年
調

査
に

よ
る

も
の

。
（

注
）

集
計

対
象

企
業

（
2,

54
9社

）
の

うち
、最

低
賃

金
引

上
げ

に
対

す
る

取
組

に
つ

い
て

「取
り組

ん
だ

こと
が

あ
った

」を
回

答
した

企
業

（
20

23
年

調
査

：
1,

25
2社

、2
02

2年
調

査
：

90
9社

、2
02

1年
調

査
：

1,
41

5
社

）
に

つ
い

て
集

計
。

6

6.
5 

19
.4

 

53
.4

 

3.
9 

2.
9 

13
.8

 

5.
8 

22
.0

 

47
.6

 

13
.1

 

2.
2 

9.
3 

5.
2 

34
.8

 

47
.9

 

6.
1 

4.
8 

1.
2 

6.
4 

35
.2

 

44
.9

 

6.
9 

5.
2 

1.
4 

0102030405060

は っ き り と 伸 び た

は っ き り し な い が

伸 び た と 思 う

変 わ ら な い

低 下 し た※ １

分 か ら な い 、 何 も し て い な い 、

そ の 時 期 は 事 業 を 行 っ て い な か っ た※

２

無 回 答

最
低
賃
金
の
引
上
げ
に
対
す
る
取
組
の
結
果
、労
働
者
の
１
時
間
当
た
りの
生
産
や
売
上
が
伸
び
た
か

20
16
～

20
19
年

20
20
～

20
21
年

20
22
年

20
23
年

(％
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最
低
賃
金
引
上
げ
に
対
応
す
る
た
め
に
期
待
す
る
政
策
的
支
援

○
中
小
企
業
が
最
低
賃
金
の
引
上
げ
に
対
応
し
て
い
く
た
め
に
期
待
す
る
政
策
的
支
援
と
し
て
、
「
賃
金
を
引
上
げ
た
場
合
の
税
制
優
遇
（
所
得

拡
大
税
制
等
）
の
拡
大
」
が
最
も
多
く
、
次
い
で
「
企
業
の
生
産
性
を
向
上
す
る
た
め
の
設
備
投
資
そ
の
他
の
取
組
に
対
す
る
助
成
金
の
拡
充
」

が
多
い
。

7
（

注
）

集
計

対
象

企
業

（
8,

20
6社

）
に

つ
い

て
集

計
。

37
.4

 

6.
7 

15
.8

 
21

.3
 

16
.9

 

6.
5 

15
.7

 

46
.4

 

4.
8 

5.
1 

16
.2

 

5.
5 

01020304050

企 業 の 生 産 性 （ 収 益 力 ） を 向 上 す る た め の 設

備 投 資 そ の 他 の 取 組 に 対 す る 助 成 金 の 拡 充

企 業 の 生 産 性 （ 収 益 力 ） を 向 上 さ せ た 事 例 の

紹 介

労 働 者 の 人 材 開 発 に 対 す る 支 援 の 拡 充

製 品 価 格 、 サ ー ビ ス 料 金 の 引 上 げ （ 価 格 転

嫁 ） に 対 す る 支 援 （ 取 引 適 正 化 ）

価 格 転 嫁 に つ い て 消 費 者 の 理 解 を 得 る た め の

環 境 整 備

Ｉ Ｔ 技 術 導 入 や 活 用 法 に 詳 し い 専 門 家 の 派 遣

や 相 談 サ ー ビ ス

賃 金 を 引 き 上 げ た 場 合 の 融 資 の 拡 充

賃 金 を 引 き 上 げ た 場 合 の 税 制 優 遇 （ 所 得 拡 大

税 制 等 ） の 拡 大

賃 金 の 引 上 げ に 関 す る 相 談 窓 口 の 設 置 、 支 援

情 報 の 提 供

そ の 他

期 待 す る 政 策 的 支 援 は な い

無 回 答

最
低
賃
金
の
引
上
げ
に
対
応
して
い
くた
め
に
期
待
す
る
政
策
的
支
援

（
複

数
回

答
）

(％
)

255



10
.0

38
.9

17
.8

6.
2

5.
0

17
.3

4.
6

0%
10

%
20

%
30

%
40

%
50

%
60

%
70

%
80

%
90

%
10

0%

合
計

原
材
料
・仕
入
れ
価
格
の
上
昇
等
に
対
して
、製
品
や
サ
ー
ビス
の
販
売
価
格
等
に
、上
昇
コス
ト全
額
を
価
格
転
嫁
を
で
き
て
い
る
か

全
額

、で
き

て
い

る
あ

る
程

度
、で

き
て

い
る

ほ
とん

ど、
で

き
て

い
な

い
全

く、
で

き
て

い
な

い
上

昇
等

に
よ

る
影

響
は

受
け

て
い

な
い

何
とも

言
え

な
い

・分
か

らな
い

無
回

答

12
.0

8.
8 9.
4

8.
1

7.
6

5.
9

4.
0

34
.7

40
.3

43
.7

41
.0 44

.9

46
.8

48
.1

15
.6

19
.9

20
.1

20
.2

20
.0 20
.7

15
.8

6.
2

6.
3

5.
7

8.
0

6.
7

3.
4

6.
36.

8

3.
3

2.
4

5.
1 4.

2

4.
7

4.
3

19
.3 16

.9 14
.2 14

.5 13
.4

16
.0

18
.6

5.
4 4.
5

4.
4 3.

2

3.
2 2.
5

2.
9

1～
4人

5～
9人

10
～

19
人

20
～

29
人

30
～

49
人

50
～

99
人

10
0～

29
9人

（
参
考
）
従
業
員
規
模
別

原
材
料
・
仕
入
れ
価
格
の
上
昇
等
に
対
す
る
価
格
転
嫁
①

○
原
材
料
・
仕
入
れ
価
格
の
上
昇
等
に
対
し
て
、
製
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
販
売
価
格
等
に
上
昇
コ
ス
ト
を
価
格
転
嫁
で
き
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、

「
全
額
、
で
き
て
い
る
」
又
は
「
あ
る
程
度
、
で
き
て
い
る
」
中
小
企
業
が
合
計
4
9
.0
％
。
こ
の
割
合
は
、
従
業
員
規
模
に
応
じ
た
明
確
な
傾
向
は
見

て
取
れ
な
い
。

8
（

注
）

集
計

対
象

企
業

（
8,

20
6社

）
に

つ
い

て
集

計
。

49
.0
％
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原
材
料
・
仕
入
れ
価
格
の
上
昇
等
に
対
す
る
価
格
転
嫁
②

9
（

注
）

集
計

対
象

企
業

（
8,

20
6社

）
に

つ
い

て
集

計
。

○
価
格
転
嫁
に
関
す
る
対
応
状
況
に
つ
い
て
、
業
種
別
に
み
る
と
、
「
全
額
、
で
き
て
い
る
」
又
は
「
あ
る
程
度
、
で
き
て
い
る
」
中
小
企
業
の
割
合

が
５
割
を
超
え
る
業
種
（
建
設
業
、
製
造
業
、
卸
売
業
、
小
売
業
、
宿
泊
業
、
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業
）
も
あ
れ
ば
、
「
ほ
と
ん
ど
、
で
き
て
い
な
い
」
又
は
「
全
く
、
で
き
て
い

な
い
」
中
小
企
業
の
割
合
が
３
割
を
超
え
る
業
種
（
運
輸
業
、
不
動
産
業
，
物
品
賃
貸
業
、
宿
泊
業
、
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業
、
娯
楽
業
、
教
育
，
学
習
支
援
業
、
医
療
，
福
祉
）
も

あ
る
。

11
.4

10
.7

11
.1

4.
9

17
.5

12
.5

2.
1 5.

0 7.
9

4.
0

9.
7

3.
9

2.
2 4.

6 7.
8

39
.2

52
.8

22
.0

33
.9

52
.3

45
.4

3.
9

15
.4

46
.3

53
.1

35
.5

21
.2

14
.8 13

.4

30
.8

17
.3

19
.2

11
.5

24
.2

14
.1

17
.6

2.
6

16
.7

28
.5 26

.5

23
.4

25
.4

29
.3

14
.0

17
.1

2.
2

3.
7

10
.4

9.
6

2.
4

5.
5

7.
5

15
.0

3.
1

5.
9

6.
4

14
.3

7.
4

30
.2

4.
8

3.
1

1.
6

19
.8

3.
5

0.
5

1.
4

41
.4

11
.5

2.
6

1.
5

2.
2

1.
6

10
.4

5.
1 11

.5

22
.9

9.
0

19
.3 18

.4

9.
6

13
.7

35
.7 24

.7

9.
4 4.
2

15
.8

32
.9

29
.2 27

.3

23
.9

3.
8 3.
1

6.
0 5.
6 3.

6

3.
8

6.
9

11
.7

2.
4

4.
7

6.
9

0.
7

6.
7 5.

4 4.
2

0%
10

%
20

%
30

%
40

%
50

%
60

%
70

%
80

%
90

%
10

0%

建
設

業

製
造

業

情
報

通
信

業

運
輸

業

卸
売

業

小
売

業

金
融

業
，

保
険

業

不
動

産
業

，
物

品
賃

貸
業

宿
泊

業

飲
食

サ
ー

ビス
業

生
活

関
連

サ
ー

ビス
業

娯
楽

業

教
育

，
学

習
支

援
業

医
療

，
福

祉

上
記

以
外

の
サ

ー
ビス

業

（
参
考
）
業
種
別

全
額
、
で
き
て
い
る

あ
る
程
度
、
で
き
て
い
る

ほ
と
ん
ど
、
で
き
て
い
な
い

全
く
、
で
き
て
い
な
い

上
昇
等
に
よ
る
影
響
は
受
け
て
い
な
い

何
と
も
言
え
な
い
・
分
か
ら
な
い

無
回
答
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株
式
会
社
N
T
T
デ
ー
タ
経
営
研
究
所

「
最
低
賃
金
の
引
上
げ
に
関
す
る
労
働
者
の
意
識
や
対
応
等
に

関
す
る
実
態
把
握
の
た
め
の
調
査
」
(2
0
2
4
年
）
の
概
要
（
速
報
）

10

258



11

株
式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ
デ
ー
タ
経
営
研
究
所
「
最
低
賃
金
の
引
上
げ
に
関
す
る
労
働
者
の
意
識
や
対
応
等

に
関
す
る
実
態
把
握
の
た
め
の
調
査
」
(2
0
2
4
年
）
の
概
要
（
速
報
）

調
査
の
概
要

調
査
事
業
の
委
託
先

株
式

会
社

NT
Tデ

ー
タ経

営
研

究
所

（
厚

生
労

働
省

委
託

事
業

）

調
査
の
目
的

今
後

の
最

低
賃

金
に

関
す

る
検

討
に

資
す

る
た

め
、2

02
3年

の
最

低
賃

金
引

上
げ

に
対

す
る

最
賃

近
傍

雇
用

者
の

意
識

や
対

応
等

に
つ

い
て

調
査

す
る

も
の

。（
本

資
料

中
「2

02
4年

調
査

」と
表

記
）

な
お

、三
菱

UF
Jリ

サ
ー

チ
＆

コン
サ

ル
テ

ィン
グ

株
式

会
社

（
厚

生
労

働
省

委
託

事
業

）
「最

低
賃

金
の

引
上

げ
に

関
す

る
労

働
者

の
意

識
や

対
応

等
に

関
す

る
実

態
把

握
の

た
め

の
調

査
」（

20
23

年
）

は
、2

02
2年

の
最

低
賃

金
引

上
げ

に
対

す
る

最
賃

近
傍

雇
用

者
の

意
識

や
対

応
等

に
つ

い
て

調
査

した
も

の
。（

本
資

料
中

「2
02

3年
調

査
」と

表
記

）

調
査
の
対
象

時
間

当
た

り賃
金

が
勤

務
地

の
地

域
別

最
低

賃
金

の
1.

1倍
未

満
の

非
正

規
雇

用
労

働
者

で
１

年
以

上
勤

務
して

い
る

者
（

以
下

、本
調

査
に

お
い

て
「最

賃
近

傍
雇

用
者

」と
い

う。
）

※
ス

クリ
ー

ニン
グ

調
査

に
よ

り予
め

調
査

対
象

者
を

限
定

。

調
査
方
法

W
EB

上
で

の
モ

ニタ
ー

調
査

調
査
期
間

20
24

年
５

月
14

日
～

26
日

有
効
回
答
数

等

有
効
回
答
数

有
効

回
答

数
：

2,
95

9人

有
効
回
答
者
の

属
性

※
厚

生
労

働
省

「令
和

５
年

賃
金

構
造

基
本

統
計

調
査

」の
調

査
票

情
報

か
ら集

計
した

最
賃

近
傍

雇
用

者
の

属
性

（
性

別
・年

齢
階

級
・勤

務
地

の
地

域
区

分
）

別
の

構
成

比
を

も
とに

、全
体

回
答

数
を

3,
00

0人
とし

た
各

属
性

毎
の

目
標

回
答

数
を

設
定

。
※

29
歳

以
下

男
性

か
つ

勤
務

地
Ａ

ラン
クの

み
属

性
毎

の
目

標
回

答
数

に
達

しな
か

った
た

め
、本

調
査

を
集

計
す

る
際

に
は

、賃
金

構
造

基
本

調
査

に
お

け
る

最
賃

近
傍

雇
用

者
の

属
性

毎
の

構
成

比
と同

様
とな

る
よ

う、
当

該
属

性
の

み
復

元
処

理
（

ウェ
イト

バ
ック

）
を

行
って

い
る

。

備
考

本
資

料
は

、厚
生

労
働

省
委

託
事

業
「最

低
賃

金
の

引
上

げ
に

関
す

る
労

働
者

の
意

識
や

対
応

等
に

関
す

る
実

態
把

握
の

た
め

の
調

査
研

究
事

業
(令

和
6年

度
)

」の
中

間
報

告
をも

とに
厚

生
労

働
省

労
働

基
準

局
に

て
作

成
。速

報
値

で
あ

る
た

め
、数

値
が

改
訂

され
る

可
能

性
が

あ
る

。

【性
別

】
【年

齢
階

級
】

【勤
務

地
の

地
域

区
分

】
男

性
66

7人
29

歳
以

下
60

8人
Aラ

ンク
1,

50
6人

女
性

2,
29

2人
30

～
39

歳
29

5人
Bラ

ンク
1,

19
7人

合
計

2,
95

9人
40

～
49

歳
54

0人
Cラ

ンク
25

6人
50

～
59

歳
59

0人
合

計
2,

95
9人

60
歳

以
上

92
6人

合
計

2,
95

9人
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は
い

53
.3

い
い

え
36

.0
わ
か
ら
な
い

10
.7

0
20

40
60

80
10

0

過
去
１
年
以
内
の
時
間
当
た
り賃
金
の
上
昇
の
有
無

(%
)

過
去
１
年
以
内
の
時
間
当
た
り
賃
金
の
上
昇
の
有
無
と
上
昇
額

○
最
賃
近
傍
雇
用
者
の
う
ち
、
過
去
１
年
以
内
に
時
間
当
た
り
賃
金
が
上
昇
し
た
の
は
5
3
.3
％
で
あ
り
、
賃
金
上
昇
額
は
「
1
0
～
1
4
円
」
（
1
5
.0
％
）
、

「
5
0
～
5
4
円
」
（
1
3
.9
％
）
、
「
2
0
～
2
4
円
」
（
1
3
.3
％
）
の
順
に
多
く
な
っ
て
い
る
。

（
注

）
有

効
回

答
者

（
2,

95
9人

）
に

つ
い

て
集

計
。賃

金
上

昇
額

は
、過

去
１

年
以

内
に

時
間

当
た

り賃
金

の
上

昇
が

あ
った

者
（

1,
57

3人
）

に
つ

い
て

集
計

。
12

2.
5

4.
9

15
.0

4.
1

13
.3

3.
3

11
.7

2.
3

10
.7

2.
8

13
.9

0.
7

1.
8

0.
6

1.
7

0.
6

1.
2

0.
4

0.
7

0.
3

5.
0

0.
4

0.
1

0.
3

0.
1

0.
5

0.
2

0.
1

0.
7

01020

５円未満

５円～９円

１０円～１４円

１５円～１９円

２０円～２４円

２５円～２９円

３０円～３４円

３５円～３９円

４０円～４４円

４５円～４９円

５０円～５４円

５５円～５９円

６０円～６４円

６５円～６９円

７０円～７４円

７５円～７９円

８０円～８４円

８５円～８９円

９０円～９４円

９５円～９９円

１００円～１０９円

１１０円～１１９円

１２０円～１２９円

１３０円～１３９円

１４０円～１４９円

１５０円～１９９円

２００円～２４９円

２５０円～２９９円

３００円以上

１
年
前
と現
在
を
比
較
した
時
間
当
た
り賃
金
の
上
昇
額

(%
)

260



過
去
１
年
以
内
の
時
間
当
た
り
賃
金
が
上
昇
し
た
時
期
及
び
理
由

○
最
賃
近
傍
雇
用
者
に
つ
い
て
、
過
去
１
年
間
で
時
間
当
た
り
賃
金
が
上
昇
し
た
時
期
は
、
「
2
0
2
3
年
1
0
月
」
（
3
3
.5
％
）
が
最
も
多
く
、
「
2
0
2
4
年
４

月
」
（
1
7
.8
％
）
が
次
い
で
多
い
。
時
間
当
た
り
賃
金
が
上
昇
し
た
理
由
は
、
「
最
低
賃
金
が
上
が
っ
た
か
ら
」
（
7
5
.4
％
）
が
最
も
多
く
な
っ
て
い
る
。

13
（

注
）

有
効

回
答

者
（

2,
95

9人
）

の
うち

、過
去

１
年

以
内

に
時

間
当

た
り賃

金
の

上
昇

が
あ

った
者

（
1,

57
3人

）
に

つ
い

て
集

計
。

7.
0

2.
1

2.
3

4.
2

33
.5

5.
6

3.
6

3.
2

1.
7

2.
4

17
.8

5.
2

18
.1

010203040

６
月

７
月

８
月

９
月

10
月

11
月

12
月

１
月

２
月

３
月

４
月

５
月

20
23

年
20

24
年

わ
か

らな
い

時
間
当
た
り賃
金
が
上
昇
した
時
期

（
複

数
回

答
）

(%
)

75
.4

1.
5

11
.3

5.
1

3.
5

2.
9

4.
2

3.
0

1.
4

7.
0

020406080

最 低 賃 金 が 上 が っ た

か ら

年 齢 に 応 じ て 昇 給 さ

れ た か ら

勤 続 年 数 に 応 じ て 昇

給 さ れ た か ら

昇 格 や 職 務 上 の 責 務

の 増 加 に 応 じ て 昇 給

さ れ た か ら

勤 務 先 が 賃 金 引 上 げ

の 交 渉 に 応 じ て く れ

た か ら

勤 務 先 の 業 績 が よ い

か ら

勤 務 先 が 非 正 規 雇 用

労 働 者 の 待 遇 改 善 に

取 り 組 ん で い る か ら

自 分 の 技 能 が 向 上 し

た か ら （ 資 格 の 取 得

等 を 含 む ）

そ の 他

わ か ら な い

時
間
当
た
り賃
金
が
上
昇
した
理
由

（
複

数
回

答
）

(%
)

261



賃
金
上
昇
の
理
由
に
最
低
賃
金
を
挙
げ
た
労
働
者
の
暮
ら
し
向
き
、
賃
金
使
途

○
時
間
当
た
り
賃
金
の
上
昇
の
理
由
と
し
て
最
低
賃
金
引
上
げ
を
挙
げ
た
労
働
者
に
対
し
、
１
年
前
と
現
在
を
比
べ
た
暮
ら
し
向
き
の
変
化
を
尋

ね
た
と
こ
ろ
、
「
変
わ
っ
て
い
な
い
」
が
6
3
.4
％
、
「
や
や
苦
し
く
な
っ
た
」
「
苦
し
く
な
っ
た
」
が
計
2
9
.1
％
、
「
ゆ
と
り
が
増
し
た
」
「
や
や
ゆ
と
り
が
増
し

た
」
が
計
7
.4
％
と
な
っ
て
い
る
。

○
時
間
当
た
り
賃
金
の
上
昇
の
理
由
と
し
て
最
低
賃
金
引
上
げ
を
挙
げ
、
か
つ
、
１
年
前
と
現
在
を
比
べ
て
１
ヶ
月
の
賃
金
が
増
え
た
労
働
者
に
、

増
え
た
賃
金
の
使
途
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
「
ほ
ぼ
全
て
を
消
費
に
回
し
て
い
る
」
「
多
く
を
消
費
に
回
し
て
い
る
」
が
計
5
9
.7
％
と
な
っ
て
い
る
。

14
（

注
）

過
去

１
年

以
内

に
時

間
当

た
り賃

金
の

上
昇

が
あ

った
者

の
うち

賃
金

上
昇

の
理

由
が

「最
低

賃
金

が
上

が
った

か
ら」

と回
答

した
者

（
1,

18
7人

）
に

つ
い

て
集

計
。

増
え

た
賃

金
の

使
途

に
つ

い
て

は
、そ

の
うち

１
年

前
と現

在
を

比
べ

て
１

ヶ月
の

賃
金

が
増

え
た

者
（

66
6人

）
に

つ
い

て
集

計
。

※
図

表
に

表
示

され
た

数
値

は
四

捨
五

入
され

た
数

値
で

あ
る

こと
か

ら、
複

数
の

項
目

の
回

答
割

合
を

足
し上

げ
た

際
に

、実
際

の
集

計
結

果
を

足
し上

げ
た

数
値

とグ
ラフ

上
の

数
値

を
足

し上
げ

た
数

値
が

一
致

しな
い

場
合

が
あ

る
。

1.
0

6.
4

63
.4

20
.2

9.
0

04080

ゆ
とり

が
増

した
や

や
ゆ

とり
が

増
した

変
わ

って
い

な
い

や
や

苦
しく

な
った

苦
しく

な
った

１
年
前
と現
在
を
比
べ
た
、暮
らし
向
き
の
変
化

(%
)

31
.8

27
.9

20
.8

14
.0

5.
5

02040

ほ ぼ 全 て を 消

費 に 回 し て い

る

多 く を 消 費 に

回 し て い る

半 分 程 度 を 消

費 、 半 分 程 度

を 貯 蓄 に し て

い る

多 く を 貯 蓄 に

回 し て い る

ほ ぼ 全 て を 貯

蓄 に 回 し て い

る

増
え
た
賃
金
の
使
途

(%
)
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賃
金
上
昇
の
理
由
に
最
低
賃
金
を
挙
げ
た
労
働
者
の
賃
金
及
び
労
働
時
間
の
変
化

○
時
間
当
た
り
賃
金
の
上
昇
の
理
由
と
し
て
最
低
賃
金
引
上
げ
を
挙
げ
た
労
働
者
に
対
し
、
１
年
前
と
現
在
を
比
べ
た
、
主
な
仕
事
の
労
働
時
間

の
変
化
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、
「
変
わ
っ
て
い
な
い
」
が
6
2
.0
％
と
最
も
多
く
、
2
0
2
3
年
調
査
の
結
果
と
同
じ
傾
向
で
あ
っ
た
。

○
時
間
当
た
り
賃
金
の
上
昇
の
理
由
と
し
て
最
低
賃
金
引
上
げ
を
挙
げ
た
労
働
者
に
対
し
、
１
年
前
と
現
在
を
比
べ
た
、
主
な
仕
事
に
よ
る
１
ヶ
月

あ
た
り
の
賃
金
の
増
減
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、
「
増
え
た
」
「
や
や
増
え
た
」
が
計
5
6
.2
％
、
「
変
わ
っ
て
い
な
い
」
が
3
3
.3
％
、
「
や
や
減
っ
た
」
「
減
っ

た
」
が
計
1
0
.4
％
と
な
っ
て
お
り
、
2
0
2
3
年
調
査
の
結
果
と
同
じ
傾
向
で
あ
っ
た
。

15

8.
0

12
.5

62
.0

13
.6

3.
9

7.
7

11
.9

67
.0

10
.3

3.
0

020406080

増
え

た
や

や
増

え
た

変
わ

って
い

な
い

や
や

減
った

減
った

１
年
前
と現
在
を
比
べ
た
、主
な
仕
事
の
労
働
時
間
の
変
化

20
24

年
調

査
（

参
考

）
20

23
年

調
査

(%
)

9.
4

46
.9

33
.3

6.
3

4.
1

11
.3

45
.4

34
.9

5.
7

2.
7

0204060

増
え

た
や

や
増

え
た

変
わ

って
い

な
い

や
や

減
った

減
った

１
年
前
と現
在
を
比
べ
た
、主
な
仕
事
に
よ
る
１
ヶ月
あ
た
りの
賃
金
の

増
減

20
24

年
調

査
（

参
考

）
20

23
年

調
査

(%
)

（
注

）
過

去
１

年
以

内
に

時
間

当
た

り賃
金

の
上

昇
が

あ
った

者
の

うち
賃

金
上

昇
の

理
由

が
「最

低
賃

金
が

上
が

った
か

ら」
と回

答
した

者
（

20
24

年
調

査
：

1,
18

7人
、2

02
3年

調
査

：
1,

00
8人

）
に

つ
い

て
集

計
。

※
図

表
に

表
示

され
た

数
値

は
四

捨
五

入
され

た
数

値
で

あ
る

こと
か

ら、
複

数
の

項
目

の
回

答
割

合
を

足
し上

げ
た

際
に

、実
際

の
集

計
結

果
を

足
し上

げ
た

数
値

とグ
ラフ

上
の

数
値

を
足

し上
げ

た
数

値
が

一
致

しな
い

場
合

が
あ

る
。
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そう
思

う
53

.0
や

や
そう

思
う

22
.8

どち
らと

も
い

え
な

い
18

.1

あ
ま

りそ
う思

わ
な

い
2.

6
そう

思
わ

な
い

0.
7

わ
か

らな
い

2.
8

0
10

20
30

40
50

60
70

80
90

10
0

今
後
も
最
低
賃
金
が
引
き
上
が
る
べ
き
と思
うか

(%
)

今
後
の
最
低
賃
金
引
上
げ
に
関
す
る
見
解

○
今
後
も
最
低
賃
金
が
引
き
上
が
る
べ
き
か
に
つ
い
て
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
「
そ
う
思
う
」
「
や
や
そ
う
思
う
」
が
計
7
5
.8
％
、
「
あ
ま
り
そ
う
思
わ
な
い
」

「
そ
う
思
わ
な
い
」
が
計
3
.3
％
と
な
っ
て
い
る
。
今
後
も
最
低
賃
金
が
引
き
上
が
る
べ
き
と
思
う
理
由
は
、
「
現
在
の
最
低
賃
金
額
は
生
計
を
維
持

す
る
た
め
に
十
分
な
水
準
で
な
い
か
ら
」
が
6
0
.7
％
と
最
も
多
く
、
今
後
も
最
低
賃
金
が
引
き
上
が
る
べ
き
と
思
わ
な
い
理
由
は
、
「
最
低
賃
金
が

引
き
上
が
る
と
、
そ
の
分
労
働
時
間
を
減
ら
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
」
が
3
3
.9
％
と
最
も
多
く
な
っ
て
い
る
。

16

（
注

）
今

後
も

最
低

賃
金

が
引

き
上

が
る

べ
き

と思
うか

に
つ

い
て

は
、有

効
回

答
者

（
2,

95
9人

）
に

つ
い

て
集

計
。今

後
も

最
低

賃
金

が
引

き
上

が
る

べ
き

と思
う理

由
に

つ
い

て
は

、今
後

も
最

低
賃

金
が

引
き

上
が

る
べ

き
と思

うか
に

つ
い

て
「そ

う思
う」

「や
や

そう
思

う」
と回

答
した

者
（

2,
24

5人
）

、今
後

も
最

低
賃

金
が

引
き

上
が

る
べ

き
と思

わ
な

い
理

由
に

つ
い

て
は

、今
後

も
最

低
賃

金
が

引
き

上
が

る
べ

き
と思

わ
な

い
か

に
つ

い
て

「あ
ま

りそ
う思

わ
な

い
」

「そ
う思

わ
な

い
」と

回
答

した
者

（
99

人
）

に
つ

い
て

集
計

。
※

図
表

に
表

示
され

た
数

値
は

四
捨

五
入

され
た

数
値

で
あ

る
こと

か
ら、

複
数

の
項

目
の

回
答

割
合

を
足

し上
げ

た
際

に
、実

際
の

集
計

結
果

を
足

し上
げ

た
数

値
とグ

ラフ
上

の
数

値
を

足
し上

げ
た

数
値

が
一

致
しな

い
場

合
が

あ
る

。
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0204060

現 在 の 最 低 賃 金 額 は 生 計 を 維

持 す る た め に 十 分 な 水 準 で な

い か ら

最 低 賃 金 が 引 き 上 が る と 、 自

分 の 賃 金 も 上 が る か ら

最 低 賃 金 が 引 き 上 が る と 、 所

得 格 差 が 縮 小 す る と 思 う か ら

最 低 賃 金 が 引 き 上 が る と 、 企

業 の 労 働 生 産 性 が 高 ま る と 思

う か ら

最 低 賃 金 が 引 き 上 が る と 、 消

費 が 喚 起 さ れ る な ど 経 済 に よ

い 影 響 を 与 え る と 思 う か ら

そ の 他

わ か ら な い

今
後
も
最
低
賃
金
が
引
き
上
が
る
べ
き
と思
う理
由

（
複

数
回

答
）

(%
)

33
.9

16
.8

11
.0

5.
4

16
.4

25
.9

2.
0

24
.9

02040

最 低 賃 金 が 引 き 上 が る と 、 そ の 分 労 働

時 間 を 減 ら さ な く て は な ら な い か ら

最 低 賃 金 が 引 き 上 が る と 、 雇 い 止 め さ

れ た り 、 個 人 請 負 契 約 に 切 り 替 え ら れ

る 可 能 性 が あ る か ら

最 低 賃 金 が 引 き 上 が る と 、 勤 務 先 の 業

績 が 悪 化 す る と 思 う か ら

こ れ 以 上 高 い 賃 金 を も ら う の は 、 会 社

や 同 僚 に 申 し 訳 な く 思 う か ら

最 低 賃 金 が 引 き 上 が る と 、 社 員 間 の 給

与 の 格 差 が 小 さ く な り 、 貢 献 度 の 高 い

人 に と っ て 不 公 平 に な る か ら

最 低 賃 金 が 引 き 上 が る と 、 物 価 が 上 昇

す る な ど 経 済 に 悪 い 影 響 を 与 え る と 思

う か ら

そ の 他

わ か ら な い

今
後
も
最
低
賃
金
が
引
き
上
が
る
べ
き
と思
わ
な
い
理
由

（
複

数
回

答
）

(%
)
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